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１ 南相馬市地域防災計画とは 
１ 計画の目的 

●計画の目的 

南相馬市地域防災計画（以下｢本計画｣）は、災害対策基本法第４２条に基づいて、南相馬市防

災会議が作成する計画です。本計画は、風水害、地震、津波、原子力災害等に対処するため、市、

県、防災関係機関及び市民等が連携して災害対策を実施することにより、生命、身体及び財産を

災害から守ることを目的として作成されたものです。 

 

２ 防災の基本方針 

●基本方針 

東日本大震災の教訓を踏まえ、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であるとの認識のもと、

災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を防災の基本方針としています。 

また、この基本方針のもと、次の個別の方針を掲げ、自助・共助・公助が一体となった地域防災力

の強化に努めます。 

●自助・共助・公助の重要性 

大規模災害では、市、消防、警察などの防災関係機関のみで、災害対策を行うことは困難です。

防災関係機関のみならず、住民、行政区・自主防災組織・事業者等が中心となって、「自らの生命

は自らが守る」、「自分たちのまちは自分たちで守る」との考えに基づき、行動することが必要です。 

 

◆南相馬市防災会議 

地域防災計画の作成及びその実施、防災に関する重要事項の審議等を図るために、災

害対策基本法に基づき設置されるものです。会議は、市長を会長として、市長が委嘱した

国、県、市、消防機関、公共機関等の代表者から構成されています。 

防災対策における

連携 

住民、事業者などが 

自らを災害から守ること 

行政区・自主防災組織等が協力して 

地域社会を災害から守ること 

国・県・市等が住民を災害

から守ること 

共   助 

自   助 

公   助 

１ 津波災害対策の充実            ５ 地域防災力の向上 

２ 実効性の高い原子力災害対策の推進  ６ 男女双方の視点に配慮した防災対策 

３ 初動体制の強化               ７ 要配慮者の支援 

４ 情報収集・伝達手段の機能強化 
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３ 計画作成の背景と継緯 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、マグニチュード９の大地震で、巨大津波と多く

の犠牲者の発生、行政機能の喪失、原子力発電所の事故、長期的かつ広域的な避難など、これ

までの想定を超える被害と影響を及ぼしました。 

本市においては、鹿島区で津波最大浸水深 15ｍを記録し、津波による全壊 1,165世帯、地震

による全壊66世帯など、4,532世帯の住家被害が発生しました。さらに、東京電力福島第一原子

力発電所の事故により、当初20km圏内に「避難指示」、30km圏内に「屋内退避指示」が出され、

平成28年7月12日の避難指示解除まで、長期的かつ広域的な避難生活を強いられることにな

りました。これらの教訓や国・県等による法令や方針も見直しを反映して、本市では、平成 25年度

に地域防災計画の見直しを実施しました。 

しかし、その後も、平成28年熊本地震、平成29年九州北部豪雨、平成30年7月豪雨などが

発生し、地震・津波だけでなく、頻発する風水害への備えも必要となっています。原子力災害に関

しても、国の原子力災害対策指針の改定などが行われています。 

本計画は、このような背景と継緯をもとに、市の地域特性を反映して作成したものです。 

４ 計画の構成と内容 

●対象とする災害 

本計画で対象とする災害は、地震、津波、風水害といった自然災害と、危険物等の流出、船舶・

列車等の事故、原子力発電所での事故等、市民生活への影響や多数の死傷者が発生する事故

を対象としています。 

なお、武力攻撃等の危機管理事象への対応は、別に定める国民保護計画で対処します。 

●計画の構成 

本計画は、計画の全体と平常時対策を定めた「総則・予防編」、災害の種類別に「一般対策編」、

「震災対策編」、「津波災害対策編」、「原子力災害対策編」、「資料編」で構成されています。 

 

南相馬市地域防災計画 

総則、平常時の予防対策 

風水害、大規模事故等に関する応急対策、復旧対策 

地震に関する応急対策、復旧対策 

津波に関する避難対策 ※その他は一般災害対策編を準用 

原子力災害に関する総則、事前対策、応急対策等 

各編に関する災害対策資料 

総則・予防編 

一般災害対策編 

地震対策編 

津波災害対策編 

原子力災害対策編 

資料編 

原子力災害避難計画 原子力災害の避難に関する具体的計画 
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５ 災害の想定 

●風水害 

真野川、新田川、太田川、小高川の浸

水被害について、県が大雨を想定したシミ

ュレーションを実施し、その結果をもとに、

市は、浸水想定区域を示した洪水ハザー

ドマップ（平成 26年３月）を作成していま

す。 

●土砂災害 

市域には、土砂災害警戒区域及び土砂

災害警戒特別区域、地すべり危険箇所、

土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇

所が指定されています。これらの箇所での

斜面崩壊、地すべり、土石流等の土砂災

害の発生を想定しています。 

●地震災害 

地震は、福島県地震・津波被害想定調 

査（平成７年）から、本市に最も影響が大きい双葉断層を震源とする地震を想定しています。 

この地震により、最大震度６強のゆれ、建物大破3,650棟、焼失1,410棟、避難者11,294人の

被害が想定されています。 

●津波災害 

津波は、東日本大震災による津波の浸水範囲を対象としています。 

なお、県が平成 18・19年度に実施した津波想定調査では、明治三陸タイプの地震津波で全壊

67棟、半壊201棟、床上・床下浸水938棟が予測されています。 

●大規模事故 

地震、風水害といった自然災害のほかに、海難事故、列車事故、林野火災、延焼火災、危険物

施設の爆発・炎上等の大規模事故など、生活に大きな影響を及ぼす災害を想定しています。 

●原子力災害 

廃止措置が決定された福島第一原子力発電所、及び運転を停止している福島第二原子力発

電所において、重大な事故等が発生し、放射性物質又は放射線の放出による災害を想定していま

す。 

■洪水ハザードマップ（抜粋） 
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２ 災害予防対策 
１ 災害に強いまちづくり 

●市街地の整備 

市は、長期的な視野に立ち、津波防御施設による多重防御や避難路を整備し、災害に強く安全

な都市構造への転換を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

●建築物の耐震化 

市は、「南相馬市耐震改修促進計画」（平成28年５月）に基づき、建築物の耐震化率を平成32

年度までに95％とすることを目標として耐震化を促進します。 

そのため、木造住宅の耐震診断や住宅の耐震改修の費用の一部負担や、建築相談窓口での

相談などに努めます。 

●土砂災害対策 

土砂災害の危険箇所には、法令に基づき、県が土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域、

急傾斜地崩壊危険区域等の区域指定を行い、災害防止工事を実施しています。 

市は、土砂災害警戒区域等の指定された地域に、災害情報の伝達や避難が早くできるように警

戒避難体制の整備を図ります。 

●津波災害対策 

津波の浸水防止や津波の勢いを減衰させるために、県は防潮堤や河川堤防のかさ上げ、海岸

防災林の整備を実施しています。また、市は、水門の遠隔操作や施設の点検など、施設管理を徹

底させます。 

●要配慮者利用施設の避難体制の整備 

高齢者、障がい者、乳幼児等防災施策において特に配慮を要する人を「要配慮者」といいます。 

市は、土砂災害警戒区域や浸水想定区域にある要配慮者利用施設に対し、避難情報等の伝

達体制を定めます。その一方、法令に基づき、その施設の管理者等は、避難確保計画を策定し、

避難訓練を行うこととなっています。 

●火災の予防 

危険物施設の安全対策は、法令に基づいてそれぞれの管理者が実施することになっています。

消防本部は、消防法等に基づき立入検査、指導等を行い、安全対策を促進します。 

なお、消防法に基づき、すべての住宅（寝室、階段等)に住宅用火災警報器を設置することが義

務づけられています。 

■津波被災地の復興まちづくりのイメージ 
出典：南相馬市都市計画マスタープラン(平成30年３月) 
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２ 応急対策への備え 

●緊急避難場所・避難所の指定 

市は、災害時の避難のために、法令等による一定の基準を満たす施設を緊急避難場所及び避

難所として指定しています。指定した緊急避難場所・避難所は、ハザードマップ、市ホームページ

等で周知しています。 

緊急避難場所 
・災害から命を守るために緊急的に避難する施設又は場所 

・異常現象の種類ごとに指定 

避難所 
・危険性がなくなるまで間、又は自宅に戻ることができない避難者を滞在さ

せるための施設 

●食料・生活物資等の家庭内備蓄 

災害発生当初は、食料、生活物資等が届かないことが想定され

ます。 

家庭及び事業所では、自助として、最低３日間、可能な限り１週

間分の食料・物資・飲料水の備蓄が求められています。 

●公的備蓄 

市は、家庭内備蓄の非常持ち出しができない避難者の３日分程度を目安として、萱浜地区の防

災備蓄倉庫に食料・生活物資等の備蓄を行っています。備蓄の対象は、津波の想定避難者数

9,000人、備蓄品は、食料、応急活動用資機材、飲料水、生活物資としています。 

また、災害時には、食料・生活物資等が継続して調達できるよう、生産者、販売業者等との協定

を締結し、調達体制を構築します。 

●消防団の強化 

消防団は、地域防災力の要として重要な役割を担います。そのため、市は、消防団員の募集、

消防資機材等の整備等、消防団の強化を図ります。また、消防団サポート事業として、消防団員

が地域の支援が受けられるよう、サポート事業所認定の申請促進などに取組みます。 

３ 市民の防災活動の促進 

●防災知識の普及・啓発 

災害発生時に的確な行動を行うためには、ふだん

から危険箇所や避難場所等の防災知識を把握する

ことが重要です。 

市は、「市民防災マニュアル」（平成 26年）、「津

波・地震等ハザードマップ（市全域版・各区拡大版）」

（平成 26年３月時点）を作成、配布して、防災知識

の普及・啓発を行っています。 

これらは、市のホームページでも確認することがで

きます。 
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●自主防災組織の結成 

地域で自主防災活動を推進するためには、自主防災組織を結成することが重要です。 

市は、行政区単位で自主防災組織を結成するとともに、県等の主催するリーダー研修や自主防

災活動促進事業への参加を促進するよう努めます。 

なお、自主防災活動として、次の活動が求められます。 

特に、訓練にあっては、消防署・分署、消防団と連携して、初期消火訓練、避難・誘導訓練、安

否確認訓練、応急救護訓練、情報伝達訓練といった内容の自主防災訓練を支援します。 

（１）自主防災計画（地区防災計画）の作成     （４）避難行動要支援者の確認 

（２）防災知識の普及啓発                （５）防災訓練 

（３）地域の安全点検（危険箇所、避難場所､    （６）資機材の整備、点検 

井戸等） 

●防災訓練 

市は、大規模な地震・津波、風水害が発生したことを想定して、防災関係機関をはじめ、市民、

自主防災組織も参加する総合防災訓練を実施します。市民の方々は、この訓練に参加することに

より、防災知識の習得や災害時の行動を確認することができます。 

 

 

 

 

 

●受援体制 

大規模な災害が発生した場合、市だけでの対応は困難です。そのため、遠隔地の市町村等から

の応援が受けられるように、協定の締結を進めます。 

●避難行動要支援者の支援体制 

避難行動要支援者とは、高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者のうち、災害発生時の避難

等に特に支援を要する方をいいます。市は、避難行動要支援者の名簿を作成し、市関係課、民生

委員・児童委員、社会福祉協議会や行政区等と、個人情報の保護に配慮しながら名簿を共有し、

避難時の支援体制を構築します。 

●事業所の自主防災体制の構築 

事業所は、従業員や顧客の安全確保、二次災害の防止を図るため、防災計画を策定するととも

に、自衛消防隊を編成し災害に備えることになっています。 

近年は、災害時の事業所の果たす役割を認識し、災害時に重要業務を継続することの重要性

から事業継続計画（ＢＣＰ）の策定が必要とされています。 
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３ 災害発生時の対応 
１ 市の応急活動体制 

●市の配備体制 

市は、災害が発生又はそのおそれがあるときは、災害対策本部を設置し必要な職員の配備を行

います。また、警戒段階では本部設置前に警戒配備体制をとり、災害発生に備えます。 

特に、地震・津波では、電話が不通となることが予想されるため、震度に応じて、職員の自動配

備が決められています。 

体制 基準 

本部設

置前 

警戒配

備体制 

【風水害】気象警報、氾濫警戒情報、土砂災害警戒情報が発表されたとき 

【地震】市で震度４の地震が発生したとき 

【津波】津波予報区の「福島県」に津波注意報が発表されたとき 

災害 

対策 

本部 

第一非

常配備

体制 

【風水害】特別警報、氾濫危険情報が発表されたとき 

【地震】市で震度５弱・５強の地震が発生したとき 

【津波】津波予報区の「福島県」に津波警報が発表されたとき 

第二非

常配備

体制 

【風水害】全域にわたる災害のおそれ 

【地震】市で震度６弱以上の地震が発生したとき 

【津波】津波予報区の「福島県」に大津波警報が発表されたとき 

●災害対策本部の設置 

市は、災害が発生したときは、市長を本部長とした災害対策本部を市役所に設置します。 

２ 情報の収集・伝達 

●情報の伝達 

災害時には気象庁等から気象警報・注意報、津波警報・注意報、土

砂災害警戒情報等が発表されます。市は、これらを防災行政無線や

緊急情報メール（防災メール）等により、住民に伝達します。 

特に、緊急情報は、全国瞬時警報システム（Jアラート）によって、自

動的に防災行政無線が起動し放送する仕組みとなっています。 

●広報活動 

市は、災害時には防災行政無線のほか、広報車、ホームページ、公式ツイッター、臨時の広報

紙の配布等により、被災者支援等の情報を提供します。避難所、区役所には広報掲示板を設置し

ます。また、市役所及び区役所に相談窓口を設置し、各種手続きや相談に対応します。 

●報道対応 

市は、災害対策本部に共同会見場を設置し、情報を定期的に報道機関に発表します。 

また、災害情報共有システム（Ｌアラート）を用いて、テレビ、ラジオを通じて、被害情報や避難勧

告・指示（緊急）等の発令、避難所開設などの災害情報等を発信します。 
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３ 応援の要請 

●自治体等への応援要請 

市は、災害対策基本法や協定に基づき、県、市町村、国等の機関に応援を要請します。 

また、消防本部は、相互応援協定や消防組織法に基づき、他の消防機関や緊急消防援助隊の

応援を要請します。 

●自衛隊の災害派遣要請 

大規模な災害が発生した場合、災害対策基本法に基づき、市長は知事に対し自衛隊の災害派

遣要請を要求します。要求できないときは、直接、自衛隊の部隊に災害状況の通知をします。 

市は、北新田第2運動場、馬事公苑を派遣部隊の受入場所としています。 

●協定団体・企業への応援要請 

市では、企業や団体等とあらかじめ締結している協定により、各種団体、企業に応援を要請し、

食料、生活物資、資機材、対策要員を確保します。 

４ 消火、救急・救助活動 

●消火活動 

地震が発生したときに、複数の火災が同時に発生すること

が予測されます。消防署、消防団が主体となり消火活動を行

いますが、まずは、市民、行政区、自主防災組織が協力して、

初期消火を行うことが重要です。 

●救急・救助活動 

倒壊家屋等の下敷きになっている人を発見したときは、行政区、自主防災組織が協力して、早期

に救助活動を行うことが必要です。救助が困難な場合は、消防、警察、自衛隊が連携して救助活

動にあたります。 

５ 避難対策 

●風水害時の避難活動 

市は、台風等の接近による自主避難や、「避難準備・高齢者等避難開始」を発令した場合は、

先行して一部の緊急避難場所を開設し、避難者を受入れます。 

その後、土砂災害や河川の氾濫等の危険がある場合は、「避難勧告」「避難指示（緊急）」を発

令し、危険区域の住民に避難を促します。その場合は、災害の種別に応じて、安全な全ての緊急

避難場所を開設します。 

その後、自宅が被災し生活が困難な方を避難所に受け入れます。 

●地震時の避難活動 

地震発生時は、家族、地域で安否や被害を確認後、自宅の被災や、延焼火災が発生した場合

は、地域での誘導により緊急避難場所に避難します。その後、市は、自宅が被災し生活が困難な

方を避難所に受け入れます。 

なお、自宅に被害がなく、安全が確保されている場合は、できるだけ自宅で生活を継続します。 
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●津波発生時の避難活動 

強い地震を感じたり、津波注意報・警報が発表された場合は、各自で内陸又は安全な緊急避難

場所に避難します。避難はできるだけ徒歩とし、やむを得ない場合は自動車を活用します。 

避難勧告・指示（緊急）が解除された後に、安全な緊急避難場所へ誘導し、さらに、自宅が被災

し生活が困難な方は避難所に受け入れます。 

●避難情報の発令 

市長は、気象情報、津波情報等を基準として、次の避難情報を発表し、危険区域の住民の避難

を促します。避難誘導は、原則として、行政区、自主防災組織が行うことを基本とします。 

避難準備・高齢

者等避難開始 

避難が必要と認める地域の居住者等に対し、避難に時間のかかる要配慮者とそ

の支援者に立退き避難を促す。その他の人に対しては、立退き避難の準備を整

えるとともに、以後の防災気象情報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難

を開始することを促す。 

避難勧告 避難が必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告する。 

避難指示（緊急） 急を要すると認めるときに、避難が必要と認める地域の居住者等に対し、避難の

ための立退きを指示する。 

屋内での待避等

の安全確保措置 

土砂災害等について立退き避難をしそびれた者に、近隣の堅牢な建物等の「近

隣の安全な場所」への避難や「屋内安全確保」を促す。 

●警戒区域の設定 

市長は、危険を防止する必要がある場合は、警戒区域を 

設定して立入制限、立入禁止、退去を命ずることがあります。 

●避難行動要支援者の支援 

避難に際しては、消防団、民生委員・児童委員、行政区、

自主防災組織が中心となって、地域の避難行動要支援者

の安否を確認し、避難誘導等の必要な支援を行います。 

避難した後は、避難所での専用スペースを確保したり、 

福祉避難所を開設したり、福祉関係団体等と協力して巡回サービスや介護等、ニーズや生活環

境に配慮した活動を行います。 

●避難所の設置・運営 

避難所は、施設管理者又は市職員が開設します。避難所の運営は、行政区や自主防災組織

等の住民組織を母体とした避難者による自治を基本とし、市職員等はその運営を支援します。 

運営にあたっては、女性の参画により、男女のニーズの違いを反映した対策や、プライバシー、

若年・高齢者等の意見が反映されるよう配慮します。 

特に、女性に対しては、女性専用の仮設トイレ、更衣室、授乳室、物干し場等を設置します。 

●指定避難所以外の被災者支援 

市は、在宅の被災者、車中・テントでの生活をしている被災者の所在を把握し、支援情報の提供

や、避難所生活者と同様に食料、生活物資の供給を行います。 
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６ 医療（助産）救護活動 

●医療救護体制 

多数の傷病者が発生したときは、災害対策本部に医療救護本部を設置し、医師会、歯科医師

会、薬剤師会及び市立総合病院等と連携して、医療救護班の出動を要請し、トリアージ、応急手

当などを行います。 

また、県が組織する医療救護班、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣を要請します。 

傷病者は、市内の医療機関（入口付近）に救護所を設置して対応し、重症者は、災害拠点病院

である市立総合病院、その他の災害拠点病院に搬送します。 

 

●避難所での健康管理 

市は、避難者の健康を管理するため避難所に救護所を設置し、巡回医療を実施します。 

また、県保健福祉事務所と連携して、インフルエンザ・食中毒等の感染症予防、エコノミークラス

症候群等の予防、心のケア等を行います。 

７ 生活の支援 

●飲料水の供給 

水道が断水したときは、断水地区の医療施設、医療救護所、要配慮者利用施設等を優先して

給水を行います。断水世帯の住民は、家庭内備蓄の飲料水や市が確保したペットボトルで対応し

ます。その後、給水拠点を設定して、給水車により住民が持参したポリタンク・バケツ等に飲料水を

供給します。 

●食料・生活物資の供給 

災害発生直後は、食料や生活物資の調達・供給が困難なため、家庭内備蓄を活用することを

基本とします。市は、家庭内備蓄を持参できなかった被災者に市の備蓄を供給します。 

その後、協定等に基づく要請、救援物資、自衛隊の炊き出し支援等により、食料、生活物資を確

保し供給します。 

救護所（医療機関等） 

・トリアージ  ・応急手当 

 

災害拠点病院（市立総合病院） 

・重症者の受入れ・治療 

県内の災害拠点病院等 
・市内で対応ができない重症者の 

受入れ・治療 

市医療救護本部 

相馬郡医師会 
南相馬市歯科医師会 
南相馬市薬剤師会 
福島県柔道整復師会 
市立総合病院 

県 

負傷者の搬送 
（救助機関等） 

災害拠点病院で対応困難な傷病者等
の搬送（救急車・ヘリコプター） 

医療救護班の派遣 
医薬品・資器材の 
提供 

重傷者の搬送（救急車） 

コーディネーター派遣 

医療救護班・DMAT等の派遣 
医薬品・資器材の提供 

要請 

要請 

 

自力 

■医療救護体制 
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●救援物資の受け入れ 

調達した食料・生活物資や全国から寄せられる救援物資は、集積拠点を開設し受入れます。大

量の物資を集積する場合は、民間物流事業者に施設の活用や配送作業等を委託します。 

●廃棄物処理 

断水のため水洗トイレが使えなくなる場合は、避難所に仮設トイレを設置します。 

倒壊した住宅のがれき、畳や電化製品等の災害廃棄物は、仮置場を設置して分別処理やリサ

イクルを行い処分します。 

８ 応急住宅対策 

●応急仮設住宅の供与 

応急仮設住宅は、災害救助法が適用されるなど大規模な災害が発生したときに、県により公園

等の空地に建設されます。 

規模の小さい災害や、仮設住宅の建設では需要に対応できない場合は、民間住宅の借上げや

公営住宅の空家を供与、あっせんします。 

●住家の被災認定調査・罹災証明 

市は、罹災証明書を発行するために、被災住家の被害認定調査を行い、全壊、大規模半壊、

半壊、一部損壊、被害なしに認定します。また、市役所、区役所で罹災証明書を発行します。 

火災による被害の証明は、消防署で発行します。 

●被災建築物の応急危険度判定 

大規模な地震により建物が被災した

ときは、余震によって建物が倒壊する

おそれがあります。このような二次災害

を防ぐために、応急危険度判定を実施

します。判定結果は、「危険」「要注意」

「調査済」に区分して、建物入口付近に

ステッカーで表示します。 

●被災宅地の危険度判定 

造成宅地では、地震や大雨によって地盤に亀裂等が生じることがあります。このような二次災害

の危険を防ぐために、宅地の危険度判定を実施します。危険がある場合は、避難や危険区域への

立入規制等の措置をとります。 

９ 要配慮者対策 

●避難所での支援 

市は、要配慮者への福祉サービスを再開できるよう、避難所で要配慮者の把握調査を実施し、

必要な支援を行います。 

●施設への入所等 

避難所で生活が困難な要配慮者は、協定等に基づき、社会福祉施設に緊急入所を行います。

また、生涯学習センター等の公共施設を福祉避難所に指定し、受け入れます。  

■応急危険度判定のステッカー（全国被災建築物応急
危険度判定協議会ホームページより）〉 
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１０ ボランティアとの連携 

●ボランティアセンターの設置 

災害発生時には、多くのボランティアが集まり、被災地の復旧に大きな力を発揮します。 

南相馬市社会福祉協議会は、原町区福祉サービスセンターにボランティアセンターを設置し、

県のボランティアセンター等と連携して災害ボランティアを受け入れます。 

●ボランティアセンターの運営 

南相馬市社会福祉協議会は、ボランティアの受入れ、ボランティアニーズの把握、活動のコーデ

ィネート、情報提供等の運営を行います。また、被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等のボランティア団

体等と、情報を共有する場を設置し、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握し、連携のとれ

た支援活動を展開します。 

１１ 大規模事故への対応 

大規模事故への対応は、基本的に第１に事故の原因者、第２に消防、警察及び事故を所管す

る市の担当が実施します。事故による被害が甚大な場合や生活に影響がある場合は、災害対策

本部を設置して、情報収集、避難、救援・救護等にあたります。 

 

４ 災害復旧 
１ 施設の復旧 

施設が被災した場合には、「公共土木施設災害復旧費国庫負担法」や「激甚災害に対処するた

めの特別の財政援助等に関する法律」及びその他の法律による財政援助を受けて災害復旧事業

を推進します。 

２ 被災地の生活安定 

●被災者の支援 

住民が一刻も早く自力で生活ができるよう、市、県、関係機関は、災害見舞金などの支給、生活

資金の貸付、税の減免など、各種法令、条例に基づく各種支援、義援金の配分、職業のあっせん

などを実施します。 

（１）義援金の募集・受付・配分        （４）被災者生活再建支援金の支給 

（２）職業のあっせん               （５）災害弔慰金の支給 

（３）租税等の税の減免・徴収猶予      （６）生活援護資金の貸付 

●事業者への支援 

市、県、及び金融機関等は、災害により被害を受けた農林漁業者、中小企業等の事業者に対し、

施設の復旧や経営維持に必要な資金の融資を行います。 
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５ 原子力災害対策 
１ 防護措置の流れ 

●防護措置のイメージ 

防護措置は、次の流れで行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●原子力災害対策の重点区域 

原子力災害対策を行う重点区域として、ＰＡＺとＵＰＺの範囲が、県地域防災計画で定められて

います。本市には、ＰＡＺに含まれる区域はありませんが、ＵＰＺに市全域が含まれています。 

 

陸地         海域 
UPZ 

 PAZ
概ね３０km 

概ね５km 

ＵＰＺ（緊急防護措置を準備する区域） 

・必要に応じて段階的に防護措置を実施 

・原子力施設から概ね半径３０ｋｍ 

・南相馬市全域が対象 

ＰＡＺ（予防的防護措置を準備する区域） 

・即時避難を実施する等、放射性物質の環

境への放出前から予防的に防護措置を

準備する区域 

・原子力施設から概ね半径５ｋｍ 

警戒事態 

施設敷地緊急事態 

全面緊急事態 例)全電源喪失 

例)外部電源途絶 

例)大地震（震度６） 

ＯＩＬ１ 

ＯＩＬ２ 

ＯＩＬ６等 

避難(数時間内) 

一時移転(一週間以内) 

飲食物のスクリーニング・摂取制限 

ＯＩＬ４ 

簡易除染等 

ＰＡＺ 
(～5km) 
の防護措置 

ＵＰＺ(5～30km)の 
防護措置 

ＵＰＺ以遠 
(30km～)の
防護措置 

施設外への 
放射性物質放出 

原子力施設内 
事故等発生 

要配慮者の避難準備 

要配慮者の避難実施 
住民の避難準備 

住民の避難実施 
安定ヨウ素剤の予防服用 

屋内退避の準備 

屋内退避の実施 
安定ヨウ素剤の配布準備 

500μSv/h  数時間内に区域特定 

20μSv/h  1日以内に区域特定 

放射線モニタリング結果をOILと比較・照合 
国は、OILに応じ、必要な住民防護措置の準備・実施を指示 

施設の状態をEAL（緊急時活動レベル）と比較・照合 
国は、EALに応じ、必要な住民防護措置の準備・実施を指示 

南相馬市全域 

事態 
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●ＯＩＬ 

防護措置を実施する判断基準として、緊急モニタリング等による空間放射線量率によって定めら

れた運用上のレベルです。 

２ 緊急事態の区分と市の活動体制 

●市の活動体制 

市は、国、県、原子力業者から、緊急事態に関する通報等を受けた場合、次の体制をとります。 

市の体制 緊急事態の区分 基準 

準備体制 情報収集事態 ・震度5強（原発立地自治体で震度5弱～5強） 

原子力災害 

警戒本部体制 
警戒事態 

・警戒事態発生の通報があった場合 

・市長が必要と認めた場合 

原子力災害 

対策本部体制 

施設敷地緊急事態 

・施設敷地緊急事態の通報があった場合 

・発電所の事故により原災法第１０条に定める特定事象発

生の通報があった場合 

・市長が必要と認めた場合 

全面緊急事態 

・全面緊急事態の通報があった場合 

・内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合 

・市長が必要と認めた場合 

●原子力災害対策本部の活動 

市は、全面緊急事態の通報、緊急事態宣言が発出された場合、又は市独自の判断により、屋

内退避等の防護措置を実施します。 

３ 情報収集事態・警戒事態の措置 

情報収集事態の場合、市は、情報収集を行います。 

警戒事態発生時の場合、ＰＡＺ内の要配慮者の避難準備を行うことが基本となります。市域にＰ

ＡＺが含まれていませんので、この段階では情報収集を継続します。 

４ 施設敷地緊急事態の措置 

施設敷地緊急事態の場合は、ＰＡＺ内の要配慮者の避難及びその他の住民の避難準備が行わ

れます。 

市は、この段階で、国の指示又は市の判断により、住民へ屋内退避の準備を促す情報を防災行

政無線等で伝えます。 

５ 全面緊急事態の措置 

●屋内退避の勧告・指示 

全面緊急事態の場合には、ＰＡＺ内の住民避難及びＵＰＺ内の屋内退避が行われます。 

市は、国からの屋内退避、避難の指示によりＵＰＺ内の住民に屋内退避の実施、防護措置の準

備をするよう勧告・指示します。 
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また、必要に応じその他の区域の住民に対し、屋内避難を行う可能性があることを喚起します。

さらに、事態の規模、時間的な推移に応じて、国からの予防的防護措置の指示により、住民に対す

る屋内退避又は他地域への避難の勧告・指示を行います。 

●避難勧告・指示の伝達 

市は、防災行政無線、広報車、緊急情報メール（防災メール）等により、住民に伝達します。 

また、戸別訪問、避難所における確認等により、避難状況を確認します。 

●屋内退避 

屋内退避の指示が発令された場合、自宅に戻るか、近くの公共施設に退避します。 

退避中は、テレビ、ラジオ、防災行政無線、公式ツイッター等で屋内退避に関する留意事項や

必要な情報を提供します。 

６ 原子力災害避難計画 

市は、国からの指示等により市外へ避難する場合に備え、「福島県原子力災害広域避難計画」

に基づいて、具体的な「原子力災害避難計画」を定めます。 

●避難方法 

避難の指示が発令された場合、自家用車を利用できない住民

は、行政区ごとに指定された一時集合場所に集合してバス等によ

る集団避難を行います。一時集合場所までは、市職員、消防署員、

消防団員、警察官の誘導のもと、原則、徒歩で避難します。 

自家用車を利用できる住民は、そのまま避難先まで自家用車で

避難を行います。 

 

  

自家用車 

自家用車 
救急車、 
自衛隊車両 等 

救急車、福祉車両、 
医療機関車両 
自衛隊車両 等 

施設車両、バス、福祉車両、
自衛隊車両 等 

徒歩等 バス バス 

自
力
で
避
難
で
き
る
人 

要
配
慮
者 

自家用車を利

用できない住民 

自家用車を利

用できる住民 

一
時
集
合
場
所 

避難先市町村 

（避難中継所）

避難所 

避
難
退
域
時
検
査
場
所 

親戚知人宅等 

受入社会福祉

施設 

受入医療機関 

受入社会福祉

施設 

福
祉
避
難
所 

社会福祉施設 

入居者 

医療機関 

入院患者 

在宅要配慮者 

自家用車 

自家用車 

■避難の方法 
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南相馬市 

相馬市 

新地町 

福島市 

伊達市 

二本松市 

郡山市 

須賀川市 

大玉村 
本宮市 

●避難先市町村 

南相馬市の避難先は、福島県広域避 

難計画により、次の市町村が割り振られ、 

行政区ごとに避難施設が具体的に定めら 

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、県は複合災害などの発生により、避難を予定していた避難先市町村で受入れができない

場合には、他都道府県等と調整のうえ、避難先を確保します。 

●その他の避難先 

県内避難先が複合災害等により使用できない場合には県外避難先へ避難しますが、県外避難

先については、市において災害時相互応援協定を締結している自治体等と調整を行います。 

●避難所等 

市は、県と連携して、指定避難所及び避難退域時検査等の場所を開設します。 

避難所での生活にあたっては、その他の災害と同様に、良好な環境づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南相馬市地域防災計画 概要版 

平成３１年●月発行 

事務局：南相馬市復興企画部危機管理課 

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地 

避難先市町村 

福島市、郡山市、須賀川市、相馬市、

二本松市、伊達市、本宮市、大玉村、 

新地町 
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第1部 総則 

第1章 計画の目的及び方針 

総則・予防-1 

第１章 計画の目的及び方針 

第１節 計画の目的及び位置付け 

第１ 計画の目的 

南相馬市地域防災計画（以下「本計画」という。）は、南相馬市で発生する風水害、地震、津波、

原子力災害等に対処するため、市及び防災関係機関が相互に緊密な連携を取りつつ、その有する

全機能を有効に発揮して、災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、住民の

生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

第２ 計画の位置付け 

本計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、南相馬市防災

会議（以下「市防災会議」という。）が作成するものであり、国の防災基本計画、防災関係機関の

防災業務計画及び福島県地域防災計画との連携を有した計画である。 

なお、本計画は、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別

措置法」に基づく推進計画を兼ねるものとする。 

第３ 計画の構成 

本計画は、次の各編で構成する。 

 

  

南相馬市地域防災計画 

総則、平常時の予防対策 

風水害、大規模事故等に関する応急対策、復旧対策 

地震に関する応急対策、復旧対策 

津波に関する避難対策 ※その他は一般災害対策編を準用 

原子力災害に関する総則、事前対策、応急対策等 

原子力災害に関する避難計画 

総則・予防編 

一般災害対策編 

地震対策編 

津波災害対策編 

原子力災害対策編 

原子力災害避難計画 

各編に関する災害対策資料 資料編 



第1部 総則 

第1章 計画の目的及び方針 

総則・予防-2 

第２節 基本方針及び目標 

第１ 災害対策の基本理念 

災害対策は、災害対策基本法で定める以下の事項を基本理念として行われるものであり、本計

画もこの基本理念に基づき策定するものとする。 

１ 我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生

を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復を図

ること。  

２ 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保すると

ともに、これと併せて、住民一人ひとりが自ら行う防災活動及び自主防災組織その他の地域に

おける多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。  

３ 災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的知見及び過

去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。  

４ 災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであっても、できる限り的確

に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配分することに

より、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。  

５ 被災者による主体的な取り組みを阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、

障がいの有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。  

６ 災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの復興を

図ること。 

第２ 基本方針 

国の防災基本計画では、東日本大震災の教訓を踏まえ、「災害の発生を完全に防ぐことは不可能

であるとの認識の下、災害時の被害を最小化する『減災』の考え方を防災の基本方針として規定

し、人命を守ることを最優先に実施していかなければならない」とした。 

本市においても、「減災」の考え方を防災の基本方針とし、自助・共助・公助が一体となった地

域防災力の強化に努めるものとする。 

１ 津波災害対策の充実 

東日本大震災では、これまでの想定をはるかに超える地震・津波が発生し、多くの方々が犠

牲になられたことから、津波に対する意識を改めた津波対策の充実と強化が求められている。

このため、「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波」と「比較的発生頻度の高い津波」の

二つのレベルの津波の考えを基に、住民等の生命を守ることを最優先とした、ハードとソフト

の施策を融合させた津波災害対策の充実を図る。 

２ 実効性の高い原子力災害対策の推進 

東日本大震災による福島第一原子力発電所事故により、本市には避難指示区域が設定され、

多くの住民が避難生活を余儀なくされた。この教訓を踏まえ、原子力災害の被害を防止し、生

活の継続及び復旧を図るために、市及び防災関係機関が取るべき措置を定めた原子力災害対策
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総則・予防-3 

を推進する。特に、円滑で実効性の高い広域避難体制を構築する。 

３ 初動体制の強化 

災害時には、参集基準の認識不足や、通常業務と災害対策業務が錯綜し、組織や人員体制が

十分に機能しない状況が生じた。そこで、庁内における初動期の対応の流れと役割を明確にし、

部署別に応急対策の手順等を定めたマニュアル等の作成等により、初動体制の強化を図る。 

４ 情報収集・伝達手段の機能強化 

発災時に市民を安全な避難場所へ誘導するためには、避難情報を確実に伝達することが重要

である。このため、被災しても情報収集・伝達が困難とならないよう、多元的な情報ツールを

確保するとともに、県・関係機関との情報共有や協力体制について検討し、初動期の情報収集・

伝達・発信機能の強化を図る。 

５ 地域防災力の向上 

災害時における被害を最小化するためには、行政による「公助」のみならず、自らの命、身

体、財産を守る「自助」、地域の安全は自分たちで守る「共助」の取り組みが重要である。この

ため、自助としての個人・家庭での知識習得や備蓄、共助としての自主防災活動の推進、公助

としての自主防災活動の支援等により、地域防災力の向上を図る。 

６ 男女双方の視点に配慮した防災対策 

大規模災害では、避難所での生活において、生活環境、物資の供給、避難所業務の役割にお

ける女性への配慮等について様々な課題があげられている。そのため、男女双方の視点に配慮

し、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画の拡大、男女共同参

画の視点を取り入れた防災体制の確立を図る。 

７ 要配慮者の支援 

災害発生時には、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（要配慮者）への

支援が必要になる。 

そのため、要配慮者の安全を確保するため、避難行動要支援者の避難支援体制の構築や、避

難生活への配慮等、要配慮者に留意した防災対策を推進する。 

第３ 計画の目標 

本計画の目標を次のとおり定める。 

 

東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて、災害対策の充実を図り、災害

に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、市民、事業所及び行政が連携して、市街地の整

備を進めるとともに、災害に備えた防災体制の整備や市民の防災行動力の向上など、防災対策の

総合的な推進を図ることを目標とする。 

 

災害に強い安全・安心なまち～南相馬 



第1部 総則 

第1章 計画の目的及び方針 

総則・予防-4 

第３節 計画の運用 

第１ 計画の習熟 

市及び防災関係機関等は、普段から研究、教育、訓練及びその他の方法により本計画及び関連

する他の計画の習熟に努めなければならない。 

また、各種防災訓練、講演会、ハザードマップ等の広報媒体の活用によって、市民に周知徹底

を図るものとする。 

第２ 計画の修正 

市又は防災関係機関は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、本計画について毎年検討を加

え、必要があると認められるときは、市防災会議に諮り修正する。 

第３ 計画の推進 

本計画は、防災に関する基本的事項を示しているものである。 

市及び防災関係機関は、災害対応を円滑に実施するため、主要な応急対策業務についての具体

的な行動手順等を行動マニュアルに定めるとともに、必要に応じてこれに修正を加え、災害時に

有効な活動ができるよう努める。 
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第２章 市、防災関係機関、市民及び事業所の役割 

第１節 市及び防災関係機関の実施責任と処理すべき業務の大綱 

第１ 計画における市及び防災関係機関の実施責任 

市及び防災関係機関は、災害対策の基本理念に則り、災害対策を実施する責務を有する。 

１ 南相馬市 

市は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、地域住民の生命、身体及び

財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の

地方公共団体の協力を得て、防災活動を実施するとともに、消防機関、水防団及びその他組織

の整備並びに公共的団体その他防災に関する団体及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の

自発的な防災活動の促進を図り、市の有する全ての防災機能を十分に発揮する。 

２ 福島県 

県は、市を包括する広域的地方公共団体として、地域住民の生命、身体及び財産を災害から

保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体の

協力を得て、防災活動を実施するとともに、市及び指定地方公共機関が処理する防災に関する

事務又は業務の実施を支援し、かつ、その総合調整を行う。 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定行政機

関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、県及び市の活動

が円滑に行われるようその業務に協力する。 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活動

を実施するとともに、県及び市の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

５ その他公共的団体等 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、

災害時には災害応急措置を実施する。また、市その他の防災関係機関の防災活動に協力する。 

第２ 市及び防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 南相馬市 

事務又は業務の大綱 

(1) 市防災会議の事務 

(2) 防災組織の整備及び育成指導 

(3) 防災知識の普及及び教育 

(4) 防災訓練の実施 

(5) 防災施設の整備 

(6) 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

(7) その他の応急措置 

(8) 避難対策 

(9) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 
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(10) 被災者に対する救助及び救護の実施 

(11) 保健衛生 

(12) 文教対策 

(13) 被災施設の復旧 

(14) その他の災害応急対策 

(15) その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

２ 相馬地方広域消防本部 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

南相馬消防署 

小高分署 

鹿島分署 

(1) 消防用設備等 

(2) 危険物の安全及び規制 

(3) 災害の警戒及び防除 

(4) 消防活動 

(5) 災害情報 

(6) 市地域防災計画に基づく訓練 

(7) 救助及び救護 

３ 福島県 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

相双地方振興局 

相双保健福祉事務所 

相双農林事務所 

相双家畜保健衛生所 

相双建設事務所 

相双教育事務所 

南相馬警察署 

(1) 防災組織の整備 

(2) 市町村及び防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての

総合調整 

(3) 防災知識の普及及び教育 

(4) 防災訓練の実施 

(5) 防災施設の整備 

(6) 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

(7) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

(8) 緊急輸送の確保 

(9) 交通規制、その他社会秩序の維持 

(10) 保健衛生 

(11) 文教対策 

(12) 市町村が実施する被災者の救助及び救護の応援 

(13) 災害救助法に基づく被災者の救助に関すること 

(15) その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

４ 指定地方行政機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

福島労働局 

（相馬労働基準監督

署） 

(1) 工場事業場における労働災害の防止 

東北農政局 

（福島県拠点） 

(1) 農地及び農業用施設等に関する災害復旧事業並びに災害防止事

業の指導並びに助成 

(2) 農業関係被害情報の収集報告 

(3) 農作物、蚕、家畜等の防災管理指導及び病害虫の防除指導 

(4) 被害農林漁業者等に対する災害融資のあっせん・指導 

(5) 排水・かんがい用土地改良機械の緊急貸付け 

(6) 野菜、乳製品等の食料品、飼料、種もみ等の供給対策 

(7) 応急用食料の調達・供給に関する情報収集・連絡 

関東森林管理局 

（磐城森林管理署、

原町森林事務所） 

(1) 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成 

(2) 災害復旧用材（国有林材）の供給 
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東北地方整備局 

（磐城国道事務所、

原町維持出張所） 

(1) 災害情報等の収集・提供、応急対策及び災害復旧等の支援 

(2) 直轄公共土木施設の整備と防災管理 

(3) 洪水予警報等の発表及び伝達 

(4) 災害時における通行規制及び輸送の確保 

(5) 被災直轄公共土木施設の復旧 

(6) 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

仙台管区気象台 

（福島地方気象台） 

(1) 気象、地象、水象の観測及びその結果の収集、発表 

(2) 気象、地象（地震にあっては、発生した断層活動による地震動

に限る）、水象の予報・警報等の防災発表の発表、伝達及び解説 

(3) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

(4) 県や市町村が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

(5) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

第二管区海上保安本

部 

（福島海上保安部） 

(1) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

(2) 災害時における管内防災関係機関との連携 

(3) 海難救助、治安の維持及び海上交通安全の確保 

(4) 海洋環境の汚染防止、海上交通安全等の災害復旧・復興対策 

(5) 防災に関する啓発活動、訓練 

５ 自衛隊 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

自衛隊 

福島駐屯地 

第44普通科連隊 

(1) 県、市町村、その他の防災関係機関が実施する応急的な災害対

策の支援協力 

６ 指定公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

日本郵便(株) (1) 災害時における郵便事業運営の確保 

(2) 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対

策 

日本赤十字社 (1) 医療、助産等救護の実施 

(2) 義援金の募集 

(3) 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

日本放送協会 (1) 気象・災害情報等の放送 

(2) 県民に対する防災知識の普及 

東日本高速道路(株) (1) 道路の耐災整備 

(2) 災害時の応急復旧 

(3) 道路の災害復旧 

東日本旅客鉄道(株) (1) 鉄道施設等の整備及び防災管理 

(2) 災害対策に必要な物資及び人員の緊急輸送の協力 

(3) 災害時における応急輸送対策 

(4) 被災鉄道施設の復旧 

通信事業者（東日本

電信電話(株)、エ

ヌ・ティ・ティ・コ

ミュニケーションズ

(株)、(株)ＮＴＴド

コモ、ＫＤＤＩ(株)、

ソフトバンク(株)） 

(1) 電気通信施設の整備及び防災管理 

(2) 災害非常通信の確保及び気象予警報の伝達 

(3) 被災電気通信施設の復旧 

運輸業者（日本通運

(株)、福山通運(株)、

佐川急便(株)、ヤマ

(1) 災害時における救援物資、避難者等の緊急輸送の協力 
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ト運輸(株)、西濃運

輸(株)） 

東北電力(株) 

(相双営業所) 

(1) 電力供給施設の整備及び防災管理 

(2) 災害時における電力供給の確保 

(3) 被災電力施設の復旧 

東京電力ホールディ

ングス(株) 

(1) 原子力施設の防災管理 

(2) 放射能災害対策の実施 

７ 指定地方公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

バス機関（(公社)福

島県バス協会、福島

交通(株)） 

(1) 被災地の人員輸送の確保 

(2) 災害時における避難者等の緊急輸送の協力 

放送機関（福島テレ

ビ(株)、(株)福島中

央テレビ、(株)福島

放送、(株)テレビユ

ー福島、(株)ラジオ

福島、(株)エフエム

福島） 

(1) 気象（津波）予報、警報等の放送 

(2) 災害状況及び災害対策に関する放送 

(3) 放送施設の保安 

(4) 県民に対する防災知識の普及 

新聞社（(株)福島民

報社、福島民友新聞

(株)） 

(1) 災害状況及び災害対策に関する報道 

運輸業者（(公社)福

島県トラック協会） 

(1) 災害時における救援物資、避難者等の緊急輸送の協力 

(一社)福島県医師

会、(一社)福島県歯

科医師会、(一社)福

島県薬剤師会、(公

社)福島県看護協会、

(公社)福島県診療放

射線技師会 

(1) 医療助産等救護活動の実施 

(2) 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

(3) 防疫その他保健衛生活動の協力 

(一社)福島県ＬＰガ

ス協会 

(1) 災害時におけるＬＰガスの安全対策の実施 

社会福祉法人福島県

社会福祉協議会 

(1) 災害時のボランティアの受入れ 

(2) 生活福祉資金の貸付 

(一社)福島県警備業

協会 

(1) 災害時における警戒警備業務及び交通誘導への協力 

８ 公共的団体及び防災上重要な機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

ふくしま未来農業協

同組合 

(1) 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

(2) 農作物災害応急対策の指導 

(3) 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせん 

(4) 被災組合員に対する融資のあっせん 

相馬地方森林組合 (1) 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

(2) 被災組合員に対する融資のあっせん 

相馬双葉漁業協同組

合鹿島支所 

(1) 県、市町村が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

(2) 被災組合員に対する融資のあっせん 

(3) 漁船、共同施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 
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(4) 漁具及び漁家生活資材の確保、あっせん 

原町商工会議所、小

高商工会、鹿島商工

会、商工業関係団体 

(1) 県、市町村が行う商工業関係被害状況調査及び応急対策への協

力 

(2) 災害時における物価安定についての協力 

(3) 救助用物資、復旧資材の確保についての協力 

（一社）相馬郡医師

会、相馬歯科医師会、

相馬薬剤師会 

(1) 医療助産等救護活動の実施 

(2) 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

(3) 防疫その他保健衛生活動の協力 

社会福祉法人南相馬

市社会福祉協議会 

(1) 災害時のボランティアの受入れ 

(2) 生活福祉資金の貸付 

金融機関 (1) 災害時における業務運営の確保及び非常金融措置の実施 

病院等医療施設の管

理者 

(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

(2) 災害時における受入者の保護及び誘導 

(3) 災害時における病人等の受入及び保護 

(4) 災害時における被災負傷者の治療及び助産 

社会福祉施設等の管

理者 

(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

(2) 災害時における入所者の保護及び誘導 

学校法人 (1) 避難施設の整備及び避難訓練 

(2) 災害時における応急教育対策計画の確立と実施 

燃料供給業者 (1) 施設の安全管理 

(2) 燃料の備蓄及び緊急車両、重要施設等への燃料の優先的な供給 

危険物施設及び高圧

ガス施設の管理者 

(1) 安全管理の徹底 

(2) 防護施設の整備 

(3) 災害応急対策及びその復旧対策の確立 

ガス供給事業者 

（相馬ガス(株)、原

町地区エルピーガス

保安協議会） 

(1) 安全管理の徹底 

(2) ガス施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 

自治組織 

（行政区自主防災

会、南相馬市女性消防

隊） 

(1) 地域における住民の避難誘導、被災者の救護、感染症予防物資

の配給及び防犯等に対する協力に関すること 

(2) 市が実施する応急対策についての協力に関すること 

南相馬市原町建設業

組合、南相馬市小高

建設業組合、南相馬

市鹿島建設業組合 

(1) 防災対策資機材及び人員の確保に対する協力に関すること 

(2) 災害時における緊急輸送路の確保、障害物撤去、応急仮設住宅

の建設及びその他応急復旧対策に対する協力に関すること 

南相馬市管工事協同

組合等 

(1) 災害時における上下水道管応急復旧対策に対する協力に関する

こと 

多数の者が出入りす

る事業所等 

(1) 避難誘導、消火施設等の点検整備の実施に関すること 

(2) 従事者等に対する防災知識の普及及び避難訓練等の実施に関す

ること 

相馬地方防火安全協

会 

(1) 防火対象物の消火、通報及び避難の訓練に関すること 

(2) 避難施設等の維持管理・案内に関すること 

(3) 危険物による火災の防止及び防火思想を普及高揚するための啓

発宣伝に関すること 

(4) 危険物に関する諸法規の研究・手続きの指導並びに危険物取扱

者及び防火責任者の教育指導に関すること 

(5) 会員相互の協力援助に関すること 

(6) 危険物取扱いに関する功労者の表彰に関すること 

(7) 消防行政への協力援助に関すること 
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(8) その他防火上必要な事項に関すること 

第２節 市民・事業所の責務 

第１ 市民の責務 

１ 市民の責務 

市民は、食料、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を

講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓

の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めるものとする。 

平常時の準備 (1) 家具などの転倒防止対策の実施 

(2) ブロック塀やガスボンベの補強・固定 

(3) 家庭内備蓄の実施（最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水) 

(4) 非常持出品（救急用品、貴重品、懐中電灯、ラジオ等）の準備 

(5) 消火器の設置と点検 

(6) 災害時の行政からの情報を入手する手段の確認 

(7) 災害時の指定緊急避難場所・避難路・避難方法の確認 

(8) 災害時の家庭内の連絡方法の確認 

(9) 自宅周辺の危険箇所の把握 

(10) 隣近所との協力体制の確保 

応急対策活動

への協力 

(1) 正しい情報を入手する手段の確保 

(2) 自らの身を守るための避難等の適切な行動 

(3) 自宅や自宅周辺の状況確認と火災の初期消火 

(4) 近隣の負傷者や要配慮者の行動の補助 

(5) 指定避難所の運営への協力 

(6) 市民相互の協力や市の防災事業への協力 

(7) 公共機関、自主防災組織及びボランティア等の活動への協力 

２ 自主防災組織の責務 

自主防災組織は、「自分たちの地域は自分たちで守る」という連帯感を持ち、市民が協力して

消火、救助活動できる地域の実情に即した自主防災体制の確立を図る。 

平常時の準備 (1) 防災知識の普及 

(2) 地域の災害危険の把握 

(3) 防災訓練の実施 

(4) 火気使用設備器具等の点検 

(5) 防災用資機材の整備 

(6) 地区防災計画の作成 

応急対策活動

への協力 

(1) 地域の災害情報の収集・伝達 

(2) 出火防止・初期消火 

(3) 住民の避難誘導 

(4) 負傷者の救出・救護 

(5) 給食・給水等の活動 

(6) 市の防災事業への協力 

第２ 事業所の責務 

事業所は、防火管理体制を強化するとともに、各種の災害に備えた計画的な防災体制の充実

を図り、事業所内の従業員、利用者等の安全を確保する。 



第1部 総則 

第2章 市、防災関係機関、市民及び事業所の役割 

総則・予防-11 

また、発災直後の応急措置や帰宅困難となる場合に備え、防災資機材、食料、飲料水の備蓄

に努める。 

さらに、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、災害に強いまちづくり及び

災害に強い人づくりのため、地域の防災活動に積極的に協力する。 
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第３章 市の防災環境 

第１節 市の概況 

第１ 自然的条件 

１ 位置及び面積 

本市は、平成18年１月１日に旧小高町、旧鹿島町及び旧原町市の１市２町が合併して誕生し

た。東北地方の南東部、福島県浜通り北部地方に位置し、面積398.5平方kmである。北は相馬

市、西は飯舘村、南は浪江町に接し、東は太平洋に面している。東京からの距離は292kmで、

いわき市と宮城県仙台市のほぼ中間にある。 

２ 地形及び地質 

本市は、東は太平洋、西は阿武隈高地に接し、阿武隈高地東縁の山地と福島県浜通り低地帯

から構成され、標高 656ｍから海岸部に至る。山地部では、山頂に残る平坦面・緩斜面と、深

く開析する小高川・宮田川・新田川・太田川・真野川等の谷底があり、その比高（起伏量)は

300ｍを超えるところが多い。主な山は八丈石山、八森山、国見山がある。 

地質構成も多種多様で変化に富む。中央部を南北に走る双葉断層東側の地域には、断層に接

して中生代の固結堆積物が発達している。その東側の丘陵地域には、新第三紀中新世から鮮新

世の固結堆積物や半固結堆積物が分布している。 

また、丘陵地の一部やその間の平地には、段丘や海岸平地を構成する第四紀の未固結堆積物

が分布している。双葉断層西側の隣接地域には、古生代の固結堆積物、中生代の火山性堆積物、

花崗岩質岩石などが分布している。 

３ 気象 

本市の気候は、太平洋の影響を受け夏は涼しく、冬は温暖な海洋性気候で、年間平均気温が

13.3℃、年間降雨量は1,357㎜となっている。風は、10月から４月が北西、５月から９月が東

よりとなっている。降雨は、夏に最も多く、梅雨時が次に多い。冬には降雪も少なく晴天の日

が多いため極端に降雨量が少なくなる。 

４ 活断層 

阿武隈高地東縁部には、複数の活断層が認められており、本市の中心には双葉断層が走って

いる。双葉断層は、すでに先第四紀に形成された断層帯の一部が再活動したもので、阿武隈高

地東縁部では、断層線に沿って河川、山脚の横ずれ変異が認められている。 

また、新田川以北では、活断層の存在を表す指標である確実度がⅠ、活断層の過去（第四紀）

における活動を表す指標である活動度がＢ、長さ18kmであり、新田川以南では確実度Ⅱ、活動

度Ｂ、長さ37kmに及ぶ。 

一般に、地震の規模が大きいほど、活断層の長さは長くなる傾向があり、「双葉断層の長期評

価について」（地震調査研究推進本部 平成17年）によれば、双葉断層全体が１つの区間とし

て活動する場合、マグニチュード6.8-7.5程度の地震が発生される可能性がある。 

なお、福島県地震・津波被害想定調査（平成７～９年度）においても、内陸部の想定地震の

一つとして、双葉断層北部を震源とするマグニチュード7.0の地震を想定している。 
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第２ 社会的条件 

１ 人口 

本市の人口・世帯数は、平成30年10月31日現在、54,567人、22,667世帯である。 

【地区別人口及び世帯数】 

区名 世帯数（世帯） 人 口 (人) 男（人） 女（人） 

小高区 1,351 2,977 1,521 1,456 

鹿島区 3,755 10,525 5,194 5,331 

原町区 17,561 41,065 20,572 20,493 

計 22,667 54,567 30,134 30,567 

出典：南相馬市 統計情報  （平成30年10月31日現在） 

年齢3区分別人口は次のとおりであり、平成30年10月31日現在、65歳以上の老年人口は

19,299人（35.4％）となっている。 

【年齢3区分別人口】 

区名 人口(人) 
年少人口 

0～14歳 

生産年齢人口 

15～64歳 

老齢人口 

65歳以上 

小高区 2,977 140 1,349 1,488 

鹿島区 10,525 1,202 5,680 3,643 

原町区 41,065 3,859 23,038 14,168 

合計 54,567 5,201 30,067 19,299 

出典：南相馬市 統計情報  （平成30年10月31日現在） 

２ 交通 

（１）道路 

浜通りの基軸である国道６号及び常磐自動車道が市域を南北に貫いている。東西には、

県道原町川俣線、県道原町浪江線が本市と中通りとを結んでいる。 

（２）鉄道 

ＪＲ常磐線がいわき市と仙台市とを結んでいる。本市には、鹿島駅、原ノ町駅、磐城太

田駅、小高駅、桃内駅の５駅がある。 

３ 土地利用 

本市の土地利用は、山林が42.67％と最も広い面積を占め、次いで田が17.01％、宅地が5.42％

となっている。 

【地目別土地利用面積】 

地目 田 畑 宅地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他 

面積(ha) 67,780 26,627 21,610 164 170,078 67 6,598 10,325 95,331 

構成比(%) 17.01 6.68 5.42 0.04 42.6 0.0 1.66 2.59 23.92 

出典：南相馬市統計集 まちDス 2017（平成28年現在） 
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第２節 災害の発生状況 

第１ 風水害 

新田川、太田川、小高川、真野川、宮田川等流域の低地では、低平な土地のため氾濫の危険性

が高いが、段丘上にある市街地でも、排水不良による内水氾濫によって浸水被害を繰り返してい

る。 

特に、近年の浸水履歴では、１時間降水量が20mmを越えると頻繁に内水による被害が発生して

おり、場合によっては１時間降水量が15mm程度であっても被害が発生している。 

昭和 50年以降の災害履歴から、本市の風水害の発生件数を月ごとに整理すると、８月から 10

月に風水害の発生が多く、その主な気象要因は台風である。 

また、近年、全国の各地で短時間に降雨が集中するいわゆるゲリラ豪雨による被害も見られて

おり、台風に限らず水害が発生している。 

第２ 土砂災害 

土砂災害としては、崩壊、地すべり、土石流等が挙げられる。土砂災害は、降雨、融雪、地震

動等の現象を誘因として発生する。 

本市には、土砂災害警戒区域及び土砂災害警戒特別区域として33地区が指定されている。 

また、地すべり危険箇所が２箇所、土石流危険渓流が54渓流、急傾斜地崩壊危険箇所が94箇

所指定されている。 

第３ 地震・津波災害 

平成23年３月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震はマグニチュード9.0の地震

で、市内では最大震度６弱の揺れを観測した。この地震により、浜通り沿岸にでは大津波が押し

寄せ、鹿島区では津波最大浸水深15ｍを記録した。南相馬市全域では津波により全壊1,165世帯、

地震により全壊66世帯等、4,532世帯の住家被害を受けた。（平成26年３月31日現在：南相馬

市資料） 

また、同年4月11日には浜通りを震源として、マグニチュード7.0の余震が発生し、いわき市

等では震度６弱を、本市でも震度４を観測した。 

これらの影響で本市は福島県内でも最も多い1,088名（平成26年3月12日現在：南相馬市資

料）の人的被害を蒙った。 

【被害世帯数】 

区名 
全世帯数 

（世帯） 

被害世帯数（世帯） 

計 
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 

津波 地震 津波 地震 津波 地震 津波 地震 

小高区 3,771 1,514 319 44 34 21 66 376 39 616 

鹿島区 3,460 1,050 411 18 14 19 43 62 31 452 

原町区 16,667 1,968 435 4 35 12 62 80 31 1,309 

合 計 23,898 4,532 1,165 66 83 52 171 518 101 2,376 

出典：南相馬市資料（平成26年３月31日現在） 
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第４ 原子力災害 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災による地震・津波により、東京電力（株）福島第

一原子力発電所では、全交流電源が喪失して原子炉冷却に支障が発生し、炉心溶融やそれに伴う

格納容器の破損等により放射性物質が漏えいする原子力事故が発生した。 

平成23年３月12日18時25分に原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）から、福島第一原子

力発電所から半径20km圏内の住民に「避難指示」が出され、同年３月15日11:00には福島第一

原子力発電所から半径20kmから30km圏内の住民に「屋内退避指示」が出された。 

その後、同年４月21日11時の原子力災害対策本部長からの指示により、同年４月22日０時か

ら福島第一原子力発電所から半径20km圏内を「警戒区域」として設定された。 

また、福島第一原子力発電所から半径20kmから30km圏内の住民に出されていた「屋内退避指

示」は解除されたものの、20km圏外に「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」が設定さ

れた。 

平成24年３月30日に警戒区域、計画的避難区域を含む避難指示区域等を見直すことが決定し、

同年４月 16日には、警戒区域は解除され、新たに「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」、

「帰還困難区域」が設定された。 

これにより、区域への立入りが可能となったが、自由に自宅等での宿泊ができない等、引き続

き、多くの住民等が避難生活を余儀なくされていた。その後、平成28年７月12日午前０時をも

って帰還困難区域を除く避難指示区域が解除された。 
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第３節 災害の想定 

第１ 風水害 

真野川、新田川、太田川、小高川の浸水被害について、県が大雨を想定したシミュレーション

を実施し、市は、その結果を基に平成26年３月に、浸水想定区域を示した洪水ハザードマップを

作成している。 

これによると、河川沿いの低地を中心に浸水が想定されている。特に、鹿島区の市街地、小高

区の市街地で１ｍ未満の浸水が想定されている。 

第２ 土砂災害 

土砂災害警戒区域及び土砂災害警戒特別区域、地すべり危険箇所、土石流危険渓流、急傾斜地

崩壊危険箇所において、斜面崩壊、地すべり、土石流等の土砂災害の発生が想定される。 

特に、東日本大震災後、地震の揺れにより地盤が緩んでいることが想定されることから、降雨

や地震により崩壊等が発生する可能性が高まっている。 

第３ 地震災害 

１ 地震 

県は、平成７年度から３箇年をかけ地震・津波被害想定調査を実施した。 

平成８年度福島県地震・津波被害想定調査結果では、福島盆地西縁断層帯地震、会津盆地西

縁断層帯地震、双葉断層地震、福島県沖地震の４つの地震・津波の災害発生が想定されている。 

（１）想定地震 

想定地震は、以下の４種類（内陸部３、海洋部１）である。 

【想定地震の概要】 
地震名 ﾏｸ゙ ﾆﾁｭー ﾄ゙  震源深さ等 

内陸部 

① 福島盆地西縁断層帯(台山断層、土湯断

層）を震源とする地震 
M7.0 

震源深さ  10km 

長 さ  20km 

 幅     5km 

② 会津盆地西縁断層帯を震源とする地震 M7.0 

震源深さ  10km 

長 さ  20km 

 幅     5km 

③ 双葉断層北部(塩手山断層）を震源とする

地震 
M7.0 

震源深さ  10km 

長 さ  20km 

 幅     5km 

海洋部 ④ 福島県沖を震源とする地震 M7.7 

震源深さ浅部20km 

東 西 幅   60km 

南北長さ   100km 

内陸部の地震については、起震断層としての活断層の存在が認められており、周辺地域

の人口規模等、地震発生による社会的な影響が大きいと判断される地震として、３つの地

震を選定している。 

海洋部の地震については、過去に100年から200年程度の周期間隔で繰り返し同じ場所

で数回の地震発生が認められていることから、1938年の福島県東方沖の地震をモデルとし

て想定地震を設定している。 
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（２）被害 

内陸部の想定３地震のうち、本市に最も影響が大きいものは、双葉断層を震源とする地

震であり、本市を中心として、相馬市、新地町、飯舘村など阿武隈高地と太平洋に挟まれ

た低地一帯にわたり、被害が集中的に発生すると想定されている。 

市内では広い範囲で震度６強となり、沿岸の平野部を中心に地盤の液状化の危険性が極

めて高くなっている。 

建物被害については、本市では木造建物の大破 3,650棟、非木造建物の倒壊数 83棟と

大きな被害が予想される。火災については、季節・時刻により大きく異なるが、最も出火

率の高い冬季 18時には、21件の炎上出火が想定され、消防力を考慮しても、強風（風速

14m/s）の場合、60分後には本市の1,410棟が焼失すると想定されている。 

人的被害については、地震が夜間に発生した場合、本市では死者数263人、負傷者数1,249

人、昼間に発生した場合、死者数 95人、負傷者 1,242人が想定されている。建物被害や

ライフライン支障による避難者が本市では11,294人と想定されている。 

【本市の主な想定被害量】 

想定地震 
福島盆地西断層帯 

M7.0 

会津盆地西縁 

断層帯M7.0 

双葉断層 

M7.0 

最大震度 5強 4 6強 

液状化危険度 高 い 低 い 極めて高い 

建物 

被害 

木造建物大破数(棟) 0 0 3,650 

非木造建物倒壊数（棟） 0 0 83 

火災 

被害 

出火想定数（件） 0 0 28（冬18時） 

延焼面積（㎡） 0 0 123,668 

焼失家屋棟数（棟） 0 0 1,410 

人的 

被害 

死者数（人） 
0 (夜間) 

0 (昼間) 

0 (夜間) 

0 (昼間) 

263 (夜間) 

95 (昼間) 

負傷者数（人） 
1 (夜間) 

1 (昼間) 

0 (夜間) 

0 (昼間) 

1,249 (夜間) 

1,242 (昼間) 

避難者数（人） 

(家屋喪失による) 

(ﾗｲﾌﾗｲﾝ支障による) 

0 

( 0) 

( 0) 

0 

( 0) 

( 0) 

11,294 

( 5,200) 

( 6,094) 

（平成8年度 福島県地震・津波被害想定調査 報告書） 

２ 津波 

津波の想定は、「南相馬市地震・津波等ハザードマップ」（平成26年３月時点）における東北

地方太平洋沖地震（東日本大震災）を想定した津波浸水範囲を対象とする。 

なお、県では、平成18年度から平成19年度にかけて、県内の市町が作成する津波ハザード

マップや津波避難計画の作成支援を目的として、津波想定調査を実施し、津波浸水想定区域図

を作成するとともに、津波による被害想定を実施した。 

津波シミュレーションでは、国の中央防災会議が防災対策の検討対象として選定した「宮城

県沖の地震津波」と「明治三陸タイプの地震津波」のほか、福島県に震源が最も近い「福島県

沖高角断層地震津波」の３つの津波を想定し、それぞれの津波ごとに影響開始時間や第一波ピ

ークの津波到達時間、最大遡上高等を予測した。 
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【建物被害予測結果】                     （単位：棟） 

建物棟数 宮城県沖の地震津波 明治三陸タイプ地震 

津波 

福島県沖高角断層地震 

津波 

全壊 半壊 床上 

浸水 

床下 

浸水 

全壊 半壊 床上 

浸水 

床下 

浸水 

全壊 半壊 床上 

浸水 

床下 

浸水 

61,429 20 45 59 320 67 201 524 414 25 32 85 183 

【人的被害予測結果】                      （単位：人） 
 

項目 

宮城県沖の地震津波 

(避難率 68%） 

明治三陸タイプ地震 

津波(避難率 49%） 

福島県沖高角断層地震 

津波(避難率 68%） 

夏期昼間 冬期夜間 夏期昼間 冬期夜間 夏期昼間 冬期夜間 

死者数 39(37) 1 36(33) 1 29(28) 1 

重傷者 69(68) 2 61(56) 7 43(42) 1 

中等傷者数 168(164) 4 146(136) 16 105(102) 3 

（  ）内は海水浴客 
【道路被害】 

宮城県沖の地震津波 明治三陸タイプ地震 

津波 

福島県沖高角断層地震 

津波 

被害延長 

（km) 

被害区間数 被害延長 

（km) 

被害区間数 被害延長 

（km) 

被害区間数 

49.6 199 79.7 341 42.5 164 

第４ 原子力災害 

原子力災害は、廃止措置が決定された福島第一原子力発電所及び運転を停止している福島第二

原子力発電所において重大な事故等が発生し、それに伴う放射性物質又は放射線の放出により生

じる災害を想定する。 
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第１章 災害に強いまちづくり 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 都市の防災機能の強

化 
建設部、復興企画部  

第２節 建築物・文化財災害

等の安全対策 
建設部、教育委員会事務局 相馬地方広域消防本部 

第３節 水害・土砂災害予防

対策 
建設部、復興企画部 

相双建設事務所、相双農林事

務所 

第４節 津波災害予防対策 建設部、復興企画部 

相双建設事務所、相双農林事

務所、相馬地方広域消防本

部、福島海上保安部 

第５節 火災予防対策 復興企画部、建設部 
相双建設事務所、相馬地方広

域消防本部 

第６節 危険物等の災害予防

対策 
 相馬地方広域消防本部、県 

第７節 事故災害の予防対策 復興企画部、建設部 

相双建設事務所、相双農林事

務所、相馬地方広域消防本

部、福島海上保安部、関東森

林管理局 

第１節 都市の防災機能の強化 

第１ 市街地の整備 

１ 都市防災の方針 

市は、津波被害を受けた住宅地について、防災集団移転促進事業、市街地周辺及び市街地内に

確保する等により再度の災害の防止を図る。 

また、長期的な視野に立ち、津波防御施設による多重防御や避難路を整備し、災害に強く安全

な都市構造への転換を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

【津波被災地の復興まちづくりのイメージ】 

出典：南相馬市都市計画マスタープラン(平成30年３月) 

２ 市街地の整備 

市は、市街化区域の防災機能を向上させるため、各区都市計画マスタープランなどに基づき、

民間の建築活動を適切に誘導し、建物の防火・不燃化や老朽住宅の建て替えの促進、生活道路

の拡幅整備及び公共空地の確保等の施策推進に努める。 
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第２ 防災空間の確保 

１ 緑地保全地区の指定 

特別緑地保全地区は、都市における樹林地、草地、水辺地等の良好な自然環境を形成してい

る区域で、建築行為など一定の行為の制限などにより保全を図るものである。 

市は、「緑の基本計画」等に基づき、計画的な指定の推進を図り、防災効果を発揮する防災空

間の確保に努める。 

２ 都市公園等の整備 

都市公園等は、災害時の延焼防止、避難場所あるいは応急活動の拠点として防災上重要な役

割を担っている。 

市は、避難場所となる近隣公園や、集合場所となる身近な街区公園などを、その配置や規模

等の検討を行いながら整備する。 

３ 道路の整備 

市は、災害時の避難路ネットワークとともに、緊急支援物資の輸送、救急及び消防等の緊急

活動に効果を発揮する幹線道路ネットワークを計画的に整備する。 

整備にあっては、十分な道路幅員の確保、電線類の地中化、緑化等により、災害に強い構造

とするとともに、複数の経路でどの地域にもアクセスできるダブルネットワーク化を検討する。 

４ オープンスペースの確保 

市は、災害時に、住民の避難場所、物資の輸送拠点、応援部隊の活動拠点、資材置場、仮設

住宅の建設用地、がれきの仮置場等に活用できる公園、グラウンド、河川敷、農地等のオープ

ンスペースについて、定期的に調査を実施しその把握に努める。 

第２節 建築物・文化財災害等の安全対策 

第１ 建築物等の耐震対策 

１ 建築物の耐震性の強化 

（１）耐震改修促進計画 

市は、南相馬市耐震改修促進計画（平成 28年５月）に基づき、建築物の耐震化率を平

成32年度までに95％とすることを目標として耐震化を促進する。 

市が実施する支援策等の概要は次のとおりである。 

ア 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策 

市民に対し建築物の耐震診断及び耐震改修の普及啓発に努める。また、木造住宅の耐

震診断、住宅の耐震改修に対し、費用の一部を負担する事業を実施する。 

イ 耐震診断のための環境整備 

地域の建築士及び大工・工務店の連携体制の整備、技術向上に努める。 

また、市広報紙や行政区長会議等市主催の各種会議等で、啓発活動に努める。 

ウ ハザードマップの公表 

地震のゆれやすさ等の被害範囲や避難場所等を図示した「地震・津波等ハザードマッ

プ」を公表し啓発を図る。 

エ 相談体制の整備 

建築相談の窓口を設置し、市民からの建築相談に応じる体制の整備に努める。 
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（２）建築物の耐震性の強化 

市は、要緊急安全確認大規模建築物、要安全確認計画記載建築物及び特定建築物につい

て、耐震診断の実施等を促し、診断結果の公表や指導・助言を行う。 

（３）公共建築物の耐震化 

市は、公共建築物の地震や火災、災害に対する安全性の確保と、被害を未然に防止する

ため、建築基準法第 12条の規定により、定期的に資格を有する者に建築物及び建築設備

の状況を点検させ、耐震性・耐火性の向上のための補修・補強又は改善を行うなど、建築

物の適切な維持管理を図る。 

２ 被災建築物の応急危険度判定制度の整備 

市は、県と連携して、地震により被災した建築物（一般住宅を含む）が、余震等による二次

災害に対して安全であるかどうかの判定活動を民間の建築士等の協力を得て行うため、「福島県

地震被災建築物応急危険度判定士認定制度」による判定活動体制の構築を行う。 

３ 窓ガラス等の落下物防止対策 

市は、県と連携して、地震時に建築物の窓ガラス、看板等落下物による危険を防止するため、

次の対策を講ずる。 

（１）容積率400%以上の地域内に存する建築物及び市町村地域防災計画において定められた避

難場所までの避難路等に面する建築物で、地階を除く階数が3以上のものを対象に落下物

の実態調査を行う。 

（２）実態調査の結果、落下物のおそれのある建築物について、その所有者又は管理者に対し

改善を指導する。 

（３）建築物の所有者又は管理者に対し、窓ガラス、看板等の落下物防止対策の重要性につい

て啓発を行う。 

４ ブロック塀の倒壊防止対策 

市は、県と連携して、地震によるブロック塀（石塀を含む）の倒壊を防止するため、次の施

設を推進する。 

（１）住民に対し、ブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について広報紙等を活用し、啓発

を図るとともに、ブロック塀の造り方、点検方法及び補強方法等についてパンフレット等

を作成し、知識の普及を図る。 

（２）市街地内のブロック塀の実態調査を行い、ブロック塀の倒壊危険箇所の把握に努める。 

なお、実態調査は通学路、避難路及び避難場所等に重点を置く。 

（３）ブロック塀を設置している住民に対して、日ごろから点検に努めるよう指導するととも

に、危険なブロック塀に対しては造り替えや生け垣化等を奨励する。 

（４）ブロック塀を新設又は改修しようとする県民に対し、建築基準法に定める基準の遵守を

指導する。 

５ 建築物の不燃化の促進 

（１）防火・準防火地域の指定 

市は、建築物が密集し、火災により多くの被害を生ずるおそれのある地域を防火地域又

は準防火地域に指定し、耐火建築物、準耐火建築物その他建築基準法で規定する防火措置

を講じた建築物の建築を推進する。 

なお、防火地域・準防火地域とは、都市計画法（昭和43年法律第100号）第９条20項

により、「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として定められた地域
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であり、建築物の耐火性能について規制されている。 

（２）建築物の防火の促進 

市は、新築、増改築等建築物については、建築基準法に基づき県と協力し指導を行うと

ともに、既存建築物については、次の法制度体系を通じ事業の推進を図る。 

ア 既存建築物に対する改善指導 

学校、病院、大型店舗等の不特定多数の人が集まる既存特殊建築物の防災性を常時確

保するため、建築基準法第 12条の規定に基づく定期報告制度を活用し、建築物の安全

性確保と施設改善を指導する。 

また、大規模な既存特殊建築物及び中小雑居ビルに対して、防火及び人の避難の安全

を確保するため、必要な防火避難施設の改善を指導する。 

イ 防火対象物定期点検報告制度 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）が実施する「防火対象物定期点検報

告制度」に基づき、必要に応じ連携して防火避難施設の改善指導を行う。 

第２ 文化財災害予防対策 

１ 文化財保護の防災に関する普及啓発 

文化財に対する防火意識の普及及び火災予防の徹底を図るため、市教育委員会は、文化財保

護強調週間（11月１日～７日）及び文化財防火デー（１月 26日）等の行事を通じて、住民の

防火・防災意識の高揚を図る。 

２ 防災設備等の整備強化 

文化財所有者・管理者等は、火災報知設備、非常警報設備、防火壁、消火栓、消火用水及び

避雷設備等の防災設備の整備に努めるとともに、定期的な保守点検を実施する。 

３ 火災予防体制の強化 

文化財所有者・管理者等は、文化財収蔵場所及び周辺における火気使用の制限、焚火、禁煙

区域の設定等の防火措置を徹底するとともに、非常の際の迅速な連絡通報体制の整備に努める。 

４ 予防査察の徹底 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、市教育委員会と連携を図り、文化財施

設について定期的に予防査察を実施し、文化財所有者・管理者等に対し改善点を指導するとと

もに、防火管理体制の徹底を期するものとする。 

５ 訓練の実施 

市教育委員会、消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び文化財所有者・管理者

は、相互に協力し、火災発生時等における消火活動の円滑な対応を図るため、防火訓練あるい

は図上訓練を随時実施するものとする。 

第３節 水害・土砂災害予防対策 

第１ 河川の災害予防対策 

１ 河川整備 

（１）二級河川の整備 

県は、小高川水系、宮田川水系、真野川水系、新田川水系及び太田川水系の全体計画に
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基づいた改修整備を推進し、都市化による雨水流出量の増大に対処する。 

また、流域での保水・遊水機能を向上するため、治水緑地、多目的遊水池などを整備す

る。 

（２）市管理河川 

市は、雨水排水計画を策定し、公共下水道との整合を図りながら雨水排水整備を図る。 

２ 水防体制の整備 

（１）水防体制の確立 

市は、「南相馬市水防計画」に基づき、水防体制の確立を図るとともに、関係機関・団

体にその周知徹底する。 

（２）情報伝達体制・避難体制の確立 

市は、大雨による洪水被害やため池の決壊等が予想される場合の監視、情報伝達体制及

び避難体制について、住民及び関係者に周知徹底する。 

３ 警戒避難体制の整備 

（１）浸水想定区域等の公表 

市は、県から浸水想定区域が指定・公表された場合、洪水ハザードマップを作成し、洪水

予報等や避難情報等の伝達経路、避難場所等の避難措置について、地域住民への周知徹底を

図る。 

（２）要配慮者利用施設等の警戒避難体制の整備 

市は、主として、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を必要とする要配

慮者が利用する施設や迅速な避難を確保する必要が認められる施設については、電話、ファ

クシミリで当該施設の利用者の洪水時の円滑な洪水予報等の伝達体制を定める。 

また、浸水想定区域内の要配慮者利用施設で避難確保が必要な施設の名称及び所在地を地

域防災計画に定め、避難確保計画の作成のための助言等を行う。 

当該施設の管理者等は、利用者の避難を確保するため必要な事項を定めた避難確保計画を

作成し、市長に報告するとともに、避難確保計画に基づき避難訓練を実施する。 

第２ 高潮・浸食等の予防対策 

１ 海岸の保全 

県は、海岸保全基本計画を策定し総合的な海岸管理を実施する。 

（１）砂浜海岸においては、高潮による越波災害や海岸侵食を防ぐため、堤防の強化・面的防

護施設の整備を図るとともに、安定した海浜を確保する。 

（２）侵食の著しい崖海岸においては、消波堤の整備を図り、侵食の防止を図る。 

（３）老朽化により海岸保全施設の機能が著しく低下し、甚大な被害が発生するおそれがある

海岸においては、老朽化対策を計画的に推進し、施設の機能強化、回復を図る。 

２ 警戒避難体制の整備 

市は、県から浸水想定区域が指定・公表された場合、高潮ハザードマップを作成し、洪水と

同様の警戒避難体制を整備する。 
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第３ 下水道の予防対策 

１ 下水道の整備 

市は、大雨等による市街地における浸水等の防止を図るため、雨水排水施設の整備を推進す

る。 

また、施設の耐震診断や耐震工事、耐水化を計画的に推進する。 

２ 警戒避難体制の整備 

市は、想定される最大規模の雨水出水（内水）によって排水が困難となり、浸水が想定され

る区域を指定する。浸水想定区域を指定した場合は、雨水出水（内水）ハザードマップを作成

し、警戒避難体制を整備する。 

第４ その他施設の維持補修 

大雨等による堤防の決壊を未然に防止するため、各ため池について定期的に危険度等について

の点検を行い、緊急性の高いため池について県に報告し、その整備促進を図る。 

なお、市はため池緊急点検マニュアルを整備し点検する。 

第５ 土砂災害の予防対策 

１ 土砂災害警戒区域等の指定 

（１）基礎調査の実施 

県は、おおむね5年ごとに土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定、土砂災

害防止のための対策に必要な基礎調査を実施し、土砂災害警戒区域等に相当する範囲を示

した図面を公表する。 

（２）土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定 

県は、市長の意見を聴いて、土砂災害が発生するおそれのある区域を土砂災害警戒区域

及び土砂災害特別警戒区域に指定する。 

２ 土砂災害警戒区域における対策 

（１）地域防災計画への記載 

市は、警戒区域ごとに情報伝達、予警報の発令・伝達に関する事項、避難場所及び避難

経路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練に関する事項、避難、救助その他必要な警戒

避難体制に関する事項について定める。 

（２）要配慮者利用施設利用者のための警戒避難体制 

市は、地域防災計画において、土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施設で土砂災害のお

それがあるときに利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な施設（社会福祉施設、学校、

医療施設等）の名称及び所在地について定め、当該施設の所有者又は管理者に対する土砂

災害に関する情報等の伝達、避難確保計画の作成のための助言等を行う。 

また、当該施設の管理者等は、利用者の避難を確保するため必要な事項を定めた避難確

保計画を作成し、市長に報告するとともに、避難確保計画に基づき避難訓練を実施する。 

（３）土砂災害ハザードマップによる周知の徹底 

市は、土砂災害に関する情報の伝達方法、避難場所、避難経路等についてハザードマッ

プを作成し、住民に周知する。 
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３ 土砂災害特別警戒区域における対策 

県は、土砂災害特別警戒区域について、特定の開発行為に対する許可制度、建築物の構造の

規制、建築物の移転等の勧告を行う。 

４ 治山対策 

県は、災害による崩壊地の復旧整備及び山地災害危険地区の予防対策により、山地に起因す

る災害から生命、財産を守るとともに、良好な生活環境の保全形成を図り、安全で潤いのある

県土を形成するため、治山事業（治山ダムの設置、山腹崩壊箇所の復旧等）を柱として計画的

に実施する。 

５ 宅地防災対策 

（１）宅地造成に伴う災害防止の周知 

県は、梅雨期及び台風期に備えて、住民及び事業者に注意を促し、宅地造成等規制法及

び都市計画法に基づき必要な防災対策を行うよう指導する。 

（２）がけ地近接等危険住宅移転事業 

がけ地の崩壊等（土石流及び地すべりを含む。）の災害から住民の生命、財産を守るた

め、危険区域※に存在する既存の不適格住宅の移転を促進するために、国、県、市が一体

となって移転について指導し、移転を実施する者には補助金を交付する。 

※建築基準法第39条第１項又は第40条に基づく条例により建築が制限される区域若し

くは土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条に基づ

き指定された「土砂災害特別警戒区域」 

第４節 津波災害予防対策 

第１ 施設の整備 

１ 防潮施設の整備 

（１）施設の整備 

県は、津波の浸水を防止するため、防潮堤を東日本大震災前の現状から嵩上げし再整備

する。 

河川については、防潮堤の嵩上げに合わせて、堤防高を嵩上げし、河川幅の拡張につい

ても検討を行う。 

津波及び津波の河川遡上による被害のおそれのある地域においては、水門等の遠隔操作

化、防潮堤・堤防及び管理施設等の補強等必要な施設を整備する。 

（２）管理体制の整備 

市は、津波発生時の迅速な対応が可能となるよう、定期的な施設の点検や門扉等閉鎖体

制の確認等、施設管理の徹底を行う。 

２ 海岸防災林の整備 

県は、防潮堤の内陸部における津波の勢いを減衰させるため、海岸防災林（幅200m程度）の

整備を行う。海岸防災林は、がれき等を用いた高盛土とし、その土地に生育する樹木を選定し、

地域景観に調和した植樹を行う。 
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第２ 津波避難施設等の整備 

１ 津波監視体制の整備 

市は、次により津波監視体制の整備を図る。 

（１）津波監視の方法 

津波監視を行う際は、監視カメラ等の遠隔監視設備による無人監視体制の整備に努める

ものとし、やむを得ず有人監視を行う場合は、最大クラスの津波であっても安全を確保で

きる高台や堅牢な建物等において実施し、監視者の安全確保を図る。 

（２）津波監視担当者の選任 

有人監視を行う場合は、地震発生後等に速やかに津波監視を開始できる者を津波監視担

当者として、あらかじめ選任する。 

（３）津波監視場所の情報伝達手段の確保 

有人監視を行う場合は、津波監視場所の情報伝達手段として、地震や停電等の災害時に

も使用可能な無線通信施設等の整備を図る。 

２ 緊急避難場所の整備 

（１）緊急避難場所の指定 

市は、津波浸水想定等により津波の危険が予想される地域について、地形、標高等の地

域特性や受入人数等を十分に配慮した、津波を対象とする緊急避難場所をあらかじめ指定

する。 

（２）緊急避難場所の周知 

市は、ハザードマップ、ホームページ等により、緊急避難場所を居住者等に周知する。 

また、現地の地理に不案内な観光客や海浜利用者等に対して周知するため、海浜地への

立看板の設置、パンフレットやチラシの配布、緊急避難場所を示す標識を設置する。その

場合、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、津波に対応することを示す

ものとする。 

第３ 津波情報伝達体制の整備 

１ 防災無線施設の整備 

市は、海岸地域の防災行政無線の聴取状況調査等を行い、難聴地域に屋外拡声器を整備する。 

また、緊急時に機能するよう定期的に点検を実施する。 

２ 情報伝達体制の整備 

津波情報が住民や海浜利用者に伝達できるよう、消防団等と協力して、体制を整備する。 

国道6号 道路の嵩上げ 海岸防災林 防潮堤 

資料：南相馬市復興計画（平成23年12月公表） 
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第４ 津波避難計画の策定等 

１ 津波ハザードマップの作成及び災害危険区域等の指定 

（１）津波ハザードマップの作成 

市は、東日本大震災の津波浸水区域及び県が提供する浸水想定区域図等を踏まえ、避難

対象地域や緊急避難場所、避難路等を明示した津波ハザードマップを作成し、公表すると

ともに、立て看板や避難訓練等を通じて、地域住民への周知徹底を図る。 

（２）津波災害危険区域の指定 

市は、建築基準法第 39条第１項の規定に基づき、条例で津波の危険が著しい区域を災

害危険区域として指定することができる。 

この場合、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物

の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、条例で定めるものとする。 

（３）津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定 

県は、津波防災地域づくり法第 53条の規定に基づき、津波が発生した場合には住民等

の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域におけ

る津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津

波災害警戒区域として指定することができる。 

また、同法第 72条の規定に基づき、津波災害警戒区域のうち、津波が発生した場合に

は建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあ

ると認められる土地の区域で、一定の開発行為及び一定の建築物の建築又は用途の変更の

制限をすべき土地の区域を、津波災害特別警戒区域として指定することができる。 

２ 津波避難計画の作成 

（１）津波避難計画の作成 

市は、津波発生時における迅速かつ円滑な避難を実施するため、住民、自主防災組織、

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）、消防団、警察、学校等の多様な主体の

参画により、具体的かつ実践的な津波避難計画の策定等を行うとともに、その内容の住民

等への周知徹底を図る。 

作成にあたっては、「福島県沿岸市町津波避難計画策定の手引き」を参考とし、概ね次

の事項について定めるものとする。 

ア 津波浸水想定区域図     イ 避難対象地域   

ウ 避難困難地域        エ 緊急避難場所等、避難路等 

オ 初動体制          カ 避難誘導等に従事する者の安全確保 

キ 津波情報の収集、伝達    ク 避難指示、勧告の発令 

ケ 津波対策の教育・啓発    コ 避難訓練 

サ その他の留意点 

（２）避難行動要支援者 

避難行動要支援者の避難については、避難行動要支援者名簿の情報をあらかじめ自主防

災組織、消防団及び近隣者等の避難支援者に提供し、対象者の把握や避難の連絡方法、避

難補助の方法等を確認しておく。 

また、避難後の支援方策の検討にも努める。 
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３ 津波避難訓練の実施 

市は、県、海岸及び港湾の管理者や防災関係機関と協力・連携し、要配慮者を含めた市民の

参加による情報伝達訓練や避難訓練を積極的に実施する。 

第５ その他の対策 

１ 福島県沿岸地震・津波対策連絡会の開催 

県、警察本部、市、沿岸消防本部及び福島海上保安部は、福島県沿岸地震・津波対策連絡会

を開催し、次の事項について、情報交換、調査及び検討を行う。 

（１）津波注意報・警報及び大津波警報発表時の警戒体制 

（２）津波注意報・警報及び大津波警報の住民への伝達体制 

（３）住民の避難等 

（４）被害時の応急対策 

（５）震災に対する住民の意識の啓発及び防災知識の普及方法 

（６）沿岸地域の危険性の把握 

（７）その他連絡会が必要と認める事項 

２ 相談窓口の設置 

市は、地震・津波対策の実施上の相談を受けるために必要な窓口を設置するとともに、その

旨の周知徹底を図るものとする。 

第５節 火災予防対策 

第１ 消防力の強化 

１ 消防力の強化 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、「消防力の整備指針」に基づき、国庫補

助制度、防災対策事業等を活用して消防機械の充実強化を図る。 

相馬地方広域消防の通信施設等については、その運用に支障が来たすことがないように、広

域消防及び他構成自治体との連携を図り、適宜、整備を行うこととする。 

また、消防職員及び消防団員については、技術の向上と組織の活性化を図りながら、地域の

実情に応じた配置を検討する。 

２ 消防水利の整備 

市は、「消防水利の基準」に基づき、防火水槽の設置及び耐震化を推進するほか、プール、河

川、ため池等の自然水利を活用して水利の多様化を図る。 

３ 救助体制の整備 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、高性能の救助工作車や、高度救助用資

機材を整備し、各種災害に対応できるよう訓練を充実する。 

市は、自主防災組織にコミュニティ資機材整備による救助用資機材を整備し、かつ訓練を行

うなど初期救助の体制整備を図る。 

第２ 広域的な応援体制の整備 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、隣接市町村及び隣接消防本部等と



第2部 災害予防計画 

第1章 災害に強いまちづくり 

総則・予防-29 

消防相互応援協定の締結を促進するとともに、既存の相互応援協定についても随時見直しを行い、

円滑な応援体制の整備を図る。 

第３ 火災予防対策 

１ 防火防災意識の啓発 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、春・秋季の全国火災予防運動を

はじめとする各種火災予防運動等を通じ、出火防止に関する知識の普及啓発活動を推進する。 

また、ライフラインの復旧時に出火する通電火災について、感震ブレーカーの設置や地震発

生時のブレーカー遮断及びガスの元栓閉鎖など、避難時における対応についての普及啓発を図

る。 

２ 住宅防火対策の推進 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、一般住宅からの火災発生を防止

するため住宅用防災機器等（火災警報器）の普及に努める。 

また、住宅防火診断等を通じ、各家庭における火気使用設備・器具の適切な使用方法を指導

する。 

特に、住宅火災による被災の危険性が高い寝たきり又は一人暮らしの高齢者、身体障がい者

の家庭について優先的に住宅防火診断等を実施する。 

３ 防災管理者制度の効果的運用 

火災による人的、物的損害を最小限度に止めるため、防火対象物の防火管理体制を強化し、

失火の防止、出火の際の早期通報、初期消火及び避難誘導を確実に行える体制を確立する必要

がある。 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、防火管理者講習等を開催するとともに、

設置義務のある防火対象物には必ず防火管理者が置かれるように選任、解任届を励行させる。 

４ 予防査察指導の強化 

火災の未然防止には、建物及び消防用設備の維持管理が重要である。 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、年間計画に基づき予防査察を計画的に

実施するとともに、特に、病院、大型店舗等不特定多数の者が出入りする施設については、立

入検査を励行し管理権原者に対する防火体制の徹底について指導する。 

５ 火災原因調査 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、火災原因の究明を行い、その調査結果

を火災予防対策に反映させる。 

第４ 初期消火体制の整備 

１ 消火器等の普及 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、災害発生時における初期消火の

実行性を高めるために、各家庭における消火器、消火バケツの普及に努めるとともに、住宅火

災の早期避難に有効な住宅用火災報知器の早期設置についても指導する。 

また、消火器の設置義務がない事業所等においても、消火器等の消火器具の積極的な配置を

行うよう指導する。 
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２ 自主防災組織の初期消火体制 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、地域ぐるみの初期消火体制確立

のため、自主防災組織を中心とし、消火訓練や防火防災講習会などを通じて、初期消火に関す

る知識、技術の普及を図る。 

３ 家庭での初期消火 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、家庭における火災発生時の初期

消火の重要性及びその方法について啓発指導するため、一般家庭を対象として消火器具の使用

方法、初期消火の具体的方法等について広報及び講習会を実施する。 

第５ 火災拡大要因の除去計画 

１ 道路等の整備 

市及び県は、計画的に道路網、緑地帯及び公園施設の整備を推進し、延焼の効果的な抑止を

図るとともに、緊急輸送路・避難路の確保及び円滑な消防活動環境の確保に努める。 

２ 建築物の防火対策 

市及び県は、公共建築物は原則として耐火構造とするが、公共建築物等における木材の利用

の促進に関する法律及び「ふくしま県産材利用推進方針」の目的等を十分にかんがみた上で、

耐火構造の要否を判断するものとする。 

公共建築物以外の建築物については、広報等により不燃化及び耐火建築物の建設の推進を啓

発指導する。 

３ 薬品類取扱施設対策 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び県は、教育施設、研究施設、薬局等に

おける薬品類の延焼又は落下等による発火、爆発を防止するため、これらの施設に対し、薬品

類の管理及び転落防止について指導する。 

第６節 危険物等の災害予防対策 

第１ 防災体制の確立 

危険物取扱事業者、火薬類の製造業者・販売業者・消費者、高圧ガス製造事業者、毒物劇物取

扱事業者は、災害が発生するおそれがある場合、又は発生した場合に対処するため、初動措置と

して実施すべき事項を明確にしておくものとする。 

第２ 危険物施設の災害予防対策 

１ 施設強化計画 

各事業者は、施設が法令に規定する技術上の基準に適合し維持されるよう管理を徹底するほ

か、日常点検、定期点検等により、事項防止に努める。 

２ 予防教育計画 

各事業者は、事業所従事者に対し、災害時の危害防止対策や防災体制等についての災害予防

教育を実施し、災害発生時の被害の減少を図る。 
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３ 防災資機材等の整備等 

各事業者は、災害防止作業に必要な防災資機材等を常に使用可能な状態とするための整備、

点検を行う。 

４ 防災訓練の実施 

各事業者は、災害発生後に迅速かつ的確に防災活動を行えるよう、できる限り実践に即した

訓練を実施する。 

５ 関係事業者の自主保安体制 

県は、各事業者等及び関係団体の自主保安体制を促進するため、定期自主検査の実施、保安

教育及び訓練の実施について指導する。 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、危険物取扱者制度の効果的運用や安全

確保を指導する。 

第３ 安全対策の強化 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び県は、危険物等施設について、保安体制

の確立、適正な施設の維持管理及び貯蔵取扱い基準の遵守を図り、危険物取扱施設、公道上での

移動タンク貯蔵所等の予防査察指導の強化、効率化を図る。 

第７節 事故災害の予防対策 

第１ 海上災害予防対策 

１ 海上交通の安全の確保 

（１）海上交通の安全のための情報の充実 

福島海上保安部は、海図、水路書誌等水路図誌の整備を図るとともに、水路通報、航行

警報、気象通報等船舶交通の安全に必要な情報提供体制の整備を図る。 

（２）船舶の安全な運行の確保 

福島海上保安部は、船舶に対し、船舶安全法、港則法、海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律等船舶の安全及び海上災害の予防に関する法令の遵守について指導監督す

る。 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

（１）防災情報通信網等の整備 

ア 海上運送事業者をはじめとする民間事業者（以下、この節において「関係事業者」と

いう。）は、海上災害時に、施設、設備の被害情報の把握及び応急復旧のための体制を

整備する。 

イ 県は、福島県総合情報通信ネットワークを利用した迅速かつ的確な情報の収集伝達及

び衛星通信を利用した携帯電話の導入等により不感地帯に対応した通信機器の整備、充

実に努めるとともに、必要に応じてその他通信連絡網の整備・活用を図る。 

ウ 市は、防災行政無線、携帯電話等の整備に努めるとともに、必要に応じて不感地帯に

対応した通信機器の整備について配慮する。 

（２）応援協力体制の整備 

関係事業者は、応急活動、復旧活動、資機材の調達に関し、各関係機関及び関係事業者
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団体相互において、応援協定の締結等による相互応援体制の整備を推進し、連携の強化に

努める。 

県、市は、災害に備え、協定締結や協定運用について必要な準備を整える。 

（３）救助・救急及び医療（助産）救護 

関係事業者、県、市は、消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）、医療機関等

との連絡・連携体制の整備を図る。 

（４）防災体制の強化 

関係事業者、県、市は、必要に応じた資機材の整備に努めるほか、関係機関との連携に

努める。 

（５）福島県沿岸排出油等防除協議会 

福島海上保安部は、福島県沿岸海域において大量の油等が流出し、沿岸に漂着又はその

おそれがある場合の防除活動等の推進を図るため、福島県沿岸排出油等防除協議会の体制

の充実を図る。 

県及び市は、海上災害等の派生予防のため、防除協議会など各種協議会等の機関の運営

に協力し、災害時に関係機関が連携して対応できるよう努める。 

（６）危険物等の大量流出時における防除活動 

市は、化学消火薬剤等消火機材及びオイルフェンス、油処理剤、油吸着剤等の排出油防

除用資機材等の整備に努める。 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、消防用資機材の整備に努める。 

（７）防災訓練の実施 

県（危機管理総室）、市、防災関係機関は、大規模災害を想定し、より実践的な防災訓

練を実施する。 

３ 啓発活動等の実施 

福島海上保安部は、防災講習会等を通じて、関係者等に対し海上災害防止思想の普及に努め

る。 

第２ 鉄道災害予防対策 

１ 鉄道交通の安全の確保 

（１）鉄道交通の安全のための情報の充実 

東日本旅客鉄道（株）は、鉄道交通の安全のため、気象庁等と連携して、気象、地象、

水象に関する予報及び警報の伝達、情報の収集等に必要な気象観測設備、通信連絡設備等

の整備充実に努める。 

（２）鉄道の安全のための施設、設備等の整備充実 

ア 東日本旅客鉄道（株）は、事故災害の発生に際して、迅速かつ適切な措置を講じ、被

害の拡大を防止するため、異常時における列車防護及び列車防護用具の整備、運行管理

体制の充実、乗務員及び保安要員の教育訓練に努め、安全な運行の確保を図る。 

また、軌道や路盤等の施設の保守を適切に実施するとともに、線路防護施設の点検、

整備に努める。 

イ 県、市、道路管理者、東日本旅客鉄道（株）等は、踏切道の立体交差化、構造の改良、

踏切保安設備の整備、交通規制の実施、統廃合の促進等踏切道の改良に努める。 
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２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

（１）防災情報通信網等の整備 

東日本旅客鉄道（株）は、通信設備等を整備し、事故発生時の迅速かつ的確な情報の収

集・連絡するための体制整備を図る。 

また、県、市及び関係機関と密接に情報の収集・連絡するために必要な措置を講ずる。 

（２）応援協力体制の整備 

第７節第１に準ずる。 

（３）救助・救急及び医療（助産）救護 

第７節第１に準ずる。 

（４）消防力の強化 

東日本旅客鉄道（株）は、火災による被害の拡大を最小限に留めるため、初期消火のた

めの体制の整備に努める。 

（５）防災訓練の実施 

第７節第１に準ずる。 

３ 防災知識の普及・啓発 

県及び東日本旅客鉄道（株）は、国と連携し、踏切道における自動車との衝突、置石等によ

る列車脱線等の事故を防止するため、全国交通安全運動等を通じ、ポスターの掲示、チラシの

配布等により、事故防止に関する知識の普及・啓発に努める。 

第３ 道路災害予防対策 

１ 道路交通の安全のための情報の充実 

道路管理者及び警察本部は、道路交通の安全確保のための情報収集、連絡体制の整備を図る

とともに、道路利用者に道路施設等の異常に関する情報を迅速に提供する体制の整備に努める。 

２ 道路施設等の整備 

（１）道路管理者は、道路パトロール等により道路施設等の点検を行い現況把握に努める。 

（２）道路管理者は、道路災害を予防するため、必要な施設の整備を図る。 

（３）道路管理者は、道路防災対策事業等を通じ、安全性・信頼性の高い道路ネットワークを

確保するため、落石防止、法面対策、迂回路やバイパスの整備等を計画的かつ総合的に実

施する。 

３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

（１）防災情報通信網等の整備 

道路管理者は、道路災害時に、施設、設備の被害情報の把握及び災害復旧のための体制

の整備に努める。その他は第７節第１に準ずる。 

（２）応援協力体制の整備 

第７節第１に準ずる。 

（３）救助・救急及び医療（助産）救護 

第７節第１に準ずる。 

（４）消防力の強化 

第７節第１に準ずる。 

（５）危険物等の流出時における防除活動 

道路管理者等は、危険物等の流出時に的確な防除活動を行うことができるよう、資機材
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の整備促進に努める。 

（６）防災訓練の実施 

第７節第１に準ずる。 

４ 防災知識の普及・啓発 

道路管理者は、道路をまもる月間、道路防災週間等を通じ、道路利用者に対して、災害発生

時にとるべき行動等知識の普及・啓発に努める。 

第４ 危険物災害予防対策 

第６節に準ずる。 

第５ 大規模な火事災害予防対策 

１ 災害に強いまちづくりの形成 

第１節に準ずる。 

２ 大規模な火事災害防止のための情報の充実 

（１）気象情報の収集及び伝達 

県及び市は、大規模な火事災害防止のため、福島県総合情報通信ネットワーク、市町村

防災行政無線等を利用し、福島地方気象台等と連携のうえ、気象特別警報・気象警報・注

意報の発表等気象に関する情報の迅速かつ正確な把握に努め、気象状況の変化に対応した

予防対策を講ずるものとする。 

（２）火災気象通報の伝達及び火災警報等 

ア 福島地方気象台は、気象の状況が火災の予防上危険であると認められるときは、消防

法第22条に基づき、その状況を直ちに県に通報する。 

イ 県は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村に伝える。 

ウ 市長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めら

れるときは、火災に関する警報を発することができる。 

エ 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市の区

域内に在る者は、市条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。 

３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

（１）防災情報通信網等の整備 

第７節第１に準ずる。 

（２）応援協力体制の整備 

第７節第１に準ずる。 

（３）救助・救急及び医療（助産）救護 

第７節第１に準ずる。 

（４）消防力の強化 

第７節第１に準ずる。 

（５）避難対策 

第７節第１に準ずる。 

（６）防災訓練の実施 

第７節第１に準ずる。 
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４ 防災知識の普及・啓発 

県、市及び防災関係機関は、全国火災予防運動、防災週間、建築物防災週間等を通じ、住民

等に対して、大規模な火事の被害想定などを示しながらその危険性を周知するとともに、災害

発生時にとるべき行動、避難場所での行動等防災知識の普及・啓発に努める。 

第６ 林野火災予防対策 

１ 林野火災に強い地域づくり 

（１）市は、県と協議して、その地域の特性に配慮した林野火災特別地域対策事業計画を作成

し、林野火災対策事業を集中的かつ計画的に実施する。 

また、市は、地勢、風土、気象条件等を考慮し必要と認める場合には、消防計画及び地

域防災計画に林野火災対策計画を策定し、その推進を図る。 

（２）森林所有者、地域の林業関係団体等は、自主的な森林保全管理運動を推進するよう努め

る。  

（３）県及び市は、警報発表等林野火災発生のおそれがあるときは、監視パトロール等の強化、

火入れを行う者に対する適切な対応、消防機関の警戒体制の強化等を行うものとする。 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

（１）防災情報通信網等の整備 

第７節第１に準ずる。 

（２）応援協力体制の整備 

第７節第１に準ずる。 

（３）救助・救急及び医療（助産）救護 

第７節第１に準ずる。 

（４）消防力の強化 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、次の対策に努める。 

ア 防火線、防火林及び防火林道等林野火災の防火施設並びに林野火災用消防資機材を整

備するとともに、標識板、警報旗等の防火施設の整備を推進するものとする。 

イ 「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するよう整備計画を作成し、消

防施設、消防設備、消防水利等の整備に努めるものとする。 

ウ 消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）、消防団、自主防災組織等の連携強

化に努めるものとする。 

（５）避難対策 

第７節第１に準ずる。 

（６）防災訓練の実施 

消防職員、消防団員等を対象とした空中消火資機材の取扱いに関する講習等を実施する

ほか、第７節第１に準ずる。 

３ 防災知識の普及・啓発 

（１）県は、福島県山火事防止運動実施要領に基づき、山火事防止強調月間等を通じて、関東

森林管理局、市町村、林業関係機関、林業関係団体及び防災関係機関と協力して広報活動

を行い、林野周辺住民及び入山者等の防災意識の啓発に努める。 

（２）消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、林野火災の未然防止のため予防査

察を計画的に実施するとともに、立入検査を励行し管理権原者に対する防火体制の徹底に
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ついて指導する。 

（３）関東森林管理局は、林野火災の未然防止と被害の軽減を図るため、標識板、警報旗及び

ポスター等によって森林火災予防思想の普及に努める。 
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第２章 災害応急対策への備え 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 防災体制の充実 復興企画部、総務部  

第２節 情報収集伝達体制の

整備 
復興企画部  

第３節 医療（助産）救護・

防疫体制の整備 

健康福祉部、市立総合病院・小

高病院 
 

第４節 緊急輸送体制の整備 復興企画部  

第５節 避難施設・体制の確

立 

復興企画部、市立総合病院・小

高病院 
 

第６節 食料等の調達・確保

及び防災資機材等の整備 
復興企画部、建設部  

第７節 廃棄物処理体制の整

備 
市民生活部  

第８節 ライフライン施設災

害予防対策 
建設部 

東北電力（株）、相馬ガス

（株）、東日本電信電話（株） 

第９節 災害時相互応援協定

の締結 
復興企画部  

第１節 防災体制の充実 

第１ 防災体制の整備 

１ 非常参集体制の整備 

市は、災害発生時に必要な職員を動員するため、各部課で非常参集体制を定める。 

また、交通の途絶等を想定した参集訓練等により行動の習熟と啓発を図る。 

２ 活動マニュアルの作成 

市は、災害対策について、詳細な手順や役割等を定めた活動マニュアルを作成し、また、個

別訓練や市組織の変更等を踏まえて見直しを実施する。 

特に、発生当初の避難場所の開設や防災備蓄倉庫からの物資の搬出等の初動対応における明

確化を図る。 

３ 業務継続計画の作成 

市は、大規模災害時において、災害対策業務及び重要な通常業務を継続して行うために、「大

規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」（内閣府 平成28年）等に基づき

業務継続計画（ＢＣＰ）を作成し、平常時から事業継続のための環境づくりを推進する。 

第２ 庁舎機能の確保 

市は、市庁舎の建設等にあわせて、市役所が災害拠点として機能するよう、非常電源装置の設

置、災害対策本部室の設備、通信設備等の充実を図る。 

また、区役所等の防災拠点においても、非常電源の整備等の機能を強化する。 
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第３ 消防団の強化 

市は、地域防災力の要として重要な役割を担う消防団の強化を図るため、消防団員の募集、消

防資機材等の整備を行う。 

また、消防団サポート事業として、消防団員が地域の支援が受けられるよう、サポート事業所

認定の申請を促進するよう努める。 

第２節 情報収集伝達体制の整備 

第１ 防災行政無線の整備 

市は、住民へ情報を伝達するため、沿岸部や難聴地域を中心に、防災行政無線屋外拡声器を整

備する。 

第２ その他の通信設備の整備 

市は、防災行政無線以外に情報を伝達するために、災害情報メール配信サービスへの登録促進

や戸別受信機の配布等に努める。 

また、アマチュア無線団体との連携を図る。 

第３節 医療（助産）救護・防疫体制の整備 

第１ 医療（助産）救護体制の整備 

市は、災害時における迅速な医療（助産）救護を実施するため、次の事項を含めた医療（助産）

救護体制の確立を図る。 

１ 救護所の指定及び住民への周知 

市は、市立総合病院、医師会、歯科医師会、薬剤師会等との協議により救護所を事前に指定

し、広報紙等により住民に周知を図る。 

２ 医療救護体制の整備 

市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会等との協議により、救護班の編成や救護所への配置、

医療コーディネーターの選任等を事前に取り決めるなど、医療救護体制を整備する。 

３ 医薬品等の供給体制の整備 

市は、災害時の救護活動に必要な医薬品・衛生材料等について、県が定めた要綱やマニュア

ルに基づき、調達計画を策定するほか、薬剤師会や医薬品販売事業者等と連携を図る。 

４ 訓練の実施 

市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会等と連携して、総合防災訓練等において傷病者のトリ

アージや搬送について訓練を行う。 

第２ 防疫体制の整備 

市は、防疫用薬剤及び資機材の備蓄を行うとともに、調達計画の確立を図る。 
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第４節 緊急輸送体制の整備 

第１ 緊急輸送路等の指定 

１ 緊急輸送路の指定 

県は、県庁、地方振興局、市町村災害対策本部等、物資受入れ港、空港及び隣接県の主要路

線と接続する路線等を緊急輸送路として指定している。 

市は、県の緊急輸送路と、区役所、救護所を設置する医療機関、消防署、避難場所・避難所

等を結ぶ道路を市の緊急輸送路として指定する。 

県指定の緊急輸送路は、一般災害対策編第1部第9章第1節を参照のこと。 

２ 臨時ヘリポートの指定 

市は、ヘリコプター臨時離着陸場として使用可能な施設について、管理者等と活用方法につ

いて協議して指定する。 

第２ 配送体制の整備 

１ 物資集積場所の指定 

市は、救援物資を受入れるための施設を指定する。施設は、重量物の集積やフォークリフト

等の活用が可能な場所とする。 

２ 民間事業者との連携 

市は、物資の受入れ、配送について、物流事業者と協定を締結している。この協定に基づき

的確に運用が行えるよう役割分担や連絡方法等について検討し、連携を強化する。 

第５節 避難施設・体制の確立 

第１ 避難計画の策定 

市は、災害発生時又は災害発生のおそれがある場合に、安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう、

次の事項を内容とした避難計画を策定する。 

（１）避難の準備情報・高齢者等避難開始、避難勧告又は指示（緊急）を発令する基

準  

（２）避難準備・高齢者等避難開始に関する情報提供、勧告又は指示（緊急）の伝達

方法  

（３）指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在地、対象地区、対象人口及び責

任者  

（４）避難経路及び誘導方法 

（５）指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

（６）指定避難所の運営・管理に関する事項 

（７）要配慮者に対する救援措置に関する事項 

（８）避難の心得、その他防災知識の普及啓発に関する事項 
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第２ 緊急避難場所・避難所の指定等 

１ 緊急避難場所・避難所の指定 

（１）施設の指定 

市長は、住民等の避難のために、法令等による一定の基準を満たす施設を緊急避難場所

及び避難所として指定する。 

緊急避難場所 ・居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設又は場所 

・異常現象の種類ごとに指定 

避難所 ・災害の危険性があり避難した住民等を、災害の危険性がなくなるま

でに必要な間滞在させ、又は災害により家に戻れなくなった住民等

を一時的に滞在させるための施設 

（２）管理者の同意  

市長は、緊急避難場所・避難所を指定するときは、当該施設の管理者の同意を得る。 

（３）知事への通知等  

市長は、緊急避難場所・避難所の指定をしたときは、その旨を知事に通知するとともに、

公示する。 

（４）管理者の届出義務  

指定緊急避難場所・避難所の管理者は、当該指定緊急避難場所・避難所を廃止し、又は

改築その他の事由により現状に重要な変更を加えようとするときは、市長に届ける。 

（５）指定の取消  

市長は、指定緊急避難場所・避難所が廃止され、又は基準に適合しなくなったと認める

ときは、指定を取り消し、その旨を知事に通知するとともに、公示する。 

２ 指定した施設等の整備 

（１）施設の整備等 

市は、指定した施設に次の設備の整備、備蓄等を行うよう努める。 

（１）避難生活の環境を良好に保つための換気、照明等の設備 

（２）貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用

電源、衛星携帯電話等の通信機器等、 

（３）空調、洋式トイレ等の要配慮者にも配慮した施設・設備 

（４）テレビ、ラジオ等の情報入手手段 

（５）食料、飲料水、常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄 

（２）誘導標識等の整備 

市は、指定緊急避難場所・避難所周辺に誘導標識を設置する。 

その場合、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用し、どの災害の種別に対応

した避難場所であるかを明示する。 

また、災害種別一般図記号を用いた標識の見方について周知する。 

３ 緊急避難場所・避難所を指定する場合の留意点 

（１）緊急避難場所と避難所の関係 

緊急避難場所と避難所とは、相互に兼ねることができる。 

（２）地域との事前協議 
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災害発生時に施設開放を地域や自主防災組織で実施可能なよう、鍵等の管理や被災者の

受入体制の整備を地域と協議する。 

（３）学校を指定する場合の措置 

学校を指定する場合は、教育施設であることに留意しながら、避難施設として機能させ

るため、教育委員会及び学校と使用施設の優先順位、避難所運営方法（教職員の役割を含

む。）等について事前に協議する。 

（４）県有施設の利用 

市は、地域の実情等を考慮し、県有施設を緊急避難場所又は避難所として指定するとき

は、運営方法について運営管理者及び財産管理者とあらかじめ協議する。 

（５）その他の施設の利用 

市は、指定した避難所で不足する場合、又は避難が長期化する場合には、公的宿泊施設、

旅館、ホテル等の借り上げ等により避難所とすることも可能であるため、あらかじめ協定

締結などの連携を図る。 

４ 福祉避難所の指定 

市は、一般の避難所では生活することが困難な要配慮者の生活を確保するため、福祉避難所

を指定する。 

第３ 指定緊急避難場所・避難所の周知 

市は、ハザードマップ、市ホームページ等で住民等に指定緊急避難場所・避難所について周知

する。 

第４ 学校、病院等における避難計画の作成 

学校、病院、工場及びその他防災上重要な施設の管理者は、それぞれ作成する消防計画の中に

以下の事項に留意して避難に関する計画を作成し、避難対策の万全を図る。 

なお、社会福祉施設及び病院においては、広域避難も想定する。 

１ 学校等の避難計画 

学校等においては、多数の園児、児童及び生徒を混乱なく、安全に避難させ、身体及び生命

の安全を確保するために、それぞれの地域の特性を考慮した上で、次の事項を検討し、避難計

画を作成する。 

（１）避難実施責任者 

（２）避難の順位 

（３）避難誘導責任者及び補助者 

（４）避難誘導の要領及び措置 

（５）避難場所、経路、時期及びその指示伝達方法 

（６）避難場所の選定、受入施設の確保及び教育、保健、衛生並びに給食の実施方法等 

（７）避難者の確認方法 

（８）児童、生徒等の父母又は保護者等への引渡方法 

（９）通学時に災害が発生した場合の避難方法 

２ 社会福祉施設等における避難計画 

社会福祉施設等においては、それぞれの地域の特性等を考慮するとともに、対象者の活動能

力等についても十分配慮して避難計画を定める。  
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（１）避難実施責任者 

（２）避難の順位 

（３）避難誘導責任者及び補助者 

（４）避難誘導の要領及び措置（自動車の活用による搬出等） 

（５）避難の時期（事前避難の実施等）及びその指示伝達方法 

（６）避難所及び避難経路の設定並びに受入方法 

（７）避難先として他の施設等への措置替えについても検討する。 

（８）避難者の確認方法 

（９）家族等への連絡方法 

（10）避難時の近隣住民等の協力体制の確保 

３ 病院における避難計画 

病院においては、患者を他の医療機関又は安全な場所へ集団的に避難させる場合を想定し、

次の事項を検討して避難計画を定める。 

（１）被災時における病院施設内の保健、衛生の確保 

（２）入院患者の移送先施設の確保 

（３）転送を要する患者の臨時受入場所 

（４）搬送のための連絡方法と手段 

（５）病状に応じた移送方法、搬送用車両の確保 

（６）通院患者に対する緊急避難場所及び避難所の周知方法 

第６節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 

第１ 食料、生活物資等 

１ 食料、生活必需物資の備蓄 

（１）家庭内備蓄の啓発 

市は、防災週間や防災関連行事、ホームページ等を通じ、住民に対し、最低３日間、推

奨１週間分の備蓄に努めるよう啓発を図る。 

（２）公的備蓄の推進 

市は、次の備蓄目標を定め、公的備蓄を行う。 

備蓄目標 対象者：津波ハザードマップの被害想定による想定避難者数9,000人 

食料：避難３日分を確保する。 

生活物資：初期対応に必要なものを確保する。 

飲料水：避難２日分を確保する。（３日目以降については拠点給水及び

運搬給水の応急給水により対応） 

備蓄品の例 食料：クラッカー、缶詰、粉ミルク、即席麺及びアルファ化米等、保

存期間が長く、かつ調理不要のものとする。 

応急活動用資機材：エンジンカッター、発電機、投光器、水防シート、

土のう袋、ロープ等 

飲料水：ペットボトル、給水タンク、ポリ容器等 

生活物資：毛布、衣料品（下着、紙おむつ）、炊事器具（卓上コンロ、
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カセットボンベ）、食器、簡易トイレ、簡易マット等 

（３）備蓄倉庫の管理 

市は、集中備蓄のため萱浜地区に防災備蓄倉庫を設置している。今後は、備蓄食料・生

活必需物資の管理を継続するとともに、災害発生時の鍵の開錠、搬出や配送等について方

法を検討する。 

また、各地区の防災拠点となる防災集合所にも備蓄するよう努める。 

２ 協定の締結 

市は、食料、生活必需物資の供給を受けられるよう、生産者、販売業者等との協定締結によ

り、調達体制を構築する。 

第２ 飲料水等 

１ 飲料水の確保 

（１）家庭内備蓄の啓発 

市は、防災週間や防災関連行事、ホームページ等を通じ、住民に対し、１人１日３リッ

トルの飲料水の備蓄に努めるよう啓発を図る。 

（２）公的備蓄の推進 

市は、食料・生活必需品と同様に、津波の想定避難者数を対象として避難後２日分の飲

料水の備蓄に努める。 

２ 資機材の確保 

市は、応急給水資器材（給水タンク車、給水タンク、ポリ容器、ポリ袋等）の整備（備蓄）

に努める。 

第３ 防災資機材等の活用 

市は、備蓄している応急活動用資機材（エンジンカッター、発電機、投光機等）を使い、地域

で救助活動が実施できるよう、自主防災組織の訓練や研修を実施する。 

第７節 廃棄物処理体制の整備 

第１ 災害廃棄物処理体制の整備 

市は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処理できる

よう、災害廃棄物の仮置き場の確保や運用方針、一般廃棄物の処理を含めた災害時の廃棄物の処

理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力のあり方等について、市災害廃棄物処理計画を策定

する。策定後は、定期的に見直しを行う。 

第２ し尿処理体制の整備 

市は、断水や下水道の被害によりトイレが使えない場合を想定し、組み立て式の仮設トイレを

備蓄するとともに、事業者との協定締結により調達体制を確立する。 
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第８節 ライフライン施設災害予防対策 

第１ 上水道施設予防対策 

１ 水道施設等の整備 

市は、水道施設のより一層の耐震化を図り、水道水の安定供給と二次災害の防止のため、次

により水道施設の整備を図るものとする。 

（１）水道施設の耐震化を効果的・効率的に進めるため、既存施設の耐震診断等を行い、順次

計画的に耐震化を進める。 

（２）基幹施設の分散や系統多重化により補完機能を強化するとともに、配水系統のブロック

化により、地震被害の軽減等を図る。 

（３）施設の機能を十分に発揮させるために必要不可欠な情報伝送設備や遠隔監視・制御設備、

自家発電設備等の電気機械設備について耐震化を図る。 

（４）水道施設の耐震化事業に対し、市の一般会計による支援を受けるなど、必要経費の確保

を図る。 

２ 応急復旧用資機材の確保 

市は、応急復旧用資機材の現状を把握し備蓄を図る。 

３ 相互応援 

市は、応急復旧作業を迅速に進めるための人員等の確保のため、隣接水道事業体等、その他

同時被災を免れると思われる水道事業体等と応急復旧等の応援活動に関する応援協定を締結す

る。 

第２ 下水道施設予防対策 

１ 下水道施設の整備 

市は、下水道施設の計画、設計、施工及び維持管理に当たり、立地条件に応じ、地震に対し

て、次の対策を実施する。 

（１）ポンプ場及び処理場内の重要施設について耐震計算を行い、その他の施設については、

ある程度の地震被害を想定し、施設の複数化、予備の確保等により機能の確保を図り、ま

た、補修の容易な構造とするなど、復旧対策に重点をおいた整備を図る。 

（２）ポンプ場及び処理場では、地震時においても最小限の排水機能が確保されるよう整備を

図る。 

また、停電及び断水に対して速やかに対応できるよう考慮する。 

（３）地震の程度により排水機能に支障を来たす場合があるので、緊急用として重要な管渠及

び処理場については、バイパス等の整備の検討を行う。 

（４）液状化対策として、主要な管渠工事にあたっては、事前に地質調査を実施するとともに、

埋戻しに液状化が起こりにくい材料を使用するなど工法の検討を行う。 

（５）ポンプ場及び処理場内での各種薬品、重油及びガス等の燃料用設備の設置に当たっては、

地震による漏洩、その他の二次災害が発生しないよう考慮する。 

（６）施設の維持管理においては、定期点検等による危険箇所の早期発見とその改善を行い、

施設の機能保持を図る。 
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２ 応急復旧用資機材の確保等 

市は、復旧工事を速やかに施工するため、必要な資機材の備蓄に努めるとともに、資機材の

優先調達を図る。 

また、地震発生時にすぐ対応できるように、下水道台帳とともに維持管理記録を一体として

整理し、さらに優先的に調査する必要のある箇所を特定するための内水ハザードマップの作成

を行っておくものとする。 

３ 要員の確保 

市は、応急復旧に必要な要員の配備計画を定め、必要な人員を確保するため、施設の施工業

者、管理委託業者及び他の下水道事業者等と災害時の応援協定等の締結を進める。 

第３ 電力施設災害予防対策 

東北電力（株）は、電力施設の防災性能の強化及び被害の軽減のための諸施策を実施し、災害

時の被害を最小限に留め、安定した電力の供給の確保を図るため予防措置を講ずる。 

１ 防災体制の確立 

災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に対処するため、災害組織を整備し、防

災体制を確立しておくとともに、その組織の運営方法及び関係機関との連携・協調の体制につ

いても定める。 

２ 事業計画 

（１）施設の耐震性等防災性能の強化計画 

（２）電気工作物の調査・点検等 

（３）災害対策用資機材（移動電源車等）の確保 

（４）災害対策用資機材の輸送体制の確立 

（５）防災訓練等の実施 

第４ ガス施設災害予防対策 

相馬ガス（株）は、ガス施設の耐震性等防災性能の強化及び被害の軽減のため、供給系統のブ

ロック化等の諸施策を実施し、災害時の被害を最小限に留め、安定したガスの供給の確保を図る

ため予防措置を講ずる。 

１ 防災体制の確立 

災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に対処するため、初動措置段階における

組織についての災害対策に関する規定に基づく体制を整備し、実施すべき事項を明確にする。 

２ 事業計画 

災害応急対策に係る措置を円滑に実施することによって、二次災害の防止や供給停止の早期

復旧を図るための防災計画を策定し、これを段階的に推進する。 

（１）設備の耐震性等の強化計画 

（２）情報収集のための無線等通信設備の整備 

（３）防災資機材の管理等 

（４）有資格者の情報共有 

（５）復旧計画の策定 

（６）防災訓練の実施 
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（７）防災関係機関との相互協力 

第５ 電気通信施設災害予防対策 

東日本電信電話（株）は、災害時においても通信の確保ができるよう、平常時から設備の防災

構造化を実施する。 

また、災害が発生した場合に備えて、迅速かつ的確な措置を行えるよう、電源の確保等の万全

の体制を期する。 

１ 実施計画 

電気通信施設を確保するために次の諸施策を計画し、実施する。 

（１）公共機関等の加入者の必要な通信を確保するため、ケーブルの２ルート化と回線の分散

収容を図る。 

（２）通信が途絶するような最悪の場合でも、最小限度の通信ができるよう、必要な場所に特

設公衆電話を設置し、一般市民の使用に供する。 

（３）指定避難所（各小中学校、生涯学習センター等）に電話用モジュラージャックを設置し、

災害時に電話を接続して無料の公衆電話として開設する。 

（４）架空ケーブルは、地震及び地震による二次災害（火災）に比較的弱いので、地下化の望

ましい区間は地下化を促進する。 

（５）交換機設置ビル相互間を結ぶケーブルは、経路の分散化を推進する。 

（６）商用電源が停止した場合の対策として、通信保持する蓄電池容量の適正化を図り、発電

用予備エンジンを常備する。 

（７）災害時の通信確保及び復旧対策として、移動電源車、衛星通信システム装置及び非常用

可搬型交換装置等を主要地域に配備するとともに、大規模災害時はレスキュー隊、及び応

急復旧隊による広域応援体制の発動を行う。 

２ 防災訓練 

災害予防措置及び災害応急対策措置等を円滑かつ迅速に実施できるよう次の訓練を、単独又

は共同するなどして実施する。 

（１）気象に関する情報伝達訓練 

（２）災害時における通信疎通訓練 

（３）電気通信設備等の災害応急復旧訓練 

（４）消防及び水防の訓練 

（５）避難及び救助訓練 

第９節 災害時相互応援協定の締結 

第１ 自治体間の相互応援協力 

市は、県内外の市町村との相互応援協力に関する協定を締結し、要員、資機材の提供や、広域

避難における避難者の受入れ等での協力体制を構築する。 

また、災害時相互援助協定を締結している９自治体と自治体スクラム支援会議を開催し、「災害

時相互支援に関する宣言」を採択している。 
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第２ 民間事業者・団体との災害時応援協定 

市は、災害発生時、支援物資やサービスが緊急に必要になる場合に備えて、物資や役務の供給

力を持つ民間事業者・団体と応援協定を締結する。 

 



第2部 災害予防計画 

第3章 市民の防災活動の促進 

総則・予防-48 

第３章 市民の防災活動の促進 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 防災教育の推進 
復興企画部、総務部、教育委員

会事務局 
 

第２節 防災訓練の充実 復興企画部 

相馬地方広域消防本部（南相

馬消防署、小高分署、鹿島分

署） 

第３節 自主防災組織等の育

成 
復興企画部、区役所 

相馬地方広域消防本部（南相

馬消防署、小高分署、鹿島分

署） 

第４節 要配慮者の安全確保 
復興企画部、健康福祉部、総務

課、市立総合病院 
 

第５節 ボランティア等との

連携 
健康福祉部 市社会福祉協議会 

第１節 防災教育の推進 

第１ 防災知識の普及啓発 

市は、県及び防災関係機関と連携して、災害予防運動期間や災害が発生しやすい時期等を通じ

て、各種講演会、イベント等を開催し、水防、土砂災害、二次災害防止に関する総合的な知識の

普及に努める。 

１ 実施期間 

防災教育は、次の期間を中心に実施する。 

防災教育の内容 実施時期 

風水害予防に関する事項  

水防月間 

5月～9月 

5月1日～5月31日 

土砂災害予防に関する事項 土砂災害防止月間 

がけ崩れ防災週間 

山地災害防止キャンペーン 

6月1日～6月30日 

6月1日～6月7日 

5月～6月 

火災予防に関する事項 春季全国火災予防運動 

秋季全国火災予防運動 

3月1日～3月7日 

11月9日～11月15日 

雪害予防に関する事項  

雪崩防災週間 

12月～3月 

12月1日～12月7日 

地震・津波災害に関する事項 防災とボランティア週間 

防災とボランティアの日 

防災週間 

防災の日 

津波防災の日 

1月15日～1月21日 

1月17日 

8月30日～9月5日 

9月1日 

11月5日 

２ 普及の内容 

普及する防災知識は、次のとおりである。 

ア 災害の特性 

イ 最低３日間、推奨１週間分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレッ
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トペーパー等の備蓄 

ウ 非常持出品（救急用品、貴重品、懐中電灯、ラジオ等）の準備 

エ 家具・ブロック塀等の転倒防止対策、耐震診断・耐震改修 

オ 飼い主による家庭動物との同行避難における準備（餌、ケージ等） 

カ 避難場所、応急救護方法、住宅内外の危険箇所の把握 

キ 警報等の気象情報、避難準備・高齢者避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の

意味 

ク 警報等発表時や避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の発

令時にとるべき行動 

ケ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害発生時にとるべき行動、

指定緊急避難場所や指定避難所での行動 

コ 災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルール等）の取り決め 

３ 普及の方法 

普及の方法は、次のとおりである。 

ア 各種防災訓練     イ 講演会       ウ 広報みなみそうま 

エ ハザードマップ    オ 市ホームページ 

第２ 防災上重要な施設における防災教育 

市は、病院、社会福祉施設等、ホテル、旅館等の不特定多数の者を受け入れる施設において、

管理者等に対し、各種講習会等を通じて防災教育の徹底を図る。 

各施設の管理者等は、施設の職員・従業員等に防災教育を行うとともに、利用者に対してもチ

ラシ等を通じて、避難方法等について啓発を図る。 

第３ 職員に対する教育・啓発 

市は、全ての市職員に対し、次の防災教育を実施することにより、災害対策に即応できる人材

の育成に努め、災害に強い組織を作り上げる。 

１ 新任研修において、市の防災対策や災害対策従事者としての心構え等の教育を行う。 

２ 学識経験者等を講師として招き、防災講習会等を開催する。 

３ 応急危険度判定、住家被害認定等の研修会に参加する。 

４ 災害時の図上訓練等を実施する。 

第４ 学校教育における防災教育 

市教育委員会は、学校教育を通じて、学校種別や児童生徒の発達段階に応じて防災教育を行う。 

１ 学校行事における防災教育 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）等との連携により避難訓練や擬似体験、保

護者への引き渡し訓練など、防災をテーマとした学校行事を実施する。 

２ 教科等による防災教育 

社会科、理科、保健体育科及び総合的な学習の時間において、自然災害の発生の仕組み、現

在の防災対策、災害時の正しい行動及び災害時の危険、負傷に対する応急処置等についての教
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育を行う。 

３ 教職員に対する防災研修 

教職員の防災に係る知識を習得させるための研修を定期的に実施する。 

また、学校内においては防災委員会や職員会議を通して、教職員の防災に対する意識を高揚

するとともに、災害発生時の児童生徒に対する的確な指示、誘導や初期消火及び負傷者に対す

る応急手当等防災に関する専門的な知識の習得及び技能の向上を図る。 

第５ 災害教訓の伝承 

１ 災害教訓の収集、公開 

市及び県は、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、

大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理

し、適切に保存するとともに，広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。 

２ 災害教訓の伝承の取組 

住民は、自ら災害教訓の伝承に努める。 

市及び県は、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分

析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が災害教訓を伝承する取組

を支援する。 

第２節 防災訓練の充実 

第１ 個別訓練 

１ 自主防災組織等の自主防災訓練 

市は、消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び消防団と連携して、自主防災組

織や行政区等を単位とした自主防災訓練を支援する。主な訓練内容は、次のとおりである。 

（１）避難誘導訓練  （２）初期消火訓練     （３）救出・応急手当訓練 

（４）救助訓練    （５）給食給水訓練     （６）安否確認訓練 

（７）避難所設置・運営訓練 等 

２ 事業所（防火管理者）の訓練 

学校、病院、工場、事業所、大型店舗及びその他消防法で定められた防火管理者は、その定

める消防計画に基づき、訓練を毎年定期的に実施する。 

また、地域の一員として、事業所の特性に応じた防災対策行動により、市、消防本部（南相

馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び地域の防災組織の行う防災訓練への積極的な参加に努め

る。 

３ 市の個別訓練 

市は、防災週間、水防月間、土砂災害防止月間等の機会をとらえ、職員の参集・動員訓練、

水防訓練、災害対策本部運営訓練等を実施する。訓練の実施後においては、地域防災計画、各

種の行動マニュアル等にその結果を反映させて見直しを図るとともに、次回の訓練にも反映さ

せる。 
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（１）水防訓練       （２）通信訓練       （３）参集・動員訓練 

（４）災害対策本部運営訓練 （５）避難所設置・運営訓練 （６）避難訓練 等 

第２ 防災訓練 

市は、大規模な地震、津波、風水害等の発生を想定し、防災関係機関、自主防災組織、民間企

業、ボランティア団体等の参加の下に、総合的な防災訓練を実施するように努める。 

訓練項目は、概ね次のとおりである。 

（１）非常招集及び自主参集、災害対策本部設置、災害情報収集 

（２）避難誘導（要配慮者誘導を含む） 

（３）地域住民による初期消火、救助 

（４）避難所設置、給水、給食（炊き出し） 

（５）道路等の障害物除去、道路応急架橋、無線通信 

（６）上下水道施設応急復旧、水質検査、電力施設応急復旧、電信電話施設応急復旧、

都市ガス施設応急復旧、ＬＰガス施設応急復旧 

（７）救援物資輸送及び受入れ・仕分け、備蓄品の供与等 

（８）応急医療救護（トリアージ） 

第３節 自主防災組織等の育成 

第１ 自主防災組織の育成・強化 

１ 自主防災組織の編成促進 

市は、自主防災組織が未結成の地区において、行政区単位の規模で自主防災組織を結成する

よう働きかける。 

組織の編成に当たっては、次の点に留意するものとする。 

（１）大規模な組織については、地域の実情を踏まえ適正規模の地域単位となるよう努める。 

（２）他地域への通勤等により昼間人口が減少する地域においては、日中の活動が確保できる

規模とする。 

（３）地域内に事業所がある場合は、事業所と協議の上、事業所内の自衛消防組織を地域の自

主防災組織に積極的に位置付けを図る。 

（４）自主防災組織は防災活動実施のため、基本的事項について規約等を設け、その活動内容

を明確にする。 

２ 自主防災組織の活動支援 

市は、自主防災組織の活動を充実するため次の対策を行う。 

（１）研修会 

県が主催する自主防災組織のリーダー研修会や自主防災活動促進事業に参加するよう広

報活動を行う。 

（２）自主防災組織への支援 

地域での防災訓練や防災集合所等への資機材整備等の支援を行う。 

３ 自主防災活動 

自主防災組織は、平常時に次の活動を実施する。 
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（１）自主防災計画（地区防災計画）の作成  

（２）防災知識の普及啓発 

（３）地域の安全点検（危険箇所、避難場所、井戸等） 

（４）避難行動要支援者の確認 

（５）防災訓練 

（６）資機材の整備、点検 

第２ 企業防災の促進 

企業は、災害時に企業の果たす役割を認識し、各企業において災害時に重要業務を継続するた

めの事業継続計画（ＢＣＰ)を策定するよう努める。 

また、防災体制の整備、防災訓練、設備の耐震化、各計画・マニュアルの作成、見直し等の実

施に努める。 

市は、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等へ参加呼びかけ、防災

に関するアドバイス等を行う。 

第３ 地区防災計画の作成 

市内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、防災力の向上を図るため、

共同で防災訓練の実施、物資等の備蓄、要配慮者等の避難支援体制の構築等自発的な防災活動の

推進に努める。 

この場合、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを

地区防災計画の素案として市防災会議に提案する。 

市は、地区防災計画の提案を受けた場合、必要があると認めるときは、市地域防災計画に地区

防災計画を位置付ける。 

第４節 要配慮者の安全確保 

第１ 避難行動要支援者の避難支援 

市は、要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難する

ことが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者（避難

行動要支援者）について、避難行動要支援者名簿を作成し避難支援体制を構築する。 

１ 避難行動要支援者名簿の作成 

（１）避難支援等関係者となる者 

市、消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）、警察署、民生委員・児童委員、

社会福祉協議会、行政区、福祉事業者、自主防災組織とする。 

（２）避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

ア 介護保険の要介護3以上の認定を受けている方 

イ 身体障がい者（身体障害者手帳を所持している方） 

ウ 知的障がい者（療育手帳を所持している方） 

エ 精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳を所持している方） 

オ 難病患者 

カ 常に特別の医療などを必要とする在宅で療養している方 
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キ その他、市長が特に認める次のような方 

・上記アからキの分類で程度の判定では該当しないが、避難行動に不安があり名

簿登録を希望する方 

・家族と同居しているが、日中は一人となるアからキに準じた方で、避難行動に

不安があり名簿登録を希望する方 

ク 乳幼児、妊産婦、外国人の方など 

（３）名簿作成に必要な個人情報及び入手方法 

避難行動要支援者名簿の記載事項は、次のとおりである。個人情報は、市の行政データ

等を活用する。 

ア 氏名   イ 生年月日   ウ 性別   エ 住所又は居所 

オ 電話番号その他の連絡先   カ 避難支援等を必要とする事由 

キ 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 

（４）名簿の更新に関する事項 

名簿は、１年に１回以上更新する。 

（５）情報漏洩を防止するための措置 

適正な情報管理が行われるよう、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポ

リシーに関するガイドライン」に基づき遵守を徹底する。 

また、クラウドでのデータ管理や県との連携などにより避難行動要支援者名簿のバック

アップ体制を構築する。また、電子媒体での管理に加え、紙媒体でも保管する。 

名簿を避難支援等関係者に提供する場合は、誓約書提出や協定等を締結する。 

（６）名簿の提供先 

災害時要支援者名簿は、次の関係者へ提供する。 

ア 南相馬市関係課    イ 民生委員・児童委員   ウ 社会福祉協議会 

ウ 行政区（行政区長）  エ 自主防災組織      オ 消防団 

カ 女性消防隊      キ 福祉施設等関係事業所 

（７）要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮 

災害発生時は、緊急かつ着実に避難勧告等が伝達されるよう、防災行政無線（戸別受信

機）や広報車による情報伝達に加え、携帯端末等を活用した緊急情報等メールサービスな

ど、複数の手段を有機的に組み合わせる。 

（８）避難支援等関係者の安全確保 

津波発生時等の退避ルール等を定める。 

２ 全体計画の作成 

市は、名簿作成に関する役割、支援体制等に関する全体計画を作成する。 

３ 個別計画の作成 

市は、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織や行政区、福祉事業者等と協力

して、避難行動要支援者一人ひとりの支援に関する個別計画を作成するよう努める。 
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４ 避難した要配慮者の振り分け基準等の検討 

市は、避難した要配慮者について、避難所の福祉避難スペース、福祉避難所、医療機関に振

り分けるための判断基準や実施体制について検討し、関係機関等と共有するとともに訓練等を

通じて検証を行う。 

第２ 社会福祉施設等における対策 

１ 施設等の整備 

社会福祉施設等の管理者は、施設の耐震化や防災設備の整備等、施設の安全性を高めること

に努める。 

２ 組織体制の整備 

社会福祉施設等の管理者は、あらかじめ防災組織を整備し、施設職員の役割分担、動員計画、

緊急連絡体制等を明確にする。 

特に、夜間における通報連絡や入所者の避難誘導体制には、十分に配慮する。 

また、市と連携して地域との協力体制が得られるような体制や、施設間の協定締結により相

互での受入れができるように努める。 

３ 防災教育・防災訓練の充実 

社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や入所者が災害等に関する基礎的な知識や災害時に

とるべき行動等について、理解や関心を高めるため、定期的に防災教育及び防災訓練を実施す

る。 

第３ 在宅者に対する対策 

１ 情報伝達体制の整備 

市は、一人暮らし高齢者、要介護高齢者、障がい者等の安全を確保するため、情報伝達体制

の整備に努めるとともに、在宅者の安全性を高めるため、住宅用自動消火装置、住宅用火災警

報機等の設置など必要な補助・助成措置を検討する。 

２ 防災知識の普及・啓発 

市は、要配慮者及びその家族に対し、パンフレット、チラシ等を配付するとともに、地域の

防災訓練等への参加も考慮するなど、災害に対する基礎的知識等の理解を高めるよう努める。 

また、警報等や避難勧告等の意味と内容の説明など、避難行動についての啓発を行う。 

第４ 病院入院患者等対策 

市は、市立病院における患者等の安全を確保するために、避難計画等を作成するなどの対策を

行う。 

第５ 外国人に対する防災対策 

市は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人も要配慮者として位置付け、災害発生時に迅

速、的確な行動ができるよう、次のような条件、環境づくりに努める。 

ア 多言語による広報の充実 

イ 指定緊急避難場所、避難標識等の災害に関する表示板の多言語化・ピクトグラ

ム表示 

ウ 外国人を含めた防災訓練・防災教育 
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エ 外国人の雇用又は接触する機会の多い企業、事業所等に対する防災教育等の指

導、支援 

第６ 避難所の配慮 

市は、避難場所・避難所に指定が想定される公共施設を整備する場合、多目的トイレやスロー

プの設置など、ユニバーサルデザイン化に配慮する。 

また、避難生活において特別の配慮を必要とする者が生活できるような機能等を有した施設等

を、福祉避難所として指定する。 

第５節 ボランティア等との連携 

第１ ボランティア活動の啓発 

市は、「防災とボランティアの日」（毎年１月17日）及び「防災とボランティア週間」（毎年１

月 15日～21日）を中心に、災害ボランティアの意義や参加、ボランティア保険等について啓発

に努める。 

第２ ボランティア団体の把握・登録 

市は、日本赤十字社福島県支部、県社会福祉協議会、市社会福祉協議会などと連携を図りなが

ら、ボランティア団体及び専門的な知識、技能をもつボランティアの把握に努める。 

第３ ボランティアの体制整備 

市社会福祉協議会は、ボランティアセンターの設置、運営体制について検討するとともに、ボ

ランティアコーディネータの研修会等に職員やボランティアを参加させるなど養成に努める。 
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第1部 災害応急対策計画 

第1章 応急活動体制 

一般-1 

第１章 応急活動体制 

第１節 動員配備 

第１ 配備体制の確立 

１ 配備体制 

市の配備体制は、次のとおりである。 

配備体制

[本部] 
配備基準 組織 配備要員 

配備検討

会議 

・気象注意報が発令され、かつ防災担当

部長（防災担当課長）が必要と認めた

とき 

・台風の接近等による被害発生が予測さ

れ、かつ防災担当部長（防災担当課長）

が必要と認めたとき 

・その他の状況により各部長・課長が必

要と認めたとき 

議長：防災担当部長 

委員：危機管理課長、総務課

長、秘書課長、生涯学習

課長、スポーツ推進課長、

社会福祉課長、農政課長、

農林整備課長、土木課長、

水道課長、下水道課長、

各区地域振興課長、教育

総務課長 

 

 

各部対応 ・配備検討会議で決定（決定権者：防災

担当部長） 

各部で定める 各部で定め

る。 

警戒配備

体制 

・配備検討会議で決定（決定権者：市長） 

[目安] 

・気象警報が発表されたとき 

・延焼火災のおそれがあるとき 

・氾濫警戒情報（新田川）が発表された

とき  

・土砂災害警戒情報が発表されたとき 

・市長が必要と認めたとき 

○本部長：市長 

○本部員：各部長 

○事務局：総括班、広報班、

情報収集班、連絡調整班 

※災対本部の組織を準用 

財政班 

生涯学習班 

社会福祉班 

健康福祉班 

土木班 

区対策部 

※災対本部の

組織を準用 

第一非常

配備体制 

[災害対策

本部] 

・配備検討会議で決定（決定権者：市長） 

・本部設置者は市長 

[目安] 

・広範囲にわたる災害のおそれがあると

き  

・特別警報が発表されたとき 

・氾濫危険情報（新田川）が発表された

とき 

・市長が必要と認めたとき 

○本部長：市長 

○本部員：各部長 

○本部付：消防署長、消防団

長、警察署長 

○本部事務局：総括班、広報

班、情報収集班、連絡調整

班 

各班で定め

る。 

第二非常

配備体制 

[災害対策

本部] 

・配備検討会議、災対本部会議で決定（決

定権者：市長） 

[目安] 

・全域にわたる災害のおそれがあるとき 

・市長が必要と認めたとき 

○本部長：市長 

○本部員：各部長 

○本部付：消防署長、消防団

長、警察署長 

○本部事務局：総括班、広報

班、情報収集班、連絡調整

班 

各班で定め

る。 

  



第1部 災害応急対策計画 

第1章 応急活動体制 

一般-2 

２ 配備の決定 

（１）配備検討会議 

防災担当部長又は防災担当課長は、気象情報等により、災害が発生するおそれがあると

認めたとき、又は各部課長から要請があった場合、配備検討会議を開催し、配備体制及び

対策について検討する。 

【配備検討会議】 

構成 議長：防災担当部長 

委員：危機管理課長、総務課長、秘書課長、生涯学習課長、スポーツ推

進課長、社会福祉課長、農政課長、農林整備課長、土木課長、水

道課長、下水道課長、各区地域振興課長、教育総務課長 

検討事項 ・配備体制、職員の動員 

・避難に関する事項（避難準備・高齢者等避難開始の発令、避難場所の

開設、避難区域、避難情報の伝達） 

・災害対策活動 

（２）配備体制の決定 

各配備体制は、配備検討会議、災害対策本部で検討し、各決定権者が決定する。 

第２ 動員 

１ 動員の方法 

（１）勤務時間内 

勤務時間内は、庁内放送及び電話連絡等により、総務課が部長、課長に配備体制の伝達

を行う。 

各部長、課長は、この情報に基づき、必要な職員の動員・配備を行う。 

（２）勤務時間外 

勤務時間外は、総務課がメール及び電話を用いて部長、課長に連絡を行う。 

２ 参集場所 

勤務時間内及び勤務時間外ともに、参集場所は各自の勤務場所又は指定場所とする。参集し

た職員は、所属単位に総務課に参集報告を行う。 

第２節 活動体制 

第１ 各部対応 

事前配備の必要性が認められない場合には、各部で臨機に対策を実施する。 

第２ 警戒配備体制 

災害発生に備え、避難場所の開設準備、情報伝達、水防活動等を実施する。 

指揮は、副市長が行い、情報・水防・避難場所に関係する班を配備する。運営は、災害対策本

部に準ずる。 
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第1章 応急活動体制 

一般-3 

第３ 災害対策本部 

１ 災害対策本部の設置 

市長は、大規模な災害の発生するおそれがあり、又は災害が発生し、その対策を要する場合

は、災害対策本部を設置する。 

なお、災害対策本部の設置は、配備検討会議で検討し、市長が決定する。 

２ 本部の設置場所 

災害対策本部は、本庁舎２階正庁に設置する。 

本庁舎が使用できない場合は、次の候補施設から災害状況等を勘案して移設場所を選定する。 

鹿島区役所、図書館、防災センター 

３ 災害対策本部の運営 

（１）指揮 

本部長は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。 

本部の設置及び指揮は、本部長の権限により行われるが、本部長の判断を仰ぐことがで

きない場合は、次の順によりその権限を委任したものとする。 

第１位 副市長   第２位 教育長   第３位 防災担当部長 

（２）災害対策本部員会議 

本部長は、災害情報を分析し、対策の基本方針を協議するため、本部員会議を開催する。

本部員会議は、本部長、副本部長、本部員で構成する。 

本部員が出席できない場合は、当該部の次席責任者が代理として出席する。 

本部員会議の協議事項は、次のとおりである。 

ア 災害対策本部の配備体制の決定、変更及び解散に関すること 

イ 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること 

ウ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の発令及び警戒区

域の設定に関すること 

エ 県及び他の市町村への応援要請に関すること 

オ 自衛隊の災害派遣要請の要求、防災関係機関等に対する応援要請に関すること 

カ 災害対策の調整に関すること 

キ その他重要な防災に関すること 

（３）災害対策本部設置の通知 

災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を県、警察署、消防本部（南相馬消防署、

小高分署、鹿島分署）、防災会議委員に通知するほか、Ｌアラート、市ホームページを通

じて公表する。 

（４）関係機関連絡室の設置 

災害対策本部を設置した場合、必要に応じて、関係機関連絡室のスペースを確保し、防

災関係機関の連絡員の派遣を求める。 
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４ 本部機能等の維持 

（１）庁舎機能 

庁舎車両班は、庁舎建物及びライフライン機能の点検を行い、非常電源用の燃料確保、

仮設トイレの設置等の本部機能を維持する。 

（２）災害対策要員の補給 

職員支援班は、災害対策要員の仮眠・休憩場所の確保、食料・飲料水・資機材等の供給

を行う。 

５ 災害対策本部の解散 

本部長は、市域に災害の発生するおそれがなくなった場合、又は当該災害に係る応急対策が

概ね完了したと認められるときは、本部員会議を開催し、災害対策本部を解散する。 

第４ 災害対策本部の組織・事務分掌 

災害対策本部の組織及び事務分掌は、次のとおりである。 
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●本部組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【本部長】 

市 長 

【本 部 員】 

部長級の職員 

【事務局長】 

防災担当部長 

【副事務局長】 

防災担当課長 

【事務局員】 

防災担当課 

各部班員 

【総括班】 
【広報班】 
【情報収集班】 

【連絡調整班】 

市 民 生 活 部 

健 康 福 祉 部 

経 済 部 

建 設 部 

病 院 部 

【副本部長】 

副市長 

教育長 

災害対策本部 
事務局 

教 育 部 

活 動 支 援 部 

小高区対策部 

鹿島区対策部 

総 務 班 
秘 書 班 
財 政 班 
税 務 班 

生 活 環 境 班 
市 民 班 
生 涯 学 習 班 

社 会 福 祉 班 
健 康 福 祉 班 
高 松 ホ ー ム 班 

農 政 班 
商 工 労 政 班 

土 木 班 
都 市 計 画 班 
水 道 班 
下 水 道 班 

病 院 班 

教 育 総 務 班 
学 校 教 育 班 
文 化 財 班 

支 援 班 
会 計 班 

総 務 部 

班員 

地 域 振 興 班 
市 民 福 祉 班 
産 業 建 設 班 

【本部長付】 

南相馬市消防団長 

南相馬警察署長 

南相馬消防署長 

地 域 振 興 班 
市 民 福 祉 班 
産 業 建 設 班 

本部員会議 
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●本部長及び副本部長 

部名 事務分掌 

本部長 

副本部長 

1.災害対策の総括及び指揮に関すること  

2.災害対策本部の設置・解散に関すること  

3.避難準備・勧告・指示の決定に関すること  

4.自衛隊の派遣要請の決定に関すること  

5.災害救助法の救助発動の要請に関すること  

6.広域応援要請の決定に関すること  

●災害対策本部事務局 

班名 事務分掌 

総括班 

(危機管理課) 

（被災者支援・定

住推進課） 

(総務課) 

(税務課) 

 

1.災害対策本部の庶務に関すること 

2.本部長の命令・指示等の伝達に関すること 

3.災害対策本部員会議の開催及び運営に関すること 

4.総合的な災害対策の調整に関すること 

5.避難区域の設定に関すること 

6.避難の準備情報提供、勧告、指示及び屋内での退避等安全確保措置の指示に関

すること 

7.土砂災害警戒情報の伝達に関すること 

8.消防団への出動要請に関すること 

9.県を通じた指定行政機関の長等への措置要請､自衛隊の部隊等の派遣要請に関

すること 

10.自衛隊の受入れ及び活動状況の把握に関すること 

11.J-ALERTシステム及び防災行政無線の管理、運用に関すること 

12.各部・各班の職員配備計画に関すること 

広報班 

(新ｴﾈﾙｷﾞｰ推進課) 

(秘書課) 

(情報政策課) 

1.市民に対する被害状況の広報(防災行政無線の運用含む)に関すること 

2.報道機関に対する広報に関すること 

3.市ホームページ、緊急情報等メールサービス、エリア放送（みなみそうまチャ

ンネル）等による災害情報の提供に関すること 

4.災害対策本部の活動状況や実施した災害対策等の記録に関すること 

5.近隣市町村及び他市町村の防災関係資料の収集・記録等に関すること 

6.生活支援情報、応急復旧情報の市民に対する広報に関すること 

情報収集班 

(環境回復推進課) 

 

1.被災情報の収集・提供体制の整備に関すること 

2.県総合情報通信ネットワークからの情報の受理及び伝達に関すること 

3.安否情報の収集・集約・提供に関すること 

4.被害状況の調査集計、総括に関すること 

5.生活支援情報、応急復旧情報等の取りまとめに関すること 

連絡調整班 

(企画課) 

1.国、県及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

2.受援に関すること  

3.災害時相互応援協定締結自治体、団体等との連絡調整に関すること 

4.市民及び報道機関からの苦情、問い合わせ等に関すること 

5.外国人等からの苦情、問い合わせ等に関すること 

6.電気、鉄道、ガス及び電話の被害状況把握に関すること 

7.公共交通機関等関係機関との連絡調整、道路交通状況の把握に関すること 
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●共通事務 

各班 1.所管に関する被害調査、報告、復旧等の災害対策（ライフラインを除く） 

2.避難所の開設、運営支援 

3.遺体安置所の運営支援 

4.本部長の指示する事項 

① 総務部 

班名 事務分掌 

総務班 

財政班・税務班 

(総務課) 

(情報政策課) 

(財政課) 

(税務課) 

1.避難住民の輸送体制に関すること 

2.避難実施要領の作成及び避難住民の誘導等に関すること 

総務班 

(総務課) 

(情報政策課) 

1.職員の動員に関すること 

2.職員の厚生及び食料確保に関すること 

3.職員の健康管理に関すること 

4.国・県等に対する応援要請及び派遣職員等受入れに関すること 

5.災害対策本部員や職員のローテーション管理に関すること 

秘書班 

(秘書課) 

1.被害状況の写真撮影等、災害状況の記録・保存に関すること 

2.本部長及び副本部長の連絡調整に関すること 

3.視察者等の対応に関すること 

財政班 

(財政課) 

1.市庁舎及び市有財産（他班所管除く）の被害調査、報告及び応急対策に関する

こと 

2.各種応急対策に使用する資機材の調達の総括に関すること 

3.車両の管理及び配車並びに他輸送機関への協力要請等総合的な輸送対策に関

すること 

4.臨時電話の設置に関すること 

5.緊急通行車両の確認申請に関すること 

6.義えん金(被災者支援義援金は除く)受入れと配分に関すること 

7.災害応急対策費の予算措置及び契約に関すること 

税務班 

(税務課) 

1.被災者に対する市民税の減免等や税に関する総合相談に関すること 

2.自主防災組織等への連絡調整に関すること 

3.住家被害認定調査に関すること 

4.罹災証明の発行及び罹災台帳の作成に関すること 

② 市民生活部 

班名 事務分掌 

生活環境班 

市民班 

(生活環境課) 

(市民課) 

1.応急救助のための食料品類及び生活必需品等（燃料含む）の確保・調達に関す

ること 

生活環境班 

(生活環境課) 

1.塵芥及びし尿処理に関すること 

2.仮設トイレの設置に関すること 

3.愛玩動物等の保護等に関すること 

4.生活支援情報、応急復旧情報等の総括に関すること 
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5.災害廃棄物等の処理に関すること 

6.廃棄物及びし尿収集運搬業者との連絡調整に関すること 

7.仮設トイレの管理に関すること 

8.遺体の収容、一時保存、処理及び埋葬に関すること 

9.被災家屋の解体の代行に関すること 

市民班 

(市民課)  

1.市民からの問い合わせ等に関すること 

2.外国人の安否情報の収集等に関すること 

3.被災証明の発行及び被災者台帳の作成に関すること 

4.市民相談窓口の開設及び運営に関すること 

5.管理施設における被害調査、報告及び応急復旧に関すること 

6.被災者に対する国民健康保険税の減免及び徴収猶予に関すること 

生涯学習班 

(生涯学習課) 

（スポーツ推進

課） 

1.地区防災拠点施設の開設及び運営に関すること 

2.避難施設の開設及び運営に関すること 

3.地区住民に対する広報に関すること 

4.各行政区への連絡調整に関すること 

5.社会教育施設及びスポーツ施設の来館者等の避難誘導に関すること 

6.社会教育及びスポーツ関係団体等との連絡調整に関すること 

③ 健康福祉部 

班名 事務分掌 

社会福祉班 

健康福祉班 

(社会福祉課) 

(長寿福祉課) 

(子育て支援課) 

(健康づくり課) 

1.避難行動要支援者への情報伝達、避難誘導及び救護に関すること 

社会福祉班 

(社会福祉課) 

(子育て支援課) 

1.避難施設開設の状況及び集計に関すること 

2.避難施設運営の総括に関すること 

3.市社会福祉協議会、日本赤十字社等との連絡調整に関すること 

4.罹災者に対する援護対策に関すること 

5.ボランティアの派遣に関すること 

6.被災者の罹災台帳に関すること 

7.罹災世帯への見舞金支給及び義援金の配分に関すること 

健康福祉班 

(長寿福祉課) 

(健康づくり課) 

1.防疫活動の総合調整に関すること 

2.各区における防疫、住民の健康維持、保健衛生及び精神衛生管理に関すること 

3.医療救護本部の設置に関すること 

4.医療救護所の開設及び運営に関すること 

5.民間協力団体に対する医療救護活動の要請に関すること 

6.被災者に対する介護保険料の減免及び徴収猶予に関すること 

7.浸水家屋の消毒に関すること 

8.被災者の健康支援に関すること 

9.健康支援のための窓口設置に関すること 

10.被災者の心のケアに関すること 

高松ホーム班 

(高松ホーム) 

1.入所者の避難誘導に関すること 
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④ 経済部 

班名 事務分掌 

農政班 

商工労政班 

(農政課) 

(農林整備課) 

(商工労政課) 

(観光交流課) 

1.救援物資の受入れ、管理、備蓄物資の配分等に関すること 

農政班 

(農政課) 

(農林整備課) 

1.農林水産関連施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.農作物、林産物及び水産物の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

3.ダム施設の被害調査並びに報告に関すること 

4.農林業被害の応急対策に関すること 

5.農林水産業関係団体との連絡調整に関すること 

6.米穀の調達に関すること 

7.家畜の防疫に関すること 

8.被災農家に対する融資等に関すること 

9.家畜の防疫及び死亡獣畜処理等に関すること 

10.応急復旧資材等の調達に関すること 

商工労政班 

(商工労政課) 

(観光交流課) 

1.観光客に対する情報の提供及び観光施設管理者との連絡調整に関すること 

2.危険物等の二次災害の防止のための応急対策活動に関すること 

3.企業等との連絡調整に関すること 

4.被害事業者に対する融資等に関すること 

5.滞留者対策に関すること 

⑤ 建設部 

班名 事務分掌 

土木班 

(土木課) 

1.道路、河川、公共土木施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.水防活動に関すること 

3.地すべり等土砂災害の応急対策に関すること 

4.交通規制、代替道路等の確保に関すること 

5.土木資機材等の調達に関すること 

6.交通規制に係る連絡調整等に関すること 

7.市街地等の被害状況調査、報告及び応急対策に関すること 

8.土砂災害危険地域の点検と情報収集について 

9.土木関係施設の被害集計及び応急対策の総括に関すること 

10.下水道区域内排水路の応急対策に関すること 

都市計画班 

(都市計画課) 

(建築住宅課) 

 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2.所管施設を避難施設として利用する場合の受入調整に関すること 

3.緊急を要する仮設住宅の整備に関すること 

4.住宅被害収集の協力に関すること 

5.仮設住宅及び部所管施設の応急復旧に係る資機材の調達に関すること 

6.ヘリポートの確保・運用に関すること 

7.市庁舎等市有財産の応急復旧に関すること 

8.市営住宅に関すること 

9.公園の保全に関すること 
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10.避難施設の改善に関すること 

11.用地の確保、土地の使用・提供等に関する調査及び体制に関すること 

12.応急仮設住宅の整備・運営に関すること 

13.建築物応急危険度判定に関すること 

14.建築相談の実施に関すること 

15.建築の制限、緩和等に関すること 

水道班 

(水道課) 

1.所管施設の被害調査（工業用水道施設・消火栓を含む）、報告及び応急対策に

関すること 

2.水源の調査及び水質の確保に関すること 

3.応急配水管及び仮設給水管設置に関すること 

4.被災地域への応急給水に関すること 

5.断水等の広報に関すること 

下水道班 

(下水道班) 

 

1.所管施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.仮設トイレの設置に係る監督業務に関すること 

3.下水道施設の被災状況等の広報に関すること 

⑥ 病院部 

班名 事務分掌 

病院班 

(市立総合病院) 

(小高病院) 

1.所管施設における被害調査、報告及び応急復旧に関すること 

2.入院患者及び外来患者の避難誘導に関すること 

3.医療救護班の編成と医療救護所の開設及び運営に関すること 

4.医療救護本部への協力に関すること 

5.医療救護班の編成及び医療救護所における医療及び助産の措置に関すること 

6.医薬品の管理、配分及び調整に関すること 

⑦ 教育部 

班名 事務分掌 

教育総務班 

(教育総務課) 

1.避難施設の開設及び運営に関すること 

2.学校教育施設の応急復旧に関すること 

3.災害時における教育行政の総合調整に関すること 

4.教育委員会所管施設の被害状況集計及び総括に関すること 

5.避難施設運営の協力に関すること 

学校教育班 

(学校教育課) 

(幼児教育課) 

1.教職員の動員に関すること 

2.園児・児童・生徒の避難誘導及び応急対策等に関すること 

3.被災園児・児童・生徒の状況把握及び援護に関すること 

4.各園・各学校の連絡調整に関すること 

5.炊出しに関すること 

6.応急教育・保育に関すること 

7.被災児童・生徒に対する学用品の支給に関すること 

8.幼児、児童・生徒の健康管理に関すること 

9.被災者に対する保育料の減免及び徴収猶予に関すること 

文化財班 

(文化財課) 

(中央図書館) 

1.文化財の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

3.文化財の復旧に関すること 

  



第1部 災害応急対策計画 

第1章 応急活動体制 

一般-11 

⑧ 活動支援部 

班名 事務分掌 

支援班 

(議会事務局) 

(選管事務局) 

(監査事務局) 

(農委事務局) 

1.市議会及び行政委員会との連絡調整に関すること 

2.市議会災害対策支援本部に関すること 

会計班 

(会計課) 

1.現金及び物品の出納及び保管に関すること 

⑨ 各区対策部の事務分掌 

班名 事務分掌 

地域振興班 

(地域振興課) 

1.職員の動員に関すること 

2.行政区への連絡調整に関すること 

3.区対策部員や職員のローテーション管理に関すること 

4.区対策部の庶務に関すること 

5.職員の厚生・食料確保に関すること 

6.区役所庁舎における被害調査、報告及び応急復旧に関すること 

7.南相馬警察署、小高分署及び鹿島分署との連携に関すること 

8.写真等による被災情報の記録・収集等に関すること 

9.区対策部内の連絡調整に関すること 

市民福祉班 

(市民福祉課) 

1.安否情報の収集・提供に関すること 

2.被災者の捜索及び救出に関すること 

3.災害時における環境衛生、環境汚染の防止に関すること 

産業建設班 

(産業建設課) 

1.所管施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.道路、河川、公共土木施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

3.市営住宅の応急修理に関すること 

4.公園の保全に関すること 

5.市街地等の被害状況調査、報告及び応急対策に関すること 

6.ライフライン(電気、ガス及び電話)の確保に関すること 

7.関係団体等との情報連絡及び調整に関すること 

8.経済団体及び商工会との連絡調整に関すること 

9.観光客に対する情報の提供及び観光施設管理者との連絡調整に関すること 

10.水防活動に関すること 

11.土木資機材等の調達に関すること 
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第２章 情報の収集・伝達 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 災害情報の収集・伝

達  
総括班、情報収集班、各班 

福島地方気象台、相馬地方広

域消防本部（南相馬消防署、

小高分署、鹿島分署）、県、

南相馬警察署 

第２節 通信の確保 総括班、広報班、情報収集班  

第３節 広報・広聴活動 

広報班、情報収集班、連絡調整

班、市民班、生涯学習班、市民

福祉班 

 

第１節 災害情報の収集・伝達 

第１ 気象情報の収集・伝達 

１ 気象特別警報・警報・注意報等 

気象庁から発表される気象情報は、次のとおりである。 

本市が属する予報区は、浜通り（一次細分区域名）、浜通り北部（市町村等をまとめた地域）

である。 

（１）警報・注意報 

警 

報 

気象警報 暴風警報・暴風雪警報・大雨警報・大雪警報 

高潮警報・波浪警報・洪水警報 

注 

意 

報 

気象注意報 

風雪注意報、強風注意報、大雨注意報、大雪注意報、濃霧注意報、雷

注意報、融雪注意報、乾燥注意報、なだれ注意報、着氷・着雪注意報、

霜注意報、低温注意報 

高潮注意報・波浪注意報・洪水注意報 

（２）特別警報 

大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮によって重大な災害の起こるおそれが著しく大

きい場合、その旨を警告して行う予報である。 

（３）全般気象情報、東北地方気象情報、福島県気象情報 

気象の予報等について、特別警報･警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特

別警報･警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発

表する。 

（４）記録的短時間大雨情報 

県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測（地上の雨量

計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したときに、

福島県気象情報の一種として発表する。 

（５）竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可

能性が高まった時に、一次細分区域単位で発表する。この情報の有効期間は、発表から１
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時間である。 

（６）火災気象通報 

気象の状況が火災の予防上危険であると予想され、次の条件に該当する場合、火災気象

通報を発表する。 

ア 実効湿度60％以下、最小湿度40％以下で平均風速8m/s以上吹く見込みの場合 

イ 平均風速12m/s以上の風が1時間以上継続して吹く見込みの場合。ただし、降雨・降

雪中は通報しない場合もある。 

２ 土砂災害警戒情報 

県と福島地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による

土砂災害発生の危険度が高まった時に、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自

主避難の参考となるよう市町村ごとに発表する。 

３ 洪水予報 

福島地方気象台と県相双建設事務所が新田川の水位を示した洪水予報を共同して発表する。 

４ 水位情報の周知 

県相双建設事務所は、小高川及び真野川が所定の水位に達したときに水位到達情報を発表す

る。 

河川名 観測所名 位置 
水防団待
機水位 

氾濫注意
水位 

避難判断 
水位 

氾濫危険
水位 

新田川 原町 原町区北新田字本町 1.30m 2.10m 2.70m 2.96m 

小高川 小高 小高区小高 1.80m 2.50m 2.90m 3.41m 

真野川 小島田堰 鹿島区鹿島 2.50m 3.20m 3.90m 4.60m 

第２ 気象情報の伝達 

気象情報の伝達系統は、次のとおりである。 

市は、住民に対し、防災行政無線、緊急情報メール等で伝達する。特に、特別警報の情報を受

けたときは、直ちに周知の措置をとる。 
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第３ 被害情報の収集・伝達 

１ 異常現象の通報 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、速やかに市長又は警察官に通報す

る。異常現象の通報を受けた市長は、その旨を県、関係機関等に通報する。 

２ 被害情報の収集 

市の各班は、次の情報を収集し、本部事務局でとりまとめる。 

なお、被害報告の収集は、災害発生の初期においては、人的被害及び住民の生活維持に直接

関係する住家、医療衛生施設、電力・水道・通信等の生活関連施設の被害の状況を優先して収

集する。 

上記の災害の規模・状況が判明次第、公共施設、文教施設、産業施設その他の被害状況を速

やかに調査・収集する。 

把握する内容 実施担当 関係機関 

人的被害 

死者、行方不明者の状況 
負傷者の状況 

情報収集班 南相馬警察署、南相馬消防署 
陸上自衛隊、郡医師会 

罹災世帯及び罹災者の把握 情報収集班 

住家被害 

全壊・半壊・一部損壊の状況 
床上浸水・床下浸水の状況 

税務班  

建築物応急危険度判定 都市計画班  

非住家 公共建物 財政班、所管施設 

防災情報提供システム 

気象庁 

福島地方気象台 福島県警本部 

福島県（危機管理総室） 

消防庁 

東（西）日本電
信電話（株） 
（ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨｿﾙｺ
(株)CEO本部 
情報案内部門 
仙台センター） 

ＮＨＫ福島放送局 

南相馬市 

警察署 
福島県 
地方振興局 
建設事務所 

その他出先機関 

交番 
派出所 
駐在所 

消防本部 
（

） 

住民 

その他放送局 

アデスオンライン 

気象通報系 

防災情報提供

システム 

Jアラート 

防災行政無線 

緊急情報メール 

広報車 

特別警報発表時の伝達義務 

（必要に応じ）

テレビ、ラジオ等 
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被害 を管理する班 

その他(倉庫、土蔵、車庫等) 市民班  

その他 
被害 

田畑の被害状況 
農林水産業施設の被害状況 
農産・畜産・水産被害の状況 

農政班 
農業協同組合（JAふくしま未来）、
森林組合、相馬双葉漁業協同組合、
土地改良区等関係団体 

商工被害の把握 商工労政班 商工会議所等関係団体 

文教施設の被害状況 教育総務班  

医療機関の被害状況 健康福祉班 医師会 

道路、橋りょうの被害状況 土木班 県 

河川、水路の被害状況 土木班 県 

上水道施設の被害状況 水道班  

下水道施設の被害状況 下水道班  

ごみ処理施設等の被害状況 生活環境班  

危険物施設の被害状況 連絡調整班 
消防本部（南相馬消防署、小高分
署、鹿島分署）、県 

土砂災害の被害状況 土木班 県 

電気､ガス､電話､鉄道の被害状況 連絡調整班 

東北電力(株)相双営業所 
ガス供給事業者 
東日本電信電話(株)福島支店 
東日本旅客鉄道(株) 

３ 被害状況の報告 

（１）県への報告 

市は、福島県総合情報通信ネットワークの「防災事務連絡システム」により、被害情報

を県に報告する。 

被災等により「防災事務連絡システム」が使用できない場合、電話、FAX、電子メール

等により県災害対策地方本部へ被害情報を報告する。 

なお、いずれの場合においても、県へ報告することができない場合は、直接、国（総務

省消防庁）へ被害状況等の報告を行う。 

（２）その他 

市は、大規模な災害等により、火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防本

部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）への通報が殺到する場合は、その状況を直ちに

総務省消防庁及び県に報告する。 

【県への報告先】 

危機管理 

総室 

ＮＴＴ回線 024-521-7194 (FAX)024-521-7920 

総合情報通信

ネットワーク 

衛星系 TN-8-10-201-2632、2640 (FAX)TN-8-10-201-5524 

地上系 TN-8-11-201-2632、2640 (FAX)TN-8-11-201-5524 

相双地方振

興局 
ＮＴＴ回線 

0244-26-1144 

（内線266・267・269） 
0244-26-1120 

【国（消防庁）への報告先】 

           区分 

回線別 

平日（9:30～18:30） 

※応急対策室 

左記以外 

※宿直室 

ＮＴＴ回線 
電話 

FAX 

03-5253-7527 

03-5253-7537 

03-5253-7777 

03-5253-7553 

消防防災無線 
電話 

FAX 

90-43421 

90-49033 

90-49101 

90-49036 

地域衛星通信ネットワーク 電話 TN-048-500-90-43421 TN-048-500-90-49101 
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FAX TN-048-500-90-49033 TN-048-500-90-49036 

（３）留意事項 

市は、人的被害の状況（行方不明者の数を含む。）、建築物の被害、火災、津波、土砂災

害の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握で

きた範囲から直ちに県へ報告する。 

特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、

住民登録の有無にかかわらず、市域（海上を含む。）内で行方不明となった者について、

警察等関係機関の協力に基づき、正確な情報の収集に努める。 

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明

した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち、旅行者など住民登録の

対象外の者は外務省）に連絡する。 

４ 報告の種類等 

市は、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況を連絡し、応援の必要性等を連絡する。

県は、自ら実施する応急対策の活動状況等を市に連絡する。報告の種類及び様式は次のとおり

とする。 

（１）報告の種類 

ア 概況報告（被害即報） 

被害が発生した場合に直ちに行う報告 

イ 中間報告 

被害状況を掌握した範囲でその都度行う報告。なお、被害が増加する見込みのときは、

集計日時を明記する。 

ウ 確定報告 

被害の状況が確定した場合に行う報告 

（２）報告の様式 

ア 報告様式は別に定める被害報告様式による。 

イ 概況報告及び中間報告は、確定報告の様式に準じた内容により行う。 

第２節 通信の確保 

第１ 通信手段の確保 

市は、次の通信手段を活用し、情報の収集・伝達を行う。 

通信システム 内 容 

一般電話（災害時優先電話） ・職員との連絡、県及び関係防災機関との連絡に活用する。 

防災行政無

線 

同報系 ・災害時における住民への広報活動等に利用する。 

地域防災系 

移動系 

・災害時における各班及び市内の各防災関連施設等との連絡

に活用する。 

衛星携帯電話 ・職員との連絡、県及び防災関係機関との連絡等に活用する。 

電子メール 

・一般電話が繋がりにくい場合に、防災関係機関との連絡手

段として活用する。 

・指定避難所や災害現場等移動中の職員との連絡手段として

携帯電話の電子メールを活用する。 
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緊急情報等メールサービス ・市から住民へ情報を一斉配信する手段として活用する。 

Lアラート 
・メディアを活用して住民へ情報を一斉配信する手段として

利用する。 

福島県総合情報通信ネット

ワーク 

・衛星回線と地上系無線回線及び有線回線の複数ルートで構

成され、県、国、市町村、消防本部等との連絡に活用する。 

第２ 各種通信施設の利用 

１ 非常無線通信の利用 

市は、一般電話及び防災行政無線等が使用不能になったときは、次の非常無線施設を利用す

る。 

（１）東北地方非常通信ルートに基づく東北地方整備局・警察本部・東北電力（株）福島支店  

（２）（一社）日本アマチュア無線連盟福島県支部及びアマチュア無線赤十字奉仕団、南相馬ア

マチュア無線クラブ 

２ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の利用 

市は、災害応急対策に必要な通信機器及び通信設備の電源供給停止時の応急電源（移動電源

車）について、必要に応じ、東北総合通信局に貸与を要請する。 

第３節 広報・広聴活動 

第１ 広報活動 

１ 広報手段 

市は、次の手段で広報活動を行う。 

（１）防災行政無線       （２）広報車     （３）緊急情報メール 

（４）ホームページ       （５）公式ツイッター （６）広報紙 

（７）指定避難所、区役所等での掲示  

２ 広報内容 

広報内容は、次のとおりである。 

なお、住民の必要とする情報は、災害発生からの時間の経過に伴い変化するため、必要性に

即した情報を的確に提供することに留意する。 

（１）地域の被害状況に関する情報 

（２）避難に関する情報 

ア 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）に関すること 

イ 緊急避難場所、避難所の開設に関すること 

ウ 指定された避難所以外に避難した被災者への支援情報 

（３）地域の応急対策活動に関する情報 

ア 救護所の開設等、医療に関すること 

イ 交通機関及び道路の復旧に関すること 

ウ 電気、水道の復旧に関すること 

（４）安否情報、義援物資の取扱いに関する情報 

（５）その他住民に必要な情報（二次災害防止に関する情報を含む） 
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ア 給水及び給食に関すること 

イ 電気、ガス、水道による二次災害防止に関すること 

ウ 防疫に関すること 

エ 臨時災害相談所の開設に関すること 

オ 災害廃棄物に関すること 

カ 被災者への支援策に関すること 

３ 要配慮者への広報 

市は、社会福祉協議会の協力により、手話通訳等のボランティアによる広報活動を実施する。 

避難所等においては、避難者に要配慮者への伝達を要請する。 

第２ 報道機関への情報提供 

１ 災害情報共有システム（Ｌアラート） 

市は、災害情報共有システム（Ｌアラート）に被害情報や避難勧告・指示（緊急）等の発令、

避難所開設などの災害情報等を発信し、報道機関を通じて住民へ伝達する。 

２ 報道発表 

市は、臨時の共同会見所を設置し、本部員会議で諮った事項について、定期的に記者発表を

行う。 

３ 報道機関への要請 

市は、報道機関からの取材活動の受付を行う。取材は、本部長の許可を得た者のみとし、電

話による取材は受け付けないことを基本とする。 

第３ 被災者相談 

市は、被害状況に応じて被災者のための相談窓口を市役所、区役所に設置し、各種手続きや相

談業務を行う。 
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第３章 応援の要請 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 行政機関等への応援

要請 
総括班、連絡調整班 

相馬地方広域消防本部（南相

馬消防署、小高分署、鹿島分

署）、南相馬市消防団 

第２節 自衛隊の災害派遣要

請  
総括班、連絡調整班  

第１節 行政機関等への応援要請 

第１ 県への応援要請 

１ 知事への要請 

市長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、知事に応援（若しくは応

援のあっせん）を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。（災害対策基本法第68条） 

２ 要請手続き 

市長は、次に掲げる事項について口頭又は電話をもって要請し、後日文書により処理する。 

（１）災害の状況及び応援を求める理由   （２）応援を要請する機関名  

（３）応援を要請する職種別人員、物資等  （４）応援を必要とする場所、期間 

（５）その他必要な事項 

３ 情報連絡員（県リエゾン）の派遣 

県は、市災害対策本部を設置した場合、若しくは通信手段途絶等により派遣が必要と認める

場合は、相双地方本部又は県災害対策本部から情報連絡員を派遣する。 

第２ 国等への応援要請 

１ 職員の派遣、あっせんの要求 

市長は、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要があると認めるときは、知事に対し、次

の職員の派遣、あっせんを求める。 

内  容 根拠法令 

指定地方行政機関、指定公共機関の職員の派遣要請 災害対策基本法第29条2 

指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、特定公

共機関の職員の派遣あっせん 

災害対策基本法第 30条

第１項 

地方自治法第252条の17の規定による職員の派遣、特定地

方独立行政法人法第 124条第１項の規定による職員の派遣

あっせん 

災害対策基本法第30条第

２項 

２ 要請手続き 

市長は、次に掲げる事項について口頭又は電話をもって要請し、後日文書により処理する。 

なお、派遣された職員の身分の取扱いに関しては、災害対策基本法施行令第17条に定めると

おりである。 



第1部 災害応急対策計画 

第3章 応援の要請 

一般-20 

（１）派遣を要請する理由   （２）派遣を要請する職員の職種別人員数 

（３）派遣を必要とする期間  （４）派遣される職員の給与その他の勤務条件 

（５）その他職員の派遣について必要とされる事項 

第３ 区市町村への応援要請 

１ 市町村への要請 

市長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村長に対し、応

援を求める。（災害対策基本法第67条）。 

２ 協定による区市町村への要請 

市長は、災害時相互応援協定に基づき、区市町村に応援を要請する。 

第４ 消防の広域要請 

１ 緊急消防援助隊の派遣要請 

市長又は消防長は、大規模な災害等に際し、自らの消防力では対応できず、緊急消防援助隊

の応援を受ける必要があると判断した場合は、「福島県緊急消防援助隊受援計画」に基づき、次

の事項を明らかにして、知事に応援を要請する。 

（１）火災の状況及び応援要請の理由   （２）緊急消防援助隊の派遣要請期間 

（３）応援要請を行う消防隊の種別と人員 （４）市への進入経路及び集結場所 

２ 消防本部の相互応援 

消防長は、福島県広域消防相互応援協定等に基づき、県内消防本部に応援を要請する。 

３ 消防団の相互応援 

本部長又は消防団長は、相馬地方消防団相互応援協定書に基づき、相馬地方の消防団に応援

を要請する。 

第５ 民間事業者等への応援要請 

市は、災害応援協定に基づき、民間事業者・団体等に応援を要請する。 

第６ 応援の受入れ 

１ 応援の調整 

市は、応援を要請した場合、応援要員の職種、人数、必要資機材等について応援先と調整を

行う。 

２ 応援の受入れ 

（１）受入れ拠点の確保 

市は、応援隊を受入るため駐車可能な集結地を指定する。集結地は、北新田第２運動場、

馬事公苑とする。 

（２）食料・資機材等の確保 

応援職員の食料・資機材等は、原則として応援側に確保を要請する。 

（３）宿泊施設の確保 
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宿泊施設は、原則として応援側に確保を要請するが、可能な範囲で公共施設等を提供す

る。 

３ 消防の応援の受入れ 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、応援を受け入れる場合は、担当者を明

確にし連絡体制を整える。 

（１）緊急消防援助隊の誘導方法 

（２）緊急消防援助隊の人員、機材数、応援都道府県隊長等の確認 

（３）緊急消防援助隊に対する給食、仮眠施設等の手配 

なお、緊急消防援助隊の受入場所は、南相馬消防署、小高分署、鹿島分署とする。 

第２節 自衛隊の災害派遣要請 

第１ 災害派遣要請の要求 

１ 知事への要求 

市長は、市の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応

急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事に対して、自衛隊災害派遣の要請をす

るよう求める。 

要求に当たっては、次の事項を明記した文書をもって行う。 

ただし、緊急を要し、文書をもってするいとまがない場合は電話等により、直接知事に要求

し、事後、文書を送達する。この場合、速やかに県地方振興局長へ連絡する。 

提出（連絡）先 県危機管理部危機管理総室、災害対策本部総括班 

提出部数 ２部 

記載事項 

（１）災害の状況及び派遣を要する事由 

（２）派遣を希望する期間 

（３）派遣を希望する区域及び活動内容 

（４）その他参考となるべき事項 

２ 部隊への通知 

市長は、前項の要求ができない場合は、市を災害派遣隊区とする駐屯地司令の職にある部隊

長（福島駐屯地司令）に対して災害の状況を通知する。この場合、市長は、速やかにその旨を

知事に通知する。 

担当窓口 
陸上自衛隊福島駐屯地 

陸上自衛隊第44普通科連隊第３科 

連絡先 
TEL 024-593-1212 内線237 

（県総合情報通信ネットワーク811-280-01） 

第２ 災害派遣の自主派遣 

災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、知事（災害対策本部総括班）の要請を待つい

とまがないときは、駐屯地司令の職にある部隊長は、要請を待つことなくその判断に基づいて部
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隊等を派遣することができる。 

第３ 災害派遣の範囲 

知事が自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、災害時における人命又は財産の保護のため必要

があり、かつ、緊急性、公共性があるもので、他の機関の応援等により対処できない場合とし、

概ね次による。 

なお、特に人命にかかわるもの（救急患者、薬等の緊急輸送等）については、災害対策基本法

に規定する災害以外であっても、災害派遣として行う。 

（１）被害状況の把握 

（２）避難の援助 

（３）遭難者等の捜索救助 

（４）水防活動 

（５）消防活動（空中消火を含む。） 

（６）道路又は水路の啓開 

（７）応急医療、救護及び防疫 

（８）人員及び物資の緊急輸送 

（９）炊飯及び給水 

（10）物資の無償貸付及び譲与（防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関す

る省令第13、14条） 

（11）危険物の保安及び除去（火薬類、爆発物の保安措置及び除去） 

（12）予防派遣（災害に際し被害が客観的に推定され、かつ急迫している場合でやむを

得ないと認められる場合） 

第４ 災害派遣部隊の受入れ等 

１ 作業計画・資機材の準備 

市は、自衛隊に対し作業を要請又は依頼するに当たっては、次の事項について計画を作成す

るとともに、諸作業に関係ある管理者の了解を取り付けるよう配慮する。 

また、自衛隊の活動が円滑にできるように常に関係情報を収集し、作業実施に必要とする十

分な資料（災害地の地図等）を準備するとともに、作業区ごとに責任ある連絡員をあらかじめ

定める。 

作業計画 

（１）作業箇所及び作業内容 

（２）作業の優先順位 

（３）作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

（４）部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

野営場所 北新田第２運動場、馬事公苑 

２ 自衛隊との連絡体制 

市は、災害対策本部事務局に関係機関連絡室を設置し、部隊長又は連絡員の派遣を要請する。 

また、災害現場に近い区役所に自衛隊との連絡所を設置する。 

３ 活動の調整 

市は、自衛隊、警察、消防等の活動が競合重複することのないよう、最も効率的な分担とな
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るよう調整する。 

また、補償問題等発生の際の相互協力、現地資材等の使用等に関して協力を図る。 

４ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限 

災害派遣部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

市長等、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、次の措置をとることができる。 

この場合において、当該措置をとったときは、直ちに、その旨を市長に通知しなければなら

ない。 

（１）警戒区域の設定並びにそれに基づく立入り制限・禁止及び退去命令 

（２）他人の土地等の一時使用等 

（３）現場の被災工作物等の除去等 

（４）住民等を応急措置の業務に従事させること 

また、自衛隊法の規定により、災害により危険な事態が生じた場合において、警察官がその

場にいない場合に限り、警告及び避難等の措置をとることができる。 

第５ 部隊の撤収 

１ 部隊の撤収 

市長は、災害派遣の目的を達し、部隊が派遣の必要がなくなったと認めた場合に、知事と撤

収について協議する。 

２ 経費の負担区分 

災害派遣に要した経費の負担区分は、次のとおりとする。 

ただし、その区分を定めにくいものについては、県、市、部隊が相互調整の上、その都度決

定する。 

（１）県、市の負担 

災害予防、災害応急対策、災害復旧等に必要な資材、施設の借上料及び損料、消耗品、

電気、水道、汲取、通信費及びその他の経費 

（２）部隊の負担 

部隊の露営、給食及び装備、器材、被服の整備、損耗、更新並びに災害地への往復等の

経費 
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第４章 水防活動・土砂災害応急対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 水防活動 総括班、土木班 
南相馬市消防団、相双建設事

務所 

第２節 土砂災害応急対策 
総括班、社会福祉班、土木班、

産業建設班 
相双建設事務所 

第１節 水防活動 

第１ 水防組織 

水防に関係のある警報・注意報等の発表又は地震等の発生等により、洪水、内水、津波又は高

潮のおそれがあると認められるときから洪水等のおそれがなくなったと認められるときまで、市

は市役所に水防本部を設置し、事務を処理する。 

ただし、災害対策本部が設置されたときは、同本部の一部として編入され、その事務を処理す

る。 

第２ 水防活動 

水防活動については、別に定める南相馬市水防計画による。 

第２節 土砂災害応急対策 

第１ 土砂災害警戒情報 

１ 土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報は、大雨警報又は大雨特別警報発表中において、気象庁が作成する降雨予

測に基づいて監視基準（土砂災害発生危険基準線）に達したとき、又は達するおそれがあると

きに県と気象台が発表対象地域ごとに発表する。 

２ 避難勧告・指示（緊急）等 

市は、県から伝達された土砂災害警戒情報、気象情報等をもとに、避難勧告・指示（緊急）

等を発令する。避難の詳細については、第6章を準用する。 

第２ 土砂災害・斜面災害応急対策 

１ 応急対策の実施 

市は、住民等から土砂災害等の通報を受けた時及びパトロール等により土砂災害等を確認し

た時は、県及び関係機関へ連絡する。 

また、住民に被害が及ぶおそれがある場合は、住民に対する避難のための勧告・指示（緊急）

及び避難誘導等を実施する。 

県は、土砂災害等の被害拡大や二次災害を防止するため、市及び関係機関と情報の共有化を

図るとともに、応急対策を実施する。  
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２ 要配慮者利用施設への対応 

市は、土砂災害等により、要配慮者が利用する施設に被害が及ぶおそれがある場合は、当該

施設のほか、消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）、消防団、警察署、民生委員・児

童委員、社会福祉協議会等に、避難情報等を伝達し、避難支援活動を行う。 

３ 土砂災害等の調査 

（１）土砂災害の調査 

ア 国、県、市は、土砂災害等の被災状況を把握するため、被災概要調査を行い、被害拡

大の可能性について確認する。 

イ 被害拡大の可能性が高い場合は、関係機関等へ連絡するとともに、巡回パトロールや

監視員の配置等により状況の推移を監視し、応急対策の実施を検討する。 

ウ 被害拡大の可能性が低い場合は、被災詳細調査を行うとともに、応急対策工事の実施

を検討する。 

エ 重大な土砂災害が想定される場合は、土砂災害防止法第28条及び第29条に基づく緊

急調査を実施する。 

（２）調査結果の通知等 

ア 国、県は、被災概要調査結果及び状況の推移を市及び関係機関等に連絡する。 

イ 緊急調査を行った場合は、土砂災害防止法第 31条に基づき、結果を土砂災害緊急情

報として市に通知する。 

ウ 市は、土砂災害緊急情報、被害概要調査結果及び状況の推移を関係住民等に連絡する。 

４ 応急対策工事の実施 

国、県、市は、被災詳細調査の結果から、被害拡大防止に重点を置いた応急対策工事を適切

な工法により実施する。 

また、異状時に関係住民へ通報するシステムについても検討する。 

５ 避難勧告・指示（緊急）等 

市は、土砂災害緊急情報や被災概要調査の結果により、二次災害等被害拡大の可能性が高い

と考えられるときは、関係住民にその調査概要を報告するとともに、避難勧告・指示（緊急）

等及び避難誘導等を実施する。 
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第５章 消火及び救助・救急活動 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 消火活動 総括班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署）、南相

馬市消防団 

第２節 救助・救急活動 総括班、市民福祉班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署）、南相

馬市消防団 

第１節 消火活動 

第１ 消防本部の消防活動 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、消防団等と連携し有効な対策を行い、次

のとおり活動する。 

１ 災害情報収集活動優先の原則 

同時多発火災などの災害状況の迅速な把握と的確な対応のため、消防車等の管内巡回による

災害情報の収集を行う。 

２ 避難場所及び避難路確保優先の原則 

延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難場所及び避難路確保の消防

活動を行う。 

３ 重要地域優先の原則 

同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先に消防活動を行

う。 

４ 消火可能地域優先の原則 

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先して行う。 

５ 市街地火災消防活動優先の原則 

大工場、大量危険物貯蔵取扱施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市街地

に面する部分及び市街地の延焼火災の消防活動を優先とし、それらを鎮圧した後、部隊を集中

して消防活動に当たる。 

６ 重要対象物優先の原則 

重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要対象物の防護上に必要な

消防活動を優先する。 

７ 火災現場活動の原則 

（１）出場隊の指揮者は、災害の態様を把握し、人命の安全確保を最優先とし、転戦路を確保

した延焼拡大阻止及び救助・救急活動の成算等を総合的に判断し、行動を決定する。 

（２）火災規模と対比して消防力が優勢と判断したときは、積極的に攻勢的現場活動により火

災を鎮圧する。 

（３）火災規模と対比して消防力が劣勢と判断したときは、住民の安全確保を最優先とし、道
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路、河川、耐火建造物、空地等を活用し、守勢的現場活動により延焼を阻止する。 

第２ 消防団による活動 

消防団は、消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）と連携をとりながら、次の活動を

行う。 

１ 情報収集活動 

管内の災害情報の収集を積極的に行う。 

２ 出火防止 

火災等の災害発生が予測された場合は、居住地周辺の住民に対し、出火防止の広報を行い、

出火した場合には住民と協力して初期消火を図る。 

３ 消火活動 

消防隊が到着するまで消防隊が十分でない場合には、率先して消火活動を行う。 

４ 救助活動 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）による活動を補佐し又は自らが積極的に活

動し、要救助者の救助救出と負傷者に対して簡易な応急処置を行い、安全な場所への搬送を行

う。 

５ 避難誘導 

避難の勧告・指示（緊急）等がなされた場合には、住民に伝達し関係機関と連絡をとりなが

ら、住民を安全に避難誘導する。 

第２節 救助・救急活動 

第１ 消防本部による救助・救急活動 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、次の原則のとおり救助・救急活動を行う。 

１ 救助・救急活動 

（１）救助・救急は、救命の処置を必要とする負傷者を優先とし、その他の負傷者に対しては、

できる限り、消防団員、自主防災組織及び付近住民の協力を求めて、自主的な処置を行わ

せるとともに、他の防災機関と連携の上、救助・救急活動を実施する。 

（２）延焼火災が多発し、同時に多数の救助・救急が必要となる場合は、火災現場付近を優先

に救助・救急活動を行う。 

（３）延焼火災が少なく、同時に多数の救助・救急が必要となる場合は、多数の人命を救護で

きる現場を優先に、効果的な救助・救急活動を行う。 

（４）同時に小規模な救助・救急を必要とする事象が併発した場合は、救命効率の高い事象を

優先に救助・救急活動を行う。 

２ 救助・救急における出動 

（１）救助・救急の必要な現場への出動は、救命効率を確保するため、努めて救助隊と救急隊

が連携して出動する 

（２）救助活動を必要としない現場への出動は、救急隊のみとし、救命を要する重症者を優先
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に出動する。 

３ 活動調整 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、災害対策本部に連絡員を派遣し、自衛

隊、警察等の救助隊と活動重複がないよう調整を図る。 

第２ 市の救助活動 

市は、消防団を動員し、救助活動を実施する。 

また、災害対策本部に派遣された消防、自衛隊、警察の連絡員に情報を提供し、救助区域につ

いて活動区域が重複しないよう調整を図る。 

救助活動において、建設機械等が必要な場合は、（一社）福島県建設業協会相馬支部等に要請す

る。 

なお、救助活動を実施することが困難な場合、県に対し救助活動の実施を要請する。 

第３ 自主防災組織、事業所等による救助活動 

自主防災組織、事業所の防災組織及び住民は、次により自主的な救助活動を行う。 

１ 組織内の被害状況を調査し、負傷者等の早期発見に努める。 

２ 救助活動用資機材を活用し、組織的救助活動に努める。 

３ 自主救助活動が困難な場合は、消防又は警察等に連絡し早期救助を図る。 

４ 救助活動を行うときは、可能な限り市、消防、警察と連絡を取り、その指導を受けるものと

する。 
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第６章 避難対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 避難活動 

総括班、広報班、総務班、財政

班、税務班、市民班、社会福祉

班、健康福祉班、高松ホーム班、

市民福祉班 

 

第２節 緊急避難場所・避難

所の設置・運営 

総括班、生涯学習班、社会福祉

班、健康福祉班、教育総務班 
 

第３節 帰宅困難者対策 商工労政班  

第１節 避難活動 

第１ 避難の基本 

避難活動は、次を基本とする。 

（１）台風接近等により自主避難又は避難準備・高齢者等避難開始を発令した場合は、先

行して一部の緊急避難場所を開設する。 

（２）土砂災害、河川の氾濫等の危険がある場合は、危険区域の住民に対して、避難勧告、

避難指示（緊急）を発令する。その場合は、災害の種別に対応した緊急避難場所を開

設する。 

（３）危険が解消した場合は、緊急避難場所を閉鎖する。避難者は帰宅の措置をとる。 

（４）災害により住家が被災した場合は、避難所を開設し避難者を受け入れる。 

 

第２ 避難勧告・指示（緊急）等の発令 

１ 避難勧告・指示（緊急）等の発令 

（１）避難勧告・避難指示（緊急） 

市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、必要と認める地域の居住者、

緊急避難場所 
（先行して一部を開設） 

緊急避難場所 
（災害種別に開設） 

・避難勧告・避難指示（緊
急）の発令 

・自主避難を行う場合 
・避難準備・高齢者等避難
開始の発令 

危険地域の住民 

行政区・自主防災組織による
避難誘導（食料・物資持参） 

避難所 

・自宅が被災（居住困難） 
・引き続き警戒が必要 

帰宅 

危険が解消 

社会福祉施設への緊急
入所・福祉避難所 

避難所で生活困難な要配慮者 

【避難活動の流れ】 
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滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを勧告し、緊急を要すると認めるときは、

避難のための立退きを指示する。 

（２）避難準備・高齢者等避難開始 

市長は、避難勧告・指示（緊急）に先立ち、住民の避難準備と要配慮者等の避難を促す

ために、避難準備・高齢者等避難開始を発令する。 

（３）屋内での待避等の安全確保措置 

市長は、避難のための立退きを行うことにより、かえって人の生命又は身体に危険が及

ぶおそれがあると認めるときは、必要と認める地域の居住者等に対し、屋内での待避その

他の屋内における避難のための安全確保に関する措置（以下「屋内安全確保」という。）

を指示する。 

発令権者 勧告・指示を行う要件 根拠法令 

市 長 

・勧告：災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大

を防止するため特に必要があると認めるとき 

・指示：急を要すると認めるとき 

災害対策基本法第

60条第１項 

知 事 
・災害の発生により市長がその全部又は大部分の事務を行うこ

とができなくなったとき 

災害対策基本法第

60条第５項 

警察官 

海上保安官 

・市長が避難のための立ち退きを指示することができないと認

められるとき 

・市長から要求があったとき 

災害対策基本法第

61条 

警察官 
・人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災等、

特に急を要するとき 

警察官職務執行法

第４条 

災害派遣を命

じられた部隊

等の自衛官 

・人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災等、

特に急を要する場合で、その場に警察官がいないとき 
自衛隊法第94条 

知事又は知事

の命を受けた

県職員 

・洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき 水防法第29条 

・地すべりにより著しい危険が切迫していると認められるとき 
地すべり等防止法

第25条 

水防管理者 ・洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき 水防法第29条 

２ 避難勧告・指示（緊急）等の基準 

避難勧告・指示（緊急）等の基準は、資料編に示す。 

なお、市は、避難の勧告・指示又は屋内安全確保を指示する場合、福島地方気象台、県に対

し助言を求めることができる。 

３ 避難勧告・指示（緊急）等の内容 

避難の勧告・指示（緊急）等を実施する者は、次の内容を明示して行うものとする。 

（１）避難対象地域        （２）避難先      （３）避難経路 

（４）避難の勧告又は指示の理由  （５）その他必要な事項 

４ 避難措置の周知等 

（１）知事への報告 

市長は、避難勧告・指示（緊急）又は屋内安全確保を指示したときは、次の事項につい

て速やかにその旨を知事に報告する。住民が自主的に避難した場合も同様とする。 

ア 避難勧告・指示（緊急）、屋内安全確保の指示の有無 
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イ 避難勧告・指示（緊急）、屋内安全確保の指示の発令時刻 

ウ 避難対象地域            エ 避難場所及び避難経路 

オ 避難責任者             カ 避難世帯数、人員 

キ 経緯、状況、避難解除帰宅時刻等 

また、避難及び屋内安全確保の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するとと

もに、速やかにその旨を知事に報告する。 

（２）住民への周知 

市は、次の手段で避難勧告・指示（緊急）等の内容を周知する。 

ア 防災行政無線     イ 広報車       ウ 緊急情報メール 

エ 公式ツイッター    オ ホームページ    カ Ｌアラート 

５ 避難勧告・指示（緊急）等の解除 

市は、避難勧告・指示（緊急）等の解除に当たって、関係機関から必要な助言を受け、安全

性の確認に十分努める。 

第３ 警戒区域の設定 

１ 警戒区域の設定 

市長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、あるいは人の生命又は身体

に対する危険を防止するため必要があると認める場合は、警戒区域を設定し、当該区域への立

ち入りの制限、禁止、退去を命ずる。 

２ 警戒区域設定の周知 

市は、警戒区域を設定した場合、住民等に周知する。周知は、避難勧告・指示（緊急）等と

同様とする。  

第４ 避難の誘導 

住民等の避難誘導は、自主防災組織等による自主的な避難誘導を原則とする。危険地域におい

ては、消防団等が安全な避難方向等について誘導を行う。 

第５ 避難行動要支援者対策 

１ 避難情報の伝達 

（１）要配慮者利用施設 

市は、浸水想定区域内の要配慮者利用施設に、避難に関する情報を伝達する。要配慮者

利用施設の管理者は、職員及び入所者に対し情報を伝達する。 

（２）在宅の避難行動要支援者 

市は、防災行政無線等により避難に関する情報を伝達する。 

また、必要に応じて、直接電話で伝達するほか、消防団、民生委員・児童委員、自主防

災組織等の協力により伝達する。 

２ 避難誘導 

（１）要配慮者利用施設 

要配慮者利用施設の管理者は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき職員が入所者を避
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難所に誘導する。 

（２）在宅の避難行動要支援者 

消防団、民生委員・児童委員、自主防災組織等の協力により、避難誘導を行う。 

第６ 広域的な避難対策 

大規模災害により、市域を越えた避難が必要な場合、市は、県に受入先確保の要請を行う。 

また、市は、広域避難の際、同一市町村及び同一地域コミュニティ単位で避難所に入所できる

よう、住民に対して避難先の割り当てを周知するともに、避難するための手段を持たない被災者

のために、県と協力し輸送手段を調達する。 

また、開設した避難所には可能な限り職員を配置し、避難者の状況把握に努める。 

第７ 安否情報の提供等 

１ 照会による安否情報の提供 

市又は県は、被災者の安否情報について照会があったときは、回答することができる。回答

の際は、被災者や第三者の利益を侵害しないように配慮する。 

また、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、消防機関、警察等と協力して、

被災者に関する情報の収集に努める。 

２ 被災者の同意又は公益上必要と認める場合 

市又は県は、被災者が照会に際してその提供について同意をしている安否情報については、

同意の範囲内で提供することができる。 

また、公益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度において、被災者に係る安

否情報を提供することができる。 

第２節 緊急避難場所・避難所の設置・運営 

第１ 緊急避難場所の開設 

１ 緊急避難場所の開設 

市は、避難勧告・指示（緊急）等を発令した場合、緊急避難場所を開設する。 

なお、台風の接近等や、避難準備・高齢者等避難開始を発令した場合、一部の指定緊急避難

場所を先行して開設する。 

２ 緊急避難場所での対応 

緊急避難場所を事前に開設した場合は、原則として、食料、毛布等の物資は、避難者自らが

確保するものとする。 

危険な状況が解消された後は帰宅の措置をとる。住家が被災した場合は、市が開設した避難

所へ移動する。 

第２ 避難所の設置 

１ 避難所の開設 

（１）指定避難所の開設 

市は、住家が被災し居住が困難となった被災者に対し、生活の場として避難所を開設す
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る。開設する場合は、原則として各避難所に市職員等を維持、管理のため配置し、施設管

理者と連携して避難所の運営を支援する。 

（２）その他の施設の利用 

市の施設では不足する場合は、県に県有施設の利用を要請する。 

また、県を経由して、内閣府と協議の上、公的宿泊施設、旅館、ホテル等の借上げ等に

より避難所を開設する。 

２ 避難所開設の周知 

（１）県への報告 

市は、避難者に係る情報の把握に努め、開設報告及びその受入状況を毎日県に報告し、

必要帳簿類を整理する。開設時の報告事項は、次のとおりである。 

ア 避難所開設の日時及び場所       イ 箇所数及び受入人員 

ウ 開設期間の見込み 

（２）住民への周知 

市は、避難所を開設した場合に、速やかに地域住民に周知するとともに、警察、消防に

連絡する。周知の方法は、避難勧告・指示（緊急）等の周知と同様とする。 

第３ 避難所の運営 

１ 避難所の運営主体 

（１）避難所運営組織 

避難所の運営は、自主防災組織、行政区等の住民組織を母体とした避難者による自治を

基本とし、避難所運営組織を立ち上げて対応する。市は、避難所に市職員等を配置し、避

難所を管理し、運営を支援する。 

その場合、女性の参画を求めるとともに、プライバシーの確保、男女のニーズの違い等

男女双方の視点や、若年・高齢者等の意見を反映できるよう配慮する。 

（２）外部支援者等との連携 

市及び避難所運営組織は、施設管理者、避難所運営に専門性を有した外部支援者等の協

力を得て、避難所の運営を行う。 

２ 避難所の運営 

（１）住民の避難先の把握 

市は、安否情報の提供や支援制度の案内等に役立てるため、避難者の情報を把握する。 

（２）設備の整備 

市は、必要に応じて、次の設備や備品を整備し、被災者に対するプライバシーの確保、

暑さ寒さ対策、入浴及び洗濯の機会確保等、生活環境の改善対策を講じる。 

ア 畳、マット、カーぺット      イ 間仕切り用パーティション 

ウ 冷暖房機器            エ 洗濯機・乾燥機  

オ 仮設風呂・シャワー        カ 仮設トイレ 

キ テレビ・ラジオ          ク インターネット情報端末 

ケ 簡易台所、調理用品        コ 情報掲示板 

サ その他必要な設備・備品 等 
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（３）スペースの確保 

市は、避難所運営組織とともに、避難所のスペースを確保する。 

特に、要配慮者、女性、児童･生徒等の状況に応じた環境に配慮する。 

ア 救護所        イ 乳幼児のいる家庭、単身女性等の専用スペース 

ウ 男女別更衣室・物干場 エ 授乳室   オ 女性用仮設トイレ 

カ 相談ルーム      キ 談話室   ク 児童・生徒の学習場所 等 

（４）避難所の警備 

警察署は、避難所の安全の確保と秩序の維持のため、必要により警察官を配置する。 

（５）生活の支援 

市は、避難者に対し、次の生活支援を行う。 

ア 給水         イ 食料の供給      ウ 医療救護 

エ 生活必需品の供給   オ 情報提供 等 

３ 要配慮者対策 

市は、県、関係機関等の協力を得て、次の要配慮者対策を行う。 

（１）医療・救護、介護・援護措置 

要支援者を支援が受けられる避難所に受け入れる。また、介護や救護を福祉団体等に要

請する。 

（２）健康支援 

保健師等による巡回健康相談及び指導、精神科医等によるメンタルヘルスケア（相談）

を行う。 

（３）栄養・食生活支援 

管理栄養士等により、妊産婦、乳幼児、糖尿病・アレルギー等の食事療法が必要な者等

に、栄養相談を実施する。 

また、乳児、妊産婦、病者等に配慮した食品の手配、調理方法の相談を行う。 

（４）福祉避難所への受入れ 

一般の避難所では生活することが困難な要配慮者を市が指定した福祉避難所に移送す

る。 

４ 指定避難所以外の被災者への支援 

（１）避難者の把握 

市は、在宅の被災者や車中・テント等で生活を余儀なくされている被災者の所在を、消

防団や行政区・自主防災組織等と連携して把握する。 

（２）生活支援 

市は、指定避難所以外の被災者に対し、広報紙の配布、防災情報メール等で、市の支援

情報を提供する。 

また、当該地域の指定避難所にて、避難所生活者と同様に食料、物資の供給を受けられ

るよう配慮する。 

（３）避難所の追加指定 

市は、民間の施設等に避難している場合は、施設管理者の了解を得て、避難所として追 
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加指定する。 

第４ 避難所の閉鎖 

市は、避難者の状況を勘案しつつ、避難所の集約及び閉鎖を行う。避難所を閉鎖した場合は、

県に報告する。 

第３節 帰宅困難者対策 

第１ 一時滞在 

市は、道路の被害や公共交通機関が途絶し、市外への移動ができない通過者や観光客等（帰宅

困難者）の状況を把握し、その状況に応じて、一時滞在施設を指定し受け入れる。 

また、ホテル等の事業者に施設への受入れを要請する。 

第２ 帰宅支援 

市は、帰宅困難者に対し、状況に応じて、飲料水、食料等の供給、情報の提供を行う。 

なお、県と小売店、飲食店やフランチャイズ事業者等との応援協定により、大規模な災害発生

時に交通機関が麻痺した場合などは、災害情報や休憩場所等が提供される。 
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第７章 医療（助産）救護活動 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 医療救護体制の確保 
健康福祉班、病院

班 

相馬郡医師会、南相馬市歯科医師会、南相

馬市薬剤師会、福島県柔道整復師会、相馬

地方広域消防本部（南相馬消防署、小高分

署、鹿島分署）、相双保健福祉事務所 

第２節 医療救護活動 
健康福祉班、病院

班 

相馬郡医師会、南相馬市歯科医師会、南相

馬市薬剤師会、福島県柔道整復師会、相馬

地方広域消防本部（南相馬消防署、小高分

署、鹿島分署）、相双保健福祉事務所 

第１節 医療救護体制の確保 
市は、災害が発生し、通常の医療体制では対応できない場合、医療救護体制を確保する。 

 

第１ 医療救護本部体制 

１ 医療救護本部の設置 

市は、災害対策本部に医療救護本部を設置し、医師会、歯科医師会及び薬剤師会から医療コ

ーディネーターを派遣するよう要請する。 

医療救護本部では、傷病者の情報から災害医療全般の指揮・調整を行う。 

２ 医療救護班の編成 

市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会に対し、医療救護班の編成及び救護所への派遣を要請

する。 

災害救助法が適用された後の医療（助産）救護の必要がある場合、又は市の体制では十分で

ない場合は、県に、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、医療救護班等の派遣を要請する。医療救

護班の業務は、次のとおりである。 

救護所（医療機関等） 

・トリアージ  ・応急手当 

 

災害拠点病院（市立総合病院） 

・重症者の受入れ・治療 

県内の災害拠点病院等 

・市内で対応ができない重症者の 

受入れ・治療 

市医療救護本部 

相馬郡医師会 
南相馬市歯科医師会 
南相馬市薬剤師会 
福島県柔道整復師会 
市立総合病院 

県 

負傷者の搬送 
（救助機関等） 

災害拠点病院で対応困難な傷病者
等の搬送（救急車・ヘリコプター） 

医療救護班の派遣 
医薬品・資器材の 
提供 

重傷者の搬送（救急車） 

コーディネーター派遣 

医療救護班・DMAT等の派遣 
医薬品・資器材の提供 

要請 

要請 

 

自力 

【医療救護体制】 
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ア 診療（死体検案・身元確認を含む。） イ 応急処置、その他の治療及び施術 

ウ 分娩の介助及び分娩前後の処置   エ 薬剤又は治療材料の支給 

オ 医療施設への搬送要否（主に重症患者）の決定 

カ 看護               キ その他医療救護に必要な措置 

第２ 市立総合病院の医療体制 

市立総合病院は、医療救護本部と連携して、傷病者を受け入れる体制を準備する。 

第２節 医療救護活動 

第１ 応急医療救護 

１ 救護所の設置 

市医療救護本部は、多数の傷病者が発生、又は医療機関の機能が低下した場合は、救護所を

設置する。救護所は、次の施設（入口付近）に設置する。 

ア 市立総合病院    イ 小高病院    ウ 鹿島厚生病院 

エ 小野田病院     オ 大町病院    カ 医療救護本部が指定した場所 

２ 救護所での活動 

救護所では、医療救護班により次の医療救護活動等を行う。 

ア 傷病者のトリアージ      イ 応急処置 

ウ 助産             エ 死亡の確認（検案・身元確認を含む） 

第２ 傷病者の搬送 

１ 傷病者の搬送 

（１）救出現場からの搬送 

救出現場から救護所までの搬送は、救助活動を実施した機関、自主防災組織等が搬送す

る。  

（２）救護所から医療機関への搬送 

救護所から医療機関への搬送については、医療救護班の班長が市医療救護本部又は消防

本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）等に搬送用車両の手配を要請して行う。 

なお、重症者の場合は、市は、必要に応じて県に消防防災ヘリコプター、県ドクターヘ

リ、自衛隊等のヘリコプターを要請する。 

種別 医療機関名 

基幹災害拠点病院 福島県立医科大学附属病院 

地域災害拠点病院 福島赤十字病院、南相馬市立総合病院、いわき市立総合磐城共

立病院、会津中央病院、福島県立南会津病院、太田総合病院附

属太田西ノ内病院、白河厚生病院 

２ 医療スタッフ等の搬送  

市救護本部は、医療（助産）救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班等の搬送に当た



第1部 災害応急対策計画 

第7章 医療（助産）救護活動 

一般-38 

っては、搬送手段の優先的な確保など特別な配慮を行う。 

第３ 医薬品等の確保 

１ 医薬品等の確保 

市医療救護本部は、薬剤師会、民間事業者から救護所で必要な医薬品等を確保する。 

不足する場合は、「福島県災害時医薬品等供給マニュアル」により、県に供給要請を行う。 

２ 血液製剤の確保 

市医療救護本部は、医療機関から血液製剤の供給要請があった場合、日本赤十字社福島県支

部に供給要請を行う。 

第４ 人工透析の供給確保 

市医療救護本部は、人工透析医療機関（市立総合病院、大町病院、小野田病院）の稼働状況等

の情報を収集し、透析患者、患者団体及び医療機関等へ提供する。 

市内の人工透析医療機関の機能が低下している場合は、県を通じて、他地域の稼動状況を把握

し、移動手段の確保や受入れ等を調整する。 

第５ 健康管理 

１ 避難所救護の設置 

市医療救護本部は、避難所の避難者の健康を管理するため、応急医療救護終了後に避難所に

救護所を設置する。 

２ 巡回医療活動 

市医療救護本部は、救護班を各避難所に派遣し巡回医療を実施する。 

なお、相双保健福祉事務所と連携して、保健師を中心とした保健衛生活動との連携をとる。 
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第８章 飲料水・食料・生活必需品等の供給 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 飲料水の供給 水道班  

第２節 食料の供給 
生活環境班、市民班、農政班、

商工労務班 
 

第３節 生活必需品の供給 
生活環境班、市民班、農政班、

商工労務班 
 

第４節 物資の受入れ 農政班、商工労務班  

第１節 飲料水の供給 

第１ 飲料水の供給 

１ 給水の準備 

市は、水の供給が停止したときは、給水活動のため、次の準備を行う。 

（１）情報の収集 

給水活動の規模を決定するため、断水地域、人口、重要施設等の所在等、需要の把握を

行う。 

（２）給水資器材等の確保 

給水活動に使用する給水車、給水タンク等の資器材、給水要員等を確保する。また、被

災者が必要な給水袋等も確保する。 

（３）給水拠点の設定 

給水拠点は、避難所、断水地域の公園等に設定する。 

（４）応援要請 

市は、給水が市のみでは実施困難な場合、県、他の水道事業体、自衛隊に応援を要請す

る。 

２ 給水活動 

市の給水活動は、次のとおりである。 

（１）優先給水 

医療施設、医療救護所、要配慮者利用施設等に優先的に給水を行う。 

（２）家庭内備蓄の活用 

発災直後は、家庭内備蓄の飲料水で充当することを原則とする。 

（３）ペットボトル 

給水体制が整わない場合は、ペットボトル等の保存水を確保し、被災者に供給する。 

（４）給水活動 

給水拠点まで、給水車、給水タンク積載車で飲料水を運搬する。給水拠点では、被災者

が持参したポリタンク、バケツ等に給水する。給水拠点では、避難所の自主運営組織、行

政区、自主防災組織等の協力を得て、給水を行う。 

（５）給水量の基準 

給水量は、１人１日あたり３リットルとする。 
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第２ 生活用水の供給 

市は、復旧活動の長期化に備え、飲料水以外の生活用水の確保に努める。その場合は、仮設

給水栓による給水等の措置をとる。 

給水量の目安は、次のとおりである。 

経過日数 目標給水量 用  途 

災害発生～3日 3ﾘｯﾄﾙ/人・日 生命維持に必要最低限の水 

4日～7日 20ﾘｯﾄﾙ/人・日 調理、洗面等最低生活に必要な水 

２週目 50～100ﾘｯﾄﾙ/人・日 調理、洗面及び最低の浴用、洗濯に必要な水 

３週目 150～250ﾘｯﾄﾙ/人・日 被災前と同様の生活に必要な水 

第２節 食料の供給 

第１ 食料供給の準備 

市は、災害により流通が機能しない場合は、食料の供給のため、次の準備を行う。 

１ 食料供給の対象者 

食料供給の対象者は、次のとおりとする。 

（１）避難勧告・指示（緊急）等に基づき避難所に受け入れた人※ 

（２）住家が被害を受け、炊事の不可能な人 

（３）旅行者、市内通過者等で他に食料を得る手段のない人 

（４）その他、本部長が必要と認めた者 

※避難所以外の施設や車中泊、テント泊をしている被災者も対象とする。 

避難準備・高齢者等避難開始の発令等により、事前に緊急避難場所に避難した場合は、避難

者が自力で確保するものとする。 

２ 需要の把握 

市は、避難所の避難者情報から供給対象者数をとりまとめる。 

第２ 食料の供給 

１ 食料の確保 

市は、次の方法で食料を確保する。 

（１）家庭内備蓄の活用 

発災直後は、避難時に持ち出した家庭内備蓄で充当することを原則とする。 

（２）市の備蓄の活用 

市は、災害発生直後の家庭内備蓄を補完するために、家庭内備蓄を持参できなかった被

災者に市の備蓄を供給する。市の備蓄は、避難所からの情報に基づき配分し、備蓄倉庫か

ら避難所に搬送する。 

（３）食料の確保  

市は、次の方法で食料を確保する。 
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ア パン、缶詰、弁当等の供給を協定事業者等に要請する。 

イ 自治体や団体からの救援物資を受け入れ活用する。 

ウ 県に供給を要請する。 

エ 自衛隊の炊き出しを要請する。 

（４）食料供給への配慮 

食料の供給にあたっては、避難の長期化に対応して、時間の経過とともにメニューの多

様化、適温食の提供、栄養のバランスの確保、要配慮者への配慮、アレルギー等へ配慮す

る。 

２ 食料の搬送 

市は、パン、弁当等を事業者に要請した場合は、直接、避難所に搬送するよう要請する。救

援物資は、物資集積拠点で受入れ、輸送業者の協力を得て避難所に搬送する。 

自衛隊の炊き出しによる食料の搬送は、自衛隊又は輸送業者に要請する。 

避難所での被災者への配布は、避難所運営組織等に委任する。 

３ 炊き出し 

避難所等の調理設備等を活用した炊き出しは、避難者の自主的な活動として位置付ける。 

市は、避難所運営組織等から炊き出しの申し出があった場合、可能な限り炊き出し用の調理

器具や、食材の確保に努める。 

第３節 生活必需品の供給 

第１ 生活必需品供給の準備 

市は、災害により流通が機能しない場合は、生活必需品の供給のため、次の準備を行う。 

１ 生活必需品供給の対象者 

生活必需品供給の対象者は、住家の被害により生活上必要な被服、寝具その他日用品等を失

い、直ちに日常生活を営むことが困難な者とする。 

避難準備・高齢者等避難開始の発令等により、事前に緊急避難場所に避難した場合は、避難

者が自力で確保するものとする。 

２ 生活必需品の範囲 

生活必需物資等の範囲は、次のとおりとするが、女性や乳幼児、高齢者等要配慮者のニーズ

を踏まえた生活必需物資等の供給に留意する。 

（１）被服や寝具及び身の回り品：洋服、作業着、下着、毛布、布団、タオル、靴下、

サンダル、傘等 

（２）日用品：石けん、歯磨き、歯ブラシ、ティッシュペーパー、トイレットペーパ

ー等 

（３）炊事用具及び食器：炊飯器、鍋、包丁、ガス器具、茶碗、皿、箸、食品用ラッ

プフィルム等 

（４）光熱材料：マッチ、プロパンガス等 

３ 需要の把握 

市は、避難所の避難者情報から供給対象者数をとりまとめる。 
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第２ 生活必需品の供給 

１ 生活必需品の確保 

市は、次の方法で生活必需品を確保する。 

（１）家庭内備蓄の活用 

発災直後は、避難時に持ち出した家庭内備蓄で充当することを原則とする。 

（２）市の備蓄の活用 

市は、災害発生直後の家庭内備蓄を補完するために、家庭内備蓄を持参できなかった被

災者に市の備蓄を供給する。市の備蓄は、避難所からの情報に基づき配分し、避難所に搬

送する。 

（３）生活必需品の確保  

市は、次の方法で生活必需品を確保する。 

ア 生活必需品の供給を協定事業者等に要請する。 

イ 自治体や団体からの救援物資を受け入れ活用する。 

ウ 県に供給を要請する。 

２ 生活必需品の搬送 

生活必需品は、物資集積拠点で受入れ、輸送業者の協力を得て避難所に搬送する。 

避難所での被災者への配布は、避難所運営組織等に委任する。 

第４節 物資の受入れ 

第１ 救援物資の受入れ 

１ 情報の発信 

市は、災害対策で必要な物資等を受け入れるため、市ホームページ、報道機関等を通じて、

救援物資の要請を行う。 

２ 救援物資の受入れ方法 

市は、一度に大量の物資が集まることを抑制するため、次の対応を行う。 

（１）個人等からの小口の物資は受入れの対象外とする。 

（２）自治体、企業、団体等からのまとまった量の救援物資は、申し出があった時点で登録す

る。市が必要となった場合、品目、数量等を連絡し、供給を受ける。 

（３）生鮮品等の保存期間が短い食品は、受入れの対象外とする。 

第２ 物資受入れ体制の構築 

１ 物資供給が少ない場合の措置 

市は、次の施設から適当な施設をそれぞれ物資集拠点として確保し、受入れのために複数の

職員を配置する。 

物資集積拠点は、備蓄倉庫、わんぱくキッズ広場、かしまわんぱく広場等から選定する。 

２ 物資供給が多い場合の措置 

被災者へ物資を大量に供給する必要がある場合、市は、民間の物流事業者のノウハウを早期

に活用できるよう、民間物流事業者の施設の活用、物資の受入れ、仕分作業、払い出し作業及
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び避難所への配送を委託する。 
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第９章 緊急輸送対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 緊急輸送路等の確保 
土木班、都市計画班、産業建設

班 

相双建設事務所、磐城国道事

務所 

第２節 緊急輸送活動 財政班  

第１節 緊急輸送路等の確保 

第１ 緊急輸送路の確保 

１ 緊急輸送路の確保 

道路管理者、港湾管理者及び漁港管理者（以下、「道路管理者等」という。）は、応急対策を

円滑に実施するため、指定された第1次確保路線から開通作業を実施し、交通の確保を図る。 

なお、地域によって第1次確保路線から確保することが困難な場合は、第2次確保路線以下

の路線から確保する。 

また、被害の状況により指定路線の確保が困難な場合は、指定路線以外の道路を緊急輸送路

として確保する。 

種別 路線名（区間） 

第 1次確

保路線 

県内の広域的な輸送に不可

欠な高速自動車道、国道等

の主要幹線道路で、最優先

に確保すべき路線 

国道６号（全線） 

第 2次確

保路線 

県災害対策地方本部、市町

村災害対策本部等の主要拠

点と接続する幹線道路で、

優先的に確保すべき道路 

主要地方道原町川俣線（全線） 

主要地方道原町二本松線（相馬浪江線～原町浪江線） 

主要地方道相馬浪江線（原町川俣線～原町二本松線） 

原町海老相馬線（原町浪江線～小浜字町線） 

第 3次確

保路線 

第 1次、第 2次確保路線以

外の緊急輸送路 
県道浪江鹿島線（原町川俣線～原町第一中学校） 

２ 車両の移動 

道路管理者等は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を確

保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。運転者がい

ない場合等においては、道路管理者等は、自ら車両の移動等を行う。 

第２ ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

市は、災害時の航空輸送を円滑に行うため、自衛隊等と連携して、次の候補地からヘリコプタ

ー臨時離着陸場を確保する。 

鹿島生涯学習センター、鹿島中学校、小高片草運動場、小高西部運動場、 

萱浜ニュースポーツ広場、南相馬市サッカー場、雲雀ケ原祭場地 
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第２節 緊急輸送活動 

第１ 緊急輸送の範囲 

緊急輸送の範囲は、概ね、次のとおりである。 

（１）被災者の避難（被災者の避難の副次的輸送を含む） 

（２）医療及び助産における輸送 

（３）被災者の救出のための輸送 

（４）飲料水の供給のための輸送 

（５）救済用物資の運搬のための輸送 

（６）遺体の捜索のための輸送 

（７）遺体の処理（埋葬を除く）のための輸送 

（８）その他、特に応急対策上必要と認められる輸送 

第２ 輸送手段の確保 

１ 輸送手段等の確保 

市は、物資、人員の輸送のため、民間事業者に輸送を要請する。調達が困難な場合は、県に

対して要請及び調達・あっせんを依頼する。ヘリコプター、鉄道、船舶による輸送が必要な場

合も、県に要請する。 

また、公用車、応援部隊の車両、輸送車両に必要な燃料は、燃料販売業者から調達する。 

２ 県消防防災ヘリコプターの受入れ 

市は、消防防災ヘリコプターによる緊急運航を要請した場合、消防防災航空センターとの連

絡連携のもと、必要に応じて次の受入体制を整備する。 

（１）ヘリコプター臨時離着陸場の確保及び安全対策の実施 

（２）傷病者等の搬送先の緊急離着陸場所の確保や病院等への搬送の手配 

（３）空中消火用資機材の資機材集積場所及び水利の確保 

（４）その他必要な事項 

第３ 緊急通行車両の確認 

１ 緊急通行車両の確認 

市は、公用車について、緊急通行車両等事前届出証を県又は公安委員会（警察署）に提出し、

標章及び証明書の交付を受ける。 

また、事前届出をしていない車両や、災害対策を行う他機関、団体の使用する車両について、

緊急通行車両等確認申請書を県又は公安委員会（警察署）に提出し、標章及び確認証明書の交

付を受ける。 

交付を受けた標章は当該車両の前面の見やすい箇所に掲示し、証明書は当該車両に備え付け

る。  

２ 規制除外車両の確認 

医療関係機関、建設事業者等は、規制除外車両についても同様の措置をとる。 
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第10章 警備活動 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 災害警備活動  南相馬警察署 

第２節 交通規制措置  南相馬警察署 

第３節 海上警備活動等  福島海上保安部 

第１節 災害警備活動 

第１ 災害警備体制 

警察本部は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、警察本部及び警察署に所要

の規模の災害警備本部等を設置するものとする。 

第２ 災害警備活動 

警察本部は、次の活動を実施する。 

１ 災害情報の収集 

多様な手段により災害による被災状況、交通状況等の情報収集活動に当たる。 

２ 救出救助活動 

把握した被害状況に基づき、災害警備隊を迅速に被災地へ出動させるとともに、消防本部（南

相馬消防署、小高分署、鹿島分署）等の防災関係機関と連携して救出救助活動を行う。 

３ 避難誘導活動 

避難誘導を行うに当たっては、市等と緊密な連携の下、被災地域、災害危険箇所等の現場状

況を把握した上で安全な避難経路を選定し、避難誘導を実施する。 

４ 身元確認等 

市等と協力し、検視・死体調査の要員・場所等を確保するとともに、遺体の身元確認に資す

る資料の収集・確保、医師等との連携に配意し、迅速かつ的確な検視・死体調査、身元確認、

遺族等への遺体の引き渡し等に努める。 

５ 二次災害防止措置 

二次災害の危険箇所等を把握するため、住宅地域を中心に調査を実施するとともに、把握し

た二次災害危険場所等について、市災害対策本部等に伝達し、避難勧告等の発令を促すなど二

次災害の防止を図る。 

６ 社会秩序の維持 

被災地及びその周辺におけるパトロール等を強化するとともに、地域の自主防犯組織等と連

携するなどして、被災地の社会秩序の維持に努める。 

７ 被災者等のニーズに応じた情報伝達活動の実施 

被災者等のニーズを十分把握し、災害関連情報、避難の措置に関する情報、交通規制等警察

措置に関する情報等の適切な伝達に努める。 
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８ 相談活動の実施 

市等と連携して、行方不明者相談所、消息確認電話相談窓口等の設置に努めるとともに、避

難所への警察官の立ち寄り等による相談活動に努める。 

９ ボランティア活動の支援 

自主防犯組織等のボランティア関係組織・団体との連携を図り、被災地における各種犯罪・

事故の未然防止と被災住民等の不安の除去等を目的として行われるボランティア活動が円滑に

行われるよう必要な支援を行う。 

第２節 交通規制措置 

第１ 交通状況の把握 

警察本部は、災害が発生した場合、又は災害がまさに発生しようとする場合において、道路管

理者と連携し、道路の損壊状況、交通状況等の交通情報の収集に努め、交通対策を迅速かつ的確

に推進する。 

第２ 交通規制 

警察本部は、被害の状況を把握、必要な交通規制を迅速かつ的確に実施し、被災地域への車両

の流入抑制を行うとともに、迂回路の設定、交通情報の収集及び提供、車両の使用自粛の広報等、

危険防止及び混雑緩和のための措置を行う。 

なお、隣接又は近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合等においても、交通規制を

行う場合がある。 

第３節 海上警備活動等 
福島海上保安部は、海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ、巡視

船艇及び航空機等により、次に掲げる措置を講ずる。 

（１）災害発生地域の周辺海域に配備し、犯罪の予防・取締りを行う。 

（２）警戒区域又は重要施設の周辺海域において監視・警戒を行う。 
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第11章 障害物の除去及び災害廃棄物等の処理 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 障害物の除去 土木班、産業建設班 

相双建設事務所、磐城国道事

務所、福島海上保安部、相馬

双葉漁業協同組合 

第２節 災害廃棄物の処理 生活環境班、市民福祉班  

第３節 し尿の処理 
生活環境班、下水道班、市民福

祉班 
 

第１節 障害物の除去 

第１ 住宅関係障害物の除去 

１ 住宅関係障害物の除去 

がけ崩れ、浸水等によって宅地内に運ばれた障害物の除去で、次のいずれかに該当する場合

は、市がその障害物の除去を行う。 

除去は市が保有する機械を使用するほか、隣接市町村又は県の建設事務所に派遣（応援）要

請を行う。相当不足する場合は、協定事業者に要請する。 

（１）住民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

（２）緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

（３）その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

２ 災害救助法適用による障害物の除去 

市は、住居又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で日常生活に著しい障害を及ぼしている場

合、災害救助法に基づきその除去を行う。対象者は次のとおりとする。 

（１）当面の日常生活が営み得ない状態にあるもの 

（２）住家の被害程度は、半壊又は床上浸水したもの 

（３）自らの資力をもってしては障害物の除去ができないもの 

第２ 道路における障害物の除去 

道路管理者は、道路交通に著しい被害を及ぼしている障害物について、その所有する機械等又

は協定事業者に要請して除去し、交通の確保を図る。 

第３ 河川における障害物の除去 

河川法に規定する河川管理者、水防法に規定する水防管理者・水防団長、消防組織法に規定す

る消防機関の長は、河川区域内の障害物の除去を行う。作業は、道路と同様とする。 

第４ 漁港の航路等における障害物の除去 

市及び相馬双葉漁業協同組合は、真野川漁港区域内の航路等について、沈船・漂流物等により

船舶の航行が危険と認められる場合には、県等に報告するとともに、障害物除去による航路啓開
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等に努める。 

福島海上保安部は、海難船舶又は漂流物その他の物件により船舶交通の危険が生じ、又は生ず

るおそれがあるときは、その旨を県等に報告し、速やかに航行警報等必要な応急措置を講ずる。 

第２節 災害廃棄物の処理 

第１ 住宅の解体撤去 

災害により被災した建物の解体撤去は、原則として所有者が行う。 

解体撤去が国庫補助の対象となった場合は、市が民間業者に解体撤去と仮置場への搬送を発注

して行う。 

第２ 処理体制の確立 

１ 作業計画の策定 

市は、ごみの種類別に排出量を推定し、平常時に策定した廃棄物処理計画を勘案しつつ、作

業計画を策定する。 

なお、事業者における産業廃棄物の処理は、災害の有無にかかわらず自らの責任で行うもの

とする。 

２ 収集体制の確保 

市は、被災等における生活環境保全・公衆衛生の緊要性を考え、平常体制に臨時雇用等によ

る人員を加えた作業体制を確立する。 

さらに、必要に応じて、近隣市町村等からの人員及び器材の応援を求め、場合によっては、

近隣市町村のごみ処理施設等に処理を依頼するなどの方策を講ずる。 

 

第３ 処理対策 

１ 仮置場の設置 

大量にがれき等が発生した場合は、公有地等を中心に仮置場を設置する。 

また、リサイクルのための分別を行うストックヤード等も確保する。 

２ がれきの収集 

がれきの仮置場への搬入は、被災者が行うものとする。市は、仮置場で住民が搬入する際に、

被災地で

発生する

廃棄物 

災害廃棄物と

して処理 

産業廃棄物と

して処理 

がれき等 

がれき・粗大ごみ 

（国庫補助を受けて市が処理する

もの） 

ごみ 一般の生活ごみ・避難所ごみ 

し尿 断水地区のし尿・避難所等のし尿 

事業所等の廃棄物 

公共土木施設・公共施設からの廃棄物 

【自己責任で処理】 

【市が処理】 
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がれきの種類に応じて分別するよう指導する。 

なお、被災者による搬入が困難な場合、がれきが道路際や空地に集積されている場合は、市

が、廃棄物収集業者等に収集作業を要請して収集する。 

３ 収集処理 

市は、仮置場で分別されたがれきをクリーン原町センターへ搬入し処理する。クリーン原町

センターが被害を受けた場合は、近隣施設に要請する。 

処理能力を超えるがれきが発生する場合は、仮置場にて、選別、焼却、破砕等の処理が可能

な施設を設置し、運用する。 

なお、処理にあたっては、可能な限りリサイクルに努め、廃棄物処理法等の規定に従い、適

正に処理を行う。 

市のみでは、処理が困難な場合は、県に支援を要請する。 

４ 環境大臣による廃棄物処理の代行 

市が環境大臣に廃棄物処理特例地域として指定された場合には、災害廃棄物の処理の代行を

国に要請することができる。 

５ 一般ごみの処理 

一般ごみの収集については、平常時と同様に収集する。 

６ 粉じん等の公害防止策 

市及び県は、有害物質の漏洩及び石綿の飛散を防止するため、必要に応じ、事業者に対し、

大気汚染防止法及び「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」に基づき適切に

解体等を行うよう指導・助言する。 

県、市又は事業者は、有害物質の漏洩及び石綿の飛散を防止するため、施設の点検、応急措

置、関係機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行う。 

また、環境汚染の未然防止及び住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講じる。 

第３節 し尿の処理 

第１ 処理体制の確立 

１ し尿排出量の推定 

市は、断水地域や浸水した地区の被災者数等から、必要な仮設トイレ数等を推計し、平常時

に策定した廃棄物処理計画を勘案しつつ、作業計画を作成する。 

２ 収集体制の確保 

市は、民間のし尿処理関連業界及び仮設トイレ等を扱う民間のリース業者等に対して、災害

時における人員、資機材等の確保を要請する。 

第２ 処理対策 

１ 仮設トイレの設置 

市は、備蓄している簡易トイレのほか、民間のリース会社等から必要となる数量の仮設トイ

レを確保し避難所、断水地域の公園・集合住宅敷地内等に配置する。 

なお、設置にあたっては、要配慮者、女性等に適したトイレの確保や配置を行うよう配慮す
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る。 

２ し尿の収集・処理 

市は、し尿収集業者に要請してし尿の収集・処理を行う。収集・処理が困難な場合には、県

等に応援を要請する。 
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第12章 防疫及び保健衛生 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 防疫 健康福祉班、市民福祉班 
相双保健福祉事務所、相馬郡

医師会、南相馬市歯科医師会 

第２節 保健活動 生活環境班、健康福祉班 
相双保健福祉事務所、相馬郡

医師会 

第１節 防疫 

第１ 防疫活動 

１ 県の活動 

県は、災害防疫対策本部を設置し、被災地域、被災状況等を迅速に把握の上、災害に即応し

た防疫対策を企画し、次の防疫活動を推進する。 

（１）健康診断 

（２）患者等に対する措置 

ア 就業制限   イ 入院の勧告、措置、退院   ウ 入院患者の医療 

エ 移送     オ その他の手続き 

（３）消毒その他の措置 

ア 感染症の病原体に汚染された場所の消毒の命令、指示 

イ ねずみ族、昆虫等の駆除の命令、指示、実施 

ウ 物件に係る措置の命令、指示、実施 

エ 遺体の移動制限等 

オ 生活の用に供される水の使用制限等 

カ 建物に係る措置 

キ 交通の制限又は遮断の措置 

ク その他の手続き 

ケ 臨時の予防接種の命令、実施 

２ 市の活動 

市は、災害防疫対策本部を設置し、県の指導のもとに市内の防疫対策の企画、推進に当たる。 

（１）予防教育及び広報活動 

パンフレット、リーフレットの配布や保健師等を通じて、感染症予防や消毒等に関する

広報活動や指導を行う。また、報道機関を活用して広報活動を強化する。 

（２）消毒の実施 

薬剤を調達し、避難所運営組織、行政区等を通じて配布する。 

また、事業者に要請して浸水地区等の消毒を行う。 

（３）ねずみ族昆虫等の駆除 

住民に薬剤の配布や必要な捕獲器等の貸出し等により駆除を支援する。 

（４）生活の用に供される水の供給 

衛生的処理について配慮して給水活動を行う。給水活動は、第8章を参照のこと。 

（５）臨時の予防接種 



第1部 災害応急対策計画 

第12章 防疫及び保健衛生 

一般-53 

知事の命令により保健福祉事務所、医師会等と連携して予防接種を行う。 

（６）避難所の防疫指導等 

県防疫担当職員の指導のもとに、避難所運営組織と協力して衛生状況を把握し、改善を

図る。 

また、巡回健康相談、口腔ケアの指導等を実施し、健康状態の把握に努める。 

（７）県への被害状況の報告 

関係機関の協力を得て被害状況を把握し、被害状況の概要、患者発生の有無、ねずみ族

昆虫類駆除の地域指定の要否、災害救助法適用の有無、その他参考となる事項について、

保健福祉事務所長を通じて知事に報告する。 

第２ 食品衛生監視 

県は、食品衛生監視班を編成し、保健福祉事務所長の指揮下で次の活動を行う。 

（１）炊き出し等の食品の監視指揮及び試験検査 

（２）飲料水の簡易検査 

（３）その他の食品に起因する危害発生の防止 

第２節 保健活動 

第１ 栄養指導 

１ 栄養指導班の編成及び派遣 

県及び市は、栄養指導班を編成し、被災地への管理栄養士等の派遣、保健指導班と連携した

避難所、仮設住宅及び被災家庭等の巡回により、被災者の栄養・食生活支援を行う。 

また、県及び市では対応できない場合は、必要に応じて県を通じて国に、栄養・食生活支援

チームの派遣を要請する。 

２ 栄養指導活動内容 

（１）食事提供(炊き出し等)の栄養管理指導 

炊き出し実施現場を巡回して炊き出し内容等の確認を行い、必要に応じて実施主体や給

食業者等への提案、助言、調整等の栄養管理指導を行う。 

（２）巡回栄養相談の実施 

避難所、仮設住宅及び被災家庭等を巡回して、被災者の健康状態、食料の共有状況等を

把握しながら栄養相談を実施する。 

（３）食生活相談者への相談・指導の実施(要配慮者への食生活支援) 

妊婦、乳幼児、虚弱高齢者、歯科的な問題を抱えた者、糖尿病や食物アレルギー等で食

事療法が必要な者について栄養相談を実施し、併せて特別用途食品の手配や、調理方法等

に関する相談を行う。 

（４）特定給食施設等への指導 

被害状況を把握し、給食設備や給食材料の確保、調理方法等、栄養管理用の問題を生じ

ないよう指導し、給食の早期平常化を支援する。 
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第２ 保健指導 

県・市の保健師・管理栄養士・栄養士・歯科衛生士等は、災害の状況によっては、避難所、被

災家庭、仮設住宅等を巡回し、上記の栄養指導とともに、被災者の健康管理面からの保健指導を

行う。 

また、県及び市では対応できない場合は、必要に応じて県を通じて国に、栄養・食生活支援チ

ームの派遣を要請する。 

実施にあたっては、避難所を巡回する医療救護班と連携をとる。 

第３ 精神保健活動 

１ 被災者のメンタルヘルスケア 

市医療救護本部は、精神保健上の問題に対応するため、避難所を保健師等が巡回する際に、

被災者のメンタルヘルスの把握に努める。 

また、市立総合病院・医師会による医療救護班を避難所救護所に派遣し、メンタルヘルスケ

アを実施する。市では対応できない場合は、必要に応じて県に災害派遣精神医療チーム（ＤＰ

ＡＴ）の派遣を要請する。 

２ 精神科入院病床及び搬送体制の確保 

市医療救護本部は、入院医療及び保護を必要とする被災者がいる場合、県に精神科病床及び

搬送体制の確保を要請する。 

第４ 動物（ペット）救護対策 

１ 避難所におけるペット対策 

市は、避難所において同行避難した被災動物（ペット）に対し避難所敷地内にペットの収容

スペースを指定確保し、県にペットフードや飼育用品の供給及びケージ等の確保の支援を要請

する。 

なお、盲導犬、介助犬等を除いたペットの建物内への持ち込みは、原則として禁止する。 

同行避難したペットの飼養管理は、原則としてペットの所有者が行う。 

２ 被災動物（ペット）の保護 

市は、福島県動物愛護センター相双支所と連携して、放置動物の保護、負傷動物の治療等の

ため、保護施設等を設置し、獣医師会やボランティア等の協力を得て管理に努める。 
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第13章 応急住宅対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 応急仮設住宅等の供

与 
都市計画班  

第２節 住家の被害認定調査 
税務班、市民班、社会福

祉班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署） 

第１節 応急仮設住宅等の供与 

第１ 応急仮設住宅の建設 

１ 実施機関者 

災害救助法が適用された場合の応急仮設住宅の設置は、知事が行うが、戸数、場所等の建設

に関する計画の立案について、市と共同する。 

災害救助法適用が本市のみである場合は、知事は建設を市長に委任することができる。 

２ 応急仮設住宅の建設 

（１）入居対象者 

原則として、災害により被災し、次に掲げるいずれかに該当する者とする。 

ア 住宅が全壊、全焼又は流失した者であること。 

イ 居住する住宅がない者又は避難勧告等により長期にわたり自らの住居に居住で

きない者であること。 

ウ 自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできない者であること。 

なお、ウについては、災害の混乱時には十分な審査が困難であり、一定額による

厳格な所得制限等はなじまないため、資力要件については制度の趣旨を十分に理解

して運用する。 

（２）入居者の選定 

応急仮設住宅の入居者の選定は、県が市長の協力を求めて行う。 

ただし、県から事務委託された場合は、市が実施する。 

（３）規模・構造 

災害救助法の定めによる。 

ただし、可能な限り、障害を排除したユニバーサルデザイン仕様や気象環境に配慮する。 

（４）建設場所 

応急仮設住宅の建設予定地は、次に掲げるうちから災害の状況により選定する。学校の

敷地を選定する場合には、教育活動に十分配慮する。 

また、相当数の世帯が集団的に居住する場合は、交通の便や教育等の問題も考慮する。 

ア 都市計画公園予定地  イ 公営住宅敷地内空地  ウ 公園、緑地及び広場 

エ 県有施設敷地内空地  オ 国・市が選定供与する用地 

（５）集会所の設置 

仮設住宅における地域コミュニティと住民自治機能の維持のため、同一敷地内又は近接
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する地域内に 10戸以上の仮設住宅を設置する場合、集会所や談話室といった施設を設置

することができる。 

（６）福祉仮設住宅の設置 

高齢者、障がい者等、日常の生活上特別な配慮を要する者を数名以上入居させるため、

老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有する福祉仮設住宅を設置するこ

とができる。 

３ 応急仮設住宅の管理運営 

県及び市は、応急仮設住宅の適切な運営管理を行う。この際、次の点に留意する。  

（１）応急仮設住宅の防犯対策 

（２）孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア 

（３）入居者によるコミュニティの形成及び運営（特に、女性の参画等、女性を始

めとする生活者の意見を反映に配慮） 

（４）家庭動物の受入れ 

第２ 借り上げ住宅等の提供 

１ 借り上げ住宅の提供 

県は、民間賃貸住宅の空き家等が存在する地域における比較的規模の小さい災害や、応急仮

設住宅の建設のみでは膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないような大規模災害の発生時に

は、民間賃貸住宅を借り上げて供与する。 

２ 公営住宅のあっせん 

県及び市は、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅等を把握し、あっせ

んする。 

第３ 被災住宅の応急修理 

１ 実施機関者 

災害救助法を適用した場合の被害住家の応急修理は、知事が行うが、対象とする住家の選定

は、市と共同して行う。 

災害救助法適用が本市のみである場合は、知事は修理を市長に委任することができる。 

２ 修理の実施 

（１）応急修理対象者 

次の要件をすべて満たす者とする。 

ア 半壊又は大規模半壊の被害を受けたこと 

イ 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる

こと  

ウ 応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借上げを含む。）を利用しないこと 

エ 半壊の住家被害を受けた者は、世帯収入等が基準に該当していること 

（２）修理の範囲 

応急修理の対象範囲は、次の４項目のうちから、日常生活に必要欠くことのできない部

分であって、より緊急を要する箇所について実施する。市が実施する場合、原則として建
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設事業者との請負契約により実施する。 

ア 屋根、柱、床、外壁、基礎等の応急修理 

イ ドア、窓等の開口部の応急修理 

ウ 上下水道、電気、ガス等の配管、配線の応急修理 

エ 衛生設備の応急修理 

第２節 住家の被害認調査 

第１ 住家の被害認定調査 

市は、住家の被害状況の把握及び罹災証明書を発行するために、「災害に係る住家の被害認定基

準運用指針」（内閣府）を参考とし、住家等の被害認定調査を行い、罹災台帳を作成する。 

火災により焼失した住家については、消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）が焼損

状況の調査を行う。 

（１）判定の区分 

全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、被害なし 

（２）調査方法 

ア 一次調査：外観目視による全壊か否かを判断する。 

イ 二次調査：全壊以外を対象に、外観又は立入調査を実施する。 

ウ 再調査：被災者等からの申し出により再調査する。 

第２ 罹災証明書等の交付 

１ 罹災証明書の交付 

市は、市役所、区役所において、被災者の申請に基づき罹災証明書を交付する。 

２ 被災証明書の交付 

市は、住家以外の被害について、被災者の届出に基づいて届出があったことを証明する被災

証明書を交付する。 
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第14章 遺体対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 遺体の捜索 市民班、市民福祉班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署）、南相

馬警察署、南相馬市消防団、福島

海上保安部 

第２節 遺体の収容及び遺体

対策 
生活環境班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署）、南相

馬警察署、南相馬市消防団、相馬

郡医師会、南相馬市歯科医師会 

第３節 遺体の火・埋葬 生活環境班  

第１節 遺体の捜索 

第１ 遺体の捜索 

市は、県、警察、消防、自衛隊の協力を得て、遺体及び行方不明の状態にあり、かつ周囲の事

情により死亡していると推測される者の捜索を実施する。 

市は、行方不明者の届け出等の受付窓口を市役所及び区役所に設置し、住民からの情報を収集

するとともに、警察、消防の把握した情報の一元化に努める。 

第２ 遭難者の捜索 

福島海上保安部は、海上における遭難船舶の乗組員及びその他の行方不明者の申告があった場

合は、所要事項を聴取のうえ、必要と認めるときは巡視船艇及び航空機等により捜索する。 

第２節 遺体の収容及び遺体対策 

第１ 遺体の搬送 

遺体の発見現場から検視場所又は遺体収容所までは、発見した機関が搬送する。 

検視場所から遺体収容所までは、市が搬送する。 

第２ 遺体収容所の設置 

市は、公共施設等に遺体収容所を開設し、遺体を収容する。収容所に遺体収容のための建物が

ない場合は、天幕及び幕張り等を設備する。 

また、遺体を安置するため、ビニールシート、棺、ドライアイス等の納棺用品等を葬祭業者か

ら確保する。納棺作業についても葬祭業者の協力を得る。 

第３ 遺体の扱い 

１ 遺体の検視 

警察は、市と協議の上、検視場所を開設する。市は、遺体収容場所付近で水道・電気等の設

備を有する施設を検視場所として確保する。 
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遺体の検視は、警察官又は海上保安官が、各種法令に基づいて行う。 

２ 遺体の検案等 

市は、遺体の洗浄、縫合及び消毒等の処理、検案・身元確認を、医療救護班に要請する。 

３ 遺体の引き渡し 

検視、検案が終了した遺体は、身元を確認し遺族等に引き渡す。 

市は、遺体収容所等で警察と連携し、遺留品等を保管し遺族等への相談や身元確認の立会い

等に対応する。 

第３節 遺体の火・埋葬 

第１ 遺体の火葬 

遺族に引き渡した遺体は、通常と同じ手続きで火葬を実施する。 

身元が判明しない遺体は、市が火葬を実施し、遺骨及び遺留品を保管し、身元が判明しだい縁

故者に引き渡す。 

第２ 火葬場の調整 

市は、火葬許可に当たっては、原町斎場をはじめ、近隣の火葬場の能力、遺体の搬送距離等を

勘案し、適正に処理できるよう火葬場を指示する。 
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第15章 生活関連施設の応急対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 上水道施設の応急対

策 
水道班  

第２節 下水道施設の応急対

策 
下水道班  

第３節 電力供給施設の応急

対策 
 東北電力（株） 

第４節 ガス供給施設の応急

対策 
 相馬ガス（株） 

第５節 通信施設の応急対策  東日本電信電話（株） 

第１節 上水道施設の応急対策 
市は、災害発生時における応急給水用飲料水の確保を行うとともに、次により水道施設の復旧

対策を実施する。 

第１ 被害状況調査及び復旧計画の策定 

発災後直ちに施設の被害状況調査を実施し、給水状況の全容を把握するとともに、応急復旧に

必要な人員体制及び資機材（調達方法）、施設復旧の手順、方法及び完了目標等を定めた応急復旧

計画を策定し、計画的に応急復旧対策を実施する。 

１ 被害状況調査 

災害が発生した場合、被災した地域を中心に水道管等の被害状況調査を実施する。 

２ 復旧のための人員・資機材の確保 

応急復旧のために必要な資機材・人員等については、市内の管工事協同組合等の協力を得て

確保する。 

３ 応急復旧の順位 

断水地域における応急復旧の順位は、次の順位により行うものとする。 

（１）医療機関、要配慮者利用施設 

（２）避難所 

（３）防災拠点となっている公共施設 

第２ 応急復旧のための支援要請 

市は、他の水道事業者、県等に支援を要請する。 

第３ 情報伝達・広報活動 

市は、県及び関係機関に対し、施設の被災状況、施設復旧の完了目標等について、随時、情報

を伝達する。 

また、住民に対しては、復旧の順序や地区毎の復旧完了予定時期等についての情報の提供・広
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報を行う。 

第２節 下水道施設の応急対策 
市は、災害が発生した場合、公共下水道等の構造を勘案して、直ちに被害状況の調査、施設の

点検を実施し、損傷その他の異常がある施設及び二次災害のおそれがあるものについて、可搬式

排水ポンプ又は仮設消毒池の設置その他の公共下水道の機能を維持するために必要な応急措置や

応急復旧を行う。 

第１ 被害状況調査及び復旧計画の策定 

発災後直ちに施設の被害状況調査を実施し、下水道被害の全容を把握するとともに、応急復旧

に必要な人員体制及び資機材（調達方法）、施設復旧の手順、方法及び完了目標等を定めた応急復

旧計画を策定し、計画的に応急復旧対策を実施する。 

１ 被害状況調査 

被災地域を中心に下水道の被害調査を行う。 

２ 復旧のための人員、資機材の確保 

応急復旧のために必要な資機材・人員等については、市内の土木建設業者等の協力を得て確

保する。 

３ 応急計画の策定 

管路施設、ポンプ場及び処理場施設によって態様が異なるが、次の事項等を配慮した復旧計

画の策定に努めるものとする。 

（１）応急復旧の緊急度及び工法     （２）復旧資材及び作業員の確保 

（３）設計及び監督技術者の確保     （４）復旧財源の措置 

第２ 応急復旧のための支援要請 

市は、他の水道事業者、県等に支援を要請する。 

第３ 広報活動 

市は、下水道施設が被災した地域に対して、下水道の使用停止を広報する。 

また、施設の被害状況及び復旧見込み等について広報を実施し、利用者の生活排水に関する不

安の解消に努める 

第３節 電力供給施設の応急対策 

第１ 緊急対応 

１ 東北電力（株）は、災害発生後速やかに電力供給施設の被害調査を行い、二次災害防止等の

対策を行う。 

２ 市は、病院等の緊急に電力供給を必要とする施設に対する応急復旧を依頼する 
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第２ 応急復旧 

東北電力(株)は、あらかじめ定めた各設備の復旧順位によることを原則とするが、災害状況、

各設備の被害状況、各設備の被害復旧の難易を考慮して、供給上復旧効果の最も大きなものから

復旧を行うものとする。 

なお、復旧順位については人命に関わる箇所、災害応急・復旧対策の中枢となる官公署庁舎等

を優先することとし、必要に応じて県災害対策本部と協議調整を行うものとする。 

第３ 広報 

災害が予想される場合又は災害が発生した場合は、停電による社会不安の除去のため、電力施

設被害状況、停電地域及び復旧見通しについての広報を行うものとする。 

また、住民の感電事故を防止するため、次の事項を中心に広報活動を行うものとする。広報の

方法は、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて行うほか、広報車等により直接当該地域へ

周知する 

（１）無断昇柱、無断工事をしないこと。 

（２）電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等の設備の異常を発見した場合は、速やか

に会社事業所に通報すること。 

（３）断線、垂下している電線には絶対に触れないこと。 

（４）浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため使用しない

こと。 

（５）屋外に避難するときは安全器又はブレーカーを必ず切ること。 

（６）その他事故防止のため留意すべき事項。 

第４節 ガス供給施設の応急対策 

第１ 緊急対応 

相馬ガス（株）は、災害時においても原則として供給を継続するが、被害状況から供給の継続

が困難と判断された場合には、供給停止等の措置を講ずる。 

また、災害発生後速やかにガス供給施設の被害調査を行い、ガスの供給停止等二次災害防止の

対策を行う。 

第２ 応急復旧 

相馬ガス（株）は、復旧作業計画を策定し、応急復旧を行い、安全を確認した上で早期のガス

供給の開始に努める。 

第３ 広報 

災害が発生した場合には、ガス漏れによる火災発生防止、再使用の際の安全対策等二次災害防

止に重点をおいて広報する。 
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第５節 通信施設の応急対策 

第１ 応急措置 

東日本電信電話（株）は、災害により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態に

より、通信の疎通が困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を

確保するため、次のとおり応急措置を行う。 

（１）通信の利用制限        （２）非常通話、緊急通話の優先・確保 

（３）無線設備の使用        （４）非常用公衆電話の設置 

（５）臨時電報、電話受付所の開設  （６）回線の応急復旧 

第２ 応急復旧 

災害等により被災した通信回線の復旧については、あらかじめ定められた順位にしたがって実

施する。 
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第16章 文教対策  

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 小中学校の応急対策 教育総務班、学校教育班  

第２節 幼稚園・保育園の応

急対策 
学校教育班  

第３節 文化財の応急対策 文化財班  

第１節 小中学校の応急対策 

第１ 児童生徒等保護対策 

校長は、対策本部を設置し、情報等の把握に努め的確な指揮に当たる。児童生徒等については、

教職員の指導の下に、気象情報等により事前に全員を帰宅させることを原則とする。 

ただし、児童生徒等のうち障がい児については、学校等において保護者等に引き渡す。 

また、留守家庭等の児童生徒等のうち帰宅できない者については、状況を判断し学校などが保

護する。 

その他、初期消火、救護、搬出活動の防災活動を行う。 

第２ 応急教育対策 

１ 応急教育の実施 

県教育委員会及び市教育委員会等は、災害時において、学校教育の実施に万全を期するため、

教職員、教育施設、教材等を早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図る。 

２ 心身の健康に関する実態把握及び対応 

市教育委員会は、次の対応を行う。 

（１）各校の児童・生徒・教職員の心身の健康状態について調査し実態を把握する。 

（２）調査の結果、必要のある時は、関係行政機関や専門機関及び専門家を統括している機関

との連絡体制の確立等の措置を講ずる。 

（３）必要のある時に、児童・生徒・教職員の心の健康に関する相談窓口を開設する。 

（４）災害後も必要に応じて継続的に、児童・生徒・教職員の心身の健康に関する実態把握を

する。 

３ 教育施設の確保 

市教育委員会は、教育施設の被災により授業が長期間にわたって中断することを避けるため、

次により施設の効率的な利用を図る。 

なお、避難所に学校を提供したため、長期間学校が使用不可能な場合についての対応につい

ても検討しておく。 

（１）被害箇所及び危険箇所の応急修理 

（２）授業の早期再開のための公立学校の相互利用 

（３）仮設校舎の設置 

（４）授業の早期再開のための公共施設の利用 
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４ 教員の確保 

県教育委員会及び市教育委員会は、災害により通常の教育を実施することが不可能となった

場合の応急対策として、県による教員の配置指示や退職教員の活用により教員を確保する。 

５ 学用品の給与 

市教育委員会は、災害救助法に基づき学用品を喪失又は毀損した児童・生徒に給与するため

に、種類、数量を調査し県に報告する。市で確保が困難な場合は、県に要請する。 

６ 避難所として使用される場合の措置 

避難所が設置された場合、学校機能部分と避難所部分を明示するとともに、避難所運営につ

いての学校側の担当職員を定め、市担当、地域住民等と協議を行いながら、避難所の運営にあ

たる。 

７ 児童及び生徒のメンタルヘルス対策 

学校機能が再開した場合において、大規模災害によって不安定になりがちな児童及び生徒に

対し、カウンセラーを学校に派遣し、心のケアを行う。 

第２節 幼稚園・保育園の応急対策 
園長は、気象情報等の把握に努め、事前に全員を帰宅させることを原則とする。 

留守家庭等の園児のうち帰宅できない者については、状況を判断し園内に保護し、保護者等に

引き渡す。 

その他、初期消火、救護、搬出活動の防災活動を行う。 

第３節 文化財の応急対策 
文化財が被災した場合には、市教育委員会は、県教育委員会に報告し指示を受ける。 

１ 被害の大小に関わらず、文化財の周囲に防御柵を設けるなどして、現状保存を図る。 

２ 被害が大きい場合は、損壊の拡大防止措置とともに安全措置を優先的に講ずる。 

３ 建造物等が被災した場合は、崩壊損壊・崩落する危険性が高いが、被害の程度によっては復

旧が可能であることから、部材の保全に留意する。 

４ 美術工芸品が被災破損した場合は、状況を確認の上、現状保全に努めるとともに専門家の指

導を仰ぎ処置する。美術工芸品の保管場所が損壊した場合には、所有者・管理者と速やかに連

絡を取り合い、管理体制及び保管環境の整った公共施設に一時的に保管させる。 
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第17章 要配慮者対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 要配慮者対策 
社会福祉班、健康福祉班、高松

ホーム班 
南相馬市社会福祉協議会 

第２節 児童対策 
社会福祉班、健康福祉班、学校

教育班 
 

第３節 外国人対策 連絡調整班、市民班  

第１節 要配慮者対策 

第１ 在宅の要配慮者対策 

１ 安否確認 

避難時には、避難行動要支援者名簿等を活用し、地域で避難誘導を行う。 

市は、避難直後に緊急避難場所において、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、行政区、

自主防災組織等による安否確認を要請する。安否が確認できない場合は、市職員等が確認作業

を行う。 

２ 避難所での支援 

（１）要配慮者の把握調査 

市は、要配慮者への福祉サービスを再開できるよう、発災後２～３日目から、全ての避

難所を対象として、要配慮者の把握調査を実施する。調査にあたっては、包括支援センタ

ーの職員を中心に社会福祉協議会等の協力を得て実施する。 

（２）生活支援 

市は、避難所の要配慮者のために、介護職員の派遣、専用スペースの指定、車椅子・障

がい者用携帯便器等の資器材や手話通訳等の確保、食料への配慮等を行う。 

また、居宅における生活が可能な場合にあっては、必要な在宅支援を実施する。 

市で実施が困難な場合は、県に災害派遣福祉チーム員による要配慮者のスクリーニング

や福祉ニーズの把握、応急的な介護支援を要請する。 

３ 福祉避難所への緊急入所 

市は、協定等に基づき、社会福祉施設を福祉避難所に指定し、常時、介護等が必要な要配慮

者の緊急入所を施設管理者に要請する。 

４ 福祉避難スペースの確保 

市は、生涯学習センター等の公共施設に福祉避難スペースを確保し、一般の避難スペースで

の生活が困難な要配慮者を受け入れる。 

第２ 社会福祉施設対策 

１ 避難活動 

社会福祉施設の管理者は、気象情報や市の避難勧告・指示（緊急）等に基づき、入所者の安

全を確保する。 
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２ 支援要請 

社会福祉施設の管理者は、施設が被災した場合、水、食料品等の日常生活用品及びマンパワ

ーの不足数について把握し、近隣施設、市、県等に支援を要請する。 

市は、次の点に重点を置いて社会福祉施設の支援を行う。 

（１）ライフラインの復旧について、優先的な対応が行われるように事業者に要請する。 

（２）復旧までの間、水、食料品等の必須の日常生活用品の確保のための措置を講ずる。 

（３）ボランティアへの情報提供などを含め、マンパワーの確保に努める。 

第２節 児童対策 

第１ 要保護児童の把握・援護 

１ 要保護児童の把握 

市は、次の方法等により、被災による孤児、遺児等の要保護児童の把握を行う。 

（１）市は、避難所の責任者等を通じ、児童福祉施設からの避難児童、保護者の疾患等により

発生する要保護児童の実態を把握する。 

（２）市は、被災者台帳等による犠牲者の確認、災害による死亡者に係る義援金の受給者名簿

及び住民からの通報等を活用し、孤児、遺児の実態把握を行う。 

２ 要保護児童の援護 

市は、避難児童及び孤児、遺児等の要保護児童の実態を把握し、その情報を親族に提供し、

受け入れの可能性を探るとともに、児童養護施設への受入れや里親への委託等の保護を行う。 

また、孤児、遺児については、県の母子・父子福祉資金の貸し付け、年金事務所における遺

族年金の早期支給手続きを行うなど、社会生活を営む上での支援を行う。 

第２ 児童の保護等のための情報伝達 

市は、被災者に対し、掲示板、広報紙、報道機関の協力等により、要保護児童を発見した際の

保護及び児童相談所等に対する通報への協力を呼びかける。 

また、子育て家庭に対して、育児関連用品の供給状況、利用可能な児童福祉サービスの状況、

児童福祉施設の被災状況及び復旧状況等について情報提供を行う。 

第３節 外国人対策 
市は、国際交流協会を通じて、外国人コミュニティから安否情報や要望等を聴取する。 

また、国際交流協会を通じて通訳ボランティアを確保し、広報内容の翻訳、相談窓口での通訳

等の対応を行う。 
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第18章 ボランティアとの連携 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 ボランティアの受入

れ 
社会福祉班 南相馬市社会福祉協議会 

第２節 ボランティア活動 社会福祉班 南相馬市社会福祉協議会 

第１節 ボランティアの受入れ 

第１ ボランティアセンターの設置 

市社会福祉協議会は、社会福祉協議会（原町区福祉サービスセンター）にボランティアセンタ

ーを設置し、県のボランティアセンター等と連携を図り、災害ボランティアを受け入れる。 

また、必要に応じて、鹿島区福祉サービスセンター、小高区福祉サービスセンターに地区の活

動拠点を設置する。 

第２ ボランティアの受入れ・運営 

市社会福祉協議会は、ボランティアの受入れ、ボランティアニーズの把握、活動のコーディネ

ート、情報提供等の運営を行う。 

また、被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等のボランティア団体等と、情報を共有する場を設

置し、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握し、連携のとれた支援活動を展開するよう努め

る。 

なお、ボランティア活動についてはその自主性を尊重し、活動方針や運営についてはボランテ

ィアセンター自らの決定に委ねる。 

第２節 ボランティア活動 
ボランティア活動は、次の内容が想定される。 

（１）災害・安否・生活情報の収集・伝達 

（２）炊き出し、その他の災害救助活動 

（３）医療、看護 

（４）高齢者介護、看護補助、手話通訳、外国語通訳 

（５）清掃及び防疫 

（６）災害応急対策物資、資材の輸送及び配分 

（７）災害応急対策事務の補助 

（８）建築物及び土砂災害危険箇所の応急危険度判定 

（９）無線による情報収集及び伝達 

（10）被災ペットの救護活動 
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第19章 危険物施設等の応急対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 危険物施設応急対策  
相馬地方広域消防本部（南相馬消防署、

小高分署、鹿島分署）、取扱事業者 

第２節 火薬類施設応急対策  
相馬地方広域消防本部（南相馬消防署、

小高分署、鹿島分署）、取扱事業者 

第３節 高圧ガス施設応急対

策 
 

相馬地方広域消防本部（南相馬消防署、

小高分署、鹿島分署）、取扱事業者 

第４節 毒物劇物施設応急対

対策 
 

相馬地方広域消防本部（南相馬消防署、

小高分署、鹿島分署）、取扱事業者 

第１節 危険物施設応急対策 
災害により危険物の漏洩又は火災が発生し、若しくは発生するおそれがある場合の対応は、第

21章 第１節 危険物等災害対策を準用する。 

第２節 火薬類施設応急対策 

第１ 出動体制 

製造業者、販売業者及び消費者（以下この項目において「関係事業者」という。）は、水害等発

生による土砂崩れや火災等により、製造所、火薬庫、火薬類取扱所、火工所及び庫外貯蔵所（以

下「施設等」という。）が危険な状態となった場合又は爆発等の災害が発生した場合は、二次災害

防止のための製造設備の停止、存置火薬類の安全措置等緊急措置が迅速かつ的確に実施できるよ

う、出動体制を整えるものとする。 

第２ 人員の確保 

緊急措置等の対策を実施する要員の確保については、あらかじめ社員等の動員基準を定めて対

応するものとする。 

第３ 被害状況の把握（情報収集） 

水害等の発生を覚知した場合には、速やかに次に掲げる情報を迅速かつ的確に把握し、被害状

況により緊急の措置の必要の有無を検討する。 

１ 施設等の被害状況 

２ 施設等の周辺の火災状況 

３ 一般被害状況に関する情報（交通状況等） 

第４ 災害時における緊急措置 

関係事業者は、消防署、警察等との連絡を密にして、速やかに次の措置を講じる。 

１ 製造、保管、貯蔵中の火薬類を安全な場所に移す余裕のある場合は、速やかにこれを安全な

場所に移し、見張り人を配置し関係者以外の者が近づくことを禁止する。 
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２ 通路が危険な状態である等火薬類を移す余裕がない場合は、貯水槽に沈める等安全な措置を

講じる。 

３ 火薬庫内の火薬類を移す余裕がない場合は、入口窓等を目塗土で完全に密閉し、木部にあっ

ては、適切な防火措置を講じる。 

４ 火薬類の爆発等のおそれがある場合は、付近の住民に避難するように警告し避難誘導を行う。 

５ 吸湿、変質等により原性質若しくは原形を失った火薬類等は、火薬類取締法に基づき廃棄を

行う。 

６ 水害等により、火薬類が流出した場合には、直ちに県、消防署、警察に連絡するとともに付

近住民に対して火薬類が埋没しているおそれのある地域には近づかないように広報活動を行う。 

７ 復旧が可能になったら、直ちに流出した火薬類の回収を行う。流出量が多く関係事業者のみ

で回収が困難な場合は、消防署、警察等に応援を要請する。 

第３節 高圧ガス施設応急対策 

第１ 出動体制 

高圧ガス製造者（貯蔵所は含む）は、ガス漏洩又は火災等が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合には、あらかじめ定められた社員・職員が出動するとともに被害状況に応じ、二次災害防

止のための製造中止等の緊急措置が迅速かつ的確に実施できるよう、災害対策本部を設置する。 

第２ 人員の確保 

１ 対策要員の確保については、あらかじめ社員の動員基準を定めて対応するものとする。 

なお、基準策定にあっては、出動が迅速かつ円滑に行われるよう、あらかじめ各要員に対し、

出動する方法・場所を考慮して定める。 

２ 社員以外の緊急措置要員を必要とする事態が予測され、又は発生した場合は、「福島県医療ガ

ス・工業ガス等災害時供給体制要綱」に基づき要員の応援を要請する。 

第３ 被害状況の把握（情報収集） 

災害が発生した場合には、速やかに次に掲げる情報を迅速かつ的確に把握し、被害状況により

緊急措置等の必要の有無を検討する。 

１ 製造設備、消費設備等の被害情報 

２ 一般被害状況に関する情報 

（１）人身災害発生情報及びガス施設等を除く電気、水道、交通、通信、放送施設、道路、橋

りょう、鉄道等の公共施設をはじめとする当該区域全般の被害状況 

（２）対外対応状況（地方自治体の災害対策本部、官公署、報道機関への対応状況） 

（３）その他災害に関する情報（交通状況等） 

３ 気象に関する情報 

（１）福島地方気象台からの気象情報 

（２）事業所等、周辺の状況の把握 

第４ 災害時における緊急措置 

災害が発生した場合において、緊急措置が迅速かつ的確に実施できるよう具体的な措置を次の
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とおり定める。 

１ 製造施設等が危険な状態になったときは、ただちに応急の措置を行うとともに製造等の作業

を中止する。 

２ 製造等設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中等に安全に放出する。 

３ 災害の状況に応じ、付近の住民に避難するよう警告し、避難誘導を行う。 

第４節 毒物劇物施設応急対策 

第１ 出動体制 

毒物劇物取扱事業者は、製造、販売、貯蔵等の取扱施設が災害による火災等により危険な状態

となった場合は、毒物・劇物が取扱施設等から飛散し、漏れ、しみ出し若しくは流れ出し、又は

地下にしみ込むことによる二次災害を防止するため、直ちに毒物・劇物の製造等の作業を中止し、

緊急の措置が迅速かつ的確に実施できるように出動体制を整える。 

第２ 人員の確保 

毒物劇物取扱事業者の危害防止規定等で定める組織体制に基づき、緊急措置の対策を実施する

要員を確保する。 

第３ 被害状況の把握（情報収集） 

毒物劇物取扱事業者は、災害発生を覚知した場合は、速やかに次に掲げる情報を把握し、被害

状況により緊急措置等の必要性を検討する。 

１ 製造、販売、貯蔵等の取扱施設の被害情報及び事業所内での人身災害発生情報 

２ 一般被害状況に関する情報 

（１）事業所周辺区域における人身災害発生情報 

（２）対外対応状況（地方自治体の災害対策本部、官公署、報道機関への対応状況） 

（３）その他災害に関する情報（電気、水道、交通、通信等） 

第４ 災害時における緊急措置 

毒物劇物取扱事業者の毒物劇物取扱責任者等は、消防署、警察署、保健福祉事務所等との関係

機関と連携を密にして、速やかに次の措置を講じる。 

１ 毒物・劇物の漏れ発生の場合 

（１）漏洩箇所を調査し、付近のバルブを閉止する等の措置を講じ、漏洩拡大防止措置を講じ

る。 

（２）設備内の毒物・劇物を安全な場所に移すか又は除害装置に引き込み、この作業に必要な

作業員のほかは退避させる。 

（３）漏洩した毒物・劇物は土砂等への吸着、希釈、中和等により、速やかに処理する。 

（４）毒物劇物漏洩箇所が不明、あるいは漏洩停止が困難であると判断される場合は、バルブ

操作等により漏洩を最小限にするとともに、施設外への飛散、流出等を防止する措置を講

じる。 

（５）毒物劇物の施設敷地外への飛散、流出等又は毒性ガスの発生の場合は、周辺住民に広報
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し、周辺の道路交通を遮断する等の措置を講じる。 

また、状況により周辺住民の避難誘導を行う。 

２ 火災発生の場合 

（１）直ちに消火設備等を移動させ、初期消火を行う。 

（２）直ちに自衛消防隊を編成し、活動に入る。 

（３）設備内の毒物・劇物を安全な場所に移すとともに、この作業に必要な作業員のほかは退

避させる。 

なお、毒物劇物の移動が困難な場合は、作業員全員を退避させる。 

（４）毒物劇物貯蔵設備への延焼を防止するため、周囲に散水する等冷却する措置を講じる。 

なお、毒物・劇物への直接の散水については、金属ナトリウムや濃硫酸のように激しく

発熱し爆発のおそれがあるもの、また、シアン化ナトリウムのように酸又は湿気により毒

性ガスを発生させるおそれがあるもの等、危険な状態を引き起こす場合があるものについ

ては、毒物・劇物の性質を考慮した適切な方法により消火活動を行う。 

（５）構内の毒物劇物運搬車両への延焼防止に努め、可能であれば構外へ退避させる。 

（６）毒物劇物貯蔵設備が危険な状態になった場合は、速やかに退避するとともに、周辺住民

に危険状態であることを周知し、状況により周辺住民の避難誘導を行う。 

３ その他必要な措置 

毒物劇物取扱事業者の毒物劇物取扱責任者等は、災害状況について関係機関に報告するとと

もに、被災を免れた貯蔵設備等の応急点検を講じる。 
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第20章 災害救助法の適用 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 災害救助法の適用 総括班  

第２節 救助の種類等   

第１節 災害救助法の適用 

第１ 災害救助法による救助 

１ 災害救助法の目的 

災害救助法は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協

力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図るために定めら

れたものである。 

２ 実施体制 

災害救助法による救助は、県知事が行い（法定受託事務）、市長がこれを補助する。 

なお、必要な場合は、救助の実施に関する事務の一部を市長が行うこととすることができる。 

第２ 災害救助法の適用 

１ 適用基準 

災害救助法施行令第１条に定める適用基準は、次のとおりである。ここでいう「人口」とは、

最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。 

指標となる被害項目 適用の基準 該当条項 

市内の住家が滅失した世帯の数 80以上 第１条第１項第１号 

県内の住家が滅失した世帯の数 

そのうち市内の住家が滅失した世帯の数 

1,500以上 
第１条第１項第２号 

40以上 

県内の住家が滅失した世帯の数 

そのうち市内の住家が滅失した世帯の数 

7,000以上 
第１条第１項第３号前段 

多数※１ 

災害が隔絶した地域に発生したものである等災害

にかかった者の救護を著しく困難とする場合で、

多数の世帯の住家が滅失したものであること。※2 

知事が内閣

総理大臣と

協議 

第１条第１項第３号後段 

多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受ける

おそれが生じた場合※3 

知事が内閣

総理大臣と

協議 

第１条第１項第４号 

※1 「多数」については、市の救護活動に任せられない程度の被害であるか否かによって判断される。 

※2 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災

者の救出について特殊の技術を必要とすること 

※3 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を

必要とすること。  

被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被

災者の救出について特殊の技術を必要とすること。 
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２ 住家滅失世帯の算定等 

災害救助法適用基準における「住家滅失世帯数」の算定に当たっては、住家の滅失（全焼・

全壊・全流失）した世帯を標準としており、住家が半壊、半焼等著しく損傷した世帯について

は２世帯をもって１世帯とし、床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住不可能となった

世帯については３世帯をもって１世帯とみなす。 

３ 災害救助法の適用手続き 

災害救助法による救助は、市町村の区域単位で実施されるものであり、市における被害が第

２の１に掲げた適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるときには、市長は、

直ちにその旨を知事に情報提供しなければならない。 

４ 救助の実施状況の記録及び情報提供 

市は、災害救助法に基づく救助の実施状況を救助実施記録日計票として日ごとに整理記録す

るとともに、その状況を日報に取りまとめて、県に報告する。 

５ 特別基準の申請 

市は、災害救助法による救助について、「一般基準」では救助に万全を期することが困難な場

合、県に要請し、内閣総理大臣の承認を得て、「特別基準」が設定される。 

第２節 救助の種類等 
救助の種類は、次のとおりである。 

なお、災害救助法第29条の規定により、市町村長が救助費用を繰替支弁したときの交付金の交

付については、「災害救助費繰替支弁金交付要綱」に基づき行うものとする。 

（１）避難所の設置 

（２）応急仮設住宅の供与 

（３）炊き出しその他による食品の給与 

（４）飲料水の供給 

（５）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（６）医療 

（７）助産 

（８）被災者の救出 

（９）被災した住宅の応急修理 

（10）生業に必要な資金の給与又は貸与 

（11）学用品の給与 

（12）埋葬 

（13）死体の捜索 

（14）死体の処理 

（15）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支

障を及ぼしているものの除去 

（16）応急救助のための輸送 

（17）応急救助のための賃金職員等 
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第21章 事故災害対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 危険物等災害対策 総括班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署）、南相

馬市消防団、取扱事業所 

第２節 大規模な火事災害対

策 
総括班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署）、南相

馬市消防団 

第３節 林野火災対策 総括班、農政班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署）、南相

馬市消防団 

第４節 雪害対策 
総括班、土木班、産業建

設班 
相双建設事務所、磐城国道事務所 

第５節 海上災害対策 総括班 福島海上保安部 

第６節 鉄道災害対策 総括班、連絡調整班 東日本旅客鉄道（株） 

第７節 道路災害対策 
総括班、土木班、産業建

設班 
相双建設事務所、磐城国道事務所 

第１節 危険物等災害対策 

第１ 災害情報の収集伝達 

１ 事業者のとるべき措置 

事業者は、危険物等災害が発生した場合、速やかに、「危険物等災害情報伝達系統」に基づき、

被害状況、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等について関係機関に伝達するとともに、

緊密な連携の確保に努める。 

 

２ 市のとるべき措置 

市は、危険物等災害の情報を受理したときは、その状況把握に努め、各機関に情報を伝達す

事業者 

発見者 

保健福祉事務所 

地方振興局 

消防署 

南相馬市 

（災害対策本部） 

警察署 

保健福祉部 

危機管理部 

厚生労働省 

経済産業省 

消防庁 

警察庁 

（毒物・劇物） 

（高圧ガス・火薬類） 

（危険物） 

警察本部 

 

県（災害対策地方本部） 県（災害対策本部） 

危険物災害情報伝達系統図 
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る。県への危険物等災害の緊急連絡は、「情報連絡ルート集 火災・災害等即報要領に基づく通

報」及び「同集 火薬類・高圧ガス事故通報」による。 

第２ 活動体制の確立 

１ 事業者の活動体制 

事業者は、発災後速やかに職員の非常参集、情報収集伝達体制の確立等必要な体制をとり、

自衛消防組織等による初期消火、延焼防止活動、流出防止活動等災害の拡大防止のために必要

な措置を講ずる。 

２ 市の活動体制 

市は、状況に応じて第１章第１節に基づいて、配備検討会議により必要な配備体制をとる。 

対応については、第１章各節を準用する。 

３ 相互応援協力 

事業者は、事業者団体相互の応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整えるものとする。 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）のとるべき措置は、第３章各節を準

用する。 

第３ 災害の拡大防止 

１ 事業者のとるべき措置 

事業者は、危険物等災害時において消防機関、警察機関等の関係機関と連携を密にし、関係

法及び第19章第１節の定めにより、的確な応急点検及び応急措置等を講ずる。 

２ 県、市、消防機関等のとるべき措置 

県（危機管理総室、健康衛生総室）、市、消防機関等は、関係法及び第19章第１節の定めに

より、危険物等災害時の危険物等の流出・拡散防止及び除去、環境モニタリングをはじめ、住

民避難、事業者に対する応急措置命令、危険物等関係施設の緊急使用停止命令など適切な応急

対策を講ずる。 

第４ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

１ 捜索、救助・救急及び医療（助産）救護活動 

市は、第５章各節及び第７章各節の定めにより、消防機関、警察本部、医療機関等の関係機

関と連携を図るとともに、必要に応じて相互応援協定に基づく応援要請等を速やかに行い、救

助・救急及び医療（助産）救護活動を実施する。 

消防機関は、保有する資機材を活用し、市、警察本部、医療機関等の関係機関と連携し、救

助・救急活動を行う。 

警察本部は、第10章第１節に基づき、消防機関等の防災関係機関と連携して、救出救助活動

を行う。 

２ 消火活動 

消防機関、自衛消防組織等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を

行う。活動については、第５章第１節を準用する。 
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第５ 交通規制措置 

第10章第２節を準用する。 

第６ 危険物等の大量流出に対する応急対策 

１ 事業者、消防機関、警察本部等のとるべき措置 

事業者、消防機関及び警察本部等は、危険物等の流出が認められた場合には、直ちに防除活

動を行うとともに、避難誘導活動を行う。 

２ 県及び市のとるべき措置 

県及び市は、危険物等が河川等に大量に流出した場合には、関係機関と協力し、直ちに環境

モニタリング、危険物等の処理等必要な措置を講ずる。 

第７ 避難誘導 

１ 市等のとるべき措置 

危険物等災害により住家等への被害拡大の危険性があると判断した場合には、人命の安全を

第一に、第６章第１節の定めにより、地域住民等に対し避難の勧告又は指示（緊急）等の必要

な措置を講ずる。 

２ 要配慮者対策 

市は、要配慮者に対し、情報伝達、避難誘導、避難所における生活等について第17章第１節

の定めにより必要な措置を講ずる。 

第８ 災害広報 

県、市、防災関係機関及び事業者は、相互に協力して、危険物災害の状況、二次災害の危険性

に関する情報、安否情報、交通規制等の正確かつきめ細やかな情報を、被災者等に対し適切に広

報するとともに、第２章第３節の定めにより、必要な措置を講ずる。 

なお、その際、高齢者、障がい者等要配慮者に配慮した広報を実施する。 

第２節 大規模な火事災害対策 

第１ 災害情報の収集伝達 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、大規模な火事災害の情報を受理し

たときは、その状況把握に努め、「大規模火事災害情報伝達系統」に基づき関係機関に伝達する。 

県への緊急連絡は、「情報連絡ルート集火災・災害等即報要領に基づく通報」により行う。 
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第２ 活動体制の確立 

１ 事業者の活動体制 

第１節第２を準用する。 

２ 市の活動体制 

第１節第２を準用する。 

３ 相互応援協力 

第１節第２を準用する。 

第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

１ 捜索、救助・救急及び医療（助産）救護活動 

第５章各節、第７章各節及び第10章第１節を準用する。 

２ 消火活動 

消防機関は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行う。 

そのほかは、第５章第１節を準用する。 

第４ 交通規制措置 

第10章第２節を準用する。 

第５ 避難誘導 

第６章第１節及び第17章第１節を準用する。 

第６ 災害広報 

県、市、防災関係機関及び事業者は、相互に協力して、大規模な火事災害の状況、安否情報、

発見者 

原因者 
消防署 

南相馬市 
（災害対策
本部） 

警察署 

県（災害対策
地方本部） 
地方振興局 

危機管理部 

自衛隊 

国（消防庁ほか
関係省庁） 

国 
（警察庁） 警察本部 

県（災害対策本部） 

大規模な火事災害情報伝達系統図 

県消防防災航空センター 
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ライフライン等の復旧状況、交通規制等の正確かつきめ細やかな情報を、被災者等に対し適切に

広報するとともに、第２章第３節の定めにより、必要な措置を講ずる。 

なお、その際、高齢者、障がい者等要配慮者に配慮した広報を実施する。 

第３節 林野火災対策 

第１ 災害情報の収集伝達 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、林野火災の情報を受理したときは、

その状況把握に努め、「林野火災情報伝達系統」に基づき関係機関に伝達する。 

県への緊急連絡は、「情報連絡ルート集火災・災害等即報要領に基づく通報」により行う。 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 市の活動体制 

第１節第２を準用する。 

２ 林野所有（管理）者及び林業関係事業者の活動体制 

林野所有（管理）者及び林業関係事業者は、消防機関、警察等との連携を図り、初期対応、

情報連絡等の協力に努めるものとする。 

３ 相互応援協力 

（１）市 

市は、林野火災の規模が市の消防体制では十分な応急措置の実施が困難と認められる場

合には、第３章第１節の定めにより知事又は他の市町村長の応援又は応援のあっせんを求

める。 

発見者 

原因者 
消防署 

南相馬市 
（災害対策
本部） 

警察署 

県（災害対策
地方本部） 
地方振興局 

危機管理部 

農林水産部 
自衛隊 

国（消防庁ほか
関係省庁） 

国 
（警察庁） 

警察本部 

県（災害対策本部） 

林野火災情報伝達系統図 

県消防防災航空センター 

林業関係機関 
林業関係団体 

国（林野庁） 
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（２）消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署） 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、林野火災の規模が現有の消防体制

では十分な応急措置の実施が困難と認められる場合には、市との調整のうえ、県内消防本

部による「福島県広域消防相互応援協定」に基づき、他の消防本部に対し応援を要請する

ものとする。 

４ 自衛隊の災害派遣 

県は、大規模な林野火災が発生し、必要があると認めるときは、自衛隊に災害派遣を要請す

るとともに、県が保有する林野火災用消防資機材を派遣部隊に貸与する。 

第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

１ 捜索、救助・救急及び医療（助産）救護活動 

第５章各節及び第７章各節及び第10章第１節を準用する。 

２ 消火活動 

（１）市 

市は、林野火災がその発生場所、風向及び地形等現地の状況によっては常にその変化に

応じた措置をとる必要があることを考慮し、消火活動に当たっては、消防機関等と連携の

うえ、次の事項を検討して最善の方策を講ずる。 

ア 出動部隊の出動区域 

イ 出動順路と防ぎょ担当区域（地況精通者の確保） 

ウ 携行する消防機材及びその他の器具 

エ 指揮命令及び連絡要領並びに通信の確保 

オ 応援部隊の集結場所及び誘導方法 

カ 応急防火線の設定 

キ 食料、飲料水、消防機材及び救急資材の確保と補給 

ク 交代要員の確保 

ケ 救急救護対策 

コ 住民等の避難 

サ 空中消火の要請 

シ 空中消火資機材の手配及び消火体制（空中消火資機材の手配については、「福

島県林野火災用空中消火資機材等貸付要領」を参照すること。） 

（２）消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署） 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、速やかに火災の状況を把握すると

ともに、迅速に消火活動を行う。 

第４ 交通規制措置 

第10章第２節を準用する。 

第５ 避難誘導 

第６章第１節及び第17章第１節を準用する。 
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なお、市、消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）等は、林野火災発生の通報を受け

た場合には、直ちに広報車等により広報を行うとともに、登山者、森林内での作業者等の滞在者

に速やかに退去するよう呼びかける。 

第６ 災害広報 

県、市、防災関係機関及び事業者は、相互に協力して、林野火災の状況、安否情報、交通規制、

二次災害の危険性に関する情報等の正確かつきめ細やかな情報を、被災者等に対し適切に広報す

るとともに、第２章第３節の定めにより、必要な措置を講ずるものとする。 

なお、その際、高齢者、障がい者等要配慮者に配慮した広報を実施する。 

第７ 二次災害の防止 

１ 県、国及び市は、林野火災により流域が荒廃した地域の下流部において、土石流等の二次災

害が発生するおそれがあることに十分留意して、二次災害の防止に努める。 

２ 県及び市は、必要に応じ国と連携し、降雨等による二次的な土砂災害防止のため、土砂災害

等の危険箇所の点検を行うものとし、その結果、危険性が高いと判断された箇所については、

住民、関係者、関係機関等への周知を図り、応急対策を行う。 

また、できるだけ速やかに砂防設備、治山施設、地すべり防止施設等の整備を行うものとす

る。 

３ 市は、土砂災害等の危険箇所の点検結果に基づき、警戒避難体制の整備等必要な措置をとる。 

第４節 雪害対策 

第１ 活動体制 

市は、気象状況に対応して、職員の非常参集、情報収集伝達体制の確立及び災害対策本部の設

置等必要な体制をとる。 

第２ 応急対応 

１ 道路除排雪 

道路管理者は、道路除排雪を実施し、情報施設により道路情報を提供する。 

２ 車両の立ち往生への対応 

道路管理者、市等は、車両等の立往生が発生した場合、道路情報の提供に努めるとともに、

運転者等のための避難所を必要に応じて設置する。 

また、道路状況により立ち往生車両に運転者等が残された場合には食料の提供等に努める。 

第５節 海上災害対策 

第１ 災害情報の収集伝達 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、海上災害の情報を受理したときは、

その状況把握に努め、次に基づき関係機関に伝達する。 
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県への緊急連絡は、「情報連絡ルート集火災・災害等即報要領に基づく通報」により行う。 

 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 関係事業者の活動体制 

関係事業者は、発災後速やかに初期消火、延焼防止活動、流出防止等災害の拡大防止のため

に必要な措置を講ずるとともに、福島海上保安部、警察本部、消防機関等に対し、応急対策の

活動状況、対策本部設置状況等について連絡し、緊密な連携の確保に努めるものとする。 

２ 市の活動体制 

市は、発災後速やかに職員の非常参集、情報収集伝達体制の確立及び災害対策本部の設置等

原因者 

南相馬市 

いわき東警察署 

県 

危機管理部 

自衛隊 

関係 
各総室 

警察本部 

災害の初期情報体系 

日本赤十字社福島県支部 
指定海上
防災機関 

関東東北
産業保安
監督部東
北支部 

海洋石油
鉱山鉱業
権者 

福
島
海
上
保
安
部 

関
係
機
関
・
団
体 

消防庁 

消防本部 

 

地域振興局 

各警察署 

各出先機関 

原因者 

南相馬市 

県災害対策本部 

自衛隊 

災害対策本部設置後の情報体系 

日本赤十字社福島県支部 
海上災害防
止センター

関東東北
産業保安
監督部東
北支部 

海洋石油
鉱山鉱業
権者 

福
島
海
上
保
安
部 

関
係
機
関
・
団
体 

消防庁 

消防本部 

 

県（災害対策地方本部） 
地域振興局 

県現地災害対策本部 

福
島
県
沿
岸
排
出
油
等
防
除
協
議
会 

※＝は、福島県沿岸排出油等防除協議会の構成機関・団体の伝達系統 
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必要な体制をとるとともに、職員の災害現場への派遣及び状況報告、また、状況に応じ県消防

防災ヘリ等の応援要請を実施する。 

３ 相互応援協力 

（１）市は、海上災害の規模が市の消防体制では十分な応急措置の実施が困難と認められる場

合には、第３章第１節の定めにより知事又は他の市町村長の応援又は応援のあっせんを求

める。 

また、福島海上保安部、県等関係機関と連携を密にし、必要に応じ関係機関に支援を要

請する。 

（２）消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、海上災害の規模が現有の消防体制

では十分な応急措置の実施が困難と認められる場合には、市との調整のうえ、県内消防本

部による「福島県広域消防相互応援協定」に基づき、他の消防本部に対し応援を要請する。 

４ 自衛隊の災害派遣 

県は、流出油等が陸上に漂着又は漂着のおそれがある場合に、人命救助及び被害の拡大を防

止するために市から要請があり、かつ必要と認める場合には、自衛隊に災害派遣を要請する。 

福島海上保安部は、海上事故の規模や収集した被害情報から判断し、自衛隊の派遣要請に必

要があれば、直ちに要請手続きをする。 

第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

１ 捜索、救助・救急及び医療（助産）救護活動 

市は、第５章各節、第７章各節及び第10章第１節の定めにより、消防機関、警察本部、医療

機関等の関係機関と連携を図るとともに、必要に応じて相互応援協定に基づく応援要請等を速

やかに行い、救助・救急及び医療（助産）救護活動を実施する。 

また、福島海上保安部等関係機関と協力し、水難救護法に基づき、遭難船舶の救護を行う。 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、保有する資機材を活用し、市、警察本

部、福島海上保安部等と連携し、救助・救急活動を行う。 

２ 消火活動 

（１）消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）、関係事業者等は、速やかに火災の状況

を把握するとともに、迅速に消火活動を行う。 

（２）福島海上保安部又は消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、船舶の火災を

知った場合、相互に直ちにその旨を通報する。 

（３）消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、船舶火災が発生した場合、「海上保

安庁の機関と消防機関の業務協定の締結に関する覚書（昭和43年３月29日）」に基づき、

福島海上保安部と密接に連携して消火活動を行う。 

（４）福島海上保安部は、船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇等によ

りその消火を行う。また、必要に応じて消防機関等関係機関に対し、応援を要請する。危

険物が排出されたときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災の発生防止

に努めるとともに、航泊船舶を移動させる等の措置を行う。 

第４ 海上交通の確保 

福島海上保安部は、海上交通の確保、危険物の保安措置、警戒区域の設定を行う。 
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第５ 交通規制措置 

第10章第２節を準用する。 

第６ 危険物等の大量流出に対する応急措置 

１ 県のとるべき措置 

（１）危機管理総室、地方振興局、水産事務所、水産試験場、港湾建設事務所 

ア 県有船舶の出動及び備蓄資機材の活用 

海上災害の拡大を防止するため、必要に応じて県有船舶を出動させ、防除活動に協力

するとともに、備蓄資機材を関係機関に提供する。 

イ 対策協議会への参画 

対策協議会に総合調整本部が設置されたときは、職員を総合調整本部に派遣し、防除

活動の調整に参画する。 

ウ 沿岸地先海面の監視 

流出油等の漂着及び漂着が予想される沿岸地先海面の巡回監視を行う。 

エ 漂着した油等の除去 

船舶の事故、海洋石油鉱山の事故等により海上から流出油等が海岸に漂着した場合、

原因者その他の防除義務者に対し、漂着油等の防除のために必要な措置を講ずるよう要

請するとともに、必要に応じ、港湾・漁港施設、河川等の漂着油の除去作業を行う。 

また、海岸等から除去した油等の最終処分確認等を行う。 

（２）警察本部 

ア 油等の大量流出等が発生したときは、航空機、船舶等により、沿岸における警ら活動

を行い、漂着物の状況を把握するための沿岸調査及び警戒監視活動を行う。 

イ 油等の大量流出等の海上災害が発生したときは、関係機関と連携を密にし、地域住民

の避難誘導、立入禁止区域の警戒、交通規制等を行う。 

２ 市のとるべき措置 

（１）防除活動への協力等 

海上災害の拡大を防止するため、必要に応じ防除活動に協力するとともに、備蓄資機材

を関係機関に提供する。 

（２）沿岸地先海面の監視 

流出油等の漂着及び流出油火災が沿岸に及ぶおそれのある地先海面の巡回監視を行う。 

（３）対策協議会への参画 

対策協議会に総合調整本部が設置されたときは、職員を総合調整本部に派遣し、防除活

動の調整に参画する。 

（４）漂着油等の応急処理 

漂着油等により海岸が著しく汚染されるおそれがある場合は、必要に応じて漂着油の除

去作業等応急の措置を行う。 

３ 消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）のとるべき措置 

（１）沿岸地先海面の警戒 

流出油等の被害及び流出油火災が沿岸におよぶおそれのある地先海面の警戒に当たる。 

（２）対策協議会への参画 



第1部 災害応急対策計画 

第21章 事故災害対策 

一般-85 

対策協議会に総合調整本部が設置されたときは、職員を総合調整本部に派遣し、防除活

動の調整に参画する。 

（３）その他の応急措置 

市長の指示又は要請に基づき応急措置を行う。 

４ 福島海上保安部のとるべき措置 

海上に大量の排出油等が流出したときは、次の措置を講ずる。 

なお、防除活動にあたっては、排出油等の拡散及び性状の変化の状況の的確な把握に努め、

初動段階において、有効な防除勢力の先制集中を図り、迅速かつ効率的に排出油等の拡散防止、

回収及び処理が行えるよう留意する。 

（１）巡視船艇及び航空機等により排出油等の状況、防除作業の実施状況等を総合的に把握し、

原因者に対し防除作業について必要な指導を行う。 

（２）緊急に防除措置を講ずる必要があると認められるときは、指定海上防災機関に防除措置

を講ずべきことを指示し、又は巡視船艇等により応急の防除措置を行う。 

（３）前記（１）、（２）の措置を講じた上で、さらに排出油等が沿岸に漂着又はそのおそれが

あるときは、自ら防除を行う等被害を最小限にくい止める措置を講ずるとともに、防災協

議会に総合調整本部を設置し、排出油等の状況把握及び災害状況の調査、情報収集を行い、

原因者、指定海上防災機関等を含め対策について協議調整を行う。 

５ 原因者等のとるべき措置 

排出油等の拡散防止、除去等の防除措置を速やかに講ずるとともに、回収された油等廃棄物

の処理を速やかに行う。 

また、緊急に防除措置を講ずる場合においては、必要に応じ指定海上防災機関に委託する。 

６ 海洋石油鉱山の鉱業権者のとるべき措置 

速やかに事故拡大防止措置を行うとともに、原油、天然ガス等の流出、拡散防除活動を行う

ものとする。 

また、関東東北産業保安監督部東北支部、福島海上保安部等関係機関と連携を密にし、必要

に応じ、関係機関等に支援を要請するものとする。 

７ 関係団体等のとるべき措置 

（１）排出油等の防除 

福島県漁業協同組合連合会等の防災協議会会員は、職員を総合調整本部に派遣し、防除

活動の調整に参画する。 

（２）防除活動への協力 

オイルフェンス、油処理剤、油吸着材等の排出油防除用資機材及び化学消火薬剤等の消

火機材を保有する関係事業者、関係団体は、原因者等から協力要請があった場合は、協力

するよう努める。 

（３）指定海上防災機関 

海上災害の発生及び拡大の防止のための措置を実施する指定海上防災機関は、福島海上

保安部より指示を受けた場合又は原因者より委託を受けた場合、排出油の防除措置を速や

かに実施する。 
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第７ ボランティアとの連携 

第18章各節を準用する。 

第８ 災害広報 

県、市、防災関係機関及び関係事業者は、相互に協力して、流出油等が漂流又は漂着するおそ

れのある沿岸住民に対し、流出油等海上災害の状況、安否情報、交通規制、火気使用の制限又は

火気使用の禁止等危険防止措置等の正確かつきめ細やかな情報を、被災者の家族等に対し適切に

広報するとともに、第２章第３節の定めにより、必要な措置を講ずるものとする。 

なお、その際、高齢者、障がい者等要配慮者に配慮した広報を実施するものとする。 

第６節 鉄道災害対策 

第１ 災害情報の収集伝達 

１ 東日本旅客鉄道（株）のとるべき措置 

東日本旅客鉄道（株）は、鉄道災害が発生した場合、速やかに、「鉄道災害情報伝達系統」に

基づき、被害状況、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等について関係機関に伝達すると

ともに、緊密な連携の確保に努める。 

２ 市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）のとるべき措置 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、鉄道災害の情報を受理したとき

は、その状況把握に努め、「鉄道災害情報伝達系統」に基づき関係機関に伝達する。 

県への緊急連絡は、「情報連絡ルート集火災・災害等即報要領に基づく通報」により行う。 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 東日本旅客鉄道（株）の活動体制 

東日本旅客鉄道（株）は、発災後速やかに職員の非常参集、情報収集伝達体制の確立等必要

発見者 

原因者 

消防署 

南相馬市 
（災害対策
本部） 

警察署 

県（災害対策
地方本部） 
地方振興局 

危機管理部 消防庁 

警察庁 警察本部 

県（災害対策本部） 

鉄道災害情報伝達系統図 

国土交通省 

（東北運輸局） 
東日本旅客鉄道（株） 
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な体制をとるとともに、対策本部を設置し、災害の拡大防止のために必要な措置を講ずる。 

２ 市の活動体制 

第１節第２を準用する。 

３ 相互応援協力 

第１節第２を準用する。 

４ 自衛隊の災害派遣 

県は、鉄道災害が発生し、必要があると認めるときは、自衛隊に災害派遣を要請する。 

第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

１ 捜索、救助・救急及び医療（助産）救護活動 

（１）東日本旅客鉄道（株） 

消防機関、警察本部等による迅速かつ的確な救助・救出が行われるよう協力するととも

に、消防及び救助に関する措置、乗客の救援、救護を実施する。 

（２）市、消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署） 

第５章各節及び第７章各節を準用する。 

（３）警察 

第10章第１節を準用する。 

２ 消火活動 

（１）東日本旅客鉄道（株）は、消防機関等による迅速かつ的確な初期消火活動が行われるよ

う協力するとともに、消防及び救助に関する措置を実施する。 

（２）消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、速やかに火災の状況を把握すると

ともに、迅速に消火活動を行う。 

第４ 交通規制措置 

第10章第２節を準用する。 

第５ 避難誘導 

第６章第１節及び第17章第１節を準用する。 

第６ 災害広報 

県、市、防災関係機関及び東日本旅客鉄道（株）は、相互に協力して、鉄道災害の状況、安否

情報、施設の復旧状況、交通規制等の正確かつきめ細やかな情報を、被災者等に対し適切に広報

するとともに、第２章第３節の定めにより、必要な措置を講ずる。 

なお、その際、高齢者、障がい者等要配慮者に配慮した広報を実施する。 
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第７節 道路災害対策 

第１ 災害情報の収集伝達 

１ 道路管理者のとるべき措置 

道路管理者は、道路災害が発生した場合、速やかに、「道路災害情報伝達系統」に基づき、被

害状況、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等について関係機関に伝達するとともに、緊

密な連携の確保に努める。 

２ 市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）のとるべき措置 

市及び消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）は、道路災害の情報を受理したとき

は、その状況把握に努め、「道路災害情報伝達系統」に基づき関係機関に伝達する。 

県への緊急連絡は、「情報連絡ルート集火災・災害等即報要領に基づく通報」により行う。 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 道路管理者の活動体制 

（１）道路管理者は、災害発生後速やかに、職員の非常参集、情報収集伝達体制の確立、対策

本部設置等必要な体制をとるとともに、災害の拡大防止のために必要な措置を講ずる。 

（２）道路管理者は、道路災害の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、パトロール、

道路モニター等による情報収集を行い、被害の拡大を防ぐため、迂回路の設定、道路利用

者等への情報の提供等を行う。 

２ 市の活動体制 

第１節第２を準用する。 

３ 相互応援協力 

第１節第２を準用する。 

発見者 

原因者 

消防署 

南相馬市 
（災害対策本

部） 

警察署 

県（災害対策
地方本部） 
地方振興局 

土木部 

消防庁 

警察庁 警察本部 

県（災害対策本部） 

道路災害情報伝達系統図 

国土交通省 

（東北運輸局） 
道路管理者 

危機管理部 
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４ 自衛隊の災害派遣 

県は、鉄道災害が発生し、必要があると認めるときは、自衛隊に災害派遣を要請する。 

第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

１ 捜索、救助・救急及び医療（助産）救護活動 

道路管理者は、消防機関、警察本部等による迅速かつ的確な救助・救出が行われるよう協力

する。その他は、第５章各節、第７章各節及び第10章第１節を準用する。 

２ 消火活動 

道路管理者は、消防機関等による迅速かつ的確な初期消火活動が行われるよう協力する。そ

の他は、第５章第１節を準用する。 

第４ 交通規制措置 

第10章第２節を準用する。 

第５ 危険物の流出に対する応急対策 

道路災害により危険物が流出し又はそのおそれがある場合、消防機関、警察本部、道路管理者

等は、相互に協力して、第19章第１節の定めにより、直ちに防除活動、避難誘導活動を行い、危

険物による二次災害の防止に努めるものとする。 

第６ 道路施設・交通安全施設の応急復旧 

１ 道路管理者は、迅速かつ的確な障害物の除去、仮設等の応急復旧を行い、類似の災害の再発

防止のために、被災箇所以外の道路施設について緊急点検を行うものとする。 

２ 警察本部は、災害により破損した交通安全施設の早期復旧を図るとともに、被災現場周辺等

の施設についても緊急点検を行うものとする。 

第７ 災害広報 

県、市、防災関係機関及び道路管理者は、相互に協力して、道路災害の状況、安否情報、道路

等の復旧状況、交通規制等の正確かつきめ細やかな情報を、被災者等に対し適切に広報するとと

もに第２章第３節の定めにより、必要な措置を講ずる。 

なお、その際、高齢者、障がい者等要配慮者に配慮した広報を実施する。 
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第１章 施設の復旧対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 災害復旧事業計画の

作成 
各班  

第２節 災害復旧事業に伴う

財政援助及び助成計画の作

成 

各班  

第３節 激甚災害の指定 各班  

第４節 災害復旧事業の実施 各班  

第１節 災害復旧事業計画の作成 
県及び市は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分調査・検討し、それぞれが所管す

る公共施設に関する災害復旧事業計画を速やかに作成するものとする。 

第１ 復旧事業計画の基本方針 

復旧事業計画の基本方針については、次のとおりである。 

１ 災害の再発防止 

復旧事業計画の樹立に当たっては、被災原因、被災状況等を的確に把握し、再度災害の防止

に努めるよう関係機関は、十分連絡調整を図り、計画を作成する。 

２ 災害復旧事業期間の短縮 

復旧事業計画の樹立に当たっては、被災状況を的確に把握し、速やかに効果の上がるよう、

関係機関は十分連絡調整を図り、事業期間の短縮に努める。 

第２ 災害復旧事業の種類 

災害復旧事業の種類は、次のとおりである。 

（１）公共土木施設災害復旧事業計画 

（２）農林水産施設災害復旧事業計画 

（３）都市災害復旧事業計画 

（４）上、下水道災害復旧事業計画 

（５）住宅災害復旧事業計画 

（６）社会福祉施設災害復旧事業計画 

（７）公立医療施設、病院等災害復旧事業計画 

（８）学校教育施設災害復旧事業計画 

（９）社会教育施設災害復旧事業計画 

（10）復旧上必要な金融その他資金計画 

（11）その他の計画 
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第２節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 
県又は市は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成するとともに、その費用の全部又は一部

を、国又は県が負担又は補助するものについては、復旧事業費の決定及び決定を受けるため査定

計画を策定し、国の災害査定実施が速やかに行えるよう努める。 

このうち、特に公共土木施設の復旧については、被災施設の災害の程度により、緊急の場合に

応じて公共土木施設災害復旧費国庫負担法その他に規定する緊急査定が実施されるよう必要な措

置を講じる。 

なお、災害復旧事業として採択され得る限度及び範囲については、国庫負担法、同施行令、同

施行規則、国庫負担法事務取扱要綱及び同査定方針により明らかにされている。 

災害復旧事業費の決定は、知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査に基づ

き決定されるが、法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担又は補助して行う災害

復旧事業及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下この節において「激

甚法」という。）に基づき援助される事業は、次のとおりである。 

第１ 法律に基づき一部負担又は補助するもの 

１ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

２ 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

３ 公営住宅法 

４ 土地区画整理法 

５ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

６ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

７ 予防接種法 

８ 都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基づき、予算の範

囲内で事業費の２分の１を国庫補助する。 

９農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

10 県が管理している公立公園施設に関する災害復旧助成措置 

第２ 激甚災害に係る財政援助 

災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生した場合

には、県及び市は、災害の状況を速やかに調査し実情を把握して、早期に激甚災害の指定が受け

られるよう措置し、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置するものとす

る。激甚災害の指定については、第３節に示すとおりである。 

なお、激甚災害に係る公共施設等の復旧に対する財政援助措置の対象は、次のとおりである。 

１ 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

（１）公共土木施設災害復旧事業 

（２）公共土木施設災害関連事業 

（３）公立学校施設災害復旧事業 

（４）公営住宅災害復旧事業 

（５）生活保護施設災害復旧事業 

（６）児童福祉施設災害復旧事業 
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（７）老人福祉施設災害復旧事業 

（８）身体障がい者社会参加支援施設災害復旧事業 

（９）障がい者支援施設等災害復旧事業 

（10）婦人保護施設災害復旧事業 

（11）感染症指定医療機関の災害復旧事業 

（12）感染症予防事業 

（13）堆積土砂排除事業 

ア 公共施設の区域内の排除事業 

イ 公共的施設区域外の排除事業 

（14）たん水排除事業 

２ 農林水産施設災害復旧事業等に関する特別の助成 

（１）農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

（２）農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

（３）開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

（４）天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

（５）森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

（６）土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

（７）共同利用小型漁船の建造費の補助 

（８）森林災害復旧事業に対する補助 

（９）治山施設災害復旧事業に対する補助 

３ 中小企業に関する特別の助成 

（１）小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還等の特例 

（２）事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

４ その他の財政援助及び助成 

（１）公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

（２）私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

（３）市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

（４）母子父子寡婦福祉資金貸付けの特例 

（５）水防資器材費の補助の特例 

（６）罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 

（７）公共土木施設、公立学校施設、農地農業用施設、林地被害及び林道の小災害復

旧事業に対する特別の財政援助 

（８）雇用保険法による求職者給付に関する特例 

第３節 激甚災害の指定 

第１ 激甚災害に関する調査 

１ 県の措置等 

県は、市町村被害状況等を検討の上、激甚災害及び局地激甚災害の指定を受ける必要がある

と認める事業について、激甚法に定める事項に関して速やかに調査し、早期に激甚災害の指定

を受けられるよう必要な措置を講じる。 
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２ 市の協力等 

市は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力する。 

第２ 激甚災害指定の促進 

県は、激甚災害の指定を受ける必要があると認めたときは、国の機関と密接な連絡の上、指定

の促進を図る。 

第４節 災害復旧事業の実施 
県、市、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等は、復旧事業を早期に実施

し、災害により被害を受けた施設の復旧を迅速に行うため、実施に必要な職員の配備、職員の応

援及び派遣等活動体制について、必要な措置を講ずる。 

復旧事業の事業費が決定され次第速やかに実施できるよう措置し、復旧事業の実施効率を上げ

るように努める。 
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第２章 被災地の生活安定 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 被災者の支援 
財政班、税務班、市民班、社会

福祉班、健康福祉班 

県、日本郵便（株）、県社会

福祉協議会、福島労働局、相

双公共職業安定所 

第２節 事業者への支援 
農政班、商工労政班、産業建設

班 
県、県信用保証協会 

第３節 被災者台帳の作成 市民班  

第１節 被災者の支援 

第１ 義援金の配分 

１ 義援金の受入れ配分 

市に寄託された義援金は、義援金配分委員会を組織して、協議の上被災者に配分する。 

なお、県に寄託された義援金及び日本赤十字社福島県支部及び県共同募金会に寄託された義

援金については、県、県市長会、県町村会、義援金募集団体代表（日本赤十字社福島県支部、

県共同募金会、報道機関等）からなる義援金配分委員会を組織して、協議の上決定し、市町村

に送金して、被災者に配分する。 

２ 配分計画 

被災地区、被災人員数及び世帯数、被災状況等を勘案して、世帯及び人員等を単位として計

画し、対象は住宅被害（全壊、流出世帯又はこれに準ずるもの）、人的被害等とする。 

３ 迅速、透明な配分 

義援金の配分については、あらかじめ基本的な配分方法を定めるなど迅速な配分に努めると

ともに、情報公開を徹底し十分に透明性を確保する。 

第２ 被災者の生活支援 

１ 公営住宅の一時使用 

市は、公営住宅及び特定公共賃貸住宅（以下、「公営住宅等」という。）の一時使用に関する

計画と実施を行う。 

一時使用対象者は、災害により被災し、自らの資力では住宅を確保できない者であって、次

に掲げるいずれかに該当する者である。 

（１）住宅が全壊、全焼又は流失した者であること。 

（２）居住する住宅がない者であること。 

（３）生活保護法の被保護者もしくは要保護者。 

（４）特定の資産を持たない、失業者、未亡人、母子世帯、高齢者、病弱者、身体障がい者及

び小企業者。 

（５）これらに準ずる者であること。 
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２ 職業あっせん計画 

相双公共職業安定所長は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離

職者の発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、次の措置を行い、

離職者の早期再就職へのあっせんを行う。 

（１）被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

（２）公共職業安定所に出頭することが困難な地域における臨時職業相談所の開設又は巡回職

業相談の実施 

（３）職業訓練受講指示・職業転換給付金制度の活用等 

（４）災害救助法が適用され市町村長から労務需要があった場合の労働者のあっせん 

３ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

相双公共職業安定所長は次の措置をとる。 

（１）証明書による失業の認定 

（２）激甚災害による休業者に対する基本手当の支給 

４ 被災事業主に関する措置 

福島労働局は、災害により労働保険料を所定の期限までに納付することができない事業主に

対して、必要があると認めるときは、概算保険料の延納の方法の特例措置、延滞金若しくは追

徴金の徴収免除又は労働保険料の納付の猶予を行う。 

５ 租税の徴収猶予等の措置 

国、県及び市は、被災者の納付すべき国税及び地方税について、法令及び条例の規定に基づ

き、申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限の延長、徴収猶

予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施するものとする。 

６ 郵便関係措置等 

日本郵便（株）は、災害が発生した場合、その被害状況並びに被災地の実情に応じて郵便事

業にかかわる災害特別事務取扱い等を実施する。 

（１）郵便関係 

ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ 被災地あて救助用郵便物等の料金免除 

エ 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

（２）災害寄附金の料金免除の取扱い 

地方公共団体、共同募金会等からの申請により、被災者救援を目的とする寄附金を口座

に送金する場合における通常払込みの料金の免除の取扱いを実施する。 

７ 被災者生活再建支援法に基づく支援 

一定規模の自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、「被災者生活再建

支援法」に基づき支援金を支給する。支給の手続きは、次のとおりである。 

（１）市は、被災世帯の世帯主に対し、支援制度の内容、支給申請手続き等について説明する。 

（２）市は、支給申請書に添付する必要のある書類について、被災世帯の世帯主からの申請に

基づき発行する。 
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（３）市は、被災世帯の世帯主から提出された支給申請書及び添付書類を確認し、速やかに県

に送付する。県は、市から送付された申請書類等を確認し、速やかに被災者生活再建支援

法人に送付する。 

（４）被災者生活再建支援法人は、支援金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し支

援金を支給する。 

８ 災害弔慰金等の支給 

（１）災害弔慰金 

市長は、災害弔慰金の支給等に関する法律の第３条第１項に該当する場合に、市の条例

に基づき、死亡した住民の遺族に対して災害弔慰金を支給する。 

（２）市災害見舞金等 

市長は、南相馬市災害見舞金等支給条例に基づき、災害を受けた住家に居住していた者

に対し災害見舞金を支給する。 

また、災害による死亡者の葬祭を行う者のうち（１）の対象者以外の者に対し災害弔慰

金を支給する。 

９ 住宅再建 

県は、天災により住宅に被害を受けた県民に対し、住宅金融支援機構から低利で融資を受け

るための認定業務及びあっせんを行い、罹災者の住宅再建を支援する。 

10 災害援護資金の貸付 

（１）生活福祉資金制度の災害援護資金の貸付 

ア 緊急小口資金 

県社会福祉協議会は、被災した低所得者が緊急かつ一時的に生活の維持が困難となっ

た場合、小額の資金を融資する。 

イ 災害援護資金 

県社会福祉協議会は、被災した低所得者（災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく

災害援護金の貸付対象となる世帯を除く。）に対し、災害を受けたことによる困窮から

自立更生するのに必要な融資をする。 

（２）災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付 

市は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により被害を受けた世帯の世帯

主に対して生活の立て直しに必要な資金を融資する。 

第２節 事業者への支援 

第１ 農林漁業関係 

県は、天災により農作物、経営施設等に被害を受けた農林漁業者の再生産等に必要な資金が低

利で融資されるよう措置し、農林漁業経営の維持・安定を図る。 

また、現地における災害の実情、資金の需要状況等に応じ、関係機関と密接な連絡を取りつつ、

農業協同組合及び漁業協同組合（以下「組合」という。）に対し、機を逸せずに必要と認められる

範囲内で、以下に掲げる措置を適切に運用する。 

１ 災害関係の融資に関する措置 

災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出し
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の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便益を考慮した的確な措置を講ずる。 

２ 貯金の払戻し及び中途解約に関する措置 

（１）貯金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した貯金者については、罹災証明書の呈示あるい

はその他実情に即する簡易な確認方法をもって災害被災者の貯金払戻しの利便を図る。 

（２）事情やむを得ないと認められる災害被災者等に対して、定期貯金、定期積金等の中途解

約又は当該預貯金等を担保とする貸出しに応ずる等の措置を講ずる。 

３ 手形交換、休日営業等に関する措置 

災害時における手形交換又は不渡処分、金融機関の休日営業又は平常時間外の営業について

も配慮する。 

第２ 商工関係（中小企業への融資） 

県は、天災により事業活動に支障を生じた中小企業等の経営安定に必要とする設備・運転資金

を低利で融資するものとする。 

また、県信用保証協会は、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置を講ずるものと

する。 

第３節 被災者台帳の作成 

第１ 被災者台帳の作成 

市長は、被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するために、被災者の援護を実施するための

基礎とする台帳（被災者台帳）を作成する。 

被災者台帳に記載する内容は、次のとおりである。 

（１）氏名 

（２）生年月日 

（３）性別 

（４）住所又は居所 

（５）住家の被害その他市が定める種類の被害の状況 

（６）援護の実施の状況 

（７）要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

（８）電話番号その他の連絡先 

（９）世帯の構成 

（10）罹災証明書の交付の状況 

（11）台帳情報を市以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、そ

の提供先 

（12）台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 

（13）被災者台帳の作成にあたって行政手続きにおける特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号を利用する場合には、被

災者に係る個人番号（マイナンバー） 

（14）その他被災者の援護の実施に関し市長が必要と認める事項 
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第２ 被災者台帳の作成 

１ 台帳情報の提供 

市長は、以下のいずれかに該当すると認めるときは、台帳情報を利用の目的以外の目的のた

めに自ら利用し、又は提供することができる。なおこの場合、被災者に係る個人番号（マイナ

ンバー）は含まないものとする。 

（１）本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。 

（２）市が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。 

（３）他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が被

災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。 

２ 台帳情報の提供に関し必要な事項 

台帳情報の提供を受けようとする者（申請者）は、以下の事項を記載した申請書を、台帳情

報を保有する市長に提出しなければならない。 

（１）申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地） 

（２）申請に係る被災者を特定するために必要な情報 

（３）提供を受けようとする台帳情報の範囲 

（４）提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係る者が含まれる場合にはその使用

目的 

（５）台帳情報の提供に関し市長が必要と認める事項 
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第１章 応急活動体制 

第１節 動員配備 

第１ 配備体制の確立 

１ 配備体制 

市の配備体制は、次のとおりである。 

配備体制

[本部] 
配備基準 組織 配備要員 

警戒配備

体制 

・震度4の地震が発生したとき 

・市長が必要と認めたとき 

危機管理課、地域振興課  

第一非常

配備体制 

[災害対策

本部] 

・震度5弱又は5強の地震が発生し

たとき 

・市長が必要と認めたとき 

○本部長：市長 

○本部員：各部長 

○本部付：消防署長、消防団長、

警察署長 

○本部事務局：総括班、広報班、

情報収集班、連絡調整班 

各班で定め

る。 

第二非常

配備体制 

[災害対策

本部] 

・震度6弱以上の地震が発生したと

き 

・大規模な災害が発生したとき 

・市長が必要と認めたとき 

○本部長：市長 

○本部員：各部長 

○本部付：消防署長、消防団長、

警察署長 

○本部事務局：総括班、広報班、

情報収集班、連絡調整班 

各班で定め

る。 

２ 配備の決定 

震度による自動配備を基本とする。 

その他、災害警戒本部、災害対策本部で検討し市長が決定する。 

第２ 動員 

１ 動員の方法 

（１）勤務時間内 

勤務時間内は、庁内放送及び電話連絡等により、総務課が部長、課長に配備体制の伝達

を行う。 

各部長、課長は、この情報に基づき、必要な職員の動員・配備を行う。 

（２）勤務時間外 

震度による自動参集とする。 

２ 参集場所 

勤務時間内及び勤務時間外ともに、参集場所は各自の勤務場所又は指定場所とする。参集し

た職員は、所属単位に事務局に参集報告を行う。 



第1部 災害応急対策計画 

第1章 応急活動体制 

地震-2 

第２節 活動体制 

第１ 警戒配備体制 

副市長を本部長として、災害対策本部に準じた班を配備する。本部の運営は、災害対策本部に

準ずる。 

第２ 災害対策本部 

１ 災害対策本部の設置 

市長は、大規模な災害の発生するおそれがあり、又は災害が発生し、その対策を要する場合

は、災害対策本部を設置する。 

なお、震度６弱以上の地震が発生した場合は、自動的に設置する。 

２ 本部の設置場所 

災害対策本部は、本庁舎２階正庁に設置する。 

本庁舎が使用できない場合は、次の候補施設から災害状況等を勘案して移設場所を選定する。 

鹿島区役所、図書館、防災センター 

３ 災害対策本部の運営 

（１）指揮 

本部長は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。 

本部の設置及び指揮は、本部長の権限により行われるが、本部長の判断を仰ぐことがで

きない場合は、次の順によりその権限を委任したものとする。 

第１位 副市長   第２位 教育長   第３位 防災担当部長 

（２）災害対策本部員会議 

本部長は、災害情報を分析し、対策の基本方針を協議するため、本部員会議を開催する。

本部員会議は、本部長、副本部長、本部員で構成する。 

本部員が出席できない場合は、当該部の次席責任者が代理として出席する。 

本部員会議の協議事項は、次のとおりである。 

ア 災害対策本部の配備体制の決定、変更及び解散に関すること 

イ 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること 

ウ 避難勧告・指示等及び警戒区域の設定に関すること 

エ 県及び他の市町村への応援要請に関すること 

オ 自衛隊の災害派遣要請の要求、防災関係機関等に対する応援要請に関すること 

カ 災害対策の調整に関すること 

キ その他重要な防災に関すること 

（３）災害対策本部設置の通知 

災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を県、警察署、消防本部（南相馬消防署、

小高分署、鹿島分署）、防災会議委員に通知するほか、Ｌアラート、市ホームページを通

じて公表する。 
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（４）関係機関連絡室の設置 

災害対策本部を設置した場合、必要に応じて、関係機関連絡室のスペースを確保し、防

災関係機関の連絡員の派遣を求める。 

４ 本部機能等の維持 

（１）庁舎機能 

庁舎車両班は、庁舎建物及びライフライン機能の点検を行い、非常電源用の燃料確保、

仮設トイレの設置等の本部機能を維持する。 

（２）災害対策要員の補給 

職員支援班は、災害対策要員の仮眠・休憩場所の確保、食料・飲料水・資機材等の供給

を行う。 

５ 災害対策本部の解散 

本部長は、市域に災害の発生するおそれがなくなった場合、又は当該災害に係る応急対策が

概ね完了したと認められるときは、本部員会議を開催し、災害対策本部を解散する。 

第３ 災害対策本部の組織・事務分掌 

災害対策本部の組織及び事務分掌は、次のとおりである。 
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●本部組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【本部長】 

市 長 

【本 部 員】 

部長級の職員 

【事務局長】 

防災担当部長 

【副事務局長】 

防災担当課長 

【事務局員】 

防災担当課 

各部班員 

【総括班】 
【広報班】 
【情報収集班】 

【連絡調整班】 

市 民 生 活 部 

健 康 福 祉 部 

経 済 部 

建 設 部 

病 院 部 

【副本部長】 

副市長 

教育長 

災害対策本部 
事務局 

教 育 部 

活 動 支 援 部 

小高区対策部 

鹿島区対策部 

総 務 班 
秘 書 班 
財 政 班 
税 務 班 

生 活 環 境 班 
市 民 班 
生 涯 学 習 班 

社 会 福 祉 班 
健 康 福 祉 班 
高 松 ホ ー ム 班 

農 政 班 
商 工 労 政 班 

土 木 班 
都 市 計 画 班 
水 道 班 
下 水 道 班 

病 院 班 

教 育 総 務 班 
学 校 教 育 班 
文 化 財 班 

支 援 班 
会 計 班 

総 務 部 

班員 

地 域 振 興 班 
市 民 福 祉 班 
産 業 建 設 班 

【本部長付】 

南相馬市消防団長 

南相馬警察署長 

南相馬消防署長 

地 域 振 興 班 
市 民 福 祉 班 
産 業 建 設 班 

本部員会議 
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●本部長及び副本部長 

部名 事務分掌 

本部長 

副本部長 

1.災害対策の総括及び指揮に関すること  

2.災害対策本部の設置・解散に関すること  

3.避難準備・勧告・指示の決定に関すること  

4.自衛隊の派遣要請の決定に関すること  

5.災害救助法の救助発動の要請に関すること  

6.広域応援要請の決定に関すること  

●災害対策本部事務局 

班名 事務分掌 

総括班 

(危機管理課) 

（被災者支援・定

住推進課） 

(総務課) 

(税務課) 

 

1.災害対策本部の庶務に関すること 

2.本部長の命令・指示等の伝達に関すること 

3.災害対策本部員会議の開催及び運営に関すること 

4.総合的な災害対策の調整に関すること 

5.避難区域の設定に関すること 

6.避難の準備情報提供、勧告、指示及び屋内での退避等安全確保措置の指示に関

すること 

7.土砂災害警戒情報の伝達に関すること 

8.消防団への出動要請に関すること 

9.県を通じた指定行政機関の長等への措置要請､自衛隊の部隊等の派遣要請に関

すること 

10.自衛隊の受入れ及び活動状況の把握に関すること 

11.J-ALERTシステム及び防災行政無線の管理、運用に関すること 

12.各部・各班の職員配備計画に関すること 

広報班 

(新ｴﾈﾙｷﾞｰ推進課) 

(秘書課) 

(情報政策課) 

1.市民に対する被害状況の広報(防災行政無線の運用含む)に関すること 

2.報道機関に対する広報に関すること 

3.市ホームページ、緊急情報等メールサービス、エリア放送（みなみそうまチャ

ンネル）等による災害情報の提供に関すること 

4.災害対策本部の活動状況や実施した災害対策等の記録に関すること 

5.近隣市町村及び他市町村の防災関係資料の収集・記録等に関すること 

6.生活支援情報、応急復旧情報の市民に対する広報に関すること 

情報収集班 

(環境回復推進課) 

 

1.被災情報の収集・提供体制の整備に関すること 

2.県総合情報通信ネットワークからの情報の受理及び伝達に関すること 

3.安否情報の収集・集約・提供に関すること 

4.被害状況の調査集計、総括に関すること 

5.生活支援情報、応急復旧情報等の取りまとめに関すること 

連絡調整班 

(企画課) 

1.国、県及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

2.受援に関すること  

3.災害時相互応援協定締結自治体、団体等との連絡調整に関すること 

4.市民及び報道機関からの苦情、問い合わせ等に関すること 

5.外国人等からの苦情、問い合わせ等に関すること 

6.電気、鉄道、ガス及び電話の被害状況把握に関すること 

7.公共交通機関等関係機関との連絡調整、道路交通状況の把握に関すること 

  



第1部 災害応急対策計画 

第1章 応急活動体制 

地震-6 

●共通事務 

各班 1.所管に関する被害調査、報告、復旧等の災害対策（ライフラインを除く） 

2.避難所の開設、運営支援 

3.遺体安置所の運営支援 

4.本部長の指示する事項 

① 総務部 

班名 事務分掌 

総務班 

財政班・税務班 

(総務課) 

(情報政策課) 

(財政課) 

(税務課) 

1.避難住民の輸送体制に関すること 

2.避難実施要領の作成及び避難住民の誘導等に関すること 

総務班 

(総務課) 

(情報政策課) 

1.職員の動員に関すること 

2.職員の厚生及び食料確保に関すること 

3.職員の健康管理に関すること 

4.国・県等に対する応援要請及び派遣職員等受入れに関すること 

5.災害対策本部員や職員のローテーション管理に関すること 

秘書班 

(秘書課) 

1.被害状況の写真撮影等、災害状況の記録・保存に関すること 

2.本部長及び副本部長の連絡調整に関すること 

3.視察者等の対応に関すること 

財政班 

(財政課) 

1.市庁舎及び市有財産（他班所管除く）の被害調査、報告及び応急対策に関する

こと 

2.各種応急対策に使用する資機材の調達の総括に関すること 

3.車両の管理及び配車並びに他輸送機関への協力要請等総合的な輸送対策に関

すること 

4.臨時電話の設置に関すること 

5.緊急通行車両の確認申請に関すること 

6.義えん金(被災者支援義援金は除く)受入れと配分に関すること 

7.災害応急対策費の予算措置及び契約に関すること 

税務班 

(税務課) 

1.被災者に対する市民税の減免等や税に関する総合相談に関すること 

2.自主防災組織等への連絡調整に関すること 

3.住家被害認定調査に関すること 

4.罹災証明の発行及び罹災台帳の作成に関すること 

② 市民生活部 

班名 事務分掌 

生活環境班 

市民班 

(生活環境課) 

(市民課) 

1.応急救助のための食料品類及び生活必需品等（燃料含む）の確保・調達に関す

ること 

生活環境班 

(生活環境課) 

1.塵芥及びし尿処理に関すること 

2.仮設トイレの設置に関すること 

3.愛玩動物等の保護等に関すること 

4.生活支援情報、応急復旧情報等の総括に関すること 
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5.災害廃棄物等の処理に関すること 

6.廃棄物及びし尿収集運搬業者との連絡調整に関すること 

7.仮設トイレの管理に関すること 

8.遺体の収容、一時保存、処理及び埋葬に関すること 

9.被災家屋の解体の代行に関すること 

市民班 

(市民課)  

1.市民からの問い合わせ等に関すること 

2.外国人の安否情報の収集等に関すること 

3.被災証明の発行及び被災者台帳の作成に関すること 

4.市民相談窓口の開設及び運営に関すること 

5.管理施設における被害調査、報告及び応急復旧に関すること 

6.被災者に対する国民健康保険税の減免及び徴収猶予に関すること 

生涯学習班 

(生涯学習課) 

（スポーツ推進

課） 

1.地区防災拠点施設の開設及び運営に関すること 

2.避難施設の開設及び運営に関すること 

3.地区住民に対する広報に関すること 

4.各行政区への連絡調整に関すること 

5.社会教育施設及びスポーツ施設の来館者等の避難誘導に関すること 

6.社会教育及びスポーツ関係団体等との連絡調整に関すること 

③ 健康福祉部 

班名 事務分掌 

社会福祉班 

健康福祉班 

(社会福祉課) 

(長寿福祉課) 

(子育て支援課) 

(健康づくり課) 

1.避難行動要支援者への情報伝達、避難誘導及び救護に関すること 

社会福祉班 

(社会福祉課) 

(子育て支援課) 

1.避難施設開設の状況及び集計に関すること 

2.避難施設運営の総括に関すること 

3.市社会福祉協議会、日本赤十字社等との連絡調整に関すること 

4.罹災者に対する援護対策に関すること 

5.ボランティアの派遣に関すること 

6.被災者の罹災台帳に関すること 

7.罹災世帯への見舞金支給及び義援金の配分に関すること 

健康福祉班 

(長寿福祉課) 

(健康づくり課) 

1.防疫活動の総合調整に関すること 

2.各区における防疫、住民の健康維持、保健衛生及び精神衛生管理に関すること 

3.医療救護本部の設置に関すること 

4.医療救護所の開設及び運営に関すること 

5.民間協力団体に対する医療救護活動の要請に関すること 

6.被災者に対する介護保険料の減免及び徴収猶予に関すること 

7.浸水家屋の消毒に関すること 

8.被災者の健康支援に関すること 

9.健康支援のための窓口設置に関すること 

10.被災者の心のケアに関すること 

高松ホーム班 

(高松ホーム) 

1.入所者の避難誘導に関すること 
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④ 経済部 

班名 事務分掌 

農政班 

商工労政班 

(農政課) 

(農林整備課) 

(商工労政課) 

(観光交流課) 

1.救援物資の受入れ、管理、備蓄物資の配分等に関すること 

農政班 

(農政課) 

(農林整備課) 

1.農林水産関連施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.農作物、林産物及び水産物の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

3.ダム施設の被害調査並びに報告に関すること 

4.農林業被害の応急対策に関すること 

5.農林水産業関係団体との連絡調整に関すること 

6.米穀の調達に関すること 

7.家畜の防疫に関すること 

8.被災農家に対する融資等に関すること 

9.家畜の防疫及び死亡獣畜処理等に関すること 

10.応急復旧資材等の調達に関すること 

商工労政班 

(商工労政課) 

(観光交流課) 

1.観光客に対する情報の提供及び観光施設管理者との連絡調整に関すること 

2.危険物等の二次災害の防止のための応急対策活動に関すること 

3.企業等との連絡調整に関すること 

4.被害事業者に対する融資等に関すること 

5.滞留者対策に関すること 

⑤ 建設部 

班名 事務分掌 

土木班 

(土木課) 

1.道路、河川、公共土木施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.水防活動に関すること 

3.地すべり等土砂災害の応急対策に関すること 

4.交通規制、代替道路等の確保に関すること 

5.土木資機材等の調達に関すること 

6.交通規制に係る連絡調整等に関すること 

7.市街地等の被害状況調査、報告及び応急対策に関すること 

8.土砂災害危険地域の点検と情報収集について 

9.土木関係施設の被害集計及び応急対策の総括に関すること 

10.下水道区域内排水路の応急対策に関すること 

都市計画班 

(都市計画課) 

(建築住宅課) 

 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2.所管施設を避難施設として利用する場合の受入調整に関すること 

3.緊急を要する仮設住宅の整備に関すること 

4.住宅被害収集の協力に関すること 

5.仮設住宅及び部所管施設の応急復旧に係る資機材の調達に関すること 

6.ヘリポートの確保・運用に関すること 

7.市庁舎等市有財産の応急復旧に関すること 

8.市営住宅に関すること 

9.公園の保全に関すること 
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10.避難施設の改善に関すること 

11.用地の確保、土地の使用・提供等に関する調査及び体制に関すること 

12.応急仮設住宅の整備・運営に関すること 

13.建築物応急危険度判定に関すること 

14.建築相談の実施に関すること 

15.建築の制限、緩和等に関すること 

水道班 

(水道課) 

1.所管施設の被害調査（工業用水道施設・消火栓を含む）、報告及び応急対策に

関すること 

2.水源の調査及び水質の確保に関すること 

3.応急配水管及び仮設給水管設置に関すること 

4.被災地域への応急給水に関すること 

5.断水等の広報に関すること 

下水道班 

(下水道班) 

 

1.所管施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.仮設トイレの設置に係る監督業務に関すること 

3.下水道施設の被災状況等の広報に関すること 

⑥ 病院部 

班名 事務分掌 

病院班 

(市立総合病院) 

(小高病院) 

1.所管施設における被害調査、報告及び応急復旧に関すること 

2.入院患者及び外来患者の避難誘導に関すること 

3.医療救護班の編成と医療救護所の開設及び運営に関すること 

4.医療救護本部への協力に関すること 

5.医療救護班の編成及び医療救護所における医療及び助産の措置に関すること 

6.医薬品の管理、配分及び調整に関すること 

⑦ 教育部 

班名 事務分掌 

教育総務班 

(教育総務課) 

1.避難施設の開設及び運営に関すること 

2.学校教育施設の応急復旧に関すること 

3.災害時における教育行政の総合調整に関すること 

4.教育委員会所管施設の被害状況集計及び総括に関すること 

5.避難施設運営の協力に関すること 

学校教育班 

(学校教育課) 

(幼児教育課) 

1.教職員の動員に関すること 

2.園児・児童・生徒の避難誘導及び応急対策等に関すること 

3.被災園児・児童・生徒の状況把握及び援護に関すること 

4.各園・各学校の連絡調整に関すること 

5.炊出しに関すること 

6.応急教育・保育に関すること 

7.被災児童・生徒に対する学用品の支給に関すること 

8.幼児、児童・生徒の健康管理に関すること 

9.被災者に対する保育料の減免及び徴収猶予に関すること 

文化財班 

(文化財課) 

(中央図書館) 

1.文化財の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

3.文化財の復旧に関すること 
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⑧ 活動支援部 

班名 事務分掌 

支援班 

(議会事務局) 

(選管事務局) 

(監査事務局) 

(農委事務局) 

1.市議会及び行政委員会との連絡調整に関すること 

2.市議会災害対策支援本部に関すること 

会計班 

(会計課) 

1.現金及び物品の出納及び保管に関すること 

⑨ 各区対策部の事務分掌 

班名 事務分掌 

地域振興班 

(地域振興課) 

1.職員の動員に関すること 

2.行政区への連絡調整に関すること 

3.区対策部員や職員のローテーション管理に関すること 

4.区対策部の庶務に関すること 

5.職員の厚生・食料確保に関すること 

6.区役所庁舎における被害調査、報告及び応急復旧に関すること 

7.南相馬警察署、小高分署及び鹿島分署との連携に関すること 

8.写真等による被災情報の記録・収集等に関すること 

9.区対策部内の連絡調整に関すること 

市民福祉班 

(市民福祉課) 

1.安否情報の収集・提供に関すること 

2.被災者の捜索及び救出に関すること 

3.災害時における環境衛生、環境汚染の防止に関すること 

産業建設班 

(産業建設課) 

1.所管施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.道路、河川、公共土木施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

3.市営住宅の応急修理に関すること 

4.公園の保全に関すること 

5.市街地等の被害状況調査、報告及び応急対策に関すること 

6.ライフライン(電気、ガス及び電話)の確保に関すること 

7.関係団体等との情報連絡及び調整に関すること 

8.経済団体及び商工会との連絡調整に関すること 

9.観光客に対する情報の提供及び観光施設管理者との連絡調整に関すること 

10.水防活動に関すること 

11.土木資機材等の調達に関すること 
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第２章 情報の収集・伝達 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 災害情報の収集・伝

達  
総括班、情報収集班、各班 

福島地方気象台、相馬地方広

域消防本部（南相馬消防署、

小高分署、鹿島分署）、県、

南相馬警察署 

第２節 通信の確保 総括班、広報班、情報収集班  

第３節 広報・広聴活動 

広報班、情報収集班、連絡調整

班、市民班、生涯学習班、市民

福祉班 

 

第１節 災害情報の収集・伝達 

第１ 地震情報の収集・伝達 

１ 地震情報 

気象庁から発表される地震情報は、次のとおりである。 

なお、本市の震度の地域名称及び震央地名は、「福島県浜通り」である。 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 ・震度3以上 

地震発生約1分半後に、震度3以上を観測した地

域名（全国を188地域に区分）と地震の揺れの発

現時刻を速報 

震源に関する情

報 

・震度3以上 

（津波警報等を発表した

場合は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）を発表 

「津波の心配がない」又は「若干の海面変動があ

るかもしれないが被害の心配はない」旨を付加 

震源・震度に関す

る情報 

以下のいずれかを満たし

た場合 

・震度3以上 

・津波警報等発表時 

・若干の海面変動が予想さ

れる場合 

・緊急地震速報（警報）を

発表した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）、震度3以上の地域名と市町村名を発表 

震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地域がある場合は、その市町村名を発表 

各地の震度に関

する情報 
・震度１以上 

震度1以上を観測した地点のほか、地震の発生場

所（震源）やその規模（マグニチュード）を発表 

震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地域がある場合は、その地点名を発表 

その他の情報 

・顕著な地震の震源要素を

更新した場合や地震が

多発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が

多発した場合の震度1以上を観測した地震回数情

報等を発表 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 

観測した各地の震度データをもとに、1km四方ご

とに推計した震度（震度4以上）を図情報として

発表 

遠地地震に関す

る情報 

国外で発生した地震につ

いて以下のいずれかを満

たした場合等 

・マグニチュード7.0以上 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を概ね30分以内に発表 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して

発表 
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・都市部など著しい被害が

発生する可能性がある

地域で規模の大きな地

震を観測した場合 

２ 緊急地震速報 

気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される地域に対し、

緊急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ・ラジオを通じて住民

に提供する。 

なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地震動特別警報に位置づけ

られる。 

３ その他 

福島地方気象台は、福島県に福島県内で震度４以上の揺れを観測したときなどに防災等に係

る活動の利用に資するよう地震の概要を地震解説資料として発表する。 

４ 福島県震度情報ネットワークシステムの情報 

県内の全市町村に設置した震度計による情報が、県総合情報通信ネットワークのファクシミ

リ蓄積システムにより市、消防本部、地方振興局等に送信される。 

第２ 地震情報の伝達 

地震情報の伝達系統は、次のとおりである。 

市は、住民に対し、防災行政無線、緊急情報メール等で伝達する。 

 

防災情報提供システム 

気象庁 

福島地方気象台 福島県警本部 

福島県（危機管理総室） 

消防庁 

ＮＨＫ福島放送局 

南相馬市 

警察署 
福島県 
地方振興局 
建設事務所 

その他出先機関 

交番 
派出所 
駐在所 

住民 

その他放送局 

アデスオンライン 

気象通報系 

防災情報提供

システム 

Jアラート 

防災行政無線 

緊急情報メール 

広報車 

（必要に応じ）

仙台管区気象台

テレビ、ラジオ等 

消防本部 
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第３ 被害情報の収集・伝達 

一般災害対策編 第１部第２章第１節を準用する。 

第２節 通信の確保 
一般災害対策編 第１部第２章第２節を準用する。 

第３節 広報・広聴活動 
一般災害対策編 第１部第２章第３節を準用する。 
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第３章 応援の要請 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 行政機関等への応援

要請 
総括班、連絡調整班 

相馬地方広域消防本部（南相

馬消防署、小高分署、鹿島分

署）、相馬市消防団 

第２節 自衛隊の災害派遣要

請  
総括班、連絡調整班  

第１節 行政機関等への応援要請 
一般災害対策編 第１部第３章第１節を準用する。 

第２節 自衛隊の災害派遣要請 
一般災害対策編 第１部第３章第２節を準用する。 
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第４章 消火及び救助・救急活動 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 消火活動 総括班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署）、南相

馬市消防団 

第２節 救助・救急活動 総括班、市民福祉班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署）、南相

馬市消防団 

第１節 消火活動 
一般災害対策編 第１部第５章第１節を準用する。 

第２節 救助・救急活動 
一般災害対策編 第１部第５章第１節を準用する。 
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第５章 避難対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 避難活動 

総括班、広報班、総務班、財政

班、税務班、市民班、社会福祉

班、健康福祉班、高松ホーム班、

市民福祉班 

 

第２節 緊急避難場所・避難

所の設置・運営 

総括班、生涯学習班、社会福祉

班、健康福祉班、教育総務班 
 

第３節 帰宅困難者対策 商工労政班  

第１節 避難活動 
地震発生時の避難活動は、次を基本とする。 

（１）地震発生直後に家族、住家、地域等の被害を確認する。（津波注意報・警報の発表

の場合を除く） 

（２）安全が確認された場合は、できるだけ自宅での生活を継続する。 

（３）住家の被災、延焼火災の発生、土砂災害警戒区域等で異常発見等の場合は、緊急避

難場所に避難する。 

（４）（３）の危険が解消した場合は、できるだけ自宅での生活を継続する。 

（５）住家が被災した場合や、引き続き土砂災害等への警戒が必要な場合は、避難所を開

設し収容する。 

 

その他は、一般災害対策編 第１部第６章第１節を準用する。 

第２節 緊急避難場所・避難所の設置・運営 
一般災害対策編 第１部第６章第２節を準用する。 

緊急避難場所 

家族・地域等の安全確認 
・自宅が被災 
・延焼火災のおそれ 
・土砂災害等の危険 

避難所 

・自宅が被災（居住困難） 
・土砂災害等の警戒が必要 

自宅で生活を継続 

危険が解消、自
宅に被害なし 

社会福祉施設への緊
急入所・福祉避難所 

避難所で生活困難な要配慮者 

【避難活動の流れ】 

・自宅に被害なし 
・地域の安全を確認 
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第３節 帰宅困難者対策 
一般災害対策編 第１部第６章第３節を準用する。 
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第６章 医療（助産）救護活動 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 医療救護体制の確保 
健康福祉班、病院

班 

相馬郡医師会、南相馬市歯科医師会、南相

馬市薬剤師会、福島県柔道整復師会、相馬

地方広域消防本部（南相馬消防署、小高分

署、鹿島分署）、相双保健福祉事務所 

第２節 医療救護活動 
健康福祉班、病院

班 

相馬郡医師会、南相馬市歯科医師会、南相

馬市薬剤師会、福島県柔道整復師会、相馬

地方広域消防本部（南相馬消防署、小高分

署、鹿島分署）、相双保健福祉事務所 

第１節 医療救護体制の確保 
一般災害対策編 第１部第７章第１節を準用する。 

第２節 医療救護活動 
一般災害対策編 第１部第７章第２節を準用する。 
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第７章 飲料水・食料・生活必需品等の供給 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 飲料水の供給 水道班  

第２節 食料の供給 生活環境班、市民班、農政班、

商工労務班 

 

第３節 生活必需品の供給 生活環境班、市民班、農政班、

商工労務班 

 

第４節 物資の受入れ 農政班、商工労務班  

第１節 飲料水の供給 
一般災害対策編 第１部第８章第１節を準用する。 

第２節 食料の供給 
一般災害対策編 第１部第８章第２節を準用する。 

第３節 生活必需品の供給 
一般災害対策編 第１部第８章第３節を準用する。 

第４節 物資の受入れ 
一般災害対策編 第１部第８章第４節を準用する。 
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第８章 緊急輸送対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 緊急輸送路等の確保 
土木班、都市計画班、産業建設

班 

相双建設事務所、磐城国道事

務所 

第２節 緊急輸送活動 財政班  

第１節 緊急輸送路等の確保 
一般災害対策編 第１部第９章第１節を準用する。 

第２節 緊急輸送活動 
一般災害対策編 第１部第９章第２節を準用する。 
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第９章 警備活動 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 災害警備活動  南相馬警察署 

第２節 交通規制措置  南相馬警察署 

第３節 海上警備活動等  福島海上保安部 

第１節 災害警備活動 
一般災害対策編 第１部第10章第１節を準用する。 

第２節 交通規制措置 
一般災害対策編 第１部第10章第２節を準用する。 

第３節 海上警備活動等 
一般災害対策編 第１部第10章第３節を準用する。 
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第10章 障害物の除去及び災害廃棄物等の処理 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 障害物の除去 土木班、産業建設班 

相双建設事務所、磐城国道事

務所、福島海上保安部、相馬

双葉漁業協同組合 

第２節 災害廃棄物の処理 生活環境班、市民福祉班  

第３節 し尿の処理 生活環境班、下水道班、市民福

祉班 
 

第１節 障害物の除去 
一般災害対策編 第１部第11章第１節を準用する。 

第２節 災害廃棄物の処理 
一般災害対策編 第１部第11章第２節を準用する。 

第３節 し尿の処理 
一般災害対策編 第１部第11章第３節を準用する。 
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第11章 防疫及び保健衛生 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 防疫 健康福祉班、市民福祉班 
相双保健福祉事務所、相馬郡

医師会、南相馬市歯科医師会 

第２節 保健活動 生活環境班、健康福祉班 
相双保健福祉事務所、相馬郡

医師会 

第１節 防疫 
一般災害対策編 第１部第12章第１節を準用する。 

第２節 保健活動 
一般災害対策編 第１部第12章第２節を準用する。 
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第12章 応急住宅対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 危険度判定 都市計画班  

第２節 応急仮設住宅等の供

与 
都市計画班  

第３節 住家の被害認定調査 
税務班、市民班、社会福祉

班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署） 

第１節 危険度判定 

第１ 被災建築物の応急危険度判定 

市は、被災した建築物について、余震等による倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止

するため、被災建築物の応急危険度判定を実施する。 

１ 判定実施体制 

市は、実施本部を設置し、判定実施区域、判定実施順位等の検討・決定、判定実施計画の策

定、判断士の確保、必要な資機材の準備を行う。 

また、県及び相互応援協定等に基づいて応急危険度判定士の派遣、判定資機材の提供を要請

する。 

２ 判定の実施 

危険度判定は、病院、避難場所・避難所、市役所・区役所等の防災拠点施設を優先的に行い、

次いで一般住宅の順で実施する。判定作業は、「被災建築物応急危険度判定マニュアル」(財団

法人日本建築防災協会）に基づき、目視点検により行う。 

判定の結果は、「危険」「要注意」「調査済」に区分し、建物の入口にその結果を色紙で表示す

る。 

第２ 被災宅地の危険度判定 

市は、被災した宅地の二次災害を軽減、防止し、住民民等の安全を図るために被災宅地や土砂

災害危険箇所などの危険度判定を行う。 

１ 判定実施体制 

市は、県を通じて被災宅地危険度判定士の確保を要請する。 

２ 判定の実施 

判定は、「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」（被災宅地危険度判定連絡協議会）等に

基づき行い、判定結果を「危険宅地」「要危険宅地」「調査済宅地」に区分して表示する。 

危険宅地と判定した場合は、住民に周知するとともに、避難勧告・指示（緊急）、危険区域へ

の立入制限措置を実施する。 

第２節 応急仮設住宅等の供与 
一般災害対策編 第１部第13章第１節を準用する。 
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第３節 住家の被害認調査 
一般災害対策編 第１部第13章第２節を準用する。 

 



第1部 災害応急対策計画 

第13章 遺体対策 

地震-26 

第13章 遺体対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 遺体の捜索 市民班、市民福祉班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署）、南相

馬警察署、南相馬市消防団、福島

海上保安部 

第２節 遺体の収容及び遺体

対策 
生活環境班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署）、南相

馬警察署、南相馬市消防団、相馬

郡医師会、南相馬市歯科医師会 

第３節 遺体の火・埋葬 生活環境班  

第１節 遺体の捜索 
一般災害対策編 第１部第14章第１節を準用する。 

第２節 遺体の収容及び遺体対策 
一般災害対策編 第１部第14章第２節を準用する。 

第３節 遺体の火・埋葬 
一般災害対策編 第１部第14章第３節を準用する。 
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第14章 生活関連施設の応急対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 上水道施設の応急対

策 
水道班  

第２節 下水道施設の応急対

策 
下水道班  

第３節 電力供給施設の応急

対策 
 東北電力（株） 

第４節 ガス供給施設の応急

対策 
 相馬ガス（株） 

第５節 通信施設の応急対策  東日本電信電話（株） 

第１節 上水道施設の応急対策 
一般災害対策編 第１部第15章第１節を準用する。 

第２節 下水道施設の応急対策 
一般災害対策編 第１部第15章第２節を準用する。 

第３節 電力供給施設の応急対策 
一般災害対策編 第１部第15章第３節を準用する。 

第４節 ガス供給施設の応急対策 
一般災害対策編 第１部第15章第４節を準用する。 

第５節 通信施設の応急対策 
一般災害対策編 第１部第15章第５節を準用する。 
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第15章 文教対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 小中学校の応急対策 教育総務班、学校教育班  

第２節 幼稚園・保育園の応

急対策 
学校教育班 

 

第３節 文化財の応急対策 文化財班  

第１節 小中学校の応急対策 
校長は、地震発生後に児童生徒の安全を確認するとともに、地震情報や市内の被害発生等の情

報を収集し、情報を保護者等へ伝達する。 

学区内に被害が発生し、下校の安全が確保できない場合は、学校において保護者等に引き渡す。 

学校周辺での延焼火災等により学校が危険な場合は、安全な避難場所に誘導する。 

放課後児童クラブの活動中の地震の場合は、児童クラブの責任者が同様の措置をとる。 

その他については、一般災害対策編 第２部第16章第１節を準用する。 

第２節 幼稚園・保育園の応急対策 
園長は、地震発生後に園児の安全を確認するとともに、地震情報や市内の被害発生等の情報を

収集し、情報を保護者等へ伝達する。園児は基本的に園内で保護し、保護者等に引き渡す。 

幼稚園周辺での延焼火災等により危険な場合は、安全な避難場所に誘導する。 

その他については、一般災害対策編 第２部第16章第２節を準用する。 

第３節 文化財の応急対策 
一般災害対策編 第１部第16章第３節を準用する。 
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第16章 要配慮者対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 要配慮者対策 社会福祉班、健康福祉班、高松

ホーム班 
南相馬市社会福祉協議会 

第２節 児童対策 社会福祉班、健康福祉班、学校

教育班 
 

第３節 外国人対策 連絡調整班、市民班  

第１節 要配慮者対策 
一般災害対策編 第１部第17章第１節を準用する。 

第２節 児童対策 
一般災害対策編 第１部第17章第２節を準用する。 

第３節 外国人対策 
一般災害対策編 第１部第17章第３節を準用する。 
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第17章 ボランティアとの連携 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 ボランティアの受入

れ 
社会福祉班 南相馬市社会福祉協議会 

第２節 ボランティア活動 要配慮者班 南相馬市社会福祉協議会 

第１節 ボランティアの受入れ 
一般災害対策編 第１部第18章第１節を準用する。 

第２節 ボランティア活動 
一般災害対策編 第１部第18章第２節を準用する。 
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第18章 危険物施設等の応急対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 危険物施設応急対策  相馬地方広域消防本部（南相馬消防署、

小高分署、鹿島分署）、取扱事業者 

第２節 火薬類施設応急対策  相馬地方広域消防本部（南相馬消防署、

小高分署、鹿島分署）、取扱事業者 

第３節 高圧ガス施設応急対

策 

 相馬地方広域消防本部（南相馬消防署、

小高分署、鹿島分署）、取扱事業者 

第４節 毒物劇物施設応急対

対策 

 相馬地方広域消防本部（南相馬消防署、

小高分署、鹿島分署）、取扱事業者 

第１節 危険物施設応急対策 
一般災害対策編 第１部第19章第１節を準用する。 

第２節 火薬類施設応急対策 
一般災害対策編 第１部第19章第２節を準用する。 

第３節 高圧ガス施設応急対策 
一般災害対策編 第１部第19章第３節を準用する。 

第４節 毒物劇物施設応急対策 
一般災害対策編 第１部第19章第４節を準用する。 
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第19章 災害救助法の適用 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 災害救助法の適用 総括班  

第２節 救助の種類等   

第１節 災害救助法の適用 
一般災害対策編 第１部第20章第１節を準用する。 

第２節 救助の種類等 
一般災害対策編 第１部第20章第２節を準用する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 災害復旧計画 
  



 

 

 



第2部 災害復旧計画 

第1章 施設の復旧対策 

地震-33 

第１章 施設の復旧対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 災害復旧事業計画の

作成 
各班 

 

第２節 災害復旧事業に伴う

財政援助及び助成計画の作

成 

各班 

 

第３節 激甚災害の指定 各班  

第４節 災害復旧事業の実施 各班  

第１節 災害復旧事業計画の作成 
一般災害対策編 第２部第１章第１節を準用する。 

第２節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 
一般災害対策編 第２部第１章第２節を準用する。 

第３節 激甚災害の指定 
一般災害対策編 第２部第１章第３節を準用する。 

第４節 災害復旧事業の実施 
一般災害対策編 第２部第１章第４節を準用する。 

 

 



第2部 災害復旧計画 

第2章 被災地の生活安定 

地震-34 

第２章 被災地の生活安定 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 被災者の支援 
財政班、税務班、市民班、社会

福祉班、健康福祉班 

県、日本郵便（株）、県社会

福祉協議会、福島労働局、相

双公共職業安定所 

第２節 事業者への支援 
農政班、商工労政班、産業建設

班 
県、県信用保証協会 

第３節 被災者台帳の作成 市民班  

第１節 被災者の支援 
一般災害対策編 第２部第２章第１節を準用する。 

第２節 事業者への支援 
一般災害対策編 第２部第２章第２節を準用する。 

第３節 被災者台帳の作成 
一般災害対策編 第２部第２章第３節を準用する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南相馬市地域防災計画 

【津波災害対策編】 

（素案） 
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第1章 応急活動体制 

津波-1 

第１章 応急活動体制 

第１節 動員配備 

第１ 配備体制の確立 

１ 配備体制 

市の配備体制は、次のとおりである。 

配備体制

[本部] 
配備基準 組織 配備要員 

警戒配備

体制 

・津波予報区の「福島県」に津波注

意報が発表されたとき 

・市長が必要と認めたとき 

○本部長：市長 

○本部員：各部長 

○事務局：総括班、広報班、情報

収集班、連絡調整班 

※災対本部の組織を準用 

財政班 

生涯学習班 

社会福祉班 

健康福祉班 

土木班 

区対策部 

※災対本部の

組織を準用 

第一非常

配備体制 

[災害対策

本部] 

・津波予報区の「福島県」に津波警

報が発表されたとき 

・市長が必要と認めたとき 

○本部長：市長 

○本部員：各部長 

○本部付：消防署長、消防団長、

警察署長 

○本部事務局：総括班、広報班、

情報収集班、連絡調整班 

各班で定め

る。 

第二非常

配備体制 

[災害対策

本部] 

・津波予報区の「福島県」に大津波

警報が発表されたとき 

・大規模な災害が発生した場合 

・市長が必要と認めたとき 

○本部長：市長 

○本部員：各部長 

○本部付：消防署長、消防団長、

警察署長 

○本部事務局：総括班、広報班、

情報収集班、連絡調整班 

各班で定め

る。 

２ 配備の決定 

津波情報による自動配備を基本とする。 

その他、災害警戒本部、災害対策本部で検討し市長が決定する。 

第２ 動員 

１ 動員の方法 

（１）勤務時間内 

勤務時間内は、庁内放送及び電話連絡等により、総務課が部長、課長に配備体制の伝達

を行う。 

各部長、課長は、この情報に基づき、必要な職員の動員・配備を行う。 
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（２）勤務時間外 

津波注意報・警報による自動参集とする。 

２ 参集場所 

勤務時間内及び勤務時間外ともに、参集場所は各自の勤務場所又は指定場所とする。参集し

た職員は、所属単位に事務局に参集報告を行う。 

第２節 活動体制 

第１ 警戒配備体制 

副市長を本部長として、災害対策本部に準じた班を配備する。本部の運営は、災害対策本部に

準ずる。 

第２ 災害対策本部 

１ 災害対策本部の設置 

市長は、大規模な災害の発生するおそれがあり、又は災害が発生し、その対策を要する場合

は、災害対策本部を設置する。 

大津波警報が発表された場合は、自動的に設置する。 

２ 本部の設置場所 

災害対策本部は、本庁舎２階正庁に設置する。 

本庁舎が使用できない場合は、次の候補施設から災害状況等を勘案して移設場所を選定する。 

鹿島区役所、図書館、防災センター 

３ 災害対策本部の運営 

（１）指揮 

本部長は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。 

本部の設置及び指揮は、本部長の権限により行われるが、本部長の判断を仰ぐことがで

きない場合は、次の順によりその権限を委任したものとする。 

第１位 副市長   第２位 教育長  第３位 防災担当部長 

（２）災害対策本部員会議 

本部長は、災害情報を分析し、対策の基本方針を協議するため、本部員会議を開催する。

本部員会議は、本部長、副本部長、本部員で構成する。 

本部員が出席できない場合は、当該部の次席責任者が代理として出席する。 

本部員会議の協議事項は、次のとおりである。 

ア 災害対策本部の配備体制の決定、変更及び解散に関すること 

イ 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること 

ウ 避難勧告・指示等及び警戒区域の設定に関すること 

エ 県及び他の市町村への応援要請に関すること 

オ 自衛隊の災害派遣要請の要求、防災関係機関等に対する応援要請に関すること 
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カ 災害対策の調整に関すること 

キ その他重要な防災に関すること 

（３）災害対策本部設置の通知 

災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を県、警察署、消防本部（南相馬消防署、

小高分署、鹿島分署）、防災会議委員に通知するほか、Ｌアラート、市ホームページを通

じて公表する。 

（４）関係機関連絡室の設置 

災害対策本部を設置した場合、必要に応じて、関係機関連絡室のスペースを確保し、防

災関係機関の連絡員の派遣を求める。 

４ 本部機能等の維持 

（１）庁舎機能 

市は、庁舎建物及びライフライン機能の点検を行い、非常電源用の燃料確保、仮設トイ

レの設置等の本部機能を維持する。 

（２）災害対策要員の補給 

市は、災害対策要員の仮眠・休憩場所の確保、食料・飲料水・資機材等の供給を行う。 

５ 災害対策本部の解散 

本部長は、市域に災害の発生するおそれがなくなった場合、又は当該災害に係る応急対策

が概ね完了したと認められるときは、本部員会議を開催し、災害対策本部を解散する。 

第３ 災害対策本部の組織・事務分掌 

災害対策本部の組織及び事務分掌は、次のとおりである。 

 



第1章 応急活動体制 

津波-4 

●本部組織 

 

  

【本部長】 

市 長 

【本 部 員】 

部長級の職員 

【事務局長】 

防災担当部長 

【副事務局長】 

防災担当課長 

【事務局員】 

防災担当課 

各部班員 

【総括班】 
【広報班】 
【情報収集班】 

【連絡調整班】 

市 民 生 活 部 

健 康 福 祉 部 

経 済 部 

建 設 部 

病 院 部 

【副本部長】 

副市長 

教育長 

災害対策本部 
事務局 

教 育 部 

活 動 支 援 部 

小高区対策部 

鹿島区対策部 

総 務 班 
秘 書 班 
財 政 班 
税 務 班 

生 活 環 境 班 
市 民 班 
生 涯 学 習 班 

社 会 福 祉 班 
健 康 福 祉 班 
高 松 ホ ー ム 班 

農 政 班 
商 工 労 政 班 

土 木 班 
都 市 計 画 班 
水 道 班 
下 水 道 班 

病 院 班 

教 育 総 務 班 
学 校 教 育 班 
文 化 財 班 

支 援 班 
会 計 班 

総 務 部 

班員 

地 域 振 興 班 
市 民 福 祉 班 
産 業 建 設 班 

【本部長付】 

南相馬市消防団長 

南相馬警察署長 

南相馬消防署長 

地 域 振 興 班 
市 民 福 祉 班 
産 業 建 設 班 

本部員会議 
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●本部長及び副本部長 

部名 事務分掌 

本部長 

副本部長 

1.災害対策の総括及び指揮に関すること  

2.災害対策本部の設置・解散に関すること  

3.避難準備・勧告・指示の決定に関すること  

4.自衛隊の派遣要請の決定に関すること  

5.災害救助法の救助発動の要請に関すること  

6.広域応援要請の決定に関すること  

●災害対策本部事務局 

班名 事務分掌 

総括班 

(危機管理課) 

（被災者支援・定

住推進課） 

(総務課) 

(税務課) 

 

1.災害対策本部の庶務に関すること 

2.本部長の命令・指示等の伝達に関すること 

3.災害対策本部員会議の開催及び運営に関すること 

4.総合的な災害対策の調整に関すること 

5.避難区域の設定に関すること 

6.避難の準備情報提供、勧告、指示及び屋内での退避等安全確保措置の指示に関

すること 

7.土砂災害警戒情報の伝達に関すること 

8.消防団への出動要請に関すること 

9.県を通じた指定行政機関の長等への措置要請､自衛隊の部隊等の派遣要請に関

すること 

10.自衛隊の受入れ及び活動状況の把握に関すること 

11.J-ALERTシステム及び防災行政無線の管理、運用に関すること 

12.各部・各班の職員配備計画に関すること 

広報班 

(新ｴﾈﾙｷﾞｰ推進課) 

(秘書課) 

(情報政策課) 

1.市民に対する被害状況の広報(防災行政無線の運用含む)に関すること 

2.報道機関に対する広報に関すること 

3.市ホームページ、緊急情報等メールサービス、エリア放送（みなみそうまチャ

ンネル）等による災害情報の提供に関すること 

4.災害対策本部の活動状況や実施した災害対策等の記録に関すること 

5.近隣市町村及び他市町村の防災関係資料の収集・記録等に関すること 

6.生活支援情報、応急復旧情報の市民に対する広報に関すること 

情報収集班 

(環境回復推進課) 

 

1.被災情報の収集・提供体制の整備に関すること 

2.県総合情報通信ネットワークからの情報の受理及び伝達に関すること 

3.安否情報の収集・集約・提供に関すること 

4.被害状況の調査集計、総括に関すること 

5.生活支援情報、応急復旧情報等の取りまとめに関すること 

連絡調整班 

(企画課) 

1.国、県及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

2.受援に関すること  

3.災害時相互応援協定締結自治体、団体等との連絡調整に関すること 

4.市民及び報道機関からの苦情、問い合わせ等に関すること 

5.外国人等からの苦情、問い合わせ等に関すること 

6.電気、鉄道、ガス及び電話の被害状況把握に関すること 

7.公共交通機関等関係機関との連絡調整、道路交通状況の把握に関すること 
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●共通事務 

各班 1.所管に関する被害調査、報告、復旧等の災害対策（ライフラインを除く） 

2.避難所の開設、運営支援 

3.遺体安置所の運営支援 

4.本部長の指示する事項 

① 総務部 

班名 事務分掌 

総務班 

財政班・税務班 

(総務課) 

(情報政策課) 

(財政課) 

(税務課) 

1.避難住民の輸送体制に関すること 

2.避難実施要領の作成及び避難住民の誘導等に関すること 

総務班 

(総務課) 

(情報政策課) 

1.職員の動員に関すること 

2.職員の厚生及び食料確保に関すること 

3.職員の健康管理に関すること 

4.国・県等に対する応援要請及び派遣職員等受入れに関すること 

5.災害対策本部員や職員のローテーション管理に関すること 

秘書班 

(秘書課) 

1.被害状況の写真撮影等、災害状況の記録・保存に関すること 

2.本部長及び副本部長の連絡調整に関すること 

3.視察者等の対応に関すること 

財政班 

(財政課) 

1.市庁舎及び市有財産（他班所管除く）の被害調査、報告及び応急対策に関する

こと 

2.各種応急対策に使用する資機材の調達の総括に関すること 

3.車両の管理及び配車並びに他輸送機関への協力要請等総合的な輸送対策に関

すること 

4.臨時電話の設置に関すること 

5.緊急通行車両の確認申請に関すること 

6.義えん金(被災者支援義援金は除く)受入れと配分に関すること 

7.災害応急対策費の予算措置及び契約に関すること 

税務班 

(税務課) 

1.被災者に対する市民税の減免等や税に関する総合相談に関すること 

2.自主防災組織等への連絡調整に関すること 

3.住家被害認定調査に関すること 

4.罹災証明の発行及び罹災台帳の作成に関すること 

② 市民生活部 

班名 事務分掌 

生活環境班 

市民班 

(生活環境課) 

(市民課) 

1.応急救助のための食料品類及び生活必需品等（燃料含む）の確保・調達に関す

ること 

生活環境班 

(生活環境課) 

1.塵芥及びし尿処理に関すること 

2.仮設トイレの設置に関すること 

3.愛玩動物等の保護等に関すること 

4.生活支援情報、応急復旧情報等の総括に関すること 
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5.災害廃棄物等の処理に関すること 

6.廃棄物及びし尿収集運搬業者との連絡調整に関すること 

7.仮設トイレの管理に関すること 

8.遺体の収容、一時保存、処理及び埋葬に関すること 

9.被災家屋の解体の代行に関すること 

市民班 

(市民課)  

1.市民からの問い合わせ等に関すること 

2.外国人の安否情報の収集等に関すること 

3.被災証明の発行及び被災者台帳の作成に関すること 

4.市民相談窓口の開設及び運営に関すること 

5.管理施設における被害調査、報告及び応急復旧に関すること 

6.被災者に対する国民健康保険税の減免及び徴収猶予に関すること 

生涯学習班 

(生涯学習課) 

（スポーツ推進

課） 

1.地区防災拠点施設の開設及び運営に関すること 

2.避難施設の開設及び運営に関すること 

3.地区住民に対する広報に関すること 

4.各行政区への連絡調整に関すること 

5.社会教育施設及びスポーツ施設の来館者等の避難誘導に関すること 

6.社会教育及びスポーツ関係団体等との連絡調整に関すること 

③ 健康福祉部 

班名 事務分掌 

社会福祉班 

健康福祉班 

(社会福祉課) 

(長寿福祉課) 

(子育て支援課) 

(健康づくり課) 

1.避難行動要支援者への情報伝達、避難誘導及び救護に関すること 

社会福祉班 

(社会福祉課) 

(子育て支援課) 

1.避難施設開設の状況及び集計に関すること 

2.避難施設運営の総括に関すること 

3.市社会福祉協議会、日本赤十字社等との連絡調整に関すること 

4.罹災者に対する援護対策に関すること 

5.ボランティアの派遣に関すること 

6.被災者の罹災台帳に関すること 

7.罹災世帯への見舞金支給及び義援金の配分に関すること 

健康福祉班 

(長寿福祉課) 

(健康づくり課) 

1.防疫活動の総合調整に関すること 

2.各区における防疫、住民の健康維持、保健衛生及び精神衛生管理に関すること 

3.医療救護本部の設置に関すること 

4.医療救護所の開設及び運営に関すること 

5.民間協力団体に対する医療救護活動の要請に関すること 

6.被災者に対する介護保険料の減免及び徴収猶予に関すること 

7.浸水家屋の消毒に関すること 

8.被災者の健康支援に関すること 

9.健康支援のための窓口設置に関すること 

10.被災者の心のケアに関すること 

高松ホーム班 

(高松ホーム) 

1.入所者の避難誘導に関すること 
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④ 経済部 

班名 事務分掌 

農政班 

商工労政班 

(農政課) 

(農林整備課) 

(商工労政課) 

(観光交流課) 

1.救援物資の受入れ、管理、備蓄物資の配分等に関すること 

農政班 

(農政課) 

(農林整備課) 

1.農林水産関連施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.農作物、林産物及び水産物の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

3.ダム施設の被害調査並びに報告に関すること 

4.農林業被害の応急対策に関すること 

5.農林水産業関係団体との連絡調整に関すること 

6.米穀の調達に関すること 

7.家畜の防疫に関すること 

8.被災農家に対する融資等に関すること 

9.家畜の防疫及び死亡獣畜処理等に関すること 

10.応急復旧資材等の調達に関すること 

商工労政班 

(商工労政課) 

(観光交流課) 

1.観光客に対する情報の提供及び観光施設管理者との連絡調整に関すること 

2.危険物等の二次災害の防止のための応急対策活動に関すること 

3.企業等との連絡調整に関すること 

4.被害事業者に対する融資等に関すること 

5.滞留者対策に関すること 

⑤ 建設部 

班名 事務分掌 

土木班 

(土木課) 

1.道路、河川、公共土木施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.水防活動に関すること 

3.地すべり等土砂災害の応急対策に関すること 

4.交通規制、代替道路等の確保に関すること 

5.土木資機材等の調達に関すること 

6.交通規制に係る連絡調整等に関すること 

7.市街地等の被害状況調査、報告及び応急対策に関すること 

8.土砂災害危険地域の点検と情報収集について 

9.土木関係施設の被害集計及び応急対策の総括に関すること 

10.下水道区域内排水路の応急対策に関すること 

都市計画班 

(都市計画課) 

(建築住宅課) 

 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2.所管施設を避難施設として利用する場合の受入調整に関すること 

3.緊急を要する仮設住宅の整備に関すること 

4.住宅被害収集の協力に関すること 

5.仮設住宅及び部所管施設の応急復旧に係る資機材の調達に関すること 

6.ヘリポートの確保・運用に関すること 

7.市庁舎等市有財産の応急復旧に関すること 

8.市営住宅に関すること 

9.公園の保全に関すること 
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10.避難施設の改善に関すること 

11.用地の確保、土地の使用・提供等に関する調査及び体制に関すること 

12.応急仮設住宅の整備・運営に関すること 

13.建築物応急危険度判定に関すること 

14.建築相談の実施に関すること 

15.建築の制限、緩和等に関すること 

水道班 

(水道課) 

1.所管施設の被害調査（工業用水道施設・消火栓を含む）、報告及び応急対策に

関すること 

2.水源の調査及び水質の確保に関すること 

3.応急配水管及び仮設給水管設置に関すること 

4.被災地域への応急給水に関すること 

5.断水等の広報に関すること 

下水道班 

(下水道班) 

 

1.所管施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.仮設トイレの設置に係る監督業務に関すること 

3.下水道施設の被災状況等の広報に関すること 

⑥ 病院部 

班名 事務分掌 

病院班 

(市立総合病院) 

(小高病院) 

1.所管施設における被害調査、報告及び応急復旧に関すること 

2.入院患者及び外来患者の避難誘導に関すること 

3.医療救護班の編成と医療救護所の開設及び運営に関すること 

4.医療救護本部への協力に関すること 

5.医療救護班の編成及び医療救護所における医療及び助産の措置に関すること 

6.医薬品の管理、配分及び調整に関すること 

⑦ 教育部 

班名 事務分掌 

教育総務班 

(教育総務課) 

1.避難施設の開設及び運営に関すること 

2.学校教育施設の応急復旧に関すること 

3.災害時における教育行政の総合調整に関すること 

4.教育委員会所管施設の被害状況集計及び総括に関すること 

5.避難施設運営の協力に関すること 

学校教育班 

(学校教育課) 

(幼児教育課) 

1.教職員の動員に関すること 

2.園児・児童・生徒の避難誘導及び応急対策等に関すること 

3.被災園児・児童・生徒の状況把握及び援護に関すること 

4.各園・各学校の連絡調整に関すること 

5.炊出しに関すること 

6.応急教育・保育に関すること 

7.被災児童・生徒に対する学用品の支給に関すること 

8.幼児、児童・生徒の健康管理に関すること 

9.被災者に対する保育料の減免及び徴収猶予に関すること 

文化財班 

(文化財課) 

(中央図書館) 

1.文化財の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

3.文化財の復旧に関すること 
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⑧ 活動支援部 

班名 事務分掌 

支援班 

(議会事務局) 

(選管事務局) 

(監査事務局) 

(農委事務局) 

1.市議会及び行政委員会との連絡調整に関すること 

2.市議会災害対策支援本部に関すること 

会計班 

(会計課) 

1.現金及び物品の出納及び保管に関すること 

⑨ 各区対策部の事務分掌 

班名 事務分掌 

地域振興班 

(地域振興課) 

1.職員の動員に関すること 

2.行政区への連絡調整に関すること 

3.区対策部員や職員のローテーション管理に関すること 

4.区対策部の庶務に関すること 

5.職員の厚生・食料確保に関すること 

6.区役所庁舎における被害調査、報告及び応急復旧に関すること 

7.南相馬警察署、小高分署及び鹿島分署との連携に関すること 

8.写真等による被災情報の記録・収集等に関すること 

9.区対策部内の連絡調整に関すること 

市民福祉班 

(市民福祉課) 

1.安否情報の収集・提供に関すること 

2.被災者の捜索及び救出に関すること 

3.災害時における環境衛生、環境汚染の防止に関すること 

産業建設班 

(産業建設課) 

1.所管施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

2.道路、河川、公共土木施設の被害調査、報告及び応急対策に関すること 

3.市営住宅の応急修理に関すること 

4.公園の保全に関すること 

5.市街地等の被害状況調査、報告及び応急対策に関すること 

6.ライフライン(電気、ガス及び電話)の確保に関すること 

7.関係団体等との情報連絡及び調整に関すること 

8.経済団体及び商工会との連絡調整に関すること 

9.観光客に対する情報の提供及び観光施設管理者との連絡調整に関すること 

10.水防活動に関すること 

11.土木資機材等の調達に関すること 
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第２章 避難対策 

 

項目 市担当 関係機関 

第１節 災害情報の収集・伝

達  
総括班、情報収集班 

福島地方気象台、相馬地方消防本

部（南相馬消防署、小高分署、鹿

島分署）、南相馬警察署 

第２節 避難活動 

総括班、広報班、生涯学

習班、社会福祉班、健康

福祉班、土木班、教育総

務班、市民福祉班 

相馬地方広域消防本部（南相馬消

防署、小高分署、鹿島分署）、相馬

市消防団、相双建設事務所、南相

馬警察署、磐城国道事務所、東日

本旅客鉄道（株） 

※避難活動後の避難生活及び各種災害応急対策、災害復旧については、一般災害対策編に準ずる

ものとする。 

第１節 災害情報の収集・伝達 

第１ 津波情報の収集・伝達 

１ 津波警報・注意報 

気象庁から発表される津波警報・注意報は、次のとおりである。本市が属する津波予報区は、

「福島県」である。 

なお、大津波警報は、特別警報に位置付けられている。 

種類 発表基準 

発表される津波の高さ 

数値での発表 

（津波の高さ予想の区分） 

巨大地震

の場合の

発表 

大津波 

警報 

予想される津波の高さが高いとこ

ろで3ｍを超える場合 

10ｍ超 

(10ｍ＜予想高さ) 

巨大 
10ｍ 

(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ) 

5ｍ 

(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ) 

津波 

警報 

予想される津波の高さが高いとこ

ろで1ｍを超え、3ｍ以下の場合 

3ｍ 

(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ) 
高い 

津波 

注意報 

予想される津波の高さが高いとこ

ろで0.2ｍ以上、1ｍ以下の場合で

あって、津波による災害のおそれ

がある場合 

1ｍ 

(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ) 

（表記し

ない） 

２ 津波情報 

気象庁は、津波警報・注意報を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の

高さなどを津波情報で発表する。 

種類 内容 

津波到達予想時刻・予想される

津波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津

波の高さ（発表内容は津波警報・注意報の種類の表に

記載）を発表 
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各地の満潮時刻・津波到達予想

時刻に関する情報 
主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表 

沖合の津波観測に関する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ及び沖合の観測値

から推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津

波予報区単位で発表 

３ 津波予報 

気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波

予報で発表する。 

発表される場合 内容 

津波が予想されないとき 津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表 

0.2ｍ未満の海面変動が予想さ

れたとき 

高いところでも 0.2ｍ未満の海面変動のため被害の

心配はなく、特段の防災対応の必要がない旨を発表 

津波注意報解除後も海面変動

が継続するとき 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続す

る可能性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水

浴などに際しては十分な留意が必要である旨を発表 

第２ 津波情報の伝達 

津波情報の伝達系統は、次のとおりである。 

市は、住民に対し、防災行政無線、緊急情報メール等で伝達する。 

 

防災情報提供システム 

気象庁 

福島地方気象台 福島県警本部 

福島県（危機管理総室） 

消防庁 

ＮＨＫ福島放送局 

南相馬市 

警察署 
福島県 
地方振興局 
建設事務所 

その他出先機関 

交番 
派出所 
駐在所 

住民 

その他放送局 

アデスオンライン 

気象通報系 

防災情報提供

システム 

Jアラート 

防災行政無線 

緊急情報メール 

広報車 

（必要に応じ）

仙台管区気象台

消防本部 
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第２節 避難活動 

第１ 津波の警戒 

１ 津波の警戒体制 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び消防団は、津波注意報・警報が発表さ

れた場合、次の警戒体制をとる。 

発表区分 警戒区域 区 警戒担当 
通報及び連絡

者 
巡視者及び連絡者 

注意報 
津波危険区域

一円 
全区 消防署 消防署員 消防署員 

警 報 

村上海岸 

小高区 
小高区団 

第3分団 

小高区団 

第3分団長 
区団第3分団各部部長 角部内海岸 

浦尻海岸 

南右田海岸 
鹿島区 

鹿島区団 

第1・2分団 

鹿島区団 

第1・2分団長 

区団第1分団第2部部長 

烏崎地区海岸 区団第2分団第6部部長 

渋佐海岸 

原町区 

原町区団 

第1分団 

原町区団 

第1分団長 
区団第1分団第6部部長 

萱浜海岸 原町区団 

第3分団 

原町区団 

第3分団長 

区団第3分団第3部部長 

小沢海岸 区団第3分団第9部部長 

北泉海岸 
原町区団 

第4分団 

原町区団 

第4分団長 
区団第4分団第1部部長 

２ 津波警戒の呼びかけ 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び消防団は、担当区域において広報車や

拡声器等により、海岸付近にいる人やドライバーに津波の警戒及び避難を呼びかける。 

市は、防災行政無線屋外拡声器や緊急情報メールで、津波の警戒や危険区域からの避難を広

報する。 

３ 水門等の操作 

市及び消防団は、津波注意報・警報が発表された場合、水門の操作を行う。 

４ 安全の確保 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び消防団は、津波の警戒及び水門等の操

作にあたって、あらかじめ定めたルールに基づき、津波到達時間の前に安全な場所に避難を完

了するよう行動する。 

５ 津波の監視 

消防本部（南相馬消防署、小高分署、鹿島分署）及び消防団は、津波浸水想定区域外の高台

で津波を監視する。 

第２ 交通規制等 

１ 道路の交通規制 

警察、道路管理者は、津波警報が発表された場合、浸水が想定される道路に規制点を設け、

通行を規制し、迂回路を指示する。 
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２ 公共交通機関 

東日本旅客鉄道（株）、バス事業者は、津波警報が発表された場合、鉄道、バスの運行を停止

する等の措置をとる。 

第３ 避難勧告・指示（緊急）等の発令 

１ 避難勧告・指示（緊急）等の発令 

市長は、津波注意報・津波警報が発表された場合、津波避難計画に基づき設定した避難区域

等に対し、避難勧告・避難指示（緊急）を発令する。 

なお、遠地津波の場合は、避難勧告・指示（緊急）に先立ち、避難準備・高齢者等避難開始

を発令し、避難行動要支援者の避難を促す。 

２ 避難勧告・指示（緊急）等の伝達 

市は、次の手段を用いて、避難勧告・指示（緊急）等を伝達する。 

（１）防災行政無線    （２）広報車      （３）緊急情報メール 

（４）公式ツイッター   （５）ホームページ   （６）Ｌアラート 

第４ 避難活動 

１ 津波避難の基本 

津波避難の基本は、次のとおりである。 

（１）地震の覚知、津波注意報・警報、避難勧告・指示（緊急）を知った場合は、各

自が安全な内陸部又は緊急避難場を目指して避難する。 

（２）避難する場合は、できるだけ徒歩で避難する。やむを得ない場合は自動車を活

用する。 

（３）緊急避難場所では、避難勧告・指示（緊急）が解除されるまで、その場に留ま

る。なお、高台等に避難した場合は、ヘリコプターその他で救助又は誘導する。 

（４）避難勧告・指示（緊急）が解除され、津波浸水がない場合は、自宅での生活を

継続する。 

（５）住家が被災した場合は、避難所を開設し避難者を受け入れる。 
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２ 避難誘導 

緊急避難は、各自が行うことが原則である。 

避難のため十分な時間がある場合は、市、消防職員、消防団員、警察官、自主防災組織・自

治会等の住民が避難誘導を行う。 

なお、避難行動要支援者の避難支援は、一般災害対策編を準用する。 

３ 高台からの救助 

高台等の緊急避難場所に避難し、孤立している場合は、ヘリコプターによる救助や消防団員

等による誘導により、内陸の緊急避難場所に受け入れる。 

 

緊急避難場所・避難所の設置・運営については、一般災害対策編 第１部第６章第２節を準用

する。 

  

緊急避難場所 
（内陸の施設） 

浸水が想定される地区 

自宅が被災 

避難所 

各自の避難等 

自宅で生活を継続 

救助・誘導 

社会福祉施設への緊
急入所・福祉避難所 

避難所で生活困難な要配慮者 

【避難活動の流れ】 応急仮設住宅等 

生活の復旧段階 

自宅に被害なし 

緊急避難場所（高台等） 

・津波注意報・警報の発表 
・避難勧告・避難指示（緊
急）の発令 

・避難勧告・避難指示（緊
急）の解除 



第2章 避難対策 

津波-16 

 

 



２０１９年１月７日版 

 

 

 

 

 

 

 

 

南相馬市地域防災計画 

【原子力災害対策編】 

（素案） 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

目     次 

第１章 総則 

第１節 計画の目的及び位置づけ·················································· 1 

第２節 計画の運用 ····························································· 1 

第３節 災害の想定 ····························································· 1 

第４節 原子力災害対策重点区域の範囲 ············································ 2 

第７節 原子力災害対策重点区域の区分等に応じた防護措置の準備及び実施 ············ 4 

第８節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 ········································ 6 

第９節 本県以外で発生した原子力災害への対応 ··································· 11 

第２章 原子力災害事前対策 

第１節 原子力事業者との防災業務計画に関する協議等 ····························· 12 

第２節 国、県等との連携 ······················································ 12 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え ··························· 13 

第５節 情報の収集・連絡体制等の整備 ··········································· 13 

第６節 緊急事態応急体制の整備················································· 16 

第７節 避難活動体制の整備 ···················································· 19 

第８節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 ··········································· 22 

第９節 緊急輸送活動体制の整備················································· 22 

第10節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 ·························· 22 

第11節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 ···································· 23 

第12節 業務継続の取り組み ··················································· 23 

第13節 原子力防災等に関する知識の普及・啓発及び国際的な情報発信 ·············· 23 

第14節 防災業務関係者の人材育成 ·············································· 24 

第15節 防災訓練等の実施 ····················································· 25 

第16節 災害復旧への備え ····················································· 26 

第３章 緊急事態応急対策 

第１節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 ··························· 27 

第２節 活動体制の確立 ························································ 34 

第３節 屋内退避、避難等の防護措置 ············································· 45 

第４節 治安の確保及び火災の予防 ··············································· 51 

第５節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 ··········································· 51 

第６節 緊急輸送活動 ·························································· 52 

第７節 救助・救急、消火及び医療活動 ··········································· 53 

第８節 住民等への的確な情報伝達活動 ··········································· 53 

第９節 自発的支援の受入れ等 ·················································· 55 

第10節 行政機関の業務継続に係る措置 ·········································· 55 

第４章 原子力災害中長期対策 

第１節 緊急事態解除宣言後の対応 ··············································· 56 

第２節 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定 ····················· 56 

第３節 放射性物質による環境汚染への対処 ······································· 56 

第４節 各種制限措置の解除 ···················································· 56 

第５節 災害地域住民に係る記録等の作成 ········································· 56 

第６節 被災者等の生活再建等の支援 ············································· 56 



 

第７節 風評被害等の影響の軽減················································· 57 

第９節 被災中小企業等に対する支援 ············································· 57 

第10節 心身の健康相談体制の整備 ·············································· 57 

 

 



第1章 総則 

原子力-1 

第１章 総則 

第１節 計画の目的及び位置づけ 

第１ 計画の目的 

本計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）及び原子力災害対策特別措置法（平成

11年法律第 156号、以下「原災法」という。）に基づき、廃止措置が決定された原子炉及び運転

を停止している原子炉施設から放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外へ放出されること

による原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策について、

市、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関がとるべき措置を定

め、総合的かつ計画的な原子力防災事務又は業務の遂行によって市民の生命、身体及び財産を原

子力災害から保護することを目的とする。 

第２ 計画の位置付け 

本計画は、本市の原子力災害対策の基本となるものであり、国の防災基本計画、「原子力災害対

策指針」（以下「対策指針」という。）及び福島県地域防災計画、防災関係機関が作成する防災業

務計画との緊密に連携を有したものである。 

第２節 計画の運用 

第１ 計画の作成・修正に際し遵守すべき指針 

本計画の作成又は修正に際しては、原災法第６条の２第１項の規定により、原子力規制委員会

が定める「対策指針」を基本としつつ、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

第 64条の２に定める特定原子力施設に指定された福島第一原子力発電所の状況なども十分考慮

して対応する。 

第２ 計画の周知徹底 

本計画は、市民、関係行政機関、関係公共機関その他防災関係機関に対し周知徹底を図るとと

もに、特に必要と認められるものについては市民への周知を図る。 

また、各関係機関においては、この計画を熟知し、必要に応じて細部の活動計画等を作成し、

万全を期す。 

第３ 計画の修正 

本計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加え、防災基本計画又は市の体

制、組織等の見直し等により修正の必要があると認める場合にはこれを変更する。 

第３節 災害の想定 

第１ 原子力施設 

本計画の基礎となる災害の想定は、廃止措置が決定された福島第一原子力発電所及び運転を停
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止している福島第二原子力発電所において重大な事故等が発生し、それに伴う放射性物質又は放

射線の放出により生じる原子力災害とする。 

【本計画で対象とする原子力施設】 

原子力発電所 
東京電力ホールディングス株式会社※ 福島第一原子力発電所 

東京電力ホールディングス株式会社※ 福島第二原子力発電所 

※以下「東京電力ＨＤ(株)」という。 

なお、特定原子力施設である福島第一原子力発電所については、対策指針において、「他の実用

発電用原子炉施設とは異なり、新たな緊急事態の発生を合理的に想定することはできず、周辺住

民が受ける放射線影響は、他の実用発電用原子炉施設と比べて十分小さい」とされている。 

第２ 複合災害への対応 

本計画は、原子力災害のみの単独災害のほか、地震や津波等との複合災害も対象とするが、原

子力災害以外の災害による想定は、総則・災害予防対策編に拠るものとする。 

第４節 原子力災害対策重点区域の範囲 

第１ 原子力災害対策重点区域 

住民等に対する被ばくの防護措置を短期間で効率的に行うためには、あらかじめ異常事態の発

生を仮定し、施設の特性等を踏まえて、その影響の及ぶ可能性がある区域を定めた上で、重点的

に原子力災害に特有な対策を講じておくことが必要となる。この対策が講じられる区域を「原子

力災害対策重点区域」という。 

 原子力災害対重点区域として、ＰＡＺとＵＰＺの２つが設定される。 

 

第２ 本市の区域設定 

本市域は、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所から、30km圏内に含まれているた

め、市全域を「緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）」とする。 

陸地 海域 

UPZ 

 
PAZ

概ね３０km 

概ね５km 

・緊急時活動レベル（EAL）、運用上の介入レベル（OIL）

に基づき、緊急防護措置を準備する区域 

・必要に応じて段階的に防護措置を実施 

・原子力施設から概ね半径30ｋｍ 

・南相馬市全域が対象 

・緊急時活動レベル（EAL）に基づき、即時避難を実

施する等、放射性物質の環境への放出前から予防

的に防護措置を準備する区域 

・原子力施設から概ね半径５ｋｍ 

ＵＰＺ（Urgent Protective action planning Zone：

緊急防護措置を準備する区域） 

ＰＡＺ（Precautionary Action Zone：予防的防護措

置を準備する区域） 
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なお、特定原子力施設である福島第一原子力発電所に係る重点区域としては、対策指針により

ＰＡＺは設定されていない。 

【原子力災害対策重点区域】 

東京電力ＨＤ(株) 福島第一原子力発電所 【緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）】 

南相馬市全域 東京電力ＨＤ(株) 福島第二原子力発電所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿島区 

原町区 

小高区 
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第７節 原子力災害対策重点区域の区分等に応じた防護措置の準

備及び実施 

第１ 防護措置の基本 

住民を放射線の影響から防護するための防護措置は、緊急事態区分、重点区域（ＰＡＺ・ＵＰ

Ｚ）、判断基準（ＥＡＬ・ＯＩＬ）等の組み合わせに応じて実施する。 

１ 放射線物質放出前 
原子力災害が発生した初期対応段階においては、緊急事態の区分により予防的防護措置を実

施する。 

原子力災害の緊急事態の区分は、次の３段階に区分されている。事業者は、異常現象が発生

した際に、緊急事態区分を判断するために緊急時活動レベル（ＥＡＬ）を設定している。 

緊急事態の区分 緊急時活動レベル 

警戒事態 ＥＡＬ１：県で震度６弱以上、大津波警報など 

施設敷地事態 ＥＡＬ２：全ての交流電源喪失など 

全面緊急事態 ＥＡＬ３：全ての電源喪失など 

２ 放射性物資放出後 
放射性物質放出後は、緊急時モニタリングによる測定結果を、防護措置の実施を判断する基

準である運用上の介入レベル（ＯＩＬ）と照らし合わせ、必要な防護措置を実施する。 

※運用上の介入レベル（ＯＩＬ）は、第３章第４節第１を参照のこと。 

第２ 市での防護措置 

各原子力施設の災害に際し、市が行う防護措置は、次の図表のとおりである。 
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【ＥＡＬ・ＯＩＬに基づく防護措置の対応イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本市における防護措置等】 

判断基準 

南相馬市 

福島第一原子力発電所での災害  

 福島第二原子力発電所での災害 

避難指示区域でな

い区域 
避難指示区域 

避難指示区域でない

区域 

原子力施設

の状況に応

じた判断 

（ＥＡＬ） 

警戒事態 － 

・一時立入を中止 

・避難指示区域に一

時立入している住

民等の退去準備 

－ 

施設敷地 

緊急事態 
屋内退避を準備 

一時立入している住

民等の退去開始 
屋内退避を準備 

全面緊急 

事態 
屋内退避を開始 － 

・屋内退避を開始 

・安定ヨウ素剤の服

用準備(配布等) 

空間放射線

量率の実測

値に応じた

判断 

（ＯＩＬ） 

500μSv/h 

（ＯＩＬ１） 

数時間以内を目処

に区域を特定し、避

難を実施 

－ 

数時間以内を目処

に区域を特定し、避

難を実施 

20μSv/h 

（ＯＩＬ２） 

１日以内を目処に

区域を特定し、一週

間程度内に一時移

転を実施 

－ 

１日以内を目処に

区域を特定し、一週

間程度内に一時移

転を実施 

警戒事態 

施設敷地緊急事態 

全面緊急事態 例)全電源喪失 

例)外部電源途絶 

例)大地震（震度６） 

ＯＩＬ１ 

ＯＩＬ２ 

ＯＩＬ６等 

避難(数時間内) 

一時移転(一週間以内) 

飲食物のスクリーニング・摂取制限 

ＯＩＬ４ 

簡易除染等 

ＰＡＺ 
(～5km) 

ＵＰＺ 
(5～30km) 

ＵＰＺ以遠 
(30km～) 

施設外への 
放射性物質放出 

原子力施設内 
事故等発生 

要配慮者の避難準備 

要配慮者の避難実施 
住民の避難準備 

住民の避難実施 
安定ヨウ素剤の予防

屋内退避の準備 

屋内退避の実施 
安定ヨウ素剤の配布準

500μSv/h  数時間内に区域特定 

20μSv/h  1日以内に区域特定 

放射線モニタリング結果をOILと比較・照合 
国は、OILに応じ、必要な住民防護措置の準備・実施を指示 

施設の状態をEALと比較・照合 
国は、EALに応じ、必要な住民防護措置の準備・実施を指示 

南相馬市全域がＵＰＺ 
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第８節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

原子力防災に関し、市及び防災関係機関等が処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおりで

ある。 

第１ 南相馬市 

事務又は業務の大綱 

南相馬市 １ 住民に対する原子力防災対策に関する広報及び原子力防災に携

わる者の教育訓練に関すること。 

２ 通信連絡網の整備に関すること。 

３ 原子力防災対策の実施に必要な諸設備、資機材の整備に関する

こと。 

４ 原子力発電所周辺地域における環境条件の把握に関すること。 

５ 事故状況の把握及び連絡に関すること。 

６ 県の緊急時モニタリング活動の協力に関すること。 

７ 住民の退避、避難及び立入制限に関すること。 

８ 県の原子力災害医療活動に対する協力に関すること。 

９ 飲食物の摂取制限等に関すること。 

10 輸送車両の確保及び必需物資の調達に関すること。 

11 各種制限措置等の解除に関すること。 

12 損害賠償請求等に必要な資料の整備に関すること。 

南相馬市 

教育委員会 

１ 児童、生徒に対する放射線等に係る知識の普及に関すること。 

２ 児童、生徒の安全の確保に関すること。 

３ 退避、避難等に係る学校施設の提供に関すること。 

４ 小・中学校及び県立学校への災害情報の伝達、広報に関すること。 

南相馬市立総合病院 原子力災害医療活動に対する協力に関すること。 

※ 南相馬市では、南相馬市立総合病院が「原子力災害拠点病院」として位置付けられている。 

第２ 相馬地方広域消防本部 

事務又は業務の大綱 

１ 広報車等による住民に対する広報に関すること。 

２ 住民避難等の誘導に関すること。 

３ 救急、救助活動の実施に関すること。 

４ 防護対策地区の防火活動に関すること。 

第３ 福島県 

事務又は業務の大綱 

福島県 １ 県民に対する原子力防災対策に関する広報及び原子力防災に携

わる者の教育訓練に関すること。 

２ 緊急時通信連絡網の整備に関すること。 

３ 原子力防災対策の実施に必要な諸設備、資機材の整備に関すること。 

４ 原子力発電所周辺地域における環境条件の把握に関すること。 
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５ 事故状況の把握及び連絡に関すること。 

６ 緊急時モニタリングに関すること。 

７ 緊急時モニタリング体制の整備・維持に関すること。 

８ 市町村が行う住民の退避、避難等に対する助言及び支援に関す

ること。 

９ 原子力災害医療活動に関すること（いわき市保健所が担う業務

を除く）。 

10 飲食物の摂取制限等に関すること。 

11 輸送車両の確保及び必需物資の調達に関すること。 

12 汚染物質の除去等に関すること。 

13 各種制限措置等の解除決定の調整に関すること。 

14 市町村の原子力防災対策に対する指導及び助言に関すること。 

15 防災関係機関との連絡調整に関すること。 

福島県教育庁 １ 県内の小・中学校及び県立学校に対する放射線等に係る知識の

普及に関すること。 

２ 児童、生徒の安全確保に関すること。 

３ 退避、避難等に係る学校施設の提供に関すること。 

４ 小・中学校及び県立学校への災害情報の伝達、広報に関するこ

と。 

福島県警察本部 

南相馬警察署 

１ 情報の収集及び関係機関への連絡並びに住民等への伝達に関す

ること。 

２ 避難の誘導及び屋内退避等の呼びかけに関すること。 

３ 交通の規制及び緊急輸送の支援に関すること。 

４ 犯罪の予防等被災地における社会秩序の維持に関すること。 

第４ 指定地方行政機関 

機関 事務又は業務の大綱 

東北管区警察局 １ 災害状況の把握と報告連絡に関すること。 

２ 警察官及び災害関係装備品の受支援調整に関すること。 

３ 関係職員の派遣に関すること。 

４ 関係機関との連絡調整に関すること。 

東北財務局 

福島財務事務所 

１ 民間金融機関等に対する金融上の措置要請に関すること。 

２ 地方公共団体に対する災害融資に関すること。 

３ 災害発生時における国有財産の無償貸与等に関すること。 

東北厚生局 災害状況の情報収集、通報、関係職員の派遣及び関係機関との連絡

調整。 

東北農政局 １ 農作物、家畜等の汚染対策及び除染措置の指導に関すること。 

２ 農業関係被害状況の収集及び報告に関すること。 

３ 応急用食料の調達・供給に関する情報収集・連絡に関すること。 

関東森林管理局 １ 国有林野等の被害状況に関する情報の収集及び提供に関するこ

と。 

２ 国有林野内の放射性物質の汚染対策に関すること。 

東北経済産業局 １ 工業用水道の応急・復旧対策に関すること。 
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２ 災害時における復旧用資機材、生活必需品及び燃料等の需給に

関すること。 

３ 産業被害状況の把握及び被災事業者への支援に関すること。 

東北地方環境事務所 原子力発電所の災害に関する情報収集及び防災に係る協力に関す

ること。 

関東東北産業保安監

督部 

東北支部 

電気の安全確保に関する指導監督に関すること。 

東北運輸局福島運輸

支局 

１ 交通施設等の被害、公共交通機関の運行（航）状況等に関する

情報収集及び伝達に関すること。 

２ 緊急輸送、代替輸送における関係事業者等への指導・調整及び

支援に関すること。 

東京航空局 

仙台空港事務所 

福島空港出張所 

１ 航空機の安全航行に関すること。 

２ 原子力発電所上空の飛行規制に関すること。 

福島地方気象台 １ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表を行う。 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層活動による地震動

に限る）、水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説

を行う。 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める。 

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行

う。 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める。 

福島海上�保安部 １ 船舶に対する広報に関すること。 

２ 海上における治安の維持に関すること。 

３ 海上における緊急時モニタリングに対する協力に関すること。 

４ 海上における救助・救急に関すること。 

５ 緊急輸送を行うための支援に関すること。 

東北総合通信局 電気通信の確保及び非常通信の運用監督に関すること。 

東北地方整備局 

磐城国道事務所 

１ 国道の通行確保に関すること。 

２ 道路情報表示による災害情報の提供に関すること。 

福島労働局 １ 労働者の被ばく管理の監督指導に関すること。 

２ 労働災害調査、労働者の労災補償に関すること。 

第５ 自衛隊 

機関 事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊 

東北方面総監部 

海上自衛隊 

航空自衛隊 

１ 災害応急救護に関すること。 

２ 空からの緊急時モニタリングに対する協力に関すること。 

３ 海上における緊急時モニタリングに対する協力に関すること。 

４ 原子力災害医療活動に対する協力に関すること。 
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第６ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

機関 事務又は業務の大綱 

国立研究開発法人 

量子科学技術研究開発

機構 

１ 原子力災害医療活動に関すること。 

２ 専門機関との連携強化に関すること。 

３ 専門家の派遣に関すること。 

４ 緊急時モニタリング体制の整備に関すること。 

５ 避難の際の住民等に対する避難退域時検査支援に関すること。 

６ 住民相談窓口の設置等に関すること。 

７ 災害応急対策の技術的支援（検討・助言）に関すること。 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発

機構 

１ 関係機関との連携強化に関すること。 

２ 専門家の派遣に関すること。 

３ 緊急時モニタリング体制の整備に関すること。 

４ 避難の際の住民等に対する避難退域時検査支援に関すること。 

５ 住民相談窓口の設置等に関すること。 

６ 災害応急対策の技術的支援（検討・助言）に関すること。 

東日本電信電話(株) 

福島支店 

ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株) 

㈱ＮＴＴドコモ 

東北支社 

ＫＤＤＩ(株） 

ソフトバンク(株) 

１ 通信の確保に関すること。 

２ 災害時優先電話に関すること。 

３ 仮設回線の設置に関すること。 

東日本旅客鉄道(株) 

水戸支社 

救援物質及び避難者の輸送の協力に関すること。 

日本赤十字社 

福島県支部 

１ 医療班救護チーム等への派遣に関すること。 

２ 義援金の募集に関すること。 

日本放送協会福島放送局 

福島テレビ(株) 

(株)福島中央テレビ 

(株)福島放送 

(株)テレビユー福島 

(株)ラジオ福島 

(株)エフエム福島 

(株)福島民報社 

福島民友新聞(株) 

１ 災害情報及び各種指示の伝達に関すること。 

２ 原子力防災に関する知識の普及に関すること。 

日本通運(株)福島支

店 

福山通運(株) 

佐川急便(株) 

ヤマト運輸(株) 

西濃運輸(株) 

(公社)福島県バス協会 

福島交通㈱ 

緊急輸送に対する協力に関すること。 
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新常磐交通(株) 

会津乗合自動車(株) 

(公社)福島県トラック

協会（相双支部） 

東日本高速道路(株) 

仙台管理事務所 

１ 利用者に対する事故情報及び各種措置の伝達に関すること。 

２ 緊急輸送に対する協力に関すること。 

３ 高速道路の通行確保（緊急交通路指定時を含む）に関すること。 

(一社)福島県医師会、

(一社)福島県歯科医

師会、(一社)福島県薬

剤師会、(公社)福島県

看護協会、(公社)福島

県診療放射線技師会 

原子力災害医療活動に対する協力に関すること。 

東北電力(株) 

相双電力センター 

１ 電力供給施設の災害予防及び防災管理に関すること。 

２ 災害時における電力供給の確保に関すること。 

３ 被災電力施設の復旧に関すること。 

第７ 東京電力ＨＤ（株） 

事務又は業務の大綱 

１ 原子力災害対策特別措置法に基づく届出、通報連絡、業務計画の作成等に関すること。 

２ 原子力施設の防災管理に関すること。 

３ 従業員等に対する教育、訓練に関すること。 

４ 関係機関に対する情報の提供に関すること。 

５ 放射線防護活動及び施設内の防災対策に関すること。 

６ 緊急時モニタリング活動に対する協力に関すること。 

７ 原子力災害医療活動に関すること。 

８ 県、市町村及び関係機関の実施する防災対策活動に対する協力に関すること。 

第８ その他の公共的団体 

機関 事務又は業務の大綱 

ふくしま未来農業協

同組合 

相馬双葉漁業協同組合

（鹿島支所） 

原町商工会議所 

小高商工会 

鹿島商工会 

１ 事故情報及び各種措置の伝達に関すること。 

２ 農畜水産物の出荷制限に関すること。 

３ 燃料の備蓄及び緊急車両、重要施設への燃料の優先的な供給に

関すること。 

（一社）相馬郡医師

会、相馬歯科医師会、

相馬薬剤師会 

原子力災害医療活動に対する協力に関すること。 

相馬ガス(株) 

原町地区エルピーガス 

保安協議会 

１ 災害時における防災広報、施設の点検等予防処置に関すること。 

２ ガス消費設備の安全指導の徹底に関すること。 

３ 応急燃料の確保に関すること。 
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４ 被災地におけるガス供給の確保に関すること。 

５ 被災ガス供給施設の被害調査及び復旧に関すること。 

第９節 本県以外で発生した原子力災害への対応 

市は、県外で原子力災害が発生した場合、原子力規制委員会の判断を踏まえ、住民の安全を確

保するため、本計画に定める対策等に準拠して事務又は業務を行う。 
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第２章 原子力災害事前対策 

第１節 原子力事業者との防災業務計画に関する協議等 

第１ 原子力事業者防災計画との整合 

市は、原子力事業者が作成又は修正する原子力事業者防災業務計画について、県から意見聴取

を受けた時は、市地域防災計画と整合性を考慮し、速やかに意見を文書で回答する。 

第２ 原子力事業者の県への届出内容の受領 

市は、原子力事業者が県に届け出た、原子力防災組織の原子力防災要員の現況、原子力防災管

理者又は副原子力防災管理者の選任又は解任、放射線測定設備及び原子力防災資機材の現況につ

いて、県から写しが送付されてきた場合には受領する。 

第２節 国、県等との連携 

第１ 地域原子力防災協議会との連携 

福島地域においては、関係府省庁、県、市町村等を構成員等とする「福島地域原子力防災協議

会」が設置され、要配慮者対策、避難先や移動手段の確保、国の実動組織の支援、原子力事業者

の協力内容についての検討及び具体化を検討している。 

市は、この検討内容を踏まえ、市地域防災計画、避難計画の具体化・充実化に努める。 

第２ 原子力防災専門官との連携 

市は、本計画の作成、原子力事業者の防災体制に関する情報の収集及び連絡、地域ごとの防災

訓練、緊急事態応急対策等拠点施設（以下「オフサイトセンター」という。）の防災拠点としての

活用、周辺住民に対する原子力防災に関する情報伝達、事故時の連絡体制、防護対策（避難計画

の策定を含む。）、広域連携などを含めた緊急時の対応等について、原子力防災専門官と密接な連

携を図り実施する。 

【原子力防災専門官】 

原災法第 30条に基づき内閣府に設置され、オフサイトセンターに常駐して、平常時は原子力

事業者防災業務計画作成に係る指導・助言等を行い、緊急事態が発生した際は、初動時において

現地事故対策連絡会議の議長として、事故等情報の集約や地方公共団体の応急措置に係る助言、

防災関係機関との調整などの業務に当たる。 

第３ 上席放射線防災専門官との連携 

市は、緊急時モニタリング計画の作成、事故時の連絡体制の準備、県や関係市町村等他組織と

の連携などの緊急時モニタリングの対応等について、県と連携し、必要に応じて地区の担当とし

て指定された上席放射線防災専門官と連携を図り実施する。  
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【上席放射線防災専門官】 

平常時は、オフサイトにおける環境放射線モニタリングに係る業務及び原子力事業者の放射

線測定設備の検査等の業務を行っている。 

緊急事態が発生した際は、関係自治体の協力を得ながら、緊急時モニタリングセンターの立

ち上げと県の監視センター等と協力して緊急時モニタリング活動の統率・企画調整を実施する。 

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

第１ 関係機関、企業等との協定締結 

市は、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう関係機関、企業等

との間で協定を締結するなど連携強化を進める。 

また、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理の支援、支援物資の管理・

輸送、廃棄物の処理及び医薬品の供給等）については、あらかじめ、民間事業者との間で協定を

締結しておくなど協力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力等を活用する。 

第２ 関係機関や民間事業者との連携 

市は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な資機材、地域内の備蓄量、公的

機関・供給事業者等の保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、関係機関や民間事業

者との連携に努める。 

第３ 市有財産、国有・県有財産の有効活用 

市は、避難所、備蓄等、防災に関する諸活動の推進にあたり、市有財産等の有効活用を図ると

ともに、市内にある国有・県有財産についても有効活用できるよう、国及び県に協力を要請する。 

第５節 情報の収集・連絡体制等の整備 

市は、国、県、原子力事業者及びその他防災関係機関と原子力防災体制に関する情報の収集及

び連絡を円滑に行うため、次に掲げる事項について体制等を整備する。 

第１ 情報の収集・連絡体制の整備 

１ 市と関係機関相互の連携体制の確保 
市は、国、県、原子力事業者及びその他防災関係機関との間において確実な情報の収集・連

絡体制を確保する。 

また、市と東京電力ＨＤ(株)との間で「原子力発電所に関する通報連絡要綱」に基づき、国、

県、原子力事業者その他関係機関等に周知できるよう、連携体制を確保する。 

（１）東京電力ＨＤ(株)からの連絡を受信する窓口（夜間・休日等の勤務時間外応、

通信障害時なども考慮した、代替となる手段や連絡先を含む。） 

（２）防護対策に関係する社会的状況把握のための情報収集先（電気、ガス、輸送、

通信及び医療その他の公益的事業を営む法人等） 

（３）防護対策の決定者への連絡方法（報告内容、通信手段及び通常の意思決定者が
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不在の場合の代替者（優先順位つき）を含む。） 

（４）関係機関への指示連絡先（夜間・休日等の勤務時間外の対応、通信障害時など

も考慮した、代替となる手段（衛星電話等非常用通信機器等）や連絡先を含む。） 

２ 機動的な情報収集体制 
市は、機動的な情報収集活動を行うため、国及び県と協力し、車両など多様な情報収集手段

を活用できる体制を整備する。 

３ 情報の収集・連絡にあたる要員の指定 
市は、発災現場の状況等について情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておく

など職員の派遣体制を整備する。 

４ 東北地方非常通信協議会との連携 
市は、東北地方非常通信協議会と連携し、非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一

体的運用及び応急対策等緊急時の重要通信の確保に関する対策の推進を図る。 

５ 移動通信系の活用体制 
市は、関係機関と連携し、移動系防災無線、携帯電話、漁業無線等の業務用移動通信、海上

保安庁無線、警察無線及びアマチュア無線等による移動通信系の活用体制を整備する。 

６ 関係機関等から意見聴取等ができる仕組みの構築 
市は、災害対策本部に意見聴取・連絡調整等のため、関係機関等の出席を求めることができ

る仕組みの構築に努める。 

第２ 情報の分析整理 

１ 人材の育成・確保及び専門家の活用体制 
市は、収集した情報を的確に分析整理するための人材の育成・確保に努め、かつ、必要に応

じ専門家の意見を活用する体制の整備に努める。 

２ 原子力防災関連情報の収集・蓄積と利用の促進 
市は、平常時より原子力防災関連情報の収集・蓄積に努める。 

また、それらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう国及び県と連携

して、情報のデータベース化、オンライン化、ネットワーク化の推進に努める。 

３ 防災対策上必要とされる資料 
市は、国、県、原子力事業者その他関係機関と連携して応急対策の的確な実施に資するため、

以下の資料を適切に整備し、定期的に更新するとともに、オフサイトセンターに適切に備え付

け管理する。 

また、市は社会環境に関する資料等を災害対策本部を設置する本庁舎及び市長が指定する代

替施設に適切に備え付ける。 

【整備を行うべき資料】 

（１）原子力施設（事業所）に関する資料 

① 原子力事業者防災業務計画※ 

② 原子力事業所の施設の配置図 

※の資料については、国がオフサイトセンターに備え付ける資料から、必要なものの写しを災

害対策本部に備え付ける。 
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（２）社会環境に関する資料 

① 種々の縮尺の周辺地図 

② 周辺地域の人口、世帯数（原子力事業所との距離別、方位別、要配慮者の概要及び統計的

な観光客数など季節的な人口移動に関する資料を含む。） 

③ 周辺一般道路、高速道路、林道、農道、鉄道、ヘリポート及び空港等交通手段に関する資

料（道路の幅員、路面状況、交通状況、各種時刻表及び滑走路の長さ等の情報を含む。） 

④ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物に関する資料及びあらかじめ定める避難計

画（位置、受入能力及び移動手段等の情報を含む。） 

⑤ 周辺地域の配慮すべき施設（幼稚園・保育所、学校、診療所、病院、老人福祉施設及び障

がい者施設）に関する資料（原子力事業所との距離、方位等についての情報を含む。） 

⑥ 原子力災害医療施設（原子力災害拠点病院、原子力災害医療協力機関）に関する資料（位

置、受入能力、対応能力、搬送ルート及び手段等） 

⑦ オフサイトセンター周辺地域の飲料水、食料及び機器保守サービスの調達方法 

（３）放射性物質及び放射線の影響予測に関する資料 

① 周辺地域の気象資料（過去の周辺測点における風向、風速及び大気安定度の季節別及び日

変化の情報等） 

② モニタリングポスト配置図、空間放射線量率測定の候補地点図及び環境試料採取の候補地

点図 

③ 線量推定計算に関する資料 

④ 平常時環境放射線モニタリングに関する資料 

⑤ 周辺地域の水源地、飲料水供給施設状況等に関する資料 

⑥ 農林水産物の生産及び出荷状況 

（４）防護資機材等に関する資料 

① 防護資機材の備蓄・配備状況 

② 避難用車両の緊急時における運用体制 

③ 安定ヨウ素剤等医療活動用資機材の備蓄・配備状況 

（５）緊急事態発生時の組織及び連絡体制に関する資料 

① 原子力事業者を含む防災業務関係機関の緊急時対応組織に関する資料（人員、配置、指揮

命令系統及び関係者名リストを含む） 

② 原子力事業者との緊急事態発生時の連絡体制（報告基準、連絡様式、連絡先及び連絡手段

など） 

③ 状況確認及び対策指示のための関係機関の連絡体制表 

（６）避難に関する資料 

避難計画（移動手段、集合場所、避難先、その他留意点を記載した住民配布のもの） 

第３ 通信手段・経路の多様化等 

通信手段・経路の多様化等については、総則・災害予防計画編 第２部 第２章 第２節を準

用する。 
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第６節 緊急事態応急体制の整備 

第１ 緊急事態に対応した体制の整備 

対策指針では、原子力施設の状況に応じて、緊急事態を「警戒事態」、「施設敷地緊急事態」及

び「全面緊急事態」の３つに区分し、各区分における、原子力事業者、国及び地方公共団体のそ

れぞれが果たすべき役割が定められている。 

市は、緊急事態の各段階のおける対応について、具体的な体制やとるべき措置について検討す

る。 

第２ 原子力発電所に係る通報連絡に関する協定による通報 

市と県及び東京電力ＨＤ(株)は、「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の

廃炉等の実施に係る周辺市町村の安全確保に関する協定」（以下「福島第一周辺協定」という。）

を締結し、別に定められた「原子力発電所に関する通報連絡要綱」に基づき、次の連絡がなされ

る。 

市は、この通報を受領した場合の対応について検討する。 

【東京電力ＨＤ(株)からの通報連絡事項】 

定期的に連

絡する事項 

(1) 発電所の廃止措置等の進捗状況 

(2) 発電所の定期検査の実施計画及びその実施結果 

(3) 発電所の停止状況 

(4) 発電所の工事計画の概要 

(5) 放射性廃棄物の放出及び保管状況並びに放射線業務従事者の被ばく状況 

(6) 核燃料の保管状況 

(7) 放射性物質で汚染された廃棄物等の保管状況 

(8) 品質保証活動の実施状況 

事前に連絡

する事項 

(1) 核燃料を輸送するとき。 

(2) 放射性固体廃棄物を敷地外に搬出するとき。 

(3) 福島第一立地協定第３条並びに福島第二立地協定第２条の規定による事前了解

及び福島第一周辺協定第３条の規定による事前説明の対象となるものを除き、原

子炉等規制法に基づく（福島第一原発においては実施計画の変更に伴う）施設の

変更（一部施設の廃止を含む。）をしようとするとき。 

(4) 前号の規定による通報の対象となるものを除き、中長期ロードマップに基づく取

組として、敷地利用の変更、設備等の設置を行うとき。 

(5) その他必要と認められる事項 

発生後直ち

に連絡する

事項 

(1) 発電所の防災業務計画に定める「警戒事態」に該当する事象が発生したとき、原

子力災害対策特別措置法第10 条第１項及び第15 条第１項に規定する事象が発

生したとき、並びに第25 条第１項に規定する措置を講じたとき。 

(2) 核燃料（溶融燃料を含む。）の冷却機能（原子炉注水を含む。）が停止したとき。 

(3) 原子炉格納容器内への窒素封入設備が停止したとき。 

(4) モニタリングポストにおいて、放射線量の有意な上昇を検出したとき。 

(5) 放射性物質（放射性廃棄物を含む。）の輸送中に事故があったとき。 

(6) 放射性物質（放射性廃棄物を含む。）の盗取又は所在不明が生じたとき。 

(7) 原子炉施設に故障があったとき。 

(8) 非常用炉心冷却装置が作動したとき。（起動信号が発信したときを含む。） 

  また、この場合、配管破断の有無を確認したとき。 

(9) 原子炉内で異物を発見したとき。 
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(10) 放射性廃棄物の排出濃度が法令に定める濃度限度等を超えたとき。 

(11) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものが管理区域外で漏えいした

とき。 

(12) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものが管理区域内で漏えいした

場合において人の立入制限等の措置を講じたとき。 

(13) 放射線業務従事者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。ただし、

線量当量限度以下の被ばくであっても、被ばく者に対して特別の措置を必要と

するときも同様とする。 

(14) 敷地内において火災が発生したとき。 

(15) 原子炉施設に関し人の障害（放射線以外の障害であって軽微なものを除く。）が

発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

(16) 前各号のほか発電所敷地内で起きた事故であって周辺住民に不安を与えるおそ

れがあるとき。 

(17) その他必要と認められる事項 

第３ 原子力災害対策本部体制等の整備 

１ 準備体制 
市は、国又は県より情報収集事態の連絡があった場合等において、速やかに職員を招集し対

応できるように、必要な要員の配置等を定める。 

２ 災害警戒本部・災害対策本部体制 
市は、本部を迅速・的確に設置・運営できるよう、本部の設置場所、職務権限、本部の組織・

所掌事務、職員の参集配備体制及び本部運営に必要な資機材の調達方法等についてあらかじめ

定める。現地災害対策本部についても同様の準備を行う。 

また、防護対策の実施に備え、防護対策の指示を行うための体制や、意思決定者への情報の

連絡方法と、不在時の代理者をあらかじめ定める。 

第４ オフサイトセンターにおける体制 

１ オフサイトセンターにおける立ち上げ準備体制 
市は、国及び県と協力して、オフサイトセンターにおける立ち上げ準備を迅速に行えるよう、

職員の派遣体制、必要な資機材等の整備等を行う。 

（１）現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制 

国が「現地事故対策連絡会議」をオフサイトセンターにおいて開催する際、市の職員を

迅速に派遣するため、あらかじめ派遣職員の指定、オフサイトセンターへの派遣手段等を

定める。 

（２）原子力災害合同対策協議会への職員の派遣体制 

市は、オフサイトセンターの原子力災害合同対策協議会のもとに設置される「機能班」

に配置する職員及びその役割、権限等について、あらかじめ原子力防災専門官等と協議し

て定める。 

【原子力災害合同対策協議会】 

同協議会は、国の現地災害対策本部、県及び市町村のそれぞれの災害対策本部の代表

者、指定公共機関の代表者及び原子力事業者の代表者から権限を委任された者から構成

され、量子科学技術研究開発機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構等の専
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門家が必要に応じ出席する。 

また、この会議のもとに、モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・

屋内退避の状況の把握等を担う「機能班」を設け、国、県、関係周辺都道府県、市町村、

関係機関及び原子力事業者等のそれぞれの職員を配置する。 

２ オフサイトセンターの活用 
市は、原災法第12条の規定により、オフサイトセンターの指定又は変更について、内閣総理

大臣から意見を求められた場合は、意見を提出する。 

また、国及び県とともにオフサイトセンターを地域における原子力防災の拠点として、訓練、

住民に対する広報・防災知識の普及等に活用する。 

第５ 長期化に備えた動員体制の整備 

市は、国、県及び関係機関等と連携し、事態が長期化した場合に備え、職員の動員体制をあら

かじめ整備する。 

第６ 防災関係機関相互の連携体制 

市は、平常時から原子力防災専門官をはじめとする国、県、原子力事業者及び原子力防災関係

機関等と原子力防災体制について相互に情報交換し、各防災関係機関の役割分担をあらかじめ定

め、相互の連携体制の強化に努める。 

また、屋内退避や避難時に必要な助言や応援を求めることができるよう、連絡調整窓口、連絡

の方法、連絡先の共有など、必要な準備を整える。 

第７ 庁内の連絡体制の強化 

市は、災害対策本部に情報の集約を図るため、情報の一元化、共有化の体制を整える。 

また、本庁と各区役所や出先機関との連絡がスムーズに行えるよう、日頃から通報訓練を行う。 

第８ 消防の相互応援体制及び緊急消防援助隊 

相馬地方広域消防本部は、消防の応援について他市町村との協定の締結を行うなど、消防相互

応援体制の整備、緊急消防援助隊の充実強化に努める。 

また、緊急消防援助隊の迅速な派遣要請のための手順、受け入れ体制、連絡調整窓口及び連絡

の方法の整備に努める。 

第９ 広域的な応援協力体制の拡充・強化 

市は、国及び県と協力し、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難やスクリーニング等の場

所等に関する広域的な応援体制について、県の協力のもと、市町村間の応援協定締結の促進を図

り、次の必要な準備を整える。 

（１）応援先・受援先の指定 

（２）応援・受援に関する連絡・要請の手順 

（３）災害対策本部との役割分担・連絡調整体制 

（４）応援機関の活動拠点 
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（５）応援要員の集合・配置体制 

（６）資機材等の集積・輸送体制及び後方支援等 

第10 緊急時モニタリング体制等 

市は、緊急時モニタリングにおける、県等の関係機関との協力のあり方について整理するとと

もに、連絡体制を構築する。 

【緊急時モニタリングセンター】 

緊急時モニタリングのために、原子力規制委員会の統括により、緊急時モニタリング

センターが設置される。緊急時モニタリングセンターは、原子力規制委員会、関係省庁、

地方公共団体、原子力事業者等の要員により編制され、これらの要員が連携して緊急時

モニタリングを実施する。 

第11 専門家の派遣要請手続き 

市は、原子力事業者から施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合に備え、事態の把握のため、

原災法10条第2項に基づき、必要に応じて国に対し専門的知識を有する職員の派遣要請に係る手

続きを定める。 

第12 放射性物質による環境汚染への対処のための整備 

市は、国、県、原子力事業者及びその他の関係機関とともに、放射性物質による環境汚染への

対処について必要な体制整備を行う。 

第13 複合災害に備えた体制の整備 

市は、国及び県と連携し、複合災害（同時又は連続して２つ以上の災害が発生し、それらの影

響が複合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を

認識し、防災計画等を見直し、備えの充実を図る。 

第14 人材及び防災資機材の確保等に係る連携 

市は、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生により、防災活動に必要な

人員及び防災資機材が不足するおそれがあることを想定し、人材及び防災資機材の確保等におい

て、国、指定公共機関、県及び原子力事業者と相互の連携を図る。 

第７節 避難活動体制の整備 

第１ 避難計画の作成 

市は、国、県及び原子力事業所の協力のもと、国の指示又は市独自の判断に基づき、住民の安

全かつ迅速な屋内退避及び避難誘導を行うため避難計画を改定する。 

なお、計画の改定にあたり、次の内容等を考慮する。 
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（１）避難計画の改定にあたっては、県が改定した広域避難計画に基づき見直す。 

（２）対策指針に基づき原子力施設状況に応じた段階的な避難や緊急時モニタリングによ

る空間放射線率等の値により避難を実施するまでの間は、屋内退避を行うことを基本

とする。 

（３）更なる避難を避けるため、避難先は重点区域外とする。 

（４）市境を越えた広域の避難計画の策定においては、国及び県が中心となって市と受入

先市町村との間の調整を図る。 

（５）地域コミュニティの維持に着目し、同一地区の住民の避難先は同一地域に確保する

よう努める。 

第２ 一時集合場所等の整備等 

１ 一時集合場所等の整備 
市は、学校及び体育館等の公共施設等を対象に、一時集合場所をあらかじめ指定する。指定

にあたっては、施設の放射線に対する遮蔽効果や駐車場の整備状況、地震や津波等との複合災

害時の安全性等をできる限り考慮するものとし、住民への周知徹底を図る。 

２ 避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の確保 
市は、県と協力し、広域避難も想定して、住民等の避難誘導・移送に必要な拡声器や車椅子

などの避難誘導用移送用資機材及び広報車両等の確保に努める。 

３ コンクリート屋内退避施設の整備 
市は、県と連携し、コンクリート屋内退避施設について予め調査し、具体的なコンクリート

屋内退避施設の整備に努める。 

４ 広域一時滞在に係る応援協定の締結 
市は、県と連携し、原子力災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公共団体と

の広域一時滞在に係る応援協定を締結するなど、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手

順等を定める。 

第３ 避難行動要支援者に関する措置 

総則・災害予防対策編 第２部 第３章 第４節を準用する。 

第４ 要配慮者の避難誘導・移送体制等の整備 

１ 避難誘導・移送体制の整備 
市は、県の協力のもと、必要に応じて避難誘導や搬送・受入れ体制の整備を図る。 

また、市は、県の助言のもと、要配慮者避難支援計画の整備に努める。 

なお、避難誘導に当たっては、放射線の影響を受けやすい乳幼児等について十分配慮するな

ど、原子力災害の特殊性に留意する。 

２ 要配慮者利用施設の体制の整備 
（１）医療機関 

病院等医療機関の管理者は、県及び市と連携し、避難所（転院先）、避難経路、誘導責

任者、誘導方法、患者の移送に必要な資機材の確保及び避難時における医療の維持方法等
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について定めた避難計画を作成する。 

（２）社会福祉施設 

介護保健施設、障がい者支援施設等の社会福祉施設の管理者は、県及び市と連携し、避

難所、避難経路、誘導責任者、誘導方法、入所者等の移送に必要な資機材の確保及び関係

機関との連携方策等について定めた避難計画を作成する。特に、入所者等の避難誘導体制

に配慮した体制の整備を図る。 

第５ 学校等施設における避難計画の整備 

学校等施設の管理者は、市及び県と連携し、原子力災害時における園児、児童、生徒（以下「生

徒等」）の安全を確保するため、避難所、避難経路、誘導責任者及び誘導方法等について定めた避

難計画を作成する。 

また、市は、保護者との間で生徒等の保護者への引渡しに関するルールを定めるよう促す。 

第６ 不特定多数の者が利用する施設に係る避難計画の作成 

集客施設、駅、その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、県、市と連携し、避難誘

導に係る計画の作成及び訓練の実施に努める。 

第７ 住民等の避難状況の確認体制の整備 

市は、屋内退避又は避難のための立退きの勧告又は指示等を行った場合において、住民等の避

難状況を的確に確認するための体制を整備する。 

また、住民の避難状況を把握するために、平常時から行政区長や自主防災組織リーダー等との

連絡方法を定める。 

なお、市が指定した避難所以外に避難をした場合等には、市災害対策本部に避難先及び連絡先

を報告するよう住民等に周知するなど、避難状況の確実な把握に努める。 

第８ 居住地以外の市町村に避難する被災者に関する情報を共有する仕組

みの整備 

市は、県の支援の下、市外に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サービスを容易かつ

確実に受け渡すことができるよう、国が整備する被災者の所在地等の情報を市と避難先の市町村

が共有する仕組みを整備する。 

第９ 警戒区域を設定する場合の計画の策定 

市は、国及び県と連携して警戒区域を設定する場合に備え、警戒区域設定に伴う広報、立入規

制、一時立入等に関する計画を策定し、必要な資機材や人員等を確保する。 

第10 一時集合場所等・避難方法等の周知 

市は、避難、避難退域時検査、安定ヨウ素剤の配布等の場所、避難誘導方法、屋内での退避等

の安全確保措置の方法等について、日ごろから住民への周知徹底に努める。 

また、避難の迅速な実施のため、事態の経過に応じて住民等に提供すべき情報についてあらか

じめ整理する。さらに、市民防災マニュアル（防災手帳）等を通じて、避難計画の周知を行う。 
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第８節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 

市は、国、県及び関係機関と協議し、飲食物の出荷制限、摂取制限に関する体制をあらかじめ

定める。 

さらに、飲食物の出荷制限、摂取制限等を行った場合の、住民への飲食物の供給体制も定める。 

第９節 緊急輸送活動体制の整備 

第１ 専門家の移送体制の整備 

市は、量子科学技術研究開発機構、指定公共機関等からのモニタリング、医療等に関する専門

家の現地への移送協力（最寄の空港・ヘリポートの場所や指定利用手続き、空港等から現地まで

の先導体制等）について、県があらかじめ定める場合には、これに協力する。 

第２ 緊急輸送路の確保体制等の整備 

市は、市の管理する情報板等の道路関連設備について、緊急時を念頭に置いた整備に努める。 

また、市は、県及び県警察と協力し、緊急輸送路を確保するため、被害状況や交通、気象等の

把握のための装置や情報板などの整備を行い、緊急輸送の確保体制の充実を図る。 

第10節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 

第１ 救助・救急活動用資機材の整備 

市は、国から整備すべき資機材に関する情報提供等を受け、県と協力し、応急措置の実施に必

要な救急救助用資機材、救助工作車、救急自動車等の整備に努める。 

第２ 救助・救急機能の強化 

市は県及び原子力事業者と連携し、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・救急活動を行

うため、職員の教育訓練を行い、救助・救急機能の強化を図る。 

第３ 原子力災害医療活動体制等の整備 

市は、県が行う緊急時における住民等の健康管理、避難退域時検査及び簡易除染等原子力災害

医療についての協力体制の整備を図る。 

第４ 安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備 

市は、対策指針を踏まえ、安定ヨウ素剤の配布服用に備え、学校や公民館等の適切な場所への

備蓄や、緊急時の配布の手順や体制を整備する。 
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第５ 防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備 

市は、国及び県と協力し、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のための資機材を整備す

る。整備にあたっては、国、県及び原子力事業者と相互に情報交換を行う。 

第６ 物資の調達、供給活動体制の整備 

市は、国、県及び原子力事業者と連携し、大規模な原子力災害が発生した場合を想定し、必要

とされる食料その他の物資について、備蓄・調達・輸送体制を整備し、供給計画を定める。 

なお、備蓄については、総則・災害予防対策編 第２部 第２章 第６節を準用する。 

第11節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

住民等への情報伝達体制の整備については、総則・災害予防対策編 第２部 第３章 第２節

を準用する。 

なお、原子力災害の特殊性に鑑み、市は、福島第一原子力発電所の事故に伴う他市町村からの

避難者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、避難元市町村との役割分担につい

て明確にする。 

第12節 業務継続の取り組み 

市は、庁舎の所在地が避難のための立退きの勧告又は指示を受けた地域に含まれた場合に備え

て、県の協力又は市独自の協定締結による代替施設の確保に努める。 

なお、実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・

訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の

評価・検証等を踏まえ、業務継続計画の策定及び改定を行う。 

第13節 原子力防災等に関する知識の普及・啓発及び国際的な情

報発信 

第１ 普及・啓発の内容 

市は、国、県及び原子力事業者と協力して、次に掲げる事項について広報活動を実施し、原子

力防災に関するわかりやすい知識の普及と啓発に努める。 

（１）放射性物質及び放射線の特性に関すること 

（２）原子力施設の概要に関すること 

（３）原子力災害とその特性に関すること 

（４）放射線による健康への影響、モニタリング結果の解釈の仕方及び放射線防護に

関すること 

（５）緊急時に、市、国及び県等が講じる対策の内容に関すること 

（６）安定ヨウ素剤の予防服用に関すること 

（７）原子力事故発生時における情報、指示等の伝達方法に関すること 

（８）一時集合場所・避難先に関すること 

（９）要配慮者への支援に関すること 
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（10）緊急時にとるべき行動 

（11）親戚・知人宅等の市が指定した避難所以外に避難した場合にとるべき行動に関

すること（市の災害対策本部に居場所と連絡先を連絡） 

（12）避難所での運営管理、行動等に関すること 

なお、その際には、要配慮者へ十分に配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備

されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点にも配慮するよ

う努める。 

また、県、国と連携して、過去に起こった大規模災害の教訓を確実に後世に伝えていくため、

大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理

し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める 

第２ 防災教育 

市は教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災教育を実施する。 

第３ 国際的な情報発信 

市は、国及び県と連携し、災害から得られた知見や教訓を国際会議の場等を通じて諸外国に広

く情報発信・共有するよう努める。 

第14節 防災業務関係者の人材育成 

市は、国及び県と連携し、原子力防災に関する研修の積極的な活用を推進するなど、人材育成

に努める。 

また、国及び防災関係機関と連携して、次に掲げる事項等に関する研修を、必要に応じ実施す

るとともに、訓練等において、研修成果を具体的に確認するなど、原子力災害対策の特殊性を踏

まえ、研修内容の充実を図る。 

（１）原子力防災体制及び組織に関すること 

（２）原子力施設の概要に関すること 

（３）原子力災害とその特性に関すること 

（４）放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

（５）モニタリング実施方法、機器、モニタリングにおける気象情報の活用に関するこ

と 

（６）原子力防災対策上の諸設備に関すること 

（７）緊急時に市、県及び国等が講じる対策の内容 

（８）緊急時に住民等がとるべき行動及び留意事項に関すること 

（９）原子力災害医療（応急手当を含む）に関すること 

（10）その他緊急時対応に関すること 
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第15節 防災訓練等の実施 

第１ 訓練計画の策定 

１ 訓練計画の策定 
市は、国、県及び原子力事業者等関係機関の支援のもと、次の防災活動について訓練の実施

計画の企画立案を県と共同又は市独自に行う。 

（１）原子力災害対策本部等の設置運営訓練 

（２）オフサイトセンターへの参集、立ち上げ、運営訓練 

（３）緊急時通信連絡訓練 

（４）緊急時モニタリング訓練 

（５）原子力災害医療訓練 

（６）周辺住民に対する情報伝達訓練 

（７）周辺住民避難訓練 

（８）消防活動訓練・人命救助活動訓練 

２ 国の訓練への参画 
原子力防災会議及び原子力規制委員会が原災法第 13条に基づき行う総合的な防災訓練に市

が含まれる場合、市は、市が行うべき防災対策や、複合災害や重大事故等全面緊急事態を具体

的に想定した詳細な訓練シナリオを作成するなど、訓練の実施計画の企画立案に共同して参画

する。 

第２ 訓練の実施 

１ 訓練等の実施 
市は、実施計画に基づき、国、県及び原子力事業者等関係機関と連携し、防災活動の要素ご

と又は各要素を組み合わせた訓練を定期的に実施する。 

２ 総合的な防災訓練の実施 
市は、原子力防災会議及び原子力規制委員会が原災法第13条に基づき行う総合的な防災訓練

の実施計画に基づき、必要に応じ住民の協力を得て、国、県及び原子力事業者等と共同して総

合的な防災訓練を実施する。 

第３ 実践的な訓練の工夫と事後評価 

市は、訓練を実施するにあたり、大規模な自然災害等との複合災害や重大事故等全面緊急事態

を具体的に想定した詳細なシナリオに基づき、現場における判断力の向上につながる実践的なも

のとなるよう工夫する。 

（１）参加者に事前にシナリオを知らせない訓練 

（２）訓練開始時間を知らせない訓練 

（３）机上において想定事故に対する対応や判断を試す訓練 

（４）図上演習の方法論の活用 等 

また、訓練の実施にあたっては、当該訓練の目的、チェックすべき項目の設定を具体的に定め

て行う。 
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訓練終了後には、専門家も活用しつつ訓練の評価を実施し、改善点を明らかにし、必要に応じ、

緊急時のマニュアルの作成、改訂に活用する等原子力防災体制の改善に取り組む。 

また、必要に応じ、訓練方法及び事後評価の方法の見直しも行う。 

第16節 災害復旧への備え 

市は、災害復旧に資するため、国及び県と協力して放射性物質の除染等に関する資料の収集・

整備等を図る。 
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第３章 緊急事態応急対策 

本章は、情報収集事態、警戒事態又は施設敷地緊急事態が発生した場合の対応及び全面緊急事

態に至ったことにより原災法第 15条に基づく原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態

応急対策を中心に示す。 

なお、これら以外の場合であっても、市が設置している環境放射線モニタリングポストの値な

どにより、原子力防災上必要と認められるときは、本章に示した対策に準じて対応する。 

第１節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

第１ 情報収集事態が発生した場合 

原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室及び県は、情報収集事態（立地町における震度５弱

又は震度５強の地震、原子力施設の運転に影響を及ぼすおそれのある核物質防護情報等の通知）

が発生した場合、次により連絡を行う。 

※ 参照 通信連絡系統図（情報収集事態、警戒事象及び特定事象が発生した場合） 

１ 国が行う連絡 
原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、情報収集事態の発生及びその後の

状況について、関係省庁、県及び関係市町村に対して情報提供を行う。 

原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室は、県及び関係市町村に対し、連絡体制の確立等

の必要な体制をとるよう連絡する。 

２ 県が行う連絡 
県は、情報収集事態の発生を認知したことについて、関係市町村及び関係する指定地方公共

機関に連絡する。 

３ 市の対応 
市は、原子力規制委員会又は県から連絡があった場合など、情報収集事態の発生を認知した

場合又は警戒事象に先行する事象の発生について原子力事業者から通報・連絡を受けた場合、

その他市長が必要と認めた場合、直ちに準備体制を立ち上げ、国、県及び関係機関と緊密な情

報交換を行うとともに、通報連絡を受けた事項について、必要に応じて本計画に定める防災関

係機関等に連絡する。 

第２ 警戒事態が発生した場合 

原子力発電所において、原災法第10条に基づく特定事象には至っていないものの、その可能性

がある事故・故障又はそれに準じる事故・故障等が発生した場合には、警戒事態として、防災関

係機関相互において、次により通報連絡を行う。 

※ 参照 通信連絡系統図（情報収集事態、警戒事象及び特定事象が発生した場合） 

１ 原子力事業者からの通報連絡 
原子力事業者の原子力防災管理者は、警戒事態が発生した場合、県をはじめ官邸（内閣官房）、

原子力規制委員会、関係市町村、関係機関等へ連絡する。 



第3章 緊急事態応急対策 

原子力-28 

２ 国が行う連絡 
原子力規制委員会は、警戒事態に該当する自然災害（立地町における震度６弱以上の地震、

立地町沿岸を含む津波予報区における大津波警報）を認知したとき又は原子力事業者等により

報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合には、警戒事態の発生及びその後の状況

について、関係省庁及び県に対し情報提供を行う。 

また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、県及び関係市町村に対し、連

絡体制の確立等の必要な体制をとるよう、次の要請を行う。その際、併せて気象情報を提供す

る。 

状況 国からの要請先・要請事項 

警戒事態に該当する自

然災害が発生した場合 

① 関係地方公共団体 

・連絡体制の確立等の必要な体制をとること 

警戒事態に該当する原

子力施設の重要な故障

等が発生した場合 

① 県 

・緊急時モニタリングセンターの立ち上げ準備協力 

・緊急時モニタリングセンターの準備 

② ＰＡＺを含む町 

・施設敷地緊急事態要避難者※の避難準備（避難先、輸送手段

の確保等） 

・施設敷地緊急事態要避難者※の安定ヨウ素剤の配布準備 

③ 避難指示区域を含む市町村（南相馬市） 

・一時立入の中止及び一時立入している住民等の退去準備 

④ ＵＰＺ外の市町村 

・施設敷地緊急事態要避難者※の避難準備（避難先、輸送手段

の確保等）への協力 

※施設敷地緊急事態要避難者・・・避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の実施により健

康リスクが高まらない要配慮者、安定ヨウ素剤を事前配布されていない者及び安定ヨウ素剤の服用が

不適切な者のうち、施設敷地緊急事態において早期の避難等の防護措置の実施が必要な者をいう。 

３ 県が行う連絡 
県は、原子力規制委員会若しくは原子力事業者から通報・連絡を受けた場合など、警戒事態

の発生を認知した場合には、関係市町村及び関係する指定地方公共機関に連絡する。 

４ 市の対応 
市は、原子力事業者、国、県から連絡があった場合など、警戒事態の発生を認知した場合、

その他市長が必要と認めた場合には、直ちに警戒本部体制をとる。 

また、警戒事態の発生を認知したことについて、本計画に定める指定地方公共機関等に連絡

する。 

第３ 施設敷地緊急事態が発生した場合 

原子力発電所において、原災法第10条に基づく特定事象を発見した場合には、施設敷地緊急事

態として、防災関係機関相互において、次により通報連絡を行う。 

※ 参照 通信連絡系統図（情報収集事態、警戒事象及び特定事象が発生した場合） 

１ 原子力事業者からの通報連絡 
原子力事業者の原子力防災管理者は、原災法第10条に定める特定事象発見又は発見の通報を
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受けた場合、直ちに、原災法に定める様式により、国、県、関係市町村、警察本部等、海上保

安部及び消防本部等、自衛隊、原子力防災専門官等にＦＡＸを送付し、電話確認を行う。 

なお、電話等による連絡が困難な場合、連絡員を県及び関係市町村に派遣する。 

さらに、第２報以降についても、定期又は随時、通報するよう努める。 

２ 国が行う連絡 
原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、発生の確認と原子力緊急事態宣言の判断

を直ちに行い、事象の概要、事象の今後の進展の見通し等事故情報等について官邸、内閣府、

関係地方公共団体、関係都道府県の警察本部及び公衆に連絡する。 

また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部は、次の要請を行う。 

要請先 要請内容 

ＰＡＺを含む町 ・施設敷地緊急事態要避難者の避難実施。 

・施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の避難準備（避難先、

輸送手段の確保等） 

避難指示区域を含む関

係市町村（南相馬市） 

・一時立入している住民等の退去開始 

ＵＰＺを含む関係市町

村（南相馬市） 

・住民等の屋内退避の準備 

ＵＰＺ外の市町村 ・避難した施設敷地緊急事態要避難者の受入れ 

・施設敷地緊急事態要避難者以外の住民等の避難準備（避難

先、輸送手段の確保等）への協力 

３ 原子力防災専門官等が行う連絡 
原子力保安検査官は、特定事象発生後、直ちに現場の状況等を確認し、また、原子力防災専

門官は、収集した情報等を整理し、県、関係市町村に連絡する。 

また、原子力防災専門官は、現地における情報の収集を行うとともに、国、県、関係市町村、

事業者、関係機関等で構成される現地事故対策連絡会議において連絡・調整等を行う。 

４ 県が行う連絡 
県は、原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた事項について、次の連絡を行う。 

（１）県は、発電所からの特定事象発生等の通報、国〔原子力規制委員会、原子力防災

専門官〕からの連絡、その他必要と思われる事項について、関係市町村及び防災関

係機関等に直ちに連絡する。 

（２）県は、発電所からの通報がない状態において、県が設置しているモニタリングポ

スト等により特定事象発生の通報を行うべき数値（５マイクロシーベルト／時）の

検出を発見した場合は、直ちに原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官に連絡

する。 

また、避難指示区域については、バックグラウンドの毎時放射線量を考慮し、毎

時放射線量（３ヶ月平均）＋５マイクロシーベルト／時検出時とされている。 

なお、県から連絡を受けた原子力防災専門官は、施設の状況を確認し、その結果

を県、関係市町村に連絡する。 

（３）県は、国〔原子力規制委員会、原子力防災専門官〕、関係市町村、防災関係機関

との間において、発電所から通報を受けた事項、各々が行う応急対策活動の状況等
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を随時連絡するなど、連絡を密にする。 

５ 関係市町村・警察本部・消防本部が行う連絡 
関係市町村、警察本部、消防本部は、発電所からの特定事象発生等の通報又は国〔原子力規

制委員会〕及び県からの連絡等を受けた場合、直ちに関係する所属機関等に対し連絡を行う。 

６ 市の対応 
市は、特定事象の発生について通報連絡を受けた場合、その他市長が必要と認めた場合、直ち

に原子力災害対策本部を設置し、原子力施設、国及び県から通報連絡を受けた事項について、本

計画に定める指定地方公共機関等のほか、関係する所属機関等に対しても連絡する。 

第４ 全面緊急事態が発生した場合 

発電所において、発生した特定事象が原災法第15条の規定に該当した場合には、防災関係機関

相互において、次により通報連絡を行う。 

※ 参照 通信連絡系統図（情報収集事態、警戒事象及び特定事象が発生した場合） 

１ 原子力事業者からの通報連絡 
発電所において、発生した特定事象が原災法第15条の規定に該当した場合、直ちに、国、県、

関係市町村、警察本部等、海上保安部及び関係市町村を管轄する消防本部等に対し、通報文書

を、ＦＡＸを送付し、電話確認を行う。 

さらに、その後の事故の状況についても、定期又随時、関係機関に報告する。 

また、県災害対策本部及びオフサイトセンターの原子力現地災害対策本部にも連絡する。 

なお、電話等による連絡が困難な場合、連絡員を県及び関係市町村に派遣する。 

２ 国が行う連絡 
内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を発出するとともに、緊急事態応急対策を実施すべき

市町村長及び知事に対し、避難又は屋内退避等の緊急事態応急対策に関する事項の指示等を文

書で連絡する。 

なお､国〔現地対策本部又は災害対策本部〕は、事態の変化により、対象の市町村及び緊急事

態応急対策の内容を変更したときは、当該市町村長及び知事に対し、その指示等を文書で連絡

する。 

また、原子力災害対策本部は、次の指示等を行う。 

要請先 要請内容 

ＰＡＺを含む町 ・住民等の避難実施 

ＵＰＺを含む関係市町

村（南相馬市） 

・住民等の屋内退避の開始 

・ＯＩＬに基づく住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保

等） 

ＵＰＺ外の市町村 ・避難した住民の受入れ 

・必要に応じて、屋内退避 

３ 県が行う連絡 
県は、発電所から特定事象が原災法第15条に該当した場合の報告、国〔原子力災害対策本部〕

からの緊急事態応急対策に関する事項の指示及び緊急時モニタリング情報や、その他必要と思

われる事項等について、関係市町村及び関係機関に直ちに連絡する。 
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４ 関係市町村・警察本部・消防本部の連絡 
関係市町村・警察本部・消防本部は、発電所からの特定事象が原災法第15条に該当した場合

の報告、国〔原子力災害対策本部〕からの緊急事態応急対策に関する事項の指示等及び県〔危

機管理総室〕からの連絡を受けた場合、直ちに関係する所属機関等に対し連絡する。 

５ 市の対応 
市は、発生した特定事象が原災法第15条に該当した場合、その他市長が必要と認めた場合、直

ちに原子力災害対策本部を設置し、原子力施設、国及び県から通報連絡を受けた事項について、

本計画に定める指定地方公共機関等のほか、関係する所属機関等に対しても連絡する。 
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通報連絡系統図  （情報収集事態・警戒事象及び特定事象が発生した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※福島第一原子力発電所からの通報は福島第一原子力規制事務所へ、福島第二原子力発電所からの通報は福島第二原子力規制事務所へ届く 

 

 

 

  

県警察本部（災害対策課） 
関係市町村を管轄する警察署 
双葉地方広域市町村圏組合消防本部 
相馬地方広域消防本部 
関係市町村を管轄する消防本部・消防署 
海上保安庁福島海上保安部 

関係市町村 南相馬市 
いわき市、田村市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、 
川内村、浪江町、葛尾村、飯舘村 

 
(立地町) 

福島第一 大熊町、 双葉町 
福島第二 楢葉町、 富岡町 

福島県環境創造センター環境放射線センター 

福 島 県 
(災害対策本部・原子力安全対策課) 

(県関係機関) 
各地方振興局 
地域医療課 
環境創造センター 
環境創造センター福島支所 
消防防災航空センター 
 
(県庁内) 
県庁内各部局主管課 
県庁内各部内局主管課 
教育庁教育総務課 
病院局病院経営課 
広報課 

県内市町村(関係13市町村を除く) 

県内消防本部 (関係消防本部を除く) 

福島第一・福島第二原子力発電所 
(原子力防災管理者) 

 
内閣総理大臣 
内閣府政策統括官(原子力防災担当)付 
内閣官房(内閣官房副長官補) 
経済産業省(資源エネルギー庁) 
経済産業省(東北経済産業局) 
富岡労働基準監督署 
環境省(福島地方環境事務所) 
 

 
(国機関) 
原子力規制委員会 
(原子力規制庁 緊急事案対策室) 
福島第一・福島第二原子力規制事務所※ 
原子力災害現地対策本部(ＯＦＣ) 
 

(指定地方行政機関・指定公共機関) 
海上保安庁第二管区海上保安本部 
福島県漁業無線局 
消防庁 
量子科学技術研究開発機構 
日本原子力研究開発機構 
陸自東北方面総監部 
陸自第44普通科連隊 
陸自第6特科連隊 
日本赤十字社福島県支部 
福島県診療放射線技師会 
福島県立医科大学附属病院 
福島地方気象台 
東北地方整備局福島河川国道事務所 
東北地方整備局郡山国道事務所 
東北地方整備局磐城国道事務所 
NEXCO東日本東北支社 
JR東日本仙台支社 
JR東日本仙台支社福島支店 
JR東日本水戸支社 
福島県バス協会 
福島交通 
会津乗合自動車 
新常磐交通 
NTT東日本福島支店 
東北電力福島支店 
 
(隣接県) 
宮城県、茨城県、新潟県 

 
原子力発電所からの通報(情報収集事態、警戒事象、第10条、第15条通報) 
 
県からの通報連絡(情報収集事態、警戒事象、第10条、第15条通報) 
 
国からの通報連絡(情報収集事態、警戒事象) 
 

凡 例 
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通報連絡系統図  （県モニタリングポストにより５μSv/h を観測した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県警察本部（災害対策課） 
関係市町村を管轄する警察署 
双葉地方広域市町村圏組合消防本部 
相馬地方広域消防本部 
関係市町村を管轄する消防本部・消防署 
海上保安庁福島海上保安部 

関係市町村 南相馬市 
いわき市、田村市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、 
川内村、浪江町、葛尾村、飯舘村 

 
(立地町) 

福島第一 大熊町、 双葉町 
福島第二 楢葉町、 富岡町 

福島県環境創造センター環境放射線センター 

福 島 県 
(災害対策本部・原子力安全対策課) 

(県関係機関) 
各地方振興局 
地域医療課 
環境創造センター 
環境創造センター福島支所 
消防防災航空センター 
 
(県庁内) 
県庁内各部局主管課 
県庁内各部内局主管課 
教育庁教育総務課 
病院局病院経営課 
広報課 

県内市町村(関係13市町村を除く) 

県内消防本部 (関係消防本部を除く) 

福島第一・福島第二原子力発電所 
(原子力防災管理者) 

 
原子力規制委員会 
(原子力規制庁 
緊急事案対策室) 
 

(指定地方行政機関・指定公共機関) 
海上保安庁第二管区海上保安本部 
福島県漁業無線局 
消防庁 
量子科学技術研究開発機構 
日本原子力研究開発機構 
陸自東北方面総監部 
陸自第44普通科連隊 
陸自第6特科連隊 
日本赤十字社福島県支部 
福島県診療放射線技師会 
福島県立医科大学附属病院 
福島地方気象台 
東北地方整備局福島河川国道事務所 
東北地方整備局郡山国道事務所 
東北地方整備局磐城国道事務所 
NEXCO東日本東北支社 
JR東日本仙台支社 
JR東日本仙台支社福島支店 
JR東日本水戸支社 
福島県バス協会 
福島交通 
会津乗合自動車 
新常磐交通 
NTT東日本福島支店 
東北電力福島支店 
 
(隣接県) 
宮城県、茨城県、新潟県 

 

県モニタリングポストによる特定事象に該当する測定結果の通報 

原子力防災専門官から原子力発電所への確認 

原子力発電所からの確認結果の連絡 

原子力防災専門官からの確認結果の連絡 

県からの通報連絡(原子力発電所への確認結果) 

凡 例 

福島第一・福島第二原子力規制事務所 

原子力災害現地対策本部(ＯＦＣ) 
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第５ 一般回線が使用できない場合の対処 

地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用できない場合は、別途整備している衛星通信回線

ならびに県総合情報通信ネットワーク等を活用し、情報収集・連絡を行う。 

第６ 放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 

市は、県が実施する緊急時モニタリングに関し、職員を派遣するなど協力を行う。 

また、県やオフサイトセンターに派遣した職員を通じて屋内退避、避難及び飲食物摂取制限等

各種防護対策に必要なモニタリング情報等の迅速な把握に努める。 

第７ 複合災害時の情報収集及び対応 

市は、国、県及び防災関係機関等と連携し、複合災害時においても、専用回線、衛星回線等、

あらゆる手段を活用して、道路、ライフラインの被災情報等の必要な情報の収集を実施し、必要

に応じ、住民への広報を行う。 

第２節 活動体制の確立 

第１ 市の活動体制の区分 

原子力災害対策本部等は、次の基準により設置する。 

緊急事態

の区分 
基準 市の体制 配備体制 

－ 

（危機管理課長が必要と認めた場合）

警戒事態には相当しないが、福島第一

周辺協定に基づく異常時の連絡等があ

り、なお事象の悪化が予想される場合 
準備体制 

本部事務局員 

総務部長、復興企画部長、 

健康福祉部長、子育て支援・健康づくり

担当理事 

情報収集

事態 

原子力施設立地町において震度５弱又

は震度５強の地震を観測した場合 

警戒事態 
１ 警戒事態発生の通報があった場合 

２ 市長が必要と認めた場合 

原子力災害

警戒本部 

体制 

○本部長：市長 

○本部員：各部長 

○本部付：消防署長、消防団長、

警察署長 

○本部事務局：総括班、広報班、

情報収集班、連絡調整班 

○配備要員：各班で定める。 

施設敷地

緊急事態 

１ 施設敷地緊急事態の通報があった

場合 

２ 発電所の事故により原災法第10条

に定める特定事象発生の通報があっ

た場合 

３ 市長が必要と認めた場合 

原子力災害

対策本部 

体制 

○本部長：市長 

○本部員：各部長 

○本部付：消防署長、消防団長、

警察署長 

○本部事務局：総括班、広報班、

情報収集班、連絡調整班 

○配備要員：各班で定める。 

全面緊急

事態 

１ 全面緊急事態の通報があった場合 

２ 内閣総理大臣が原子力緊急事態宣

言を発出した場合 

３ 市長が必要と認めた場合 
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第２ 準備体制 

危機管理課長は、情報収集事態の発生を認知した場合等準備体制の設置基準に該当したときは、

直ちに関係職員を収集し、準備体制の設置を指示する。 

１ 所掌事務 
準備体制における所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）原子力施設の事故等に関する情報の収集及び関係部局、防災関係機関への情報提供 

（２）国、県及び関係機関との緊密な情報交換 

（３）原子力災害警戒本部又は原子力災害対策本部の立ち上げ準備 

（４）その他必要な事務 

２ 準備体制の解除 
準備体制の解除は、概ね次の基準による。 

（１）危機管理課長が、発電所の事故等が終結し、対策の必要がなくなったと認めたとき。 

（２）原子力災害警戒本部又は原子力災害対策本部が設置されたとき。 

第３ 原子力災害警戒本部体制 

１ 原子力災害警戒本部の設置 
市は、国、県及び原子力事業者から発電所における警戒事態発生の通報を受けた場合、その

他市長が必要と認めた場合は、市長を本部長とする原子力災害警戒本部を設置する。 

さらに、必要に応じて、副市長を長とする現地災害対策本部等をオフサイトセンターに設置

する。 

２ 所掌事務 
警戒本部体制における所掌事務は、原子力災害対策本部に準じる。 

３ 原子力災害警戒本部体制の解除 
原子力災害警戒本部体制の解除は、概ね次の基準による。 

（１）本部長（副市長）が、発電所の事故等が終結し、対策の必要がなくなったと認めたとき。 

（２）原子力災害対策本部が設置されたとき。 

第４ 原子力災害対策本部体制 

１ 原子力災害対策本部の設置 
市は、国、県及び原子力事業者から施設敷地緊急事態、原災法第10条に基づく特定事象又は

全面緊急事態、原災法第15条に基づく特定事象発生の通報を受けた場合、その他市長が必要と

認めた場合は、市長を本部長とする災害対策本部を設置する。 

さらに、必要に応じて、副市長を長とする現地災害対策本部等をオフサイトセンターに設置

する。 

２ 災害対策本部の設置場所 
本部の設置場所は、市役所（本庁舎２階政庁）とする。その他、代替場所等は一般災害対策

編を準用する。 
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３ 災害対策本部の活動 
本部長（市長）は、県の災害対策本部と相互に連携しながら、内閣総理大臣が緊急事態宣言

を発出する以前において、住民避難等の応急対策の準備等を行う。 

本部長（市長）は、全面緊急事態の通報があった場合、又は内閣総理大臣により緊急事態宣

言が発出された場合、又は市の状況を踏まえた市独自の判断に基づき、迅速な屋内退避等の防

護措置を実施する。 

４ 原子力災害対策本部の廃止 
原子力災害対策本部の廃止は、概ね以下の基準による。 

（１）原子力緊急事態解除宣言がなされたとき。 

（２）本部長（市長）が、原子力施設の事故が終結し、緊急事態応急対策が完了した又は対策

の必要がなくなったと認めたとき。 
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●本部組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本部長】 

市 長 

【本 部 員】 

部長級の職員 

【事務局長】 

防災担当部長 

【副事務局長】 

防災担当課長 

【事務局員】 

防災担当課 

各部班員 

【総括班】 
【広報班】 
【情報収集班】 

【連絡調整班】 

市 民 生 活 部 

健 康 福 祉 部 

経 済 部 

建 設 部 

病 院 部 

【副本部長】 

副市長 

教育長 

災害対策本部 
事務局 

教 育 部 

活 動 支 援 部 

小高区対策部 

鹿島区対策部 

総 務 班 
秘 書 班 
財 政 班 
税 務 班 

生 活 環 境 班 
市 民 班 
生 涯 学 習 班 

社 会 福 祉 班 
健 康 福 祉 班 
高 松 ホ ー ム 班 

農 政 班 
商 工 労 政 班 

土 木 班 
都 市 計 画 班 
水 道 班 
下 水 道 班 

病 院 班 

教 育 総 務 班 
学 校 教 育 班 
文 化 財 班 

支 援 班 
会 計 班 

総 務 部 

班員 

地 域 振 興 班 
市 民 福 祉 班 
産 業 建 設 班 

【本部長付】 

南相馬市消防団長 

南相馬警察署長 

南相馬消防署長 

地 域 振 興 班 
市 民 福 祉 班 
産 業 建 設 班 

本部員会議 
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●本部長及び副本部長 

部名 事務分掌 

本部長 

副本部長 

1.災害対策の総括及び指揮に関すること  

2.災害対策本部の設置・解散に関すること  

3.屋内退避・避難指示又は解除の決定に関すること  

4.自衛隊の派遣要請の決定に関すること  

5.災害救助法の救助発動の要請に関すること  

6.広域応援要請の決定に関すること  

7.オフサイトセンター及び現地事故対策連絡会議への職員派遣に関すること 

●災害対策本部事務局 

班名 事務分掌 

総括班 

(危機管理課) 

（被災者支援・定

住推進課） 

(総務課) 

(税務課) 

 

1.原子力発電所の特定事象等発生の情報等の確認及び関係機関等への連絡に関

すること 

2.災害対策本部の庶務に関すること 

3.本部長の命令・指示等の伝達に関すること 

4.災害対策本部員会議の開催及び運営に関すること 

5.総合的な災害対策の調整に関すること 

6.原子力発電所事故等の発生及び屋内退避・避難指示の伝達に関すること 

7.消防団への出動要請に関すること 

8.県を通じた指定行政機関の長等への措置要請､自衛隊の部隊等の派遣要請に関

すること 

9.自衛隊の受入れ及び活動状況の把握に関すること 

10.オフサイトセンター及び現地事故対策連絡会議との連絡調整に関すること 

11.専門家等の派遣要請に関すること 

12.原子力災害対策の実施に必要な諸設備、資機材の管理・運用に関すること 

13.J-ALERTシステム及び防災行政無線の管理、運用に関すること 

14.各部・各班の職員配備計画に関すること 

広報班 

(新ｴﾈﾙｷﾞｰ推進課) 

(秘書課) 

(情報政策課) 

1.市民に対する被害状況の広報(防災行政無線の運用含む)に関すること 

2.報道機関に対する広報に関すること 

3.市ホームページ、緊急情報等メールサービス、エリア放送（みなみそうまチャ

ンネル）等による災害情報の提供に関すること 

4.災害対策本部の活動状況や実施した災害対策等の記録に関すること 

5.近隣市町村及び他市町村の防災関係資料の収集・記録等に関すること 

6.生活支援情報、応急復旧情報の市民に対する広報に関すること 

情報収集班 

(環境回復推進課) 

 

1.原子力発電所の特定事象等発生後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡に関

すること 

2.原子力防災緊急時連絡網システムに関すること 

3.安否情報の収集・集約・提供に関すること 

4.被害状況の調査集計、総括に関すること 

5.生活支援情報、応急復旧情報等の取りまとめに関すること 

連絡調整班 

(企画課) 

1.市外避難に係る県及び避難先自治体等との連絡調整に関すること 

2.国、県及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

3.国、県等に対する要望・陳情等に関すること 

4.受援に関すること  
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5.近隣市町村との連絡調整に関すること 

6.県への被害状況等の報告に関すること 

7.災害時相互応援協定締結自治体、団体等との連絡調整に関すること 

8.市民及び報道機関からの苦情、問い合わせ等に関すること 

9.外国人等からの苦情、問い合わせ等に関すること 

10.公共交通機関等関係機関との連絡調整、道路交通状況の把握に関すること 

11.各部との連絡調整に関すること 

●共通事務 

各班 1.所管に関する被害調査、報告、復旧等の災害対策（ライフラインを除く） 

2.避難所の開設、運営支援 

3.遺体安置所の運営支援 

4.本部長の指示する事項 

① 総務部 

班名 事務分掌 

総務班 

財政班・税務班 

(総務課) 

(情報政策課) 

(財政課) 

(税務課) 

1.避難住民の輸送体制に関すること 

2.避難実施要領の作成及び避難住民の誘導等に関すること 

総務班 

(総務課) 

(情報政策課) 

1.職員の動員に関すること 

2.職員の厚生及び食料確保に関すること 

3.職員の健康管理（放射線対策含む）に関すること 

4.国・県等に対する応援要請及び派遣職員等受入れに関すること 

5.災害対策本部員や職員のローテーション管理に関すること 

6.退避先における業務の継続に関すること 

秘書班 

(秘書課) 

1.被害状況の写真撮影等、災害状況の記録・保存に関すること 

2.本部長及び副本部長の連絡調整に関すること 

3.視察者等の対応に関すること 

財政班 

(財政課) 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2.庁舎の退避に係る県及び退避先自治体等との連絡調整に関すること 

3.庁舎の退避及び住民等への周知に関すること 

4.各種応急対策に使用する資機材の調達の総括に関すること 

5.車両の管理及び配車に関すること 

6.臨時電話の設置に関すること 

7.緊急通行車両の確認申請に関すること 

8.義えん金(被災者支援義援金は除く)受入れと配分に関すること 

9.災害応急対策費の予算措置及び契約に関すること 

税務班 

(税務課) 

1.被災者に対する市民税の減免等や税に関する総合相談に関すること 

2.自主防災組織等への連絡調整に関すること 

3.住家被害認定調査に関すること 

4.罹災証明の発行及び罹災台帳の作成に関すること 
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② 市民生活部 

班名 事務分掌 

生活環境班 

市民班 

(生活環境課) 

(市民課) 

1.応急救助のための食料品類及び生活必需品等（燃料含む）の確保・調達に関す

ること 

生活環境班 

(生活環境課) 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2.市が実施する環境放射線モニタリングに関すること 

3.県が実施する緊急時モニタリングへの協力に関すること 

4.モニタリング結果の収集に関すること 

5.塵芥及びし尿処理に関すること 

6.仮設トイレの設置に関すること 

7.愛玩動物等の保護等に関すること 

8.生活支援情報、応急復旧情報等の総括に関すること 

9.廃棄物及びし尿収集運搬業者との連絡調整に関すること 

市民班 

(市民課)  

1.市民からの問い合わせ等に関すること 

2.外国人の安否情報の収集等に関すること 

3.被災証明の発行及び被災者台帳の作成に関すること 

4.市民相談窓口の開設及び運営に関すること 

5.被災者に対する国民健康保険税の減免及び徴収猶予に関すること 

生涯学習班 

(生涯学習課) 

（スポーツ推進

課） 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2.一時集合場所の開設・運営に関すること 

3.避難施設の開設及び運営に関すること 

4.地区住民に対する広報に関すること 

5.各行政区への連絡調整に関すること 

6.社会教育及びスポーツ関係団体等との連絡調整に関すること 

③ 健康福祉部 

班名 事務分掌 

社会福祉班 

健康福祉班 

(社会福祉課) 

(長寿福祉課) 

(子育て支援課) 

(健康づくり課) 

1.避難行動要支援者への情報伝達、避難誘導及び救護に関すること 

社会福祉班 

(社会福祉課) 

(子育て支援課) 

1.一時集合場所の総括に関すること 

2.市内避難所（福祉避難所含む）の総括に関すること 

3.市外避難所（福祉避難所含む）の総括に関すること 

4.民生委員への連絡調整に関すること 

5.ボランティアの受入れ及び活動状況の総合調整に関すること 

6.市社会福祉協議会、日本赤十字社等との連絡調整に関すること 

7.罹災者に対する援護対策に関すること 

8.ボランティアの派遣に関すること 

9.被災者の罹災台帳に関すること 

10.罹災世帯への見舞金支給及び義援金の配分に関すること 
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健康福祉班 

(長寿福祉課) 

(健康づくり課) 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2.安定ヨウ素剤に関すること 

3.医療機関及び関係機関との連絡調整に関すること 

4.指定行政機関等に対する医療救護活動への助言・援助等の要請に関すること 

5.被災者に対する介護保険料の減免及び徴収猶予に関すること 

6.被災者の健康支援（ホールボディーカウンター等）に関すること 

7.健康支援のための窓口設置に関すること 

8.被災者の心のケアに関すること 

高松ホーム班 

(高松ホーム) 

1.入所者の避難誘導に関すること 

④ 経済部 

班名 事務分掌 

農政班 

商工労政班 

(農政課) 

(農林整備課) 

(商工労政課) 

(観光交流課) 

1.救援物資の受入れ、管理、備蓄物資の配分等に関すること 

農政班 

(農政課) 

(農林整備課) 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2.農林畜水産物の採取・出荷制限に関すること 

3.農林畜水産物・加工品等のモニタリングに関すること 

4.農林水産業関係団体との連絡調整に関すること 

5.米穀の調達に関すること 

6.被災農家に対する融資等に関すること 

7.家畜の防疫及び死亡獣畜処理等に関すること 

商工労政班 

(商工労政課) 

(観光交流課) 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2.観光施設管理者との連絡調整に関すること 

3.企業等との連絡調整に関すること 

4.関係団体等との連絡調整に関すること 

5.滞留者対策に関すること 

⑤ 建設部 

班名 事務分掌 

土木班 

都市計画班 

水道班 

下水道班 

(土木課) 

(都市計画課) 

(建築住宅課) 

(水道課) 

(下水道班) 

1.一時集合場所の開設・運営に関すること 

2.市内避難所の開設・運営に関すること 

3.市外避難所の開設・運営に関すること 

土木班 

(土木課) 

1.避難路及び緊急輸送路等の状況把握・確保に関すること 

2.立入制限措置、緊急輸送のための交通確保等に伴う警察との連絡調整に関する

こと 
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都市計画班 

(都市計画課) 

(建築住宅課) 

 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2.避難手段及び輸送手段の確保のための県及び関係機関等との連絡調整に関す

ること 

3.避難車両の配車・運行計画に関すること 

4.避難者への既存住宅（市営住宅・民間賃貸住宅等）の一時提供に関すること 

5.緊急を要する応急仮設住宅の整備に関すること 

6.仮設住宅及び部所管施設の応急復旧に係る資機材の調達に関すること 

7.ヘリポートの確保・運用に関すること 

8.市営住宅に関すること 

9.避難施設の改善に関すること 

10.用地の確保、土地の使用・提供等に関する調査及び体制に関すること 

11.応急仮設住宅の整備・運営に関すること 

水道班 

(水道課) 

1.飲料水のモニタリングに関すること 

2.飲料水の摂取制限に関すること 

3.飲料水の摂取制限に伴う応急的な飲料水の確保及び配布に関すること 

下水道班 

(下水道班) 

1.仮設トイレの設置に係る監督業務に関すること 

⑥ 病院部 

班名 事務分掌 

病院班 

(市立総合病院) 

(小高病院) 

1.入院患者及び外来患者の避難誘導に関すること 

2.県が実施する原子力災害医療活動への協力に関すること 

3.医薬品の管理、配分及び調整に関すること 

⑦ 教育部 

班名 事務分掌 

教育総務班 

(教育総務課) 

学校教育班 

文化財班 

1.一時集合場所の開設・運営に関すること 

2.市内避難所の開設・運営に関すること 

3.市外避難所の開設・運営に関すること 

教育総務班 

(教育総務課) 

1.学校の退避及び仮設校舎に関すること 

2.教育長の秘書及び車両配備等に関すること 

3.災害時における教育行政の総合調整に関すること 

学校教育班 

(学校教育課) 

(幼児教育課) 

1.教職員の動員に関すること 

2.園児・児童・生徒の避難誘導及び応急対策等に関すること 

3.各園・各学校の連絡調整に関すること 

4.学校の退避の保護者等への周知に関すること 

5.応急教育・保育に関すること 

6.被災児童・生徒に対する学用品の支給に関すること 

7.幼児、児童・生徒の健康管理に関すること 

8.被災者に対する保育料の減免及び徴収猶予に関すること 

文化財班 

(文化財課) 

(中央図書館) 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 
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⑧ 活動支援部 

班名 事務分掌 

支援班 

会計班 

(議会事務局) 

(選管事務局) 

(監査事務局) 

(農委事務局) 

(会計課) 

1.一時集合場所の開設・運営に関すること 

2.市内避難所の開設・運営に関すること 

3.市外避難所の開設・運営に関すること 

支援班 

(議会事務局) 

(選管事務局) 

(監査事務局) 

(農委事務局) 

1.市議会及び行政委員会との連絡調整に関すること 

2.市議会災害対策支援本部に関すること 

会計班 

(会計課) 

1.現金及び物品の出納及び保管に関すること 

⑨ 各区対策部の事務分掌 

班名 事務分掌 

地域振興班 

市民福祉班 

産業建設班 

(地域振興課) 

(市民福祉課) 

(産業建設課) 

1.一時集合場所の開設・運営に関すること 

2.市内避難所の開設・運営に関すること 

3.市外避難所の開設・運営に関すること 

地域振興班 

(地域振興課) 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2.職員の動員に関すること 

3.行政区長との連絡調整に関すること 

4.区対策部員や職員のローテーション管理に関すること 

5.職員の厚生・食料確保に関すること 

6.区対策部の庶務に関すること 

7.南相馬警察署、小高分署及び鹿島分署との連携に関すること 

8.災害状況の記録・収集に関すること 

市民福祉班 

(市民福祉課) 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2.民生委員への連絡調整に関すること 

3.安否情報の収集・提供に関すること 

産業建設班 

(産業建設課) 

1.所管施設利用者の避難誘導に関すること 

2.関係団体等との情報連絡及び調整に関すること 

3.経済団体及び商工会との連絡調整に関すること 

4.観光客に対する情報の提供及び観光施設管理者との連絡調整に関すること 
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第５ オフサイトセンターとの連携 

１ 警戒事態又は特定事象通報受信後の対応 
（１）情報の収集 

市は、情報収集事態又は警戒事態発生の通報を受けた場合、原子力防災専門官、原子力

事業者等から情報等を得るなど国との連携を図りつつ、事故の状況の把握に努める。 

（２）オフサイトセンターの設営準備への協力 

市は、警戒事態発生の通報を受けた場合、直ちにオフサイトセンターの立ち上げ準備へ

の協力を行う。 

（３）現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

国が現地事故対策連絡会議をオフサイトセンターにて開催し、これに市の職員の派遣要

請があった場合には、あらかじめ定められた職員をオフサイトセンターに派遣する。 

（４）国等との情報の共有等 

市は、派遣された職員に対し、市が行う応急対策の状況、緊急事態応急対策の準備状況

等について随時連絡するなど当該職員を通じて国等との連絡・調整、情報の共有を行う。 

２ 原子力緊急事態宣言発出後の対応 
原子力緊急事態宣言が発出され、オフサイトセンターにおいて原子力災害合同対策協議会が

組織されることとなった場合は、市は、あらかじめ定められた職員を出席させ、原子力緊急事

態に関する情報を交換し、緊急事態応急対策の実施に向けた調整を行う。 

また、市は、あらかじめ定められた職員をオフサイトセンターに派遣し、初動の緊急避難に

おける周辺地域での活動体制を確立するとともに、施設の状況の把握、モニタリング情報の把

握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等の活動に従事させる。 

第６ 専門家の派遣要請 

市は、特定事象発生の通報がなされた場合、必要に応じ、あらかじめ定められた手続きに従

い、国に対して専門家の派遣を要請する。 

第７ 応援要請及び職員の派遣要請等 

応援要請等については、一般災害対策編 第１部 第３章 第１節を準用する。 

なお、市長は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認めた場合は、指定行

政機関又は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に関す

る助言その他の必要な援助を求める。 

第８ 自衛隊の派遣要請等 

自衛隊の派遣要請の要求については、一般災害対策編 第１部 第３章 第２節を準用する。 

第９ 防災業務関係者の安全確保 

市は、緊急事態応急対策に係わる防災業務関係者の安全確保を図る。 
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１ 防災業務関係者の安全確保方針 
市は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある環境下で活動する場合には、災害対策本部

及び現場指揮者との連携を密にし、適切な被ばく管理を行うとともに、災害特有の異常心理下

での活動において冷静な判断と行動が取れるよう配意する。 

２ 防護対策 
（１）現地災害対策本部長は、必要に応じその管轄する防災業務関係者に対し、防護服、防護

マスク及び線量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備、また、後日にホールボ

ディカウンターによる内部被ばく測定を行うこと等必要な措置を図るよう指示する。 

（２）市は、県やその他防災関係機関に対して、必要に応じ、防護服、防護マスク、線量計及

び安定ヨウ素剤等の防護資機材の調達の協力を要請する。 

３ 防災業務関係者の放射線防護 
（１）防災業務関係者の放射線防護については、あらかじめ定められた緊急時の防災関係者の

放射線防護に係る基準に基づき行う。 

（２）市は県と連携又は市独自に職員の被ばく管理を行う。 

（３）市の放射線防護を担う班は、オフサイトセンター等において、必要に応じ県など関係機

関に対し除染等の医療措置を要請する。 

（４）市は、応急対策活動を行う市の防災業務関係者の安全確保のための資機材を確保する。 

（５）市は、応急対策を行う職員等の安全確保のため、オフサイトセンター等において、国、

県及び原子力事業者と相互に密接な情報交換を行う。 

第10 原子力被災者生活支援チームとの連携 

市は、初期対応段階における避難区域の住民避難完了後の段階において、国が設置する原子力

被災者生活支援チームと連携し、子ども等をはじめとする健康管理調査等の推進、環境モニタリ

ングの総合的な推進、適切な役割分担の下、汚染廃棄物の処理や除染等を推進する。 

【原子力被災者生活支援チーム】 

原子力災害対策本部長は、原子力施設における放射性物質の大量放出を防止するための

応急措置が終了したことにより避難区域の拡大防止がなされたこと及び初期対応段階にお

ける避難区域の住民避難が概ね終了したことを一つの目途として、必要に応じて、原子力

災害対策本部の下に、被災者の生活支援のため、原子力被災者生活支援チームを設置する。 

第３節 屋内退避、避難等の防護措置 

市は、対策指針や国の定めるマニュアル等を踏まえ、屋内退避、避難等の防護措置を実施する。 

また、病院、介護施設等に在所している等により早期の避難が困難である住民等への防護措置に

ついても実施する。 

第１ 屋内退避、避難等の防護措置の実施 

１ 住民避難のための準備 
市は、施設敷地緊急事態発生時には、直ちに住民の屋内退避又は避難のための準備として、国

及び県と連携を密に図りながら、モニタリング情報や気象情報を勘案し、避難の範囲、避難道路、

避難先及び受入れの調整の検討を開始する。 
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また、一時集合場所の開設準備、住民輸送のための車両の確保及び広報車等の準備等を行う。 

２ 全面緊急事態発生時の屋内退避及び避難の決定 
全面緊急事態に至ったことにより、内閣総理大臣が「原子力緊急事態宣言」を発出し、屋内

退避、避難の指示を受けたときは、当該指示に従い、住民等に対し速やかに屋内退避又は避難

を指示する。 

また、市は、内閣総理大臣から指示がない段階で、屋内退避や緊急避難が必要と判断した場

合は、住民に対し屋内退避又は避難を指示する。 

３ 放射性物質放出後の対応 
国は、放射性物質が放出されたに後は、市に対し、緊急事態の状況により、ＯＩＬに基づく

緊急時モニタリングの結果に応じて、避難、一時移転等の緊急事態応急対策の実施について、

指示、助言等を行う。 

市長は、国が指示を行うにあたり、国から事前に伝達された指示案に対して、速やかに意見

を述べる。 

４ 住民への情報提供 
市は、住民等の避難誘導にあたっては、県と協力し、住民等に向けて、避難やスクリーニン

グの場所の所在、災害の概要、緊急時モニタリング結果、市が行っている環境放射線モニタリ

ング結果や参考となる気象情報その他の避難に資する情報の提供に努める。 

また、市は、避難や避難退域時検査の場所の所在、災害の概要等の情報について、原子力災

害現地対策本部等及び県に対しても情報を提供する。 

５ 住民への避難のための立退きの勧告又は指示等 
市は、避難のための立退きの勧告又は指示等を行った場合は、戸別訪問、避難所における確

認等あらかじめ定められた方法により住民等の避難状況を確認する。 

また、避難状況の確認結果については、原子力災害現地対策本部等及び県に対しても情報を

提供する。 

６ 避難所の調整 
市の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合は、国の協力のもと、県が受入先の市町村に

対し、受入施設の供与及びその他の災害救助の実施に協力するよう指示する。 

この場合、県は受入先の市町村と協議のうえ、要避難区域の市町村に対し避難所となる施設

を示す。 

７ 家庭動物との同行避難 
市は災害の実態に応じて、飼い主による家庭動物との同行避難を呼びかける。 
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■運用上の介入レベル（ＯＩＬ：Operational Intervention Level）と防護措置 

対策指針では、放射性物質の放出後は、その拡散により比較的広い範囲において空間放射線

量率等の高い地点が発生する可能性があることから、国、地方公共団体及び原子力事業者は、

緊急時モニタリングを迅速に行い、その測定結果に基づき、必要な防護措置を実施することが

必要となる。そのため、次表のとおり、これらの防護措置の実施を判断する基準として、運用

上の介入レベル（ＯＩＬ：Operational Intervention Level）を定めている。 

 基準の種類 基準の概要 初期設定値
※１
 防護措置の概要 

緊
急
防
護
措
置 

ＯＩＬ１ 

地表面からの放射線、再浮遊

した放射性物質の吸入、不注

意な経口摂取による被ばく

影響を防止するため、住民等

を数時間内に避難や屋内退

避等させるための基準 

500μSv/h 

（地上１mで計測した場合の空間

放射線量率
※２
） 

数時間内を目途に区域

を特定し、避難等を実

施。(移動が困難な者の

一時屋内退避を含む） 

ＯＩＬ４ 

不注意な経口摂取、皮膚汚染

からの外部被ばくを防止す

るため、除染を講じるための

基準 

β線：40,000cpm
※３
 

（皮膚から数 cmでの検出器の計

数率） 

避難又は一時移転の基

準に基づいて避難等し

た避難者等に避難退域

時検査を実施して、基

準を超える際は迅速に

簡易除染等を実施。 

β線：13,000cpm
※４ 

【１ヶ月後の値】（皮膚から数cm

での検出器の計数率） 

早
期
防
護
措
置 

ＯＩＬ２ 

地表面からの放射線、再浮遊

した放射性物質の吸入、不注

意な経口摂取による被ばく影

響を防止するため、地域生産

物
※5
の摂取を制限するとと

もに、住民等を1週間程度内

に一時移転させるための基準 

20μSv/h 

（地上１m で計測した場合の空

間放射線量率
※２
） 

１日内を目途に区域を

特定し、地域生産物の

摂取を制限するととも

に１週間程度内に一時

移転を実施。 

飲
食
物
摂
取
制
限
※
9 

飲食物に係

るスクリー

ニング基準 

ＯＩＬ６による飲食物の摂

取制限を判断する準備とし

て、飲食物中の放射性核種濃

度測定を実施すべき地域を

特定する際の基準 

0.5μSv/h
※6
 

（地上１m で計測した場合の空

間放射線量率
※２
） 

数日内を目途に飲食物

中の放射性核種濃度を

測定すべき区域を特

定。 

ＯＩＬ６ 

経口摂取による被ばく影響

を防止するため、飲食物の摂

取を制限する際の 

基準 

核種
※7
 

飲料水 

牛乳・乳

製品 

野菜類、穀

類、肉、卵、

魚、その他 １週間内を目途に飲食

物中の放射性核種濃度

の測定と分析を行い、

基準を超えるものにつ

き摂取制限を迅速に実

施。 

 

放射性ヨ

ウ素 
300Bq/kg 

2,000 

Bq/kg
※8
 

放射性 

セシウム 
200Bq/kg 500Bq/kg 

プルトニウム及

び超ウラン元素

のアルファ核種 

1Bq/kg 10Bq/kg 

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg 

※１「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるＯＩＬの値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確になった時点で必要な

場合にはＯＩＬの初期設定値は改定される。 

※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所

における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。ＯＩＬ１については緊

急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ１の基準値を超えた場合、ＯＩＬ２については、

空間放射線量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間値）

がＯＩＬ２の基準値を超えたときから起算して概ね１日が経過した時点の空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準

値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。 

※３ 我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が20cm2の検出器を利用した場合の計数率であり、表面汚染密度は

約120Bq/cm2相当となる。他の計測器を使用して測定する場合には、この表面汚染密度より入射窓面積や検出効率を勘案

した計数率を求める必要がある。 

※４ ※３と同様、表面汚染密度は約40Bq/cm2相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、計数率の換算が必要である。 

※５ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であって、数週間以内に消費さ

れるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。 

※６ 実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。 

※７ その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、ＩＡＥＡのＧＳＧ－２におけるＯＩＬ６を参考として数値

を設定する。 
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※８ 根菜、芋類を除く野菜類が対象。 

※９ ＩＡＥＡでは、飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中の放射性核種濃度の測定が開始されるまで

の間の暫定的な飲食物摂取制限の実施及び当該測定の対象の決定に係る基準であるＯＩＬ３等を設定しているが、我が国

では、放射性核種濃度を測定すべき区域を特定するための基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。 

第２ 屋内退避又は避難の方法 

１ 屋内退避 
屋内退避は原則として住民等が自宅等にとどまるものである。 

市は、住民等に屋外に出ないよう市防災行政無線及び広報車の巡回等により、指示する。屋

外にいる住民等に対しては、速やかに自宅に戻るか、又は近くの公共施設等に退避するよう指

示する。 

県は、屋内退避中の住民等に対し、テレビ・ラジオ及びインターネット等により屋内退避の

留意事項及び必要な情報を提供する。 

２ 避難 
（１）一時集合場所への集合 

市は、あらかじめ定める避難計画により、避難先、及びバスによる集団避難のための一

時集合場所を指定し、住民等に対して避難の指示を行うとともに、消防署員・団員、警察

官の誘導のもとに住民等を集合させる。 

（２）避難所への輸送 

市は、あらかじめ定める避難計画により、防災関係機関の車両等の応援、又は、必要に

応じ、一般車両所有者等の協力を得て、一時集合場所に集合した住民等を避難先へ輸送す

る。 

また、人員、輸送車両等に不足を生じた場合は、自衛隊の支援や県に支援を要請する。 

（３）一時集合場所に自力で集合することが不可能な者に対する措置 

一時集合場所に自力で集合することが不可能な者については、市職員、消防署員・団員

及び警察官による救援活動を実施する。 

（４）避難路の通行確保 

警察官又は消防署員等避難措置の実施者は、迅速かつ安全に避難できるよう自動車の規

制、荷物の運搬等を制止するなど通行の支障となる行為を排除、規制し、避難路の通行確

保に努める。 

（５）避難状況の把握 

市は、避難の指示等を行った場合は、戸別訪問、避難所における住民登録等、あらかじ

め定められた方法により住民の避難状況を確認し、避難漏れ等のないよう配慮する。 

第３ 避難所等 

１ 避難所の開設及び周知 
市は、県と連携し、緊急時に必要に応じ指定避難所及び避難退域時検査等の場所を開設し、

住民等に対し周知徹底を図る。 

また、必要に応じて、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、災害に対する安全性

を確認の上、管理者の同意を得て避難所等として開設する。 

２ 避難者の情報把握 
市は、県と連携し、それぞれの避難所の避難者に係る情報の早期把握に努め、国等への報告
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を行う。 

また、行政区長、民生委員・児童委員、介護保険事業者及び障害福祉サービス事業者等は、

要配慮者の居場所や安否確認に努め、把握した情報について県及び市に提供する。 

３ 良好な生活環境づくり 
市は、県の協力のもと、避難所における生活環境が、常に良好となるよう、食事供与の状況、

トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。 

避難の長期化に際しては、プライバシーの確保、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把

握、家庭動物のためのスペースの確保などの措置を講じるよう努める。 

４ 心のケア対策 
市は、県と連携し、被災者の健康状態を十分把握し、必要に応じ救護所等の設置や心のケア

を含めた対策を行う。 

特に、要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等での受

入れ、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得つ

つ、計画的に実施する。 

また、市は、県と連携し、保健師等による巡回健康相談等を実施する。 

５ 女性や子育て家庭に配慮した運営 
市は、県の協力のもと、避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニー

ズの違い等男女双方の視点等に配慮する。 

特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配

布、避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に

努める。 

６ 避難所の早期解消 
市は、県の協力のもと、災害の規模等に鑑みて、避難者の健全な住生活の早期確保のために、

必要に応じ、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅、空き家等利用可能な既存

住宅のあっせん及び活用等により、避難所の早期解消に努める。 

７ 応急仮設住宅 
市は、応急仮設住宅を建設する必要があるときは、国及び県と協議の上、建設する。建設に

あたっては、二次災害に十分配慮するとともに、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動

物の受入れに配慮する。 

また、県と連携し、被災者の入居に係る事務を行い、その円滑な入居の促進に努める。 

なお、応急仮設住宅の建設に必要な資機材が不足し、調達の必要がある場合には、必要に応

じて国及び県に資機材の調達に関して要請する。 

第４ 広域一時滞在 

１ 市は、管轄する区域外への広域的な避難及び避難所、応急仮設住宅等への受入れが必要であ

ると判断した場合、原則として、県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協

議し、他の都道府県の市町村への受入れについては、県に対し当該他の都道府県との協議を求

める。 

２ 市は、県に対し、必要に応じて、受入先の候補となる地方公共団体及び当該地方公共団体に

おける被災住民の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域一時滞在について助言を要請する。 
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３ 県は、市から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行う。 

また、市の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、市からの要請を待ついとまが

ないときは、市の要請を待たないで、広域一時滞在のための協議要請を当該市に代わって行う。 

４ 国は、市及び県が、被災により自ら広域一時滞在のための協議を行うことが不可能な場合は、

広域一時滞在のための協議を当該市に代わって行う。 

第５ 安定ヨウ素剤の予防服用 

市は、県と連携し、国の原子力災害対策本部の指示に基づき、又は市独自の判断により、住民

等に対し、原則として医師の関与の下で、安定ヨウ素剤を配布するとともに、服用を指示する。 

ただし、時間的制約等により、医師を立ち会わせることができない場合には、薬剤師の協力を

求める等、あらかじめ定める代替の手続きによって配布・服用指示を行う。 

第６ 避難行動要支援者への配慮 

市は、発災時には、避難行動要支援者本人の同意の有無にかかわらず、避難行動要支援者名簿

を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認等が行われるよう努め

る。 

第７ 要配慮者への配慮 

１ 避難所等での配慮 
市は、県及び関係機関と連携し、国の協力を得て、避難誘導、避難所での生活に関しては、要

配慮者及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと等に十分配慮し、避難所での健康

状態の把握、福祉施設職員等の応援体制、応急仮設住宅への優先的入居、高齢者及び障がい者向

け応急仮設住宅の設置等に努める。 

また、要配慮者に向けた情報の提供についても十分配慮する。 

２ 病院等医療機関 

病院等医療機関は、原子力災害が発生し、避難のための立退きの勧告又は指示等があった場

合は、あらかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基づき、医師、看護師、職員の指示・引率の

もと、迅速かつ安全に、入院患者、外来患者及び見舞客等を避難又は他の医療機関へ転院させ

る。 

２ 社会福祉施設 

社会福祉施設は、原子力災害が発生し、避難のための立退きの勧告又は指示等があった場合

は、あらかじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき、職員の指示・引率のもと、迅速かつ安

全に、入所者又は利用者を避難させる。  
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第８ 学校等施設における避難措置 

学校等施設において、生徒等の在校時に原子力災害が発生し、避難のための立退きの勧告又は

指示等があった場合は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき、教職員の指示・引率のもと、迅

速かつ安全に生徒等を避難させる。 

また、生徒等を避難させた場合及びあらかじめ定めたルールに基づき生徒等を保護者へ引き渡

した場合は、市に対し速やかにその旨を連絡する。 

第９ 不特定多数の者が利用する施設における避難措置 

駅、その他の不特定多数の者が利用する施設において、原子力災害が発生し避難のための立退

きの勧告又は指示等があった場合は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき、施設の利用者等を

避難させる。 

第10 警戒区域の設定、避難の勧告・指示の実効を上げるための措置 

市は、現地対策本部、関係機関等と連携し、警戒区域又は避難を勧告若しくは指示した区域に

ついて、居住者等の生命又は身体に対する危険を防止するため、外部から車両等が進入しないよ

う指導するなど、警戒区域の設定、避難勧告又は指示の実効を上げるために必要な措置をとる。 

第11 飲食物、生活必需品等の供給 

市は、県及び防災関係機関等と協力し、被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料

及び毛布等の生活必需品等を調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行う。 

なお、被災地で必要とされる物資は、時間の経過や季節、要配慮者のニーズや男女のニーズの

違い等に配慮する。 

市及び県は、供給すべき物資が不足し、調達の必要がある場合には国（物資関係省庁）又は原

子力災害対策本部等に物資の調達を要請する。 

第４節 治安の確保及び火災の予防 

市は、緊急事態応急対策実施区域及びその周辺（海上を含む。）における治安の確保、火災の予

防等について治安当局等関係機関と協議する。 

特に、避難のための立退きの勧告又は指示等を行った区域及びその周辺において、パトロール

や生活の安全に関する情報の提供等を実施し、速やかな治安の確保、火災の予防等に努める。 

第５節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 

１ 国は、放射性物質が放出された後、ＯＩＬに基づき、一時移転対象地域の地域生産物の出荷

制限・摂取制限を実施するよう、関係地方公共団体に指示する。市は、国の指示に基づき、当

該対象地域において、地域生産物の出荷制限及び摂取制限を実施する。 

２ 国は、ＯＩＬに基づき、緊急時モニタリングの結果に応じて、飲食物の放射性核種濃度の測

定を行うべき地域を特定し、県における検査計画・検査実施、飲食物の出荷制限等について関

係機関に要請するとともに、状況に応じて、摂取制限も措置する。 
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３ 市は、対策指針に基づいたスクリーニング基準を踏まえ、国及び県からの放射性物質による

汚染状況の調査の要請を受け、又は市独自の判断により、飲料水の検査を実施する。食品につ

いては、必要に応じ、県が行う放射性物質による汚染状況の調査に協力する。 

また、市は、国及び県の指導・助言及び指示に基づき、又は独自の判断により、代替飲食物

の供給等に配慮しつつ、飲食物の出荷制限、摂取制限等及びこれらの解除を実施する。 

第６節 緊急輸送活動 

第１ 緊急輸送活動 

１ 緊急輸送の順位 

市は、次の順位を原則として、県等防災関係機関と調整の上、緊急輸送を行う。 

順 位 輸 送 内 容 

第１順位 
人命救助、救急活動に必要な輸送、対応方針を定める少人数グループのメン
バー 

第２順位 
避難者の輸送（緊急性の高い区域からの優先的な避難）、災害状況の把握・
進展予測のための専門家・資機材の輸送 

第３順位 緊急事態応急対策を実施するための要員、資機材の輸送 

第４順位 住民の生活を確保するために必要な物資の輸送 

第５順位 その他緊急事態応急対策のために必要な輸送 

２ 緊急輸送の範囲 
緊急輸送の範囲は、次のとおりである。 

（１）救助・救急活動、医療・救護活動に必要な人員及び資機材 

（２）負傷者、避難者等 

（３）対応方針を定める少人数のグループのメンバー（国及び県の現地対策本部長、市町

村の対策本部長等）、緊急事態応急対策要員（原子力災害現地対策本部要員、原子力

災害合同対策協議会構成員、国の専門家、緊急時モニタリング要員、情報通信要員等）

及び必要とされる資機材 

（４）避難所を維持・管理するために必要な人員、資機材 

（５）食料、飲料水等生命の維持に必要な物資 

（６）その他緊急に輸送を必要とするもの 

３ 緊急輸送体制の確立 
（１）市は、関係機関との連携により、輸送の優先順位、乗員及び輸送手段の確保状況、交通

の混雑状況等を勘案し、円滑に緊急輸送を実施する。 

（２）市は、人員、車両等の調達に関して、関係機関のほか、県を通じ輸送関係省庁に支援を

要請する。また、必要に応じ県や周辺市町村に支援を要請する。 

（３）市は、（２）によっても人員、車両等が不足するときは、原子力災害合同対策協議会等の

場において、人員等の確保に関する支援を依頼する。 

第２ 緊急輸送のための交通確保 

市は、原子力災害合同対策協議会において、交通規制に当たる県警察と相互に密接な連絡を図
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り、緊急輸送のための交通の確保に必要な措置をとる。 

第７節 救助・救急、消火及び医療活動 

第１ 救助・救急及び消火活動 

市は、必要に応じ県又は原子力事業者その他の民間からの協力により、救助・救急及び消火活

動のための資機材を確保する。 

また、災害の状況等から必要と認められるときは、消防庁、県及び原子力事業者等に対し、応

援を要請する。さらに、市の現有の消防力では対処できない場合は、県に対し広域消防応援、緊

急消防援助隊の出動等を要請する。 

なお、要請時には次の事項に留意する。 

（１）救急・救助及び火災の状況及び応援要請の理由、応援の必要期間 

（２）応援要請を行う消防機関の種別と人員 

（３）市への進入経路及び集結（待機）場所 など 

第２ 医療措置 

市は、県が行う緊急時における住民等の健康管理、避難退域時検査及び簡易除染等原子力災害

医療について協力する。 

第８節 住民等への的確な情報伝達活動 

第１ 住民等への情報伝達活動 

１ 情報伝達 
市は、原子力災害の特殊性を勘案し、緊急時における住民等の心理的動揺あるいは混乱をお

さえ、異常事態による影響をできる限り低くするため、住民等に対する的確な情報提供、広報

を迅速かつ分かりやすく正確に行う。 

（１）情報の発信元を明確にし、予めわかりやすい例文を準備する。 

（２）利用可能な様々な情報伝達手段を活用し、繰り返し広報する。 

（３）情報の空白時間がないよう、定期的な情報提供に努める。 

２ 情報の一元化等 

市は、原子力災害合同対策協議会の場を通じて、十分に内容を確認した上で住民等に対する

情報の公表、広報活動を行う。 

その際、その内容について原子力災害対策本部、原子力災害現地対策本部、指定行政機関、

公共機関、県、関係市町村、原子力事業者等と相互に連絡をとり、情報の一元化に留意する。 

３ 提供する情報の種類 
市は、周辺住民のニーズを十分把握し、次の情報を提供する。 

（１）原子力災害の状況 

ア 原子力事業所等の事故の状況        イ モニタリングの結果 
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ウ 気象情報 等 

（２）農林畜水産物の放射性物質調査の結果及び出荷制限等の状況 

（３）市が講じている施策に関する情報 

（４）交通規制 

（５）避難経路や避難所等周辺住民に役立つ情報 

４ 情報提供手段 
市は、情報伝達にあたって、同報系防災無線、掲示板、広報紙、エリア放送（みなみそうま

チャンネル）、市ホームページ及び広報車等によるほか、テレビやラジオなどの放送事業者、通

信社、新聞社等の報道機関の協力を得て、情報を提供する。 

なお、その際、民心の安定並びに要配慮者、一時滞在者、在宅での避難者、応急仮設住宅と

して供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者等に配慮した伝達を行う。 

【市の広報体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 住民等からの問い合わせに対する対応 

市は、国、県及び関係機関等と連携し、必要に応じ、住民等からの問い合わせに対応する専用

電話を備えた相談窓口の設置、人員の配置等を行う。 

安否情報の提供については、一般災害対策編 第１部 第６章 第１節を準用する。 

参考：福島県地域防災計画  住民等に対する広報及び指示伝達系統図 
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第９節 自発的支援の受入れ等 

市は、国内・国外からの支援申し入れに対し、適切に対応する。 

第１ ボランティアの受入れ 

市は、社会福祉協議会と連携して、ボランティアに対する住民等のニーズを把握し、ボランテ

ィアの受付、調整等その受入れ体制を確保する。 

ボランティアの受入れについては、一般災害対策編 第１部 第18章 第１節を準用する。 

第２ 国民等からの義援物資、義援金の受入れ 

１ 義援物資の受入れ 
市は、県及び関係機関等の協力を得ながら、義援物資について、リスト及び送り先を国の原

子力災害対策本部等及び報道機関を通じて公表する。 

なお、原則として、市への個人からの義援物資は受け入れないものとする。 

義援物資の受入れについては、一般災害対策編 第１部 第８章 第4節を準用する。 

２ 義援金の受入れ 
市は、県と十分協議の上、義援金について定める。詳細については、一般災害対策編 第２

部 第２章 第１節を準用する。 

第10節 行政機関の業務継続に係る措置 

市は、庁舎避難のための立退きの勧告又は指示の地域に含まれる場合、住民等が避難完了後に、

あらかじめ定めた退避先へ退避する。 

退避した後は、業務継続計画に基づき、災害応急対策をはじめとして、退避後も継続する必要

がある業務を継続して実施する。 
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第４章 原子力災害中長期対策 

本章は、原災法第15条第４項の規定に基づき原子力緊急事態解除宣言が発出された場合の原子

力災害事後対策を中心に示したものである、これ以外の場合であっても、原子力防災上必要と認

められるときは、本章に示した対策に準じて対応する。 

第１節 緊急事態解除宣言後の対応 

市は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても、引き続き存置され

る原子力災害現地対策本部及び原子力被災者生活支援チームと連携して原子力災害事後対策や被

災者の生活支援を実施する。 

第２節 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定 

市は、国及び県と協議のうえ、状況に応じて、原子力災害事後対策実施区域における避難区域

等の設定を見直す。 

第３節 放射性物質による環境汚染への対処 

市は、国、県、原子力事業者及びその他の関係機関とともに、放射性物質による環境汚染への

対処について必要な措置を行う。 

第４節 各種制限措置の解除 

市は、県と連携を図り、緊急時モニタリング等による地域の調査、国が派遣する専門家等の判

断、国の指導・助言及び指示に基づき、緊急事態応急対策として実施された、立ち入り制限、飲

食物の出荷制限及び摂取制限等各種制限措置の解除を行う。 

また、解除実施状況を確認する。 

第５節 災害地域住民に係る記録等の作成 

第１ 災害地域住民の記録 

市は、避難及び屋内退避の措置をとった住民等が、災害時に当該地域に所在した旨を証明し、

また、避難所等においてとった措置等をあらかじめ定められた様式により記録する。 

第２ 災害対策措置状況の記録 

市は、市域の汚染状況図、緊急事態応急対策措置及び原子力災害中長期対策措置を記録する。 

第６節 被災者等の生活再建等の支援 

１ 市は、国及び県と連携し、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給

やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確

保、コミュニティの維持回復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援に努める。 

その際には、被災者の自立に対する援助、助成措置について、被災者への広報や総合的な相
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談窓口等を設置する。 

２ 市の区域を越えて避難した被災者に対しても、避難先の地方公共団体と協力することにより、

必要な情報や支援・サービスを提供する。 

３ 市は、県と連携し、被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等を

進めるために、特に必要があるときは、災害復興基金の設立等、機動的、弾力的推進の手法に

ついて検討する。 

第７節 風評被害等の影響の軽減 

市は、国及び県と連携し、農産物や海産物などの風評被害への対策として、科学的拠に基づく

農林水産業、地場産業の産品等の適切な流通等が確保されるよう、広報活動を行う。 

農業の再構築にあたっては、既に配備されている放射性物質・放射線測定器等をより効果的に

活用し、客観的なデータをわかりやすく適時適切に示すことにより、消費者の信頼回復を図る。 

第９節 被災中小企業等に対する支援 

市は、国及び県と連携し、必要に応じ災害復旧高度化資金貸付、小規模企業設備資金貸付及び

中小企業体質強化資金貸付等により、設備復旧資金、運転資金の貸付を行う。 

また、被災中小企業等に対する援助、助成措置について広く被災者に広報するとともに、相談

窓口を設置する。 

第10節 心身の健康相談体制の整備 

市は、国からの放射性物質による汚染状況調査や、対策指針に基づき、国及び県とともに、居

住者等に対する心身の健康相談及び健康調査を行うための体制を整備し実施する。 
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第１章 避難計画の基本的事項 

第１節 計画の目的 

本計画は、国からの指示又は市の独自の判断に基づき、屋内退避、避難等の措置を定めること

により、住民の避難を迅速かつ円滑に実施し、原子力災害から住民の生命及び身体の安全を保護

することを目的とする。 

第２節 計画の基本的な考え方 

本計画は、国による「防災基本計画（原子力災害対策編）」、「原子力災害対策指針」（以下「対

策指針」という。）や「福島県地域防災計画（原子力災害対策編）」（以下「県防災計画」という。）、

「福島県原子力災害広域避難計画」（以下「県広域避難計画」という。）、さらには「南相馬市地域

防災計画（原子力災害対策編）」に基づいたものであり、これらの計画において修正が行われた場

合は、その修正内容に準じて、適宜、本計画も見直しを行う。 

第３節 原子力災害対策重点区域 

１.「原子力災害対策重点区域」とは 

住民等に対する被ばくの防護措置を短期間で効率的に行うためには、あらかじめ異常事態の発

生を仮定し、施設の特性等を踏まえて、その影響の及ぶ可能性がある区域を定めた上で、重点的

に原子力災害に特有な対策を講じておくことが必要となる。この対策が講じられる区域を「原子

力災害対策重点区域」という。 

２.「原子力災害対策重点区域」の範囲 

原子力災害対策重点区域の設定にあたっては、原子力施設の種類に応じた当該施設からの距離

をその目安とし、国際基準や東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の教訓等を踏まえて、以下

のとおり定められている。 

 

陸地 海域 

UPZ 

 
PAZ

概ね３０km 

概ね５km 

・緊急時活動レベル（EAL）、運用上の介入レベル（OIL）

に基づき、緊急防護措置を準備する区域 

・必要に応じて段階的に防護措置を実施 

・原子力施設から概ね半径30ｋｍ 

・南相馬市全域が対象 

・緊急時活動レベル（EAL）に基づき、即時避難を実

施する等、放射性物質の環境への放出前から予防

的に防護措置を準備する区域 

・原子力施設から概ね半径５ｋｍ 

ＵＰＺ（Urgent Protective action planning Zone：

緊急防護措置を準備する区域） 

ＰＡＺ（Precautionary Action Zone：予防的防護措

置を準備する区域） 
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なお、特定原子力施設である福島第一原子力発電所に係る重点区域としては、対策指針により

ＰＡＺは設定されていない。 

 

○福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所からの距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.本計画における避難対象区域の範囲 

本市域は、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所から、30km圏内に含まれている

ため、市全域が「緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）」と定められている。 

 

【原子力災害対策重点区域】 

東京電力ＨＤ(株) 福島第一原子力発電所 
【緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）】 

南相馬市全域 東京電力ＨＤ(株) 福島第二原子力発電所 

鹿島区 

原町区 

小高区 
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第４節 原子力施設の緊急事態区分 

原子力施設の緊急事態の初期段階において、防護措置の準備やその実施等を適切に行うため、

原子力施設の状況に応じた緊急事態区分として、以下の3つの区分（警戒事態・施設敷地緊急事

態・全面緊急事態）が設定されている。 

また、この緊急事態区分のどの段階に該当するかを原子力事業者が判断するための基準として、

「緊急時活動レベル（EAL）」が定められている。 

 

緊急事態 

区分 
緊急事態区分の概要 

緊急時活動レベル（ＥＡＬ）：判断基

準 

警戒 

事態 

国及び地方公共団体は、PAZ内

において、実施に比較的時間を要

する防護措置の準備に着手しなけ

ればならない段階 

・使用済核燃料貯蔵槽の水位を維持で

きないこと、又は当該貯蔵槽の水位

を一定時間以上測定できないこと。 

・当該原子力事業所所在町において、

震度6弱以上の地震が発生 

・当該原子力事業所所在町沿岸を含む

津波予報区において、大津波警報が

発表   等 

施設敷地 

緊急事態 

国、地方公共団体及び原子力事業

者は、情報収集の強化を行うととも

に、主に PAZ内において、基本的

にすべての住民等を対象とした避

難等の予防的防護措置を準備し、ま

た、施設敷地緊急事態要避難者を対

象とした避難を実施する段階 

・使用済核燃料貯蔵槽の水位が照射済

燃料集合体の頂部から上方２メー

トルの水位まで低下すること。 

・原子力事業所の区域境界付近等にお

いて原災法第 10条に基づく通報の

判断基準として政令等で定める基

準以上の放射線量又は放射性物質

が検出された場合    等 

全面緊急 

事態 

国及び地方公共団体は、PAZ内

において、基本的にすべての住民等

を対象に避難や安定ヨウ素剤の服

用等の予防的防護措置を講じ、事態

の規模、時間的な推移に応じて、

UPZ内においても PAZ内と同様の

避難等の予防的防護措置を講じる

段階 

・使用済核燃料貯蔵槽の水位が照射済

燃料集合体の頂部の水位まで低下

すること。 

・原子力事業所の区域境界付近等にお

いて原災法第 15条に基づく緊急事

態宣言の判断基準として政令等で

定める基準以上の放射線量又は放

射性物質が検出された場合 

等 



第２章 情報の収集・伝達体制 

4 

第２章 情報の収集・伝達体制 

第１節 原子力事業者の通報事象 

原子力事業者は、原子力施設において、下表に示す事象が発生した場合に、その事象に応じた

通報を国、県及び市に行う。 

 ○緊急事態区分に応じた原子力事業者の通報事象 

緊急事態区分 原子力事業者の通報事象 

危機管理課長が 

必要と認めた場合 

警戒事象に先行する 

事象発生 

・通報連絡協定等に基づいた、警戒事象に先行す

る事象 

情報収集事態 情報収集事態の発生 

・原子力事業所所在町において震度５弱又は震度

５強の地震、原子力施設の運転に影響を及ぼす

おそれがある核物質防護情報等の通報 

警戒事態 警戒事象の発生 
・特定事象には該当しないが、これに至る可能性

のある事象 

施設敷地 

緊急事態 
特定事象の発生 ・原災法第10条通報事象 

全面緊急事態 原子力緊急事態宣言 ・原災法第15条事象 

第２節 緊急時の情報収集・連絡 

１.情報収集と連絡体制 

（１）警戒事象に先行する事象発生、情報収集事態の発生を認知した場合の通報・連絡 

【原 子 力 事 業 者】： 警戒事象に先行する事象が発生した場合、国、県及び関係市町村に

通報連絡を行う。 

【原子力規制委員会】： 県から連絡を受けた事項について、直ちに原子力保安検査官と連携

して、原子力施設の原子力防災管理者に施設の状況確認を行うよう

指示し、その結果を県及び所在町に連絡する。 

【福 島 県】： 原子力施設からの通報がない状態において、県が設置しているモニタリ

ングポスト等により特定事象発生の通報を行うべき数値（５μSv/h）の

検出を発見した場合は、直ちに原子力防災専門官に連絡する。 

【南 相 馬 市】： 原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた事項について、関係する指

定地方公共機関に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

○ 警戒事象発生の連絡 

南相馬市 福島県 指定地方公共機関 

原子力規制委員会 
（原子力防災専門官） 

福島第一原子力発電所 
福島第二原子力発電所 
（原子力防災管理者） 
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（２）原子力事業者からの警戒事象発生の連絡 

【原 子 力 事 業 者】： 原災法 10条に基づく通報事象には至っていないものの、その可能性がある

事故・故障あるいはそれに準じる事故・故障が発生した場合は、原子力規制

委員会、市及び県等に同時にＦＡＸで送付する。 

【原子力規制委員会】： 警戒事象が発生した場合は、県及び関係市町村等に情報提供を行う。  

【福 島 県】： 原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた事項について、関係市町村及び

指定地方公共機関に連絡する。 

【南 相 馬 市】： 原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた事項について、関係する指定地

方公共機関に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）原子力事業者からの特定事象発生の連絡 

【原 子 力 事 業 者】： 特定事象発生後又は発生の通報を受けた場合、原子力規制委員会、市及び

県等に同時にＦＡＸで送付する。 

【原子力規制委員会】： 事象の概要、事象の今後の進展の見通し等事故情報等について、県及び関

係市町村等に情報提供を行う。 

【福 島 県】： 発電所からの特定事象発生等の通報、国からの連絡及び環境放射線モニタ

リングにおける気象情報等について、関係市町村及び関係機関に連絡する。 

【南 相 馬 市】： 原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた事項について、関係する指定

地方公共機関に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 警戒事象発生の連絡 

南相馬市 福島県 指定地方公共機関 

原子力規制委員会 
（原子力防災専門官） 

福島第一原子力発電所 
福島第二原子力発電所 
（原子力防災管理者） 

○ 特定事象等発生時の連絡 

 

南相馬市 福島県 指定地方公共機関 

原子力規制委員会 
（原子力防災専門官） 

福島第一原子力発電所 
福島第二原子力発電所 
（原子力防災管理者） 
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（４）原子力事業者からの特定事象発生後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡 

【原 子 力 事 業 者】： 原子力規制委員会、市及び県等に施設の状況、応急対策活動の状況及び事

故対策本部設置の状況、被害の状況等を定期的に文書により連絡する。 

【原子力規制委員会】： 事象の概要、事象の今後の進展の見通し等事故情報等について、県及び関

係市町村等に情報提供を行う。 

【福 島 県】： 発電所からの特定事象発生等の通報、国からの連絡及び環境放射線モニタ

リングにおける気象情報や大気中拡散計算結果等について、関係市町村及

び関係機関に連絡する。 

【南 相 馬 市】： 原子力規制委員会から情報を得るとともに、原子力事業者等から連絡を受

けた事項、自ら行う応急対策活動状況等を随時連絡するなど、相互の連絡

を密にする。 

指定地方公共機関との間において、原子力事業者及び国から通報・連絡を

受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど、連絡を

密にする。 

県とは、各々が行う応急対策活動情報について、相互の連絡を密にする。 

国の現地事故対策連絡会議との連携を密にする。 

 

 

（５）原子力事業者からの原子力緊急事態発生の連絡 

【原子力規制委員会】： 原子力緊急事態が発生したと判断した場合は、関係地方公共団体等

に連絡を行う。 

【南 相 馬 市】： 国の現地対策本部、指定公共機関、県、指定地方公共機関及び原子

力事業者等ともに、オフサイトセンターにおいて施設の状況の把握、

住民避難・屋内退避状況等の把握を担う機能班に職員を配置し必要

情報を得るとともに、各々が行う緊急事態応急対策について調整を

行う。 

オフサイトセンターに派遣した職員に対し、市が行う緊急事態応急

対策活動の状況、被害状況等に関する情報を随時連絡する。 

【原子力防災専門官】： オフサイトセンターにおいて、必要な情報の収集・整理を行うとと

もに、市及び県をはじめ原子力事業者、関係機関等の間の連絡・調

整等を行う。 

南相馬市 福島県 指定地方公共機関 

原子力規制委員会 
（原子力防災専門官） 

現地事故対策連絡会議 

福島第一原子力発電所 
福島第二原子力発電所 
（原子力防災管理者） 

○特定事象発生後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡 
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２.通信手段の確保 

市は、国及び県と連携し、原子力施設からの状況報告や関係機関相互の連絡が迅速かつ正確

に行われるよう、市防災行政無線をはじめとした緊急時の通信連絡に必要となる諸設備等の整

備を行うとともに、その操作方法等について習熟しておく。 

また、通信事業者への移動基地局車両の派遣要請などの緊急措置について事前調整を行う。

南相馬市 

オフサイトセンター 

（原子力防災専門官） 

職員派遣 

現地対策本部 
指定公共機関 
福島県 
指定地方公共機関 
原子力事業者 
その他関係機関 

職員派遣 

原子力規制委員

機能班 

〇原子力緊急事態宣言後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡 
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第３節 活動体制の確立 

１.市の活動体制 

原子力災害対策本部等は、次の基準により設置する。 

緊急事態

の区分 
基準 市の体制 配備体制 

－ 

（危機管理課長が必要と認めた場合）

警戒事態には相当しないが、福島第一

周辺協定に基づく異常時の連絡等があ

り、なお事象の悪化が予想される場合 
準備体制 

本部事務局員 

総務部長、復興企画部長、 

健康福祉部長、子育て支援・健康づく

り担当理事 

情報収集

事態 

原子力施設立地町において震度５弱又

は震度５強の地震を観測した場合 

警戒事態 
１ 警戒事態発生の通報があった場合 

２ 市長が必要と認めた場合 

原子力災害

警戒本部 

体制 

○本部長：市長 

○本部員：各部長 

○本部付：消防署長、消防団長、

警察署長 

○本部事務局：総括班、広報班、

情報収集班、連絡調整班 

○配備要員：各班で定める。 

施設敷地

緊急事態 

１ 施設敷地緊急事態の通報があった

場合 

２ 発電所の事故により原災法第10条

に定める特定事象発生の通報があっ

た場合 

３ 市長が必要と認めた場合 

原子力災害

対策本部 

体制 

○本部長：市長 

○本部員：各部長 

○本部付：消防署長、消防団長、

警察署長 

○本部事務局：総括班、広報班、

情報収集班、連絡調整班 

○配備要員：各班で定める。 

全面緊急

事態 

１ 全面緊急事態の通報があった場合 

２ 内閣総理大臣が原子力緊急事態宣

言を発出した場合 

３ 市長が必要と認めた場合 

２.活動体制 

（１）準備体制 

市は、通報連絡協定に基づき、県又は原子力事業者から警戒事態に先行する事象発生の通

報を受けた場合、又は、情報収集事態の発生を認知した場合等、危機管理課長が必要と認め

る場合に、速やかに職員を招集し、先行して準備体制を整えるとともに情報の収集・連絡に

努める。 

（２）原子力災害警戒本部体制 

市は、国、県及び原子力事業者から警戒事態発生の通報を受けた場合、市長を本部長とす

る原子力災害警戒本部を迅速・的確に設置・運営する。 

（３）原子力災害対策本部体制 

市は、国、県及び原子力事業者から警戒事象、特定事象又は原子力緊急事態発生の通報を

受けた場合、市長を本部長とする災害対策本部を迅速・的確に設置・運営する。 

３.本部の設置場所 

本部の設置場所は、市役所（本庁舎２階政庁）及び区役所とする。 
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第４節 住民等に対する指示の伝達と広報 

市は、国及び県と連携し、住民、一般事業所等に対して、以下の手段により指示の伝達と広報

を行う。 

１.伝達・広報の手段 

（１）情報媒体を活用した伝達・広報 

市防災行政無線、広報車、インターネット、みなみそうまチャンネル、携帯電話への緊急

情報等メールサービス、テレビ・ラジオ等を活用する。 

（２）巡回による伝達・広報 

広報車、消防団員等の巡回により、住民の安全確保に努め、必要な指示を伝達する。 

（３）複合的な伝達・広報 

広報にあたっては、要配慮者、一般事業所及び観光客等一時滞在者への伝達に十分配慮

し、伝達ルートの事前確認を行うとともに、市防災行政無線、ＦＡＸ、電光掲示板等の複合

的な伝達手段の活用に努める。 

２.伝達・広報の経路 

（１）避難誘導に係る連絡系統図 

原子力事業者及び県から通報を受けた事項については、市原子力災害対策本部から各部を

通じて、各機関に連絡を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一原子力発電所 

福島第二原子力発電所 

福島県 

本部事務局 

総務部 

健康福祉部 

経済部 

市民生活部 

建設部 

消防団 

報道機関 

行政区 

社会福祉施設、医療機関 

小中学校、幼稚園、保育園 

商工会議所・商工会等関係 
団体、観光施設 

警察 

交通機関 

市原子力災害対策本部 

（市原子力災害警戒本部） 

区対策部 

教育部 

自主防災組織 

民生・児童委員 
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（２）情報配信連絡系統図 

住民等への情報配信については、次の手段を用いて、本部事務局総括班及び広報班が行う

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市原子力災害対策本部 

（市原子力災害警戒本部）

本部事務局 

テレビ・ラジオの緊急放送 

テレビ（文字情報の放送） 

市防災行政無線による放送 

携帯電話等へのメール 

緊急速報メール（エリアメール） 

緊急情報等メールサービス 

広報車等 

インターネット 

市ホームページ 

広報車等による巡回 

みなみそうまチャンネル 

市公式ＳＮＳ 

総括班 

広報班 
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３.広報のタイミング等の整理 

住民広報については、災害時には広報活動の混乱が予測されることから、あらかじめ広報の

タイミング、内容等を整理する。 

○住民広報のタイミング 

・緊急事態等に至った場合（警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態等） 

・特別の体制（災害対策本部設置等）をとった場合 

・事故や災害の状況等に大きな変更があった場合 

・住民避難、屋内退避、避難準備等を連絡する場合 

・放射性物質が放出された場合 

・緊急時モニタリング結果がまとまった場合 

・その他情報提供が必要な場合（広報の間隔があいた場合等） 

○住民への広報、指示伝達にあたっての留意すべき基本的事項 

・住民の混乱を避けるため、市内においては同一事象に対する広報内容は同一とし、区域

ごとに異なる内容の広報は行わない。 

・情報の信憑性を確保するため、行政からの情報であることを明らかにする。 

・住民に混乱を生じさせないため、住民に対して具体的に取ってほしい行動を明らかにす

る。 

・状況によっては、広報内容が聞き取りにくい場合が想定されるため、できる限り短い文

章でわかりやすい表現を用いる。（専門用語の使用は避ける。） 

・確実に情報を伝えるため、重要な情報は繰り返し広報する。 

・放射線は五感で感じることができないため、住民へ情報を伝える際には、緊急時モニタ

リング結果（実測値の変動傾向等）、事故の規模などを分かりやすく伝える。 

・情報の途絶は、住民の不安感を助長することになるため、状況に変化がない場合であっ

ても、一定間隔での定期的な広報を実施する。 

・福島第一原子力発電所での事故経験を踏まえ、住民の混乱を避けるためにも、事故の状

況や影響に加え、その対策や見通しなどを正しく伝えることで住民に冷静な判断・行動

を促す。 

 

４.伝達・広報の内容 

警戒広報、屋内退避及び避難指示の伝達・広報内容は例文（巻末）のとおりとする。 

なお、広報車による巡回広報についても、この例文に準じて行う。 
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第３章 屋内退避・避難の実施 

第１節 屋内退避及び避難の考え方 

１.屋内退避及び避難の実施 

市長は、内閣総理大臣が「原子力緊急事態宣言」を発出し、内閣総理大臣から屋内退避、避難

の指示を受けたときは、当該指示に従い、住民等に対し速やかに屋内退避又は避難の指示を行う。 

また、市長は、内閣総理大臣から指示がない段階で、状況に応じて、緊急に屋内退避、避難が

必要と自らが判断したときには、速やかに住民等に対し屋内退避又は避難の指示を行う。 

２.屋内退避又は避難の方法 

（１）屋内退避 

① 屋内退避は原則として住民等が自宅等にとどまるものである。市は、住民等に屋外に出

ないよう指示するものとする。 

また、屋外にいる住民等に対しては、速やかに自宅に戻るか、又は近くの公共施設等に

退避するよう指示するものとする。 

② 県は、屋内退避中の住民等に対し、テレビ・ラジオ及びインターネット等により屋内退

避の留意事項及び必要な情報を提供することとしており、市は、市防災行政無線及び広報

車の巡回等により、災害情報を広報して住民の安全確保に努める。 

（２）避難 

① 一時集合場所への集合 

市は、避難先及びバスによる避難のための一時集合場所を指定し、住民等に対して避難

の指示を行うとともに、市職員、消防署員・団員及び警察官の誘導のもとに住民等を集合

させる。 

② 避難退域時検査場所等への輸送 

市は、防災関係機関の車両等の応援、又は、必要に応じ、一般車両所有者等の協力を得

て、一時集合場所に集合した住民等を放射性物質の付着検査を行う場所（避難退域時検査

場所）等へ輸送する。 

また、人員、輸送車両等に不足を生じた場合は、自衛隊の支援を要請するとともに、必

要により県に支援を要請するものとする。 

③ 一時集合場所に自力で集合することが不可能な者に対する措置 

一時集合場所に自力で集合することが不可能な者については、市職員、消防署員・団員

及び警察官による救援活動を実施する。 

④ 避難路の通行確保 

警察官又は消防署員等避難措置の実施者は、迅速かつ安全に避難できるよう、自動車の

規制、荷物の運搬等を制止するなど通行の支障となる行為を排除、規制し、避難路の通行

確保に努める。 

⑤ 避難状況の把握 

市は、避難の指示等を行った場合は、戸別訪問、避難場所における住民登録等、あらか

じめ定められた方法により住民の避難状況を確認するものとし、避難漏れ等のないよう配

慮する。 
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○防護措置実施の流れ※４ 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質の放出後は、その拡散により比較的広い範囲において空間放射線量率等の高い地

点が発生する可能性があることから、県は国及び原子力事業者と連携して緊急時モニタリング

を迅速に行い、その測定結果に基づき、必要な防護措置を実施することが必要となる。 

これらの防護措置の実施を判断する基準として、運用上の介入レベル（ＯＩＬ）を定めている。 

○避難に係る運用上の介入レベル（ＯＩＬ）と防護措置の概要 

基準の種類 基準値※ 防護措置 モニタリング 

ＯＩＬ1 500μSv/h ・数時間内に避難 ・緊急時モニタリング 

ＯＩＬ2 20μSv/h 
・1週間程度以内に 

一時移転 
・緊急時モニタリング 

※本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計

測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する

必要がある。ＯＩＬ１については緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間値）がＯ

ＩＬ１の基準値を超えた場合、ＯＩＬ２については、空間放射線量率の時間的・空間的な変化を参照し

つつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えたと

きから起算して概ね１日が経過した時点の空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えた場

合に、防護措置の実施が必要であると判断する。 

 

 

緊急事態区分 

情報収集のみ 

屋内退避の準備 

・屋内退避 

・OILによる住民の避難準備 

施設外への放射

性物質の放出 

警戒事態 

施設敷地内 
緊急事態 

全面緊急事態 

緊急時 

モニタリング 

OIL１ 
500μ㏜/ｈ 

安定ヨウ素剤の服用※３ 

OIL2 
20μ㏜/ｈ 

20μ㏜/ｈ 

未満  

数時間以内に 

避難 

1週間程度以内に 

一時移転 

屋内退避  
継続 ※２ 

※１ 

避難退域時検
査及び 
簡易除染 

※１．緊急の避難が必要な場合と比較して、空間放射線量率等は低い地域ではあるが、日常生活を継続した場合の無用

の被ばくを低減するため、一定期間のうちに当該地域から離れるために実施する防護措置 

※２．移動が困難な者の一時屋内退避を含む 

※３．原子力規制委員会の判断を基に、原子力災害対本部又は市が指示した場合 

※４．事態の規模、時間的な推移に応じて、国から避難等の防護措置を講じるよう指示された場合は、この限りではな 

い  
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第２節 屋内退避の実施 

１.屋内退避の有効性 

屋内退避は、住民等が比較的容易にとることができる対策であり、放射性物質の吸入抑制や

中性子線及びガンマ線を遮へいすることにより被ばくの低減を図る防護措置である。 

屋内退避は、避難の指示等が国等から行われるまで放射線被ばくのリスクを低減しながら待

機する場合や、避難又は一時移転を実施すべきであるが、その実施が困難な場合、国及び市の

指示により行うものである。 

特に、病院や介護施設においては避難より屋内退避を優先することが必要な場合があり、こ

の場合は、一般的に遮へい効果や建屋の気密性が比較的高いコンクリート建屋への屋内退避が

有効である。 

なお、全域がＵＰＺである本市においては、段階的な避難やＯＩＬに基づく防護措置を実施

するまでは、原則屋内退避を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

２.屋内退避の指示 

住民に対する屋内退避の指示の伝達は、以下の方法とする。 

（１）市防災行政無線による広報 

（２）広報車等による広報 

（３）携帯電話への緊急情報等メールサービスによる広報 

（４）テレビ・ラジオによる広報 

（５）市ホームページ等による広報 

（６）エリア放送（みなみそうまチャンネル） 等 

３.屋内退避の実施 

市長は、国の指示又は自らの判断により、屋内退避を決定したときは、住民等に対して、屋

外に出ずに自宅に待機するよう、また、屋外にいる住民に対しては、速やかに自宅に戻るよう、

一時滞在者に対しては、近くの公共施設等に退避するよう、以下の事項とともに正確かつ簡潔

に指示を行う。 

 

 伝 達 内 容 

指示 

・指示者 

・屋内退避の理由 

・屋内退避時の注意事項等 

 

住民等 

 
自  宅 

近くの公共施設 
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第３節 安定ヨウ素剤の予防服用 

市は、対策指針を踏まえ、県、医療機関等と連携して、住民等に対する緊急時における安定ヨ

ウ素剤の備蓄体制を整備し、速やかに安定ヨウ素剤の予防服用が行えるよう準備する。 

１.安定ヨウ素剤の配布体制の整備 

市は、県と連携し、緊急時に住民等が避難や屋内退避等を行う際に安定ヨウ素剤を配布する

ことができるよう、配布場所、配布のための手続き、配布及び服用に関与する医師、薬剤師の

手配等についてあらかじめ定めるとともに、配布用の安定ヨウ素剤をあらかじめ学校や公民館

等の適切な場所に備蓄する。 

２.安定ヨウ素剤の服用にあたって 

市は、県と連携し、避難や屋内退避等を行う住民等に対して安定ヨウ素剤を配布する際に、

予防服用の効果、服用対象者、禁忌等についての説明書等を準備する。 

３.住民への配布・服用指示 

市は、県と連携し、国の原子力災害対策本部の指示に基づき、又は市独自の判断により、住

民等に対し、原則として医師の関与の下で、安定ヨウ素剤を配布するとともに、服用を指示す

る。 

ただし、時間的制約等により、医師を立ち会わせることができない場合には、薬剤師の協力

を求める等、あらかじめ定める代替の手続きによって配布・服用指示を行う。 
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第４節 避難の実施 

１.広域避難における基本的な枠組みについて 

県広域避難計画は、関係市町村毎に、避難先市町村及び避難施設を定め、基本的な避難ルー

トを選定している。 

また、避難ルート沿いに車両や避難住民の放射性物質の付着検査等（避難退域時検査）及び

簡易除染の実施場所、並びに避難途中の情報を提供する避難中継所を必要に応じて設ける。 

２.避難の実施時期 

市長は、国の指示又は自らの判断により、避難を決定したときは、住民等に対して、避難の

指示を行うものとする。 

３.避難所 

避難所は、県が作成する広域避難計画を基に、県及び避難受入先市町村と事前協議を行い、

避難受入市町村の公共施設等を避難所として指定するものとする。 

○南相馬市の避難先市町村 (平成２８年１２月現在) 

避難先市町村等 

福島市、郡山市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、大玉村、新地町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南相馬市 

相馬市 

新地町 

福島市 
伊達市 

二本松市 

郡山市 

須賀川市 

大玉村 
本宮市 
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４.避難の流れ 

（１）自家用車による避難 

① 対象者 

自家用車を利用できる住民等 

② 避難順序の統制 

市及び県等は、自家用車で避難を行う住民に対して、居住する地区が避難を開始する時期、

避難に使用する経路、避難退域時検査場所・避難中継所・避難所（以降「避難所等」という。）

について十分に広報を行う等により、避難指示に従った避難の遵守を求めて、交通渋滞の発

生を防止する。 

（２）バスによる避難 

市があらかじめ定めた一時集合場所に、原則、徒歩で集結した後、県等が手配するバスによ

り、指定された避難経路を経由して避難所へ避難する。 

① 対象者 

自家用車の利用ができない住民等 

② 一時集合場所への集結 

市は、あらかじめ定めた一時集合場所を順次開設し、職員等により運営するとともに、住

民に対して必要な広報を行う。 

なお、コミュニティ維持の観点から行政区ごとでまとまって集結する。 

市は、一時集合場所において、避難する住民名簿（カード）を作成するとともに、県と協

力し、避難所等の所在、災害の概要その他の避難に資する情報を提供する。 

③ 一時集合場所から避難所等までの輸送 

県等により手配されたバスで避難所等への避難を行う。 

なお、避難住民輸送に必要なバス等の確保が困難な場合は、自衛隊の車両等による輸送支

援を求める。 

市は、県と連携し、警察、消防署及び指定地方公共機関等の協力を得て、一時集合場所か

ら、避難退域時検査場所を経由して、あらかじめ定めた避難中継所・避難所へ避難住民の輸

送を実施する。 
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○一時集合場所 

◆ 一時集合場所は、参考資料１を参照 

○避難先及び避難経路 

避難の経路にあたっては、車両の集中による渋滞が想定されるため、道路状況を勘案し、あ

らかじめ地区単位で避難経路と避難先を設定する。実際の避難経路は、交通の円滑化、道路啓

開※1、避難支援地点の設定等、輸送を重点的に確保する。 

◆ 避難先の詳細は、参考資料２、参考資料４を参照 

◆ 避難先への避難経路は、参考資料２、参考資料３を参照 

○避難中継所とは 

避難中継所とは、避難時の混乱を避け、円滑な住民支援を目的として、避難者が避難所へ行

く前に、原則避難先市町村内において一時的に集合する場所のことを言う。 

なお、避難中継所の設定は必須ではなく、住民避難の運用方法の一つとして県広域避難計画

で例示されているものである。 

５.住民輸送 

避難にあたっては、災害の状況に応じ、住民の自家用車をはじめ、バス、鉄道等の公共交通

機関、県防災計画に定める防災関係機関が保有する車両、船舶、ヘリコプター等のあらゆる手

段を活用する。 

① 自家用車避難の原則 

自力で避難可能な住民については、原則、段階的避難指示に従って自家用車により避難す

る。この場合、渋滞を極力避けるため家族又は近所の住民との乗り合わせにより避難する。 

② バス等による集団避難 

自家用車による避難が困難な住民は、バスによる集団避難を行う。 

なお、関係市町村は自市町村内にあらかじめ一時集合場所等を設定し、住民に周知してお

く。 

③ 県によるバス等の手配 

バスによる避難については、関係市町村が所有するバスだけでは不足する場合、県が（公

社）福島県バス協会と締結している協定に基づき、集合場所、学校等必要な箇所へ確実に手

配できるよう、あらかじめ体制を整えておく 

また、他県のバス協会にも協力を求め、必要な体制を整えておくものとする。 

なお、バスによる避難にあたっては、原則として県又は市の職員等が同乗する。 

④ 緊急車両などの派遣要請 

バス等による避難が困難な場合や確保台数等が不足する場合は、陸上自衛隊や海上保安庁

等へ車両、船舶、ヘリコプター等の派遣要請を行うものとする。 

⑤ 鉄道による避難 

鉄道による避難が可能な場合は、東日本旅客鉄道（株）の協力を得て積極的に活用するも

のとする。 

                            

※1 緊急車両等の通行のため、１車線でも通れるように早急に最低限の瓦礫処理を行い、簡易な

段差修正により救援ルートを開けること 
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６.避難退域時検査の実施体制 

県が避難経路沿い等に設置した避難退域時検査場所において、避難住民の避難退域時検査を

実施し、簡易除染や防護指導とともに必要な場合には処置を施すものとする。 

７.避難所の管理運営 

（１）避難所の設置 

避難所の設置は、市、県及び受入市町村が協力して行うものとする。 

（２）管理運営体制 

市は、避難所に常駐職員を派遣し、施設の管理運営にあたる。 

運営においては、自治組織、自主防災組織及びボランティア等と連携して行うものとし、

避難所運営のための組織を設けて、自主的な活動によって避難所を運営することを基本とす

る。 

学校等施設が避難所となった場合は、避難所開設時点から教職員等施設職員と明確な役

割分担を行い、教職員等の支援を受ける。 

  ○災害発生後７日程度までの期間の管理運営 

項 目 管 理 運 営 内 容 

避難所の確保 机、いす等の整理による空間の確保 

避難者の把握 
避難者名簿の作成 

要配慮者の把握と対応 

食糧、飲料水、生活必需品

等の調達・配布 

必要数量の把握 

必要数量の手配 

必要数量の調達及び運搬 

避難者等への配布 

避難所の改善・充実 
仮設トイレ、風呂の対策、暑さ・寒さの対策、 

防疫対策、仮設電話等 

医療対策 負傷者、急病者等への医療手配 

避難者の相談等 
安否確認への対応 

各種相談 

運営体制の確立 市民団体、ボランティアとの連絡調整 

被災情報の提供 被害（人的・物的）の概要 

○長期にわたる場合の管理運営 

項 目 管 理 運 営 内 容 

自主運営組織の確立 

避難市民による自主運営の確立 

・食糧、飲料水、生活必需品等の調達・配布 

・避難生活のルールづくり 

・避難所の清掃、警備等 

・避難者の要望の集約 

避難所の改善・充実 

プライバシー保護のための設備（間仕切り等） 

炊事施設、洗濯施設、洗面所等の充実 

空調設備等の設置 

行政相談等 仮設住宅の募

集 

 (生活支援情報の提供) 

仮設住宅の募集 

各種被災者支援施策の広報・伝達及び相談 
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医療対策等 
巡回医療の実施 

メンタルケアの実施 

自宅での被災者対策 
行政相談等 

医療対策等 

（３）避難所の管理運営上の留意事項 

① 避難所開設、運営の手順 

避難所開設・運営にあたっては、以下の事項・手順に留意して行う。 

・施設の解錠と施設内に避難者を誘導 

・無線、ＦＡＸ、電話等により避難所を開設したことを市災害対策本部に報告 

・避難所内に事務所を開設 

・施設内の整理と避難者の受入れスペースを指定、誘導 

・避難者名簿（カード）を配布・回収 

・必要に応じて退避スペースの割り振り設定 

・避難所運営状況、食糧・生活必需品等確保状況を市災害対策本部に報告（定時、

その他適宜） 

・避難所日誌を作成 

② 避難者名簿（カード）の作成 

避難所を開設し、市民を受入れた際には、避難者名簿（カード）を配布し、各世帯単位

に記入するよう指示する。回収した避難者名簿（カード）を基に日誌を作成し、事務所に

保管するとともに、市災害対策本部に報告する。 

③ 情報掲示板の設置 

避難者への必要情報を伝達するため、避難所内に情報掲示板を設置する。 

④ 避難所運営状況の報告と記録 

避難所の運営状況について、毎日定時に市災害対策本部に報告する。 

ただし、傷病者の発生等特別の事情があるときは、その都度必要に応じて市災害対策本

部に報告する。 

⑤ 食料、生活必需品の請求及び配布 

避難所全体で集約された食料、生活必需品、その他物資の必要数を取りまとめた後、必

要数量を市災害対策本部に報告する。 

⑥ 要配慮者への配慮 

自主防災組織、ボランティア等の協力を得て、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等の

要配慮者を把握し、これらの者に対して健康状態等について聴き取り調査を行う。市は、

県と連携し、保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。 

調査の結果に基づき、これらの者が必要とする食糧、生活必需品等の調達を要請する。 

要配慮者の退避空間についてはプライバシーの保護、トイレ等の利用のしやすさ、騒音

の少ない場所等、特別の配慮を行うとともに、施設の改善等が必要な場合は、施設の改善

を要請する。 

外国人に対しては、あらかじめ外国語による避難所生活の留意事項等を示したパンフレ

ットを作成し配布するとともに、必要に応じて、通訳等のボランティアの確保・派遣を要

請する。 
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避難所での情報提供については、掲示板、放送等を活用するなど要配慮者に配慮した対

策を実施する。 

⑦ プライバシー保護 

避難所生活の長期化に対応して、退避者のプライバシー保護に留意する。 

⑧ 避難所における火災予防対策の徹底 

避難所における出火防止を図り、避難者の安全を確保する。 

（４）避難所の集約・閉鎖 

施設の本来の機能を回復するため、災害の復旧状況や避難者の状況を勘案しつつ、避難

所の集約及び解消を図る。避難所を閉鎖した場合は、県に報告する。 
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第４章 要配慮者に対する避難支援 

第１節 体制等の整備 

１.原子力災害の特殊性への留意 

市は、県の協力のもと、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦など要配慮者及び一時滞

在者への対応を強化するため、原子力災害の特殊性に留意し、情報伝達・避難誘導体制等を整

備する。 

２.情報の共有化 

市は、災害時に的確な安否確認を行うため、平常時より周辺住民、自主防災組織及びボラン

ティア等に情報を提供し、避難行動要支援者に関する情報の共有を図る。 

また、有事の際には、自主防災組織等に名簿情報を提供し、協力を得る。 

なお、名簿情報の共有にあたっては、名簿情報の提供に同意を得られた方々を基本とするが、

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を

災害から守るために市長が特に必要であると認めるときは、名簿情報を提供することについて

の本人の同意を得ることは要しないものとする。 

第２節 避難行動要支援者の避難計画の作成 

１.市 

市は、県の協力のもと、要配慮者及び一時滞在者の避難誘導を行う。 

また、平常時より、周辺住民、自主防災組織及びボランティア等の情報を提供し、避難行

動要支援者に関する情報の共有を図るとともに、必要に応じて避難誘導や搬送・受入れ体制の

整備を図る。 

また、放射線の影響を受けやすい乳幼児等については十分配慮する。 

なお、市は、県の助言のもと、これらの検討を踏まえ、避難行動要支援者避難支援計画等を

作成する。 

２.社会福祉施設管理者 

社会福祉施設の管理者は、県及び市と連携し、原子力災害時における避難所、避難経路、

誘導責任者、誘導方法、入所者等の移送に必要な資機材の確保及び関係機関との連携方策等に

ついての避難計画を作成する。 

３.医療機関管理者 

病院等医療機関の管理者は、県及び市と連携し、原子力災害時における避難経路、誘導責任

者、誘導方法、患者の移送に必要な資機材の確保及び避難時における医療の維持方法等につい

ての避難計画を作成する。 
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○要配慮者の避難の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 その他の要配慮者の避難 

１.生徒等の避難 

学校等施設の管理者は、市及び県と連携し、原子力災害時における園児、児童、生徒及

び学生（以下「生徒等」という。）の安全を確保するため、あらかじめ、避難場所、避難

経路、誘導責任者及び誘導方法等についての避難計画を作成する。 

また、市は、各施設が保護者との間で、災害発生時における生徒等の保護者への引渡し

に関するルールをあらかじめ定めるよう促す。 

２.観光客等の避難 

市は県等と協力して、市防災行政無線や道路情報板により速やかに観光客等へ事故状況

等を伝達するとともに、あわせて避難経路等を情報提供し、速やかな帰宅を呼びかける。 
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※避難場については一般的なイメージであり、 

要配慮者の症状、状況に応じて適切に判断する 
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第５章 今後の取組 

１.避難中継所の設置と運営 

避難中継所の設置は、県広域避難計画において、避難元市町村と避難先市町村が協議するこ

ととされている。 

市は、避難中継所を設置するために、事前に次の事項について、県を通じて避難先市町村と

協議を進める。 

協議事項 内 容 

① 避難中継所の役割 避難中継所の役割のうち、何を行うかを決めておく。 

② 集約する避難施設の

優先度 

避難先施設を集約する場合、どの施設に優先的に集約する

かを決めておく。 

③ 避難先集約の基準 どのような状態になったら、避難先施設を集約するかを決

めておく。 

２.福祉避難所の設置 

市は、福祉避難所の早期開設を図るため、福祉避難所の指定を行っていない避難先市町村

に、県を通じ、早期指定を求める。 

３.行政機能の移転 

市は、庁舎が避難対象区域に含まれる他、施設が被災するなど、庁舎としての機能維持が

困難となり、住民の避難先となった避難先市町村に庁舎が移転する事態となった場合において

も、住民に対する行政サービスの継続性が確保できるよう、あらかじめ代替施設を選定のうえ、

機能移転に必要な情報や移転する備品等を事前にリストアップするなど、移転体制の準備を進

めておく。 

４.広域避難計画を踏まえた訓練の実施 

市は、円滑かつ確実な広域避難が可能となるよう本計画等に基づく原子力防災訓練を継続的

に実施する。 

なお、訓練の成果については、市、県及び避難先市町村、防災関係機関等で共有のうえ、

本計画の改訂等、原子力防災体制の強化に反映する。 

５.避難計画の啓発 

市は、住民に対して、本計画に基づく広域避難を円滑かつ確実に実施してもらうために、

説明会や住民を交えた訓練などを行い、原子力防災に関する知識の普及と啓発に努める。 

 

 


